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序文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

はじめに

張　雅*

　本論集は、人類学研究所国際化推進事業（第５期）「な
りわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同か
ら」（2022～2024年度）に基づいて開催されたシンポ
ジウム、講演会の成果を総括したものである。
　この事業の目的は、アジア諸国、とりわけ中華圏の
人類学者と日本の人類学・民俗学者との密接なネット
ワークを形成し、相互に協同することで、人類社会が
直面する現代的諸問題に対して人類学はいかなる貢献
を果たすことができるのかを模索することにある。現
代社会は戦争や感染症、自然災害、テロ、気候変動な
どの深刻な国際問題に直面しており、多くの人々が故
郷を離れて避難を強いられたり、自宅に閉じこもった
りすることを余儀なくされている。こうしたグローバ
ルな課題について、人類学の研究者と共に議論を深め、
歴史・経済・政治的な視点から国境を越えた人や物の
移動の重要性を再考することが求められている。その
ため、本事業では、具体的に「なりわいと移動の人類
学：中華圏の研究者との協同」というテーマのもとに、
ローカルなモノの生産や流通がグローバルな人や情報
の往来へといかに展開し、他者とのネットワークがど
のような形で構築されているのかという共通の課題を
策定し、南山大学人類学研究所の所員と中華圏の研究
者との間で対話を重ねることを目指すことであった。
　南山大学人類学研究所の国際化推進事業（第５期）
では、2022年12月３日に公開講演会「寒村で越境 EC

ビジネスの集積がなぜ生まれたのか─義烏の物語─」、
2024年３月３日には「海を越えて南洋に渡った人た
ちの体験─戦争とジェンダーの視点から─」をテーマ
にした公開シンポジウム、2024年７月20日に「中国
におけるプーアル茶の流通史と消費の現状」をテーマ
にした公開シンポジウム、2024年11月23日に公開講
演会「越境者のＥコマースを用いた購買行動から考え

る新しい領土」を実施した。
　本論集は、これらシンポジウムおよび講演会のテー
マに基づき、三部構成でまとめている。第一部は、「寒
村で越境 ECビジネスの集積がなぜ生まれたのか─義
烏の物語─」講演会と「越境者のＥコマースを用いた
購買行動から考える新しい領土」講演会（「現代中国
における ECサイトの拡大─ひと・もの・情報の移動
の新たな展開─」シリーズ）の成果として、グローバ
ル化とＥコマースの拡大を背景に、商業集積地の発展
をはじめ、物流網・運送技術の拡大と向上、消費者の
消費行動、広告発信の変化を見据えながら、ひと・も
の・情報の新たな展開と新しい統治のシステムによる
領土の定義、境界などについて考察するものである。
李瑞雪と王亦菲による共著論文は中国の浙江省義烏の
５つの EC村と１つの ECタウンを事例に、農村部の
EC村という産業集積地の形成と発展において、産業
基盤の補助、政策の推進とインフラの整備、人材の確
保など様々な要素が総合的に作用するメカニズムを検
証している。調査地である義烏の EC村には移住者が
多く、なかでも起業者には比較的若く、かつ一流大学
出身ではない者が多いという。彼らは重要な人材とし
て EC村のさらなる発展を推進し、また、EC村の発
展も彼らの人生を一変させたと言えよう。本論文では、
越境 EC市場の発展が商品の販売に関わる多様な職業
の創出を促し、都市と農村の格差を縮小させるととも
に、さらに地域の活性化の効果にも貢献したことが指
摘される。
　藤野陽平の論文は、グローバル化とＥコマースの拡
大を背景に、日本と台湾を行き来する人々の購買行動
を事例として取り上げ、情報アクセスや配送時間、料
金、言語の壁、地理的な距離などといった具体的な要
素を分析することで、サイバーという新たな統治シス
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テムによる領土の定義の再考を試みたものである。筆
者は、異郷の地に足を踏み入れ、他者の営みを観察す
ることを重視してきた人類学のフィールドワークが、
コロナ禍以降オンラインという場でも展開されるよう
になったことに着目する。実際に現地へ赴くフィール
ドワークとオンライン調査の相違を問い直す中で、デ
ジタルプラットフォームの浸透によって、人々がサイ
バー空間とリアル空間の両方で、国家とプラット
フォームによる統治を受けつつも、それを自身の実践
を通じて活用していることを指摘する。このように、
国家の統治とビッグデータの囲い込みが避けられない
状況において、利用者である私たちがデジタルサービ
スを活かしながら、アルゴリズムに操作されないため
に、いかなる工夫が必要なのか、重要な視点を提示し
てくれる。
　第二部は、「海を越えて南洋に渡った人たちの体験
─戦争とジェンダーの視点から─」公開シンポジウム
の成果として、主に戦時中に南洋に移動した沖縄出身
の女性たちや女性作家などに焦点を当てて、戦争と
ジェンダーの関係性の観点から、戦時中における日本
の性別分業がどのように彼女たちの南洋体験に影響を
与えていたのかを検討する。川島淳の論文は沖縄出身
で南洋群島に移民した女性に注目し、彼女たちの渡航
の目的、生業と活動などから沖縄出身の南洋移民女性
たちの特徴について理解するための貴重な手がかりを
提供してくれるものである。彼女たちは結婚、家族の
呼び寄せ、国策による南進の動員などの様々な理由で
南洋に渡ったが、戦時中に南洋群島の非常時体制が構
築された後に、防災訓練や食糧増産に従事させられ、
さらに高齢者や子供の引揚に同伴する役割を担わされ
ていたことが明らかになった。戦時引揚に応じた女性
たちのなかには、やむをえず家族が分断されて、沖縄
で集団死に追い込まれる人もいたが、船舶の都合や個
人の意思で南洋群島に残留している者もいた。しかし、
どの選択肢においても、帝国日本の勢力の拡大と崩壊
は彼女たちの人生に大きな波乱をもたらしたことは間
違いないことが示される。
　宮沢千尋の論文は、森三千代の『晴れ渡る仏印』に
登場した二人のベトナム人女優、張鳳好と愛蓮の記述
を分析し、森三千代のベトナム表象とベトナム女性に
対する描き方を考察するものである。筆者は、森三千
代が現地で会ったベトナム人の文学者は、植民地当局
によって事前に選定され、フランス語での創作活動を
行う人々がメインであったことを指摘する。その上で、

森三千代はフランスのフィルターを通してベトナムの
文学を理解するため、フランス文学の指導が前提に
あったことが窺われる。森三千代は、張鳳好の芝居で
はベトナムの女性が儒教的環境で苦しむ姿が生々しく
表現されていたことが高く評価されたことに対し、愛
蓮の「西洋モノ」の劇は新鮮味はあるもののそれほど
の評価を得られなかったことを本論は考察する。筆者
は、ベトナム地域研究の専門家として当時の仏印の出
版状況を結びつけ、森三千代のベトナムに関する記述
の限界と特色を示すことで、森三千代という作家を理
解するための視点を提供する。
　張雅の論文は、1940年代に南洋に徴用された女性
作家に焦点を当て、派遣時期や服装、活動内容を通じ
て、女性作家に与えられた役割を明らかにする。特に、
フィリピンに徴用された三宅艶子の『比島日記』と川
上喜久子の『フィリピン回想』を取り上げ、女性作家
の南洋経験が当時の性別分業によってどのようにジェ
ンダー化されたのかを考察する。この分析を通じて、
彼女たちが南洋で受けた厚遇の背後に存在している戦
場のジェンダーの不平等性を解き明かす。
　第三部は、「中国におけるプーアル茶の流通史と消
費の現状」公開シンポジウムの成果として、主に歴史
的な視点と現地調査に基づき、時代ごとの政治的・社
会的な文脈の中で、茶とそれに関連する飲料の生産お
よび消費の実態を考察する。張静紅の論文は、中国の
深圳と潮州という二都市の若者の茶と関連する飲料の
消費を通じて、若者の感覚と消費に関わる「品位」を
社会的・文化的要素から分析するものである。同氏は、
近年中国で若者に人気があるミルクティーの消費に注
目し、その魅力の核心が「甘味」にあることを明らか
にする。ミルクティーの「甘味」は、若者たちにひと
ときの安らぎとストレス解消の効果をもたらしている
という。また、潮州は深圳に比べて地元意識が根強く、
家庭で年長者とともに工夫茶（コンフーチャ）を飲む
習慣があるため、潮州の若者には工夫茶、コーヒー、
ミルクティーを組み合わせて取り入れるという「雑食」
的な喫茶の特徴が見られるという。ただ、年長者が好
む濃香型と異なり、潮州の若者は香り高い「清香型」
の茶を好み、さらに味わいよりも見た目の美しさとい
う視覚的要素を重視する傾向があるという点も、本論
文で示される興味深い考察の一つである。
　西川和孝の論文は、清末から民国初年にかけての普
茶生産の要因を豊富な史料に基づき総合的に検証す
るものである。具体的には、普 茶の栽培・加工技術
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の向上、輸出手段の整備、対外貿易の拡大、新たな物
流ルートの構築といった側面から分析を行う。本論文
は、従来のハノイ経由での香港への輸出に関する議論
を踏まえつつ、英領インド帝国との取引の視点を新た
に加える。インド茶をチベットに輸出する過程で交通
インフラが整備されたことにより、普 茶もインド経
由でチベットに流入し、その消費拡大に繋がった一方
で、インド商人に価格決定権を譲ることとなり、さら
に模倣品まで生み出されたという指摘は重要である。

講演会・シンポジウムの記録

公開講演会「寒村で越境 EC ビジネスの集積がなぜ生

まれたのか─義烏の物語─」（「現代中国における EC

サイトの拡大─ひと・もの・情報の移動の新たな展開

─」シリーズ No. 1）

日　時：2022年12月３日（土）、13：30～15：00

会　場：南山大学 G27教室・オンライン（Zoom）
講　師：李瑞雪（法政大学）
使用言語：日本語
プログラム：
13：30‒13：35　 趣旨説明　張雅（南山大学人類学研究

所非常勤研究員）
13：35‒14：35　 李瑞雪（法政大学教授）講演「寒村で

越境 ECビジネスの集積がなぜ生まれ
たのか─義烏の物語─」

14：35‒14：45　 コメント　張玉玲（南山大学人類学研
究所／外国語学部アジア学科教授）

14：45‒15：00　質疑応答
（司会） 張雅（南山大学人類学研究所・プロジェクト

研究員）

公開シンポジウム「海を越えて南洋に渡った人たちの

体験─戦争とジェンダーの視点から─」

日　時：2024年３月３日（日）、13：30～17：30

会　場：南山大学 G25教室・オンライン（Zoom）
プログラム：
13：30　　　　開会挨拶
13：35‒13：45　 趣旨説明　張雅（南山大学人類学研究

所・プロジェクト研究員）
13：50‒14：30　  川島淳（沖縄国際大学非常勤講師）「沖

縄出身南洋移民女性の生業と戦争─
ジェンダーの視点から─」

14：35‒15：15　 大久保由理（東京大学特任研究員）　
「フィリピンで「大東亜共栄圏」建設を

目指した青年─ジェンダーの視点から
日記を読み直す─」

15：20‒16：00　 張雅（南山大学人類学研究所・プロジェ
クト研究員）「1940年代に南洋へ赴く
男性作家と女性作家の役割について」

16：15‒16：30　 コメント　宮沢千尋（南山大学教授）
16：30‒16：45　 コメント　宮脇千絵（南山大学准教授）
16：45‒17：30　質疑応答
（司会） 張雅（南山大学人類学研究所・プロジェクト

研究員）

公開シンポジウム「中国におけるプーアル茶の流通史

と消費の現状」

日　時：2024年７月20日（土）、14：00～17：00

会　場：南山大学 G23教室・オンライン（Zoom）
プログラム：
14：00‒14：05　開会挨拶
14：05‒14：15　 趣旨説明　張雅（南山大学人類学研究

所・プロジェクト研究員）
14：15‒14：55　 西川和孝（明治大学准教授）「清代民国

初期のプーアル茶の栽培と流通につい
て」

15：00‒16：00　 張静紅（南方科技大学准教授）「越陈越
香的发明：普 茶在中国云南和大珠三
角之间的流（茶を熟成させるという発
明：中国雲南省と珠江デルタ地域で流
通するプーアル茶）（通訳・袁夢）

16：15‒16：30　コメント　王曉葵（南方科技大学教授）
16：30‒17：00　質疑応答
（司会） 張雅（南山大学人類学研究所・プロジェクト

研究員）

公開講演会「越境者のＥコマースを用いた購買行動か

ら考える新しい領土」（「現代中国における EC サイト

の拡大─ひと・もの・情報の移動の新たな展開─」シ

リーズ No. 2）

日　時：2024年11月23日（土）、15：00～17：15

会　場：南山大学 S65教室・オンライン（Zoom）
プログラム：
15：00～15：15　 趣旨説明　張雅（南山大学人類学研

究所・プロジェクト研究員）
15：15～16：15　 藤野陽平（北海道大学大学院メディ

ア・コミュニケーション研究院教授）
「越境者のＥコマースを用いた購買行
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動から考える新しい領土」
16：15～16：30　休憩
16：30～16：45　 コメント　張玉玲（南山大学人類学

研究所／外国語学部教授）
16：45～17：15　質疑応答
（司会）宮脇千絵（南山大学人類学研究所准教授）

謝辞

　本研究所の国際化推進事業の遂行にあたり、シンポジウ
ムや講演会の開催をはじめ、この論集の刊行に至るまで、
多くの方々にお世話になりました。ご登壇を快諾していた
だいた先生、コメンテーターを務めてくださった各先生、
貴重な論考を寄せていただいた各先生、またさまざまな形
で多大なご協力を賜った方々に厚くお礼申し上げます。
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*1 法政大学
*2 （中国）西南交通大学
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論文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

中国農村部における EC 集積地の形成と
発展のダイナミズム

─義烏の EC村を事例に─

李　瑞雪*1　王　亦菲*2

　ECの普及に伴い、中国の農村部ではネット通販を基盤とした「EC村」という新た
な産業集積が形成されている。これらの農村部 EC事業者は中国国内市場向けにとどま
らず、越境 ECにも積極的に参入している。急成長を遂げる EC村は、農村振興に寄与し、
農村経済の発展に大きな影響を与えている。本研究は、越境 ECに取り組む EC村に焦
点を当て、EC集積の形成と発展のダイナミズムを解明することを目的とする。農村部
における EC集積の形成要素を探求するため、中国浙江省の義烏市にある５つの EC村
を対象にフィールド調査を実施した。EC村の実態を把握したうえで、既存研究の知見
を踏まえつつ、農村部 EC集積の形成メカニズムを分析した。フィールド調査により、
EC集積の生成と発展において、関連産業基盤、基本インフラの重要性が既存研究と一
致することが確認された。加えて、利便性とコストパフォーマンスを兼ね備えた物流サー
ビス、ECビジネスに適したインフラの整備、高度な知識ソースと人材育成の仕組み、
起業ハードルを下げるビジネスエコシステムが重要な形成要因として明らかになった。
さらに、義烏における商業集積、物流集積、ECビジネス集積の三者間で生まれるシナジー
効果が、地域産業集積の持続的発展を促進する鍵となっていることを示した。

キーワード

Ｅコマース、EC村、産業集積、中国、農村部、物流
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Ⅰ　はじめに

　21世紀に入ってから、中国では経済高度成長に伴
い、電子商取引（以下、EC）が急速に拡大している。
国別シェアをみると、世界の EC市場における中国の
シェアは51.3％に達し、圧倒的なシェアを誇る世界最
大の EC市場となっている（経済産業省 2024: 98）。
ここ数年間で、中国国内の EC市場の成長はやや鈍化
に転じたものの、他方で越境 EC市場の拡大は著しい。
多 く の 中 国 EC 事 業 者 が、AliExpress や TikTok、
TEMU、SHEINといった越境 ECプラットフォームを
活用して、積極的に海外市場へ進出している。このよ
うに ECの普及が進む中、中国の農村部ではネット通
販を基盤とした「EC村」という新たな産業集積が生
成している（Li 2017: 61）。これらの農村部の EC事業
者は中国国内市場向けにとどまらず、越境 ECにも参
入している。急成長を遂げる EC村は、農村振興の一
翼を担い、農村経済の発展に大きな影響を与えている

（阿里研究院 2020: 25‒33; Lin et al. 2022: 521）。中国経
済の研究において、EC村の形成と発展は注目すべき
課題の一つである。本研究は、越境 ECに取り組む
EC村に焦点を当て、EC集積地の形成と発展のダイ
ナミズムを解明することを目的とする。
　図１で示されるように、2011年から2023年までの
僅か12年間で中国ネット通販小売規模は約20倍に拡
大し、2019年末に始まる新型コロナウイルス感染症
拡大（以下、コロナ禍）においてもその勢いはさほど
衰えを見せず、2023年のネット通販小売総額は15.4兆
元に達した。一方、越境 EC市場も急速に拡大してい
る。中国商務部の公開データによれば（人民日報 

2024-06-04: online）、過去５年間で越境 EC取引規模は
10倍以上に増加した。さらに、2024年第１四半期に
は越境 ECの輸出入総額が5,776億元に達し、前年同
期比で9.6％の増加を記録した。そのうち、輸出額は
4,480億元で、前年より14％増加している。越境 EC

関連事業者は全国で12万社を超え、越境 EC産業パー
クについては1,000カ所以上設立され
ている。さらに、越境 ECサービスに
特化した海外倉庫は1,800超が稼働し
ており、その総面積は2,200万平方メー
トルを超えている。
　ECビジネスの成長とともに、この
分野に従事する労働者の数も年々増加
している。2021年には EC業界従事者
数は6,937万1,800人に上り、前年同期
比で3.1％増であった（中国商務
部 2023: 7）。これは、EC市場の拡大
に伴って、関連職種や業種が増え、雇
用の機会が広がっていることを示して
いる。
 　2015年頃から中国政府は「互聯網
（インターネット）＋農村」と称する
運動をスタートし、アリババや京東な
ど大手 ECプラットフォーム企業の農
村部への進出を後押しするとともに、
農村部への ECビジネスの浸透を促進
している。同時に、中国政府は「大衆
創業・万衆創新（大衆の起業と万人の
イノベーション）」という政策を推進
し、税制優遇や融資の利便性向上など
を通じて、農村部における起業支援を
行っている。こうした取り組みが功を
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奏し、中国国内では起業しやすい
環境が整備され、農村部における
EC創業が大幅に増加した。その
結果、2022年には農村部のネッ
ト通販小売総額が2.17兆元にの
ぼった（図２）。
　こうした中で、農村部では数多
くの ECベンチャー企業が誕生し
た。2022年には農村部の EC事業
者数が1,730.3万に達し、前年比
8.5％増となった（人民日報 

2023-10-30: online）。これに伴い、
EC事業者が犇めく EC村・EC鎮
各地で形成している。代表的な例
が「淘宝1（タオバオ）村」と呼ばれる村落である。こ
れは、アリババが設定するもので、①経営場所が行政
村であること、②年間 EC取引総額が1,000万元を超
えること、③アクティブな EC店舗が100店以上もし
くは村の総世帯数の１割以上が ECビジネスを営むこ
と、という条件を満たす村がこれに当たる（阿里研究
院 2019: 6‒7）。淘宝村の数は年々増加傾向にあり、
2022年までに7,780カ所に達し、浙江省、広東省、江
蘇省、山東省をはじめ、28省・直轄市に広がってい
る（図３）。なお、淘宝村の EC業者は、家具、衣料品、
日常雑貨、電気製品など幅広い商品カテゴリーを取り
扱っているのが特徴的である（阿里研究院 2019: 31‒
36）。このように、中国の農村部では EC集積が数多
く形成されてきている。
　さらに、中国農村部の EC集積では、国内市場だけ
でなく、AliExpress（速買通）などの越境 ECプラッ
トフォームを活用して海外市場向けの販売を展開する
業者も増加している（中国商務部 2023: 55）。2019年
には、中国各地に越境 EC「淘宝村」が474村存在す
るようになり、４億ドル以上の商品が越境 ECを通じ
て海外市場に販売された（阿里研究院 2019: 11）。
　中国における以上のような EC村の形成と拡大は、
農村部経済の発展にも顕著な影響をもたらしている。
農村住民は ECプラットフォームを活用することで、
伝統的な流通システムの空間的・時間的制約を受ける
ことなく、新たなビジネスチャンスを得ている（周・
劉 2018: 63）。さらに、農村部における ECの普及は、

1  淘宝とは、中国最大手 EC企業アリババが運営しているネット通販プラットフォームである。
2  一部の地方政府は独自の基準で「電子商務専業村」など呼ばれる EC村を認定しているが、淘宝村と重なるところが多い。

これまで都市から農村への一方通行であった流通チャ
ネルを変革し、農村を農業生産から解放することで都
市と農村の結び付け、新たな地域成長モデルを形成し
ている（Lin et al. 2022: 1083）。これにより、所得格
差の縮小や地元でのビジネスチャンスの増加、雇用の
活性化など多様な利点が生まれ、農村振興に大きく貢
献している（Qi et al. 2019: 108）。
　これらの状況を踏まえ、本稿では、中国における農
村 EC集積の形成要因および EC集積が農村経済発展
に与えるインパクトを解明するために、代表的な EC

村2を対象に実施したフィールド調査の結果に基づい
て、農村 EC集積の生成と発展のプロセスおよびメカ
ニズムを考察する。

Ⅱ　EC 村の形成要因に関する先行研究

　淘宝村をはじめとする EC村の形成に関する先行研
究では、地理的分布、産業基盤、インフラの整備、宅
配サービスの発展、伝統的な商業文化、市場環境、政
府の活動などさまざまな視点から分析が行われてきた
（Li 2017; Qi et al. 2019; Lin et al. 2022）。
　EC村の生成には、消費市場やインターネット環境
の整備、物流サービスの水準が大きな影響を与えるた
め、経済発展が先行している中国の東部地域により多
くの EC村が分布していると指摘されている（刁ほか 

2017: 56; Lin et al. 2022: 1097）。また、多くの EC村は、
その発展初期において、自然資源の賦存や伝統産業、
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貿易ハブといった域内の既存経済基盤に依存する形で
形成・発展していったと分析されている（Lin et al. 

2022: 1095; Wei et al. 2020: 403）。さらに、地域の経済
基盤の相違により、EC村の形成パターンを２種類に
分けることができる。一つは、EC事業者が都市部か
ら労働力コストや土地コストの低い農村部に移転する
パターンで、もう一つは、地元の企業や個人が域内の
物産を ECで販売するパターンである（Liu et al. 2020: 

406）。また、EC村の形成モデルについて、農産物を
含む地元の資源賦存を基盤とする「生産志向型」と、
ECの発展に応じて市場を基盤とする「市場志向型」
に分類することもできる（Wei et al. 2020: 393）。
　EC村の空間的集積形成について、域内産業基盤の
レベルや村の周辺地域の経済状況が大きく影響する
が、村自体の経済状況はそれほど重要な条件にならな
いと指摘されている（Liu et al. 2020: 412）。その理由
として、従来のビジネス起業と比べて、ECプラット
フォームを利用するネット通販の起業ハードルが低い
ことが挙げられる（曾・郭 2016a: 42; Lin et al. 2022: 

1096）。多くの EC村の店舗は家族経営であり、外部
の従業員を雇っておらず（Lin et al. 2022: 1096）、自
宅や村の安価な賃貸物件を経営場所として利用できる
うえ（Tang & Zhu 2020: 26‒27）、ネット店舗の運営コ
ストは概して低く、創業時に多くの運転資金を必要と
しない（Mei et al. 2020: 1065）。また、都市部に比べて、
農村部の EC従事者の教育水準は比較的低いが（Wei 

et al. 2020: 392）、高校卒業程度の教養がありさえすれ
ば、操業可能な ECビジネスが多く存在する（Qi et al. 

2019: 11）。したがって、資金力や知識が必ずしも豊富
でない農村住民でも EC事業に携わることが可能であ
る点も特徴的である（曾・郭 2016a: 39）。
　一方、EC村は都市部から離れた立地であることが
多く、土地や賃金などのコストを抑えることができる
ものの、輸送コストが増加してしまうという側面もあ
る（Lin et al. 2022: 1094）。そこで、立地による輸送
費用上の不利を埋め合わせる物流サービスの利用可否
が重要となる（刁ほか 2017: 61）。特に、小規模 EC

事業の主要な輸配送手段である宅配サービスの拠点
ネットワークの充実度や料金水準は、EC村の発展に
大きな影響を与えている（史ほか 2018: 69）。例えば、
義烏では伝統的な商業集積を基盤に物流集積が形成さ
れ、域内ユーザーのみならずより広域的な物流需要に
も応えられるだけの、安価で多様な物流サービスが提

供されている（李 2018: 29）。このような宅配サービ
スを含む物流サービスは、義烏の EC村の形成と発展
を支える重要な基盤となっている（王 2022: 14）。もっ
とも、EC村発展の初期段階には必ずしも十分な物流
サービスや施設が整備されておらず、EC事業と物流
システムが相互作用しながら発展する可能性もある
（曾・郭 2016a: 43）。また、ECビジネスの成長に伴っ
て貨物量が増加することで、次第に運賃率の低下や配
達効率の向上が実現され、低コストかつ利便性が高い
物流サービスの提供が可能となることもある（Wei et 

al. 2020: 398‒399）。
　さらに、ECビジネスの創業には関連知識や情報の
獲得が不可欠であり、ECに関する専門知識を持つ人
材が求められる（董ほか 2016: 64）。起業先駆者ある
いは創業リーダーといった存在は、知識や情報の保有
者・伝道者として極めて重要である（曾ほか 2015: 

94‒95）。起業先駆者の多くは比較的若く、高い学歴や
起業精神を持つことが特徴であり、中には都市部での
ビジネス経験やインターネットに関する知識を故郷へ
と持ち帰る「帰郷移民」も多いという（Qi et al. 2019: 

111‒112）。また、個人のみならず地元企業が創業リー
ダーの役割を担うケースも見受けられる（Mei et al. 

2020: 1607）。このように都市部から帰郷した EC起業
先駆者の行動を周辺の村民らが模倣する形でネット通
販事業を立ち上げる現象が、EC村の発展過程で珍し
くない（Qi et al. 2019: 112）。すなわち、周・劉（2018）
が指摘するように、創業リーダーの「示範効果」が農
村部 ECビジネスの成長を加速させ、EC集積の形成
を促進する要因の一つとなり得る（周・劉 2018: 65）。
もっとも、このような「示範効果」の影響は EC集積
形成の初期段階において最も強力に作用するが、集積
が拡大するにつれて次第に弱まっていくと指摘されて
いる（Mei et al. 2020: 1607）。
　中国の農村部は都市部に比べて、人間関係を重視す
る「顔見知り社会」であり、親戚や隣人の間で特に、
情報が多くやりとりされる（Liu et al. 2020: 406）。そ
のため、住民間のコミュニケーションが EC知識を伝
達する際の主要なルートとなる（周・劉 2018: 66; Lin 

et al. 2022: 1093）。一方、地元政府や同業組合、EC企
業、専門教育機関によって設立される ECビジネスに
関する訓練・育成コースも EC知識伝達において重要
な役割を果たしていると報告されている（曾ほか 

2015: 95; 周・劉 2018: 67）。さらに、こうした知識伝
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達の仕組みによる知識スピルオーバー（Knowledge 

Spillover）3の効果が、EC村の登場と拡大の一因である
と指摘されている（周・劉 2018: 65; Lin et al. 2022: 

1093）。
　EC村発展初期では、村民が自発的に EC事業を興
すが、EC事業が一定規模に達した後、地元政府が事
業に積極的な関与を開始するというパターンもしばし
ば見られる（曾ほか 2015: 95）。とりわけ、労働力な
ど EC産業の発展に必要な要素が存在する地域では、
EC事業が無秩序に膨張する事態を恐れることが、地
元政府の介入理由であるとされる（Lin et al. 2022: 

1097）。とはいえ、インフラの整備、ECパークやサー
ビスセンターの設立、低金利ローンの提供、税制優遇
措置の実施、行政手続きの効率化、大学との提携によ
るトレーニングコースの提供、EC事業の成長に対応
した村落の改造といった地元政府による適切な支援策
が、EC事業の発展を後押していると多くの研究者は
指摘している（Mei et al. 2020: 1607‒1608; Wei et al. 

2020: 399‒400）。それに加えて、多くの大手 ECプラッ
トフォームもまた、各地で ECサービスステーション
の設置、トレーニングコースの提供、小規模 EC事業
者向けの融資など、EC村の発展を支援する取り組み
を展開している（Mei et al. 2020: 1608）。
　もっとも、一部の地域では、EC村を制度化する取
り組みが依然として不十分であるとの認識が示されて
いる（Phelps et al. 2022: 299）。とりわけ、EC事業に
精通し、EC産業に関わる行政管理を経験したことの
ある地方政府の職員が少ないことが制度化の遅れをも
たらす原因だとの指摘がある（Zhang et al. 2023: 

530）。一部の地域では、EC事業の健全な発展を目的
に EC関連の同業組合や業界団体を設立する動きが活
発化しているが（Li 2017: 61; 曾・郭 2016b: 59; 周・
劉 2018: 66）、こうした団体はまだ本格的に普及して
はおらず、名ばかりのところも少なくないという
（Zhang et al. 2023: 531）。
　さらに、ネット通販の発展に伴い、物流サービス、
広告、撮影、情報サービスなどの補完サービスが EC

村で次第に充実しつつあるという現象が各地で観察さ
れている（曾・郭 2016a: 39; Li, 2017: 59）。EC事業の
集積は川上産業および川下産業を引き込むとともに、
補完サービスをも呼び込む。これにより、EC事業に

3  知識スピルオーバー（Knowledge Spillover）とは、企業、組織、または個人が有する知識や技術が、意図的あるいは非意図的に周
囲に波及し、他の企業や組織、個人がその知識や技術を活用することで、成長や発展を遂げる現象を指す。

対する投資リスクが低下し、EC村への新規参入者が
増える。そして、さらなる成長を期待してインフラな
どの基盤整備が促されるというように、EC村のビジ
ネスエコシステムはこのような好循環の中で形成され
ると分析されている（Lin et al. 2022: 1095‒1097）。
　以上取り上げている先行研究は、中国各地の農村部
における EC集積の全体的な傾向に関する概観であ
る。一方、単一事例または少数事例を取り上げた定性
的な分析によって、農村 EC集積の形成要因を導き出
そうとする先行研究からは、農村部の EC集積の形成
過程には実に多様な要因が絡んでいることが見て取れ
る（曾ほか 2015; 曾・郭 2016a, b; 史ほか 2018; 李・
王 2020a, b, c, d）。また、定量的な手法を用いて、淘
宝村の形成要因を目指す研究も散見される（周・劉 

2018; Wei et al. 2020; 王 2022）。王（2022）は先行研
究の知見を踏まえながら、QCA分析（Qualitative 

Comparative Analysis、質的比較分析）によって、物流
サービスと知識ソースの組み合わせが EC村形成に
とって中心的な条件であることを指摘している（王 

2022: 15）。
　ところで、EC村の発展には、EC事業の同質化や
人材不足、資金調達の困難といった課題が伴う（Wei 

et al. 2020: 401）。特に、農村部の EC事業者が越境
EC事業に進出する際には、国際貿易に関わる複雑な
仕組と慣れない越境 ECプラットフォームに直面する
ため、事業運営は困難が多い（Zhang 2024: 244‒245）。
その結果、一部の EC村では発展が停滞し、衰退ある
いは消失した事例も見られる（彭・丁 2024: 106‒
107）。このように、農村部における EC集積の形成メ
カニズムに関する研究においては、EC村初期段階の
形成要因に加え、EC村の持続的な発展を支える要素
を明らかにすることにも意義があるものと考えられ
る。そこで本研究では、既存研究の知見を踏まえ、
EC集積の典型例に注目することにより、中国農村部
における EC集積の形成と持続的発展のメカニズムを
探求することとする。

Ⅲ　研究手法と研究対象

　本研究では、Yin（1994）のケース・スタディ手法
を援用し、複雑な現象を理解するために複数のデータ



表１　義烏のインタビュー調査

地
域 日付 場所

インタビューの主要な
話し手のポジション

義
烏

2019年
８月２日

義烏市場委員会 電商課の課長
青岩劉村 村書記、EC企業創業者

電商小鎮
管理センターの主任、EC企業
マネジャー

2019年
８月３日

龍回村役所 村書記
柳二村 村役場の役員、EC店舗創業者

2019年
８月４日

義烏工商学院 副院長
高橋村 村書記

北下朱村
村役場の役員、微商協会幹事、
EC企業創業者

出所：筆者作成
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ソースを統合した事例研究を行うこととする（イン 

1996（1994）: 107）。さらに、探索的ケース・スタディ
のアプローチを用い、現象の多様な側面を明らかにし
た上で、理論化を試みる（イン 1996（1994）: 186）。
　研究対象の選定には理論的サンプリング手法を用い
ることとする。この手法は、理論を導くためのデータ
収集の方法論であり（Glaser & Strauss 1967: 45‒77）、
現象を理解するために必要なカテゴリーやその特性を
幅広く抽出し、それらのカテゴリー同士や属性間の関
連性を明確にするためのケース選定手法である（横澤
ほか 2013: 46）。本研究では、理論的サンプリングに
基づき、「越境 ECが活発的に行われている典型的な
EC村」という基準のもと研究対象を選定した。
　また、複数の事例を比較することで共通点や相違点
を検討し、結論の一般化の可能性を高めるために、
Yin（1994）の提唱する三角測量法を採用している（イ
ン 1996（1994）: 122‒125）。データ収集には、文献レ
ビュー、現地での直接観察、半構造化インタビューを
組み合わせて用いることで、信頼性の高い分析を目指
している。
　具体的には、まず、EC村に関する報告書、記事、
統計データ、研究論文を中心に予備調査を実施した。
その結果、浙江省の義烏市には中国で最も多くの EC

村があり、青岩劉など先駆的な EC村が存在している
ことを把握した。そして、域内の EC村に数多くの越
境 EC業者があり、もっぱら越境 ECを営む村も存在
する。以上の理由から、本研究では義烏を研究対象と

4  筆者の既刊論文（李 2018: 18‒19）及び既刊報告書（李・王 2020a: 54‒55）の一部を加筆・再構成している。
5  飴を鶏の羽根と交換し、得られた羽根は小物加工の素材や肥料として活用される。

して選定した。
　2019年８月１日から８月５日まで義烏の５つの EC

村と１つの ECタウンでフィールド調査を実施し、政
府関係者、EC関連教育機関、各村の役場の役員、EC

ベンチャーに対して半構造化インタビューを行った。
また、各村の EC店舗や関連する補完産業の実態につ
いても調査した（表１）。

 Ⅳ　調査からの発見事実

１　調査地域の概要4

　義烏市は中国浙江省の中部に位置する県級の行政区
で、杭州、寧波、上海といった主要都市から100キロ
以上離れている。1970年代までの義烏は、一人あた
りの耕地面積が少ないほか、土地の肥沃度が低く、経
済的に貧しい地域であった。地場産業としては古くか
ら製飴業が営まれ、「敲糖幇（飴のたたき売り）」と称
される行商の伝統が根付いていた。この行商人達は、
地元で生産した飴を持って省内他県や隣接の江西省、
福建省などにまで足を延ばし、鶏の羽等と交換する「鶏
毛換糖」5と呼ばれる物々交換と、針や糸などの日用品
の販売を行っていた。
　1970年代後半の改革開放後、義烏の住民はこの伝
統的な行商と商業精神を受け継ぎながら、日用品の販
売ビジネスを継続的に展開してきた。1982年には日
用品の卸売市場「義烏小商品市場」が設立され、1990

年代以降、義烏は「小商品市場（国際貿易城）」を中
心に急速に発展し、「世界の小商品（日用品・
生活雑貨などの軽工業品）の都市」として大
きな変貌を遂げた。この小商品市場には約７

万5,000のブースが設置され、総販売面積は
600万平方メートル以上に達する。ここは、
取扱品目が約200万点に及ぶ、軽工業製品の
卸売市場としては世界最大規模の商業集積地
となっている。義烏は軽工業製品の豊富な品
揃えを誇り、世界中210以上の国と地域に製
品を供給しており、各国からのバイヤーが訪
れる国際的な商業都市になっている。国際貿
易城のほかに、義烏市内には、また11の専
業市場と14の専業卸売街が存在し、これら
の市場の周辺には物流、広告、技術支援、仲



表２　EC村のベンチャー像

年齢 出身地 学歴 主な商材 起業失敗歴 主な仕入先 義烏を選んだ理由
（上位２つ）

Ａ氏 30代 湖南省 短大 文房具、事務用品 ２回 小商品市場とメー
カー直仕入れ 物流、雰囲気

Ｂ氏 20代後半 山西省 高卒 清掃用品 １回 ア リ バ バ の B2B プ
ラットフォーム 情報、物流

Ｃ氏 30代 安徽省 大卒 小型電器 ３回 メーカー直仕入れと
小商品市場 物流、諸費用水準

Ｄ氏 20代半ば 江西省 高専 アクセサリー 無回答 メーカーに OEM委託 情報、ネットワーク
Ｅ氏 40代 浙江省 短大 金属製品 ３回以上 メーカー直仕入れ 物流、情報

Ｆ氏 40代 湖北省 高卒 ニット
大きいの
は２回

メーカーに OEM委託
と小商品市場 ネットワーク、物流

Ｇ氏 30代 安徽省 短大 バッグ類 １回 小商品市場とメー
カー直仕入れ 仕入れ、物流

Ｈ氏 30代 江西省 大卒 おもちゃ ２回以上 メーカーの委託販売 情報、諸費用コスト
Ｉ氏 20代半ば 浙江省 大卒 靴下と靴の中敷き 無回答 メーカー直仕入れ 物流、賃金

出所： 2019年８月１日から2019年８月５日まで、義烏の EC村において行ったインタビューに基づき筆者作成
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介、金融などの多様なサービス産業が集積している。
このようにして義烏では「小商品市場」を中心とした
膨大な商業集積が形成されている。
　2010年以降、義烏では ECビジネスが急速に台頭し、
2013年に EC取引量がついに小商品市場内の取引量を
上回るようになった。義烏市政府の公表データによれ
ば、2023年現在、域内に約65.3万社の EC企業が存在
し、年間 EC取引総額は4,423.67億元に達していると
いう。また、越境 EC事業者も増加しており、全 EC

企業のうち約26万社が越境 ECを手掛けている。2023

年の越境 EC取引総額は1,211.6億元で、前年比11.8％
増加を達成した。これらの EC事業者は AliExpress、
eBay、Amazonといった主要プラットフォームに加え、
TikTok、Shopee、TEMU、SHEIN、Lazada、WISH な
ど新興プラットフォームをも活用している。2018年
７月、中国政府は義烏市に越境 EC総合試験区を設置
することを発表し、義烏は全国34の越境 EC総合試験
区の設置都市の中で唯一の県級市である。
　2009年以降、義烏における ECビジネスは市街地周
辺の農村部にまで徐々に浸透し、都市部を囲む村々が
EC集積として成長を遂げている。域内には「中国網
店第一村」と称される青岩劉村をはじめ、計225の
EC村6と13の EC鎮が形成され、中国最大の EC村群
が義烏に出現している。

6  そのうち、222の淘宝村がある。
7  筆者の既刊報告書（李・王 2020a: 59‒60）の一部を加筆・再構成している。
8  いわゆる「草の根」と呼ばれる、経済力が弱く社会的地位も低い人々を指す。

２　EC 村の主役：域外からの移住者7

　義烏の EC村における主な特徴の一つとして、EC

起業者の大半が地元村民ではなく、域外からの移住者
によって構成されている点が挙げられる。義烏市政府
統計局のデータによると、2023年末時点で義烏の常
住人口は約190.3万人であり、そのうち半数を超える
約100万人が域外からの移住者であった。周辺の EC

村における移住者の割合はさらに高い。例えば、北下
朱村では、戸籍上の村人（以下同じ）が1,400人に過
ぎないのに対し、移住者は１万人を超える。また、青
岩劉村では村人が1,700人、外来者が約２万人、龍回
村では村人2,170人に対して外来者は３万人に達して
いる。柳一村、柳二村、柳三村を合併した柳青社区で
も、約5,000人の村人に対して約５万人の外来者が常
住している。
　義烏 EC集積の重要な人材供給源の一つは、義烏工
商職業技術学院（以下、義烏工商学院）である。同学
院は職業人材の育成を目的とする市立３年制短期大学
である。学生は全国12の省・自治区から集まってお
り、地元浙江省出身者の割合は１割未満である。多く
の卒業生は義烏に定住し、ECベンチャーを立ち上げ
るか、EC企業に就職している。
　EC村は多くの場合、都会から離れた場所に位置し
ており、「草根階層」8出身の創業者が安価な商品を取
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り扱うという点が特徴的であると指摘されている（阿
里研究院 2019）。義烏の EC村もこの特徴を備えてお
り、多くの草の根的な創業者が ECビジネスに挑戦し
ている。特に、義烏の EC村の創業者には、域外から
の移住者、若年層、非一流大学出身者という３つの属
性が顕著に見られる（表２）。これらの創業者の多くは、
比較的経済発展が遅れている地域から移住してきた者
である。また、名門大学の卒業生は極めて少なく、比
較的に偏差値が低い大学や短大・専門学校の卒業生が
高い割合を占めている。中で職業教育系の短大や専門
学校の卒業生の割合が大きく、高卒者も多く含まれる。
　後進地域出身の若年層は、強いハングリー精神と忍
耐力を持ち、少ない資金で創業可能な ECビジネスに
挑んでいるといえる。仮に創業に失敗した場合でも、
域内の EC企業に就職し、資金と経験を蓄えた後に再
度創業に挑戦する者も多い。このような創業者達は、
義烏の EC村の形成と発展における重要な推進力とし
て機能している。

 ３　産業基盤としての商業集積9

　義烏における EC創業者の多くは高学歴や資金力に
恵まれない、草の根的な起業家であり、彼らが義烏に
惹かれる主な要素の一つは、そのフレンドリーな起業
環境である。特に、厚い伝統的な商業集積の存在が、
この起業環境の重要な要素となっている。
　前述の通り、義烏には小商品市場を核とする伝統的
な商業集積が存在し、これが義烏の ECビジネスの基
盤となっている。義烏に拠点を置く多くの EC事業者
は、日用消費財のネット通販をベースとした事業を展
開している。筆者らのインタビュー調査からは、創業
初期において小商品市場を含む現地の卸売市場を主要
な調達先として活用していた ECベンチャーが多いこ
とが分かった。例えば、Ｉ氏は2017年南京の大学を
卒業した後、義烏に移住し、小商品市場周辺で居住兼
事業スペースを確保し、同市場を仕入れ先として生活
雑貨の EC事業を開始した。
　2013年頃から、義烏市政府は「電商換市」という
戦略を策定し、独自のプラットフォーム「義烏購」を
構築することで小商品市場など卸売市場の ECモール
化する施策を試みた。しかし、当初の政策は直接的に
は成果を上げるに至らなった。一方、市場内の店舗に

9  筆者の既刊報告書（李・王 2020a: 59‒60）の一部を加筆・再構成している。

おいては ECの浸透によりビジネスのスタイルが確実
に変化しており、商談や受注の多くを電話、SNS、メー
ル、ECプラットフォームを通して行う店舗が市場の
大半を占めるようになった。
　小商品市場に加え、義烏には ECサプライヤー・
ベースとしての役割を果たす村が存在している。その
一例は、義烏市街地の中心部から東へ約５キロの距離
に位置する北下朱村である。この村は義烏小商品市場
の発祥地の一つとされており、1970年代末に数軒の
農家がカレンダーの制作・販売を開始したことが起源
とされている。その後、カレンダーやその他の印刷物
を扱う青空市場が自然発生的に形成された。1990年
代以降、この村の印刷物市場は義烏小商品市場に統合
されたが、村自体は小商品市場で売れ残った商品の集
散地へと変貌した。さらに、村の隣接地には「北下朱
貨運市場」と呼ばれる路線便ターミナル（路線便とは、
１台のトラックに不特定多数の荷主の貨物を混載し、
決められたルートと拠点を経由して目的地まで運送す
るサービスを指す）が設置され、ここを経由して売れ
残りの在庫商品が路線便ネットワークに載せられ、域
外へと輸送される仕組みが整えられた。
　2016年に数名の義烏工商学院の卒業生が北下朱村
に移住し、SNSアプリWeChat（微信）をベースにし
た「微商」形式の ECビジネスを開始した。彼らは
WeChat上のバーチャルコミュニティを販売チャネル
として活用し、低価格かつ小ロットの商品の販売を手
掛けた。このビジネスが成り立った背景には、大量か
つ廉価な売れ残り商品と、利便性が高い物流サービス
の存在が挙げられる。彼らの成功を契機に、「微商」
のベンダーとして参入しようとする事業者が集まり、
商品供給の基盤はさらに強化された。その後、ライブ
EC（ライブ配信を通じて商品を紹介し、リアルタイ
ムで購入できる ECの形態を指す）の台頭に伴い、豊
富かつ廉価な商品供給がライブ EC創業者達を惹きつ
け、この村はライブ ECベンチャーの集積地としても
知られるようになった。
　義烏の ECベンチャーは創業当初、卸売市場である
小商品市場からほとんどの商品を調達していたが、事
業の拡大に伴い、市場外の調達ルートを開拓したこと
で、小商品市場への依存度は低下する傾向が見られた。
とはいえ、義烏市政府の市場委員会の推計によれば、
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周辺の EC村と ECパークに所在する EC事業におい
ては、小商品市場への仕入依存率は依然として50～
60％と高い水準にあるという10。

４　EC ビジネスを支える物流集積11

　ネット通販を中心とする EC事業は、ラストワンマ
イル（最終拠点からエンドユーザーへの配送サービス
を指す）の課題を解決する必要があり、比較的高品質
かつリーズナブルな物流サービスを必要とする。義烏
では、伝統的な商品集積ベースの大規模な物流集積が
形成されている（李 2018: 28）。この物流集積では、
ECビジネスの物流ニーズに対応可能な物流サービス
を提供する事業者が数多く存在し、EC村の形成と発
展をサポートしている。
　義烏域内には現在、国内物流業務を営む企業が約
1,900社、国際物流業務を営む企業が約1,600社もある。
そこで提供されるサービスは、トラック輸送、鉄道輸
送、航空輸送、海上コンテナ輸送、宅配便、フォワー
ディングなど多様なモードや形式を含んでおり、中国
全土31省の1,502県と、世界211の国・地域に連結し
ている（義烏市市場発展委員会 2024: online）。これに
より、中国と世界各地を結ぶ膨大な輸送ネットワーク
が構築されている。2010年、義烏市は国連アジア太
平洋経済社会委員会（UNESCAP）から「国際陸港都市」
として認定され、物流革新都市トップ10にもランク
インした。さらに、2019年には中国中央政府によっ
て29の物流中枢都市の一つに選定され、中国を代表
する物流ハブとして地位を確立している。
　義烏は内陸部に位置しているため、国際貿易を支え
る主要な物流サービスとして、域外の国際海港と国際
空港を経由した複合輸送が重要である。代表的な国際
輸送サービスには、寧波舟山港を経由するシー＆ト
ラック複合輸送やシー＆レール複合輸送、杭州や上海
の国際空港に接続するエア＆ランド輸送がある。これ
らのインターモーダル輸送（海運や鉄道など複数の異
なる輸送手段を組み合わせて貨物を輸送する方法）に
加え、ユーラシア大陸横断鉄道のコンテナ輸送サービ
スである「義新欧」（義烏、新疆、欧州を結ぶ国際定

10  義烏市場委員会に対するインタビューより
11  筆者の既刊論文（李 2018: 24‒26）と既刊報告書（李・王 2020b: 67‒68）の一部を加筆・再構成している。
12  TEUとは「twenty-foot equivalent unit」の略で、20フィートのコンテナに換算した貨物量を表す単位である。
13  「義甬舟開放大通道」は、寧波舟山港、義烏陸港、甬金高速、金甬舟鉄道などを基盤に、海運、空運、陸運を統合する複合輸送シ
ステムを構築する戦略プロジェクトである。

14  「卡車」は中国語で「トラック」を意味し、「航班」は中国語で「航空便」を指す。

期貨物列車）も開通し、義烏の国際物流において重要
な役割を担っている。
　2013年には、敷地面積が94万m2に及ぶインランド・
ポート（無水港）である義烏港が竣工し、供用を開始
した。港内には、税関、検査検疫、コンテナヤード、
オフィスビル、バンニング施設、保管施設、駐車場と
いった施設が完備されており、本船荷役を除く国際物
流機能をワンストップで提供できる体制が整ってい
る。151社の物流事業者と190社のフォワーダーが構
内に拠点を構え、35万m2の保管施設も併設され、義
烏からの商品輸出活動を支えている。１日当たり約1.5

万台以上のコンテナトレーラーが入港し（中国寧波網 

2020-12-22: online）、2022年のコンテナ取扱量は48.5

万 TEU12に達し、前年比24.4％増となった（人民日
報 2023-03-03: online）。
　義烏港と寧波舟山港の一体化が進み、両港はドレー
ジ輸送により効率的に連結されている。義烏港から寧
波舟山港経由で貨物を輸送する際には、申告、検査、
通関など手続きが一回で完了する仕組みが構築されて
いる。2023年１月から11月までの間に、義烏港から
寧波舟山港経由でのシー＆レール複合輸送において計
1,632本の列車が運行し、14万6,942TEUの貨物が輸送
された（寧波海関 2023-12-19: online）。さらに、2024

年に完成予定の「義甬舟開放大通道」13では、義烏か
ら寧波舟山港ターミナルに直通する新たな鉄道路線が
開通する予定である。この新鉄道路線は２段積みコン
テナ輸送が可能で、１回あたりの輸送量が倍増するた
め、期待を集めている（人民日報 2023-03-03: online）。
　加えて、「卡車航班14」と称される義烏から上海や杭
州の国際空港と連結するトラック定期便サービスも運
行している。このサービスは、中国東方航空などの航
空会社が義烏の物流企業と提携して開発したもので、
義烏の荷主の空運利用における利便性を高めることが
狙いである。一部の国際宅配企業も自社輸送キャパシ
ティを補完するために、この「卡車航班」を利用して
いる。
　さらに、義烏空港では国際航空貨物輸送サービスの
整備も進められている。2019年には中国郵政との提
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携により、大阪への直行貨物便が新設され、2024年
１月から６月までの間に同線路で106便が運行し、
1,072.82トンの貨物が輸送された（浙江省郵政管理局 

2024-07-18: online）。2024年７月にはマニラ行きの新
路線も開設され、当初は週３便の運航が予定されてい
たが、今後は週５便への増便が計画されている（義烏
商報 2024-07-16: online）。
　義烏と欧州を結ぶ国際鉄道コンテナ一貫輸送である
「義新欧」は、ユーラシア横断鉄道コンテナ定期便の「中
欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）の一
環として2014年11月に開設された国際輸送サービス
である。義新欧は現在、スペイン、フランス、イタリ
ア、イギリス、ベルギー、ドイツ、チェコ、ロシア、
中央アジア諸国、ベトナムなど計17路線を運行し、
50カ国以上、160都市以上にわたる広域ネットワーク
を構築している。繁忙期には１日13便が運行し、輸
送実績は2019年の528便から2022年の1,569便に増加
した。そのうち、往路便が約６割、復路便が約４割を
占めている（人民日報 2023-03-03: online）。
　義新欧に対応する鉄道コンテナ・ターミナルも整備
が進んでいる。地方政府傘下の国際陸港集団は約1.5 

億元を投資し、義烏西駅に隣接した場所に、敷地面積
53万m2の鉄道物流センターを設置したが、そこには
税関検査場、検疫検査場、保税倉庫、コンテナヤード、
複合輸送の荷役エリア、事務棟、駐車場などが完備さ
れている。同ターミナルは、義新欧および寧波舟山港
に連結するシー＆レール複合輸送の拠点として機能
し、義烏の物流ハブ機能を支える重要な役割を担って
いる。
　義烏の越境 EC事業者の多くは、物流コスト負担力
が弱い日用品を取り扱っているため、運賃が比較的高
い航空輸送の利用が困難である。また、海上輸送のリー
ドタイムが長く、スピードを重視する ECビジネスの
要請に対応できない場合が多い。このような事情を背
景に、空運よりは安価で海運よりは迅速かつ柔軟性に
優れた鉄道輸送の「中欧班列」サービスの登場と拡充
が、義烏の越境 ECに適した物流インフラをさらに強
化することになった。
　EC事業から発生する膨大な小口輸配送ニーズに対
応する宅配サービスは EC村の発展にとって不可欠な
要素である。義烏には130社の宅配企業が支社や子会
社、営業所を構え、500ヵ所以上の集配拠点が分布し
ている（澎湃新聞 : online）。UPS、FedEx、DHL、TNT

といった大手インテグレーターをはじめ、約70社の

国際宅配業者が義烏に進出している（浙江省郵政管理
局 2024-09-04: online）。2023年、義烏の宅配便取扱個
数は105.8億個に達し、上海や北京、深圳などの巨大
都市を凌ぎ、広州に次いで全国２位になった。中には、
国際宅配便の取扱量は4,898.1万件にのぼり、前年比
で46.4％増加している（義烏統計局 2024: online）。
　義烏市の西郊外には、急成長する ECビジネスに対
応するため、大規模な宅配物流園区が整備されている。
敷地面積は約40万m2に及び、郵政速逓、順豊速逓（SF）、
天天快逓、万通、申通、中通、韻達など中国代表的な
宅配事業者が拠点を構えている。この園区では、１日
あたり800万件以上の宅配便が処理され、単なる仕分
け・発送業務にとどまらず、約６万m2の倉庫も併設
され、EC事業向けフルフィルメント業務も積極的に
行われている。
　また、越境 ECを支える物流インフラの整備も急速
に進んでいる。義烏空港に隣接するエリアには、大規
模な国際郵便互換局と交換ステーションが建設され、
稼働している。この施設には越境 EC監管センター、
税関、検査検疫の出先機関が併設され、これにより越
境 ECの速達貨物の処理が迅速化され、大幅な時間短
縮が実現している。2021年における年間越境 EC輸出
貨物の処理量は1,279.04万件、金額ベースでは5,284.73

万ドルに達し、前年比26.88％増となった（義烏商
報 2022-01-07: online）。
　小口の輸配送ニーズに適する宅配サービスに加え
て、大口輸配送に対応するトラック特積路線便も充実
している。物流業者は特定の路線便を運営し、ドア・
ツウ・ドアまたはターミナル・ツウ・ターミナルの輸
送サービスを提供している。これらの業者は義烏公路
港、青口、福田、江北下朱、紅獅物流センターの５つ
の公共トラック・ターミナルに集積しており、特に、
義烏公路港は50万m2の敷地面積と69万m2床面積の巨
大な規模を有し、トラック・ターミナルとして中国最
大級を誇っている。同ターミナルには260社以上のテ
ナントが入居し、ここから500以上のトラック特積路
線のネットワークが全国2,000以上の県レベル地域に
分布している。2023年のデータによれば、義烏公路
港では１日あたり約28,000台のトラックが出入りし、
年間約8,327万トンの貨物が取り扱われている（義烏
市陸港集団 2024-05-21: online）。
　義烏の物流サービスのもう一つの強みは、非常に低
い料金水準になっていることにある。図４で示された
通り、浙江省の宅配便運賃水準は全国で最も低く、義
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烏はその中でさらに最低水準である。300g以内の宅
配貨物は、中国大陸全土で１個あたり1.5元という極
端な低料金で配送が可能である。一方、大ロット荷物
を取り扱う EC事業者向けには、さらに安価なトラッ
ク路線便が提供されている。例えば、義烏から北京ま
での路線便の運賃は１kgあたり0.5元に過ぎない。ま
た、義烏には多くの国際物流企業が拠点を構えており、
航空便の運賃も南京などの大都市に比べて1kgあたり
数元安く設定されている。加えて、中欧班列の運賃水
準は、国際空運の５分の１以下と非常に経済的であり、
海運運賃に比べて約２割高いものの、欧州までの輸送
時間を約半分に短縮できるという大きな利点がある。
　宅配サービスを低料金水準に留められる理由は、小
商品市場および EC集積から発生した膨大な宅配需要
と、数多くの宅配事業者間での激しい価格競争にある。
加えて、物流集積における多様な物流サービス間のシ
ナジー効果も低料金の実現に寄与している。一部の宅
配事業者は小口の宅配便貨物を発送方面別にまとめ、
大口貨物として特積路線便に幹線輸送を依頼すること
で宅配便の運営コストを抑えることができる。こうし
て宅配便から委託される大量の幹線輸送業務は、路線

15  筆者の既刊報告書（李・王 2020a: 57‒58）の一部を加筆・再構成している。

便のさらなる便数拡充にもつながっている。
　単価の低い日用雑貨類を取り扱う EC事業者にとっ
て、物流コストはオペレーション全体の費用に占める
割合が大きく、その水準が事業の存続と競争力に直接
的な影響を与える。筆者が訪問したすべての EC事業
者は、義烏を事業拠点として選択した主要な理由の一
つは、コストパフォーマンスと利便性の高い物流サー
ビスであるとしている。

５　EC に関連する知識伝播と人材育成15

　商業集積および物流集積は、ECビジネスの発展に
とって重要な基盤であるが、必ずしも EC集積の形成
に直結するわけではない。その主な理由は、ECビジ
ネスが伝統的な流通業とは異なる技術的要件を有する
ためである。ECビジネスに関連する専門知識のソー
スと、専門知識が効果的に伝播する仕組みが欠如して
いる場合、EC集積の形成は難しくなる。
　前述の義烏工商学院は EC人材の育成や専門知識の
伝播、EC創業の促進などにおいて中心的な役割を担っ
てきたことが、筆者の現地調査で確認された。同学院
は早くも2008年に EC専攻を設置し、実践的な職業教

育に積極的に取り組んでいる。同年に創
業学院（アントレプレナーシップ・ス
クール）も設立され、全学向けに EC教
育プログラムを展開している。加えて、
ラボの無料貸与や起業ファンドの提供を
通じて教員と学生の起業を支援し、「創
業班」と称する起業塾も開講しており、
2018年まで16期にわたって約2,000人の
塾生を輩出した。さらに、2009年から、
敦煌网や eBayと連携し、「敦煌班」、「eBay

班」といった越境 EC教育プロジェクト
を開始している。
　2016年に義烏工商学院は EC専攻と創
業学院を統合し、「創業学院・電子商務
学院（ECスクール）・創業園（起業パー
ク）」という新たな組織（以下、ECスクー
ル）を発足させた。現在、ECスクール
には、ECビジネス、ビジネスデータ分
析と応用、越境 ECビジネス、インター
ネット・マーケティングおよびライブ
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ECという計４つの専攻があり、1,960人以上の学生が
在籍している。また、74名の教員のうち、31名の「創
業導師」（起業メンター）として活動しており、それ
ぞれが経営する ECベンチャーに希望する学生を参加
させることで、実践的なトレーニングを実施している。
また、知識やスキルを補うため、ECビジネスで実績
を持つ起業家や、EC関連の特定技能を有する専門家
を客員講師として招聘し、講義を担当させている。さ
らに、学生のモチベーション向上を図る取り組みとし
て、創業した学生の店舗売上実績を必修単位に換算す
る制度も導入されている。加えて、大手 ECプラット
フォームから知識を取り入れ、それを人材育成に活用
する取り組みも実施している。例えば、2009年以来、
Amazon、WISH、eBay、Shoppe、速買通などと提携し、
５つの越境 EC専門ワークショプを設置し、学生の越
境 EC起業を支援・指導している。
　こうした取り組みを通じて、在学生の約半数は１年
次から教員が主導するプロジェクトに参加するか、自
ら ECビジネスを立ち上げている。学内では、ワーク
ショップとインキュベーターのスペースが無料で提供
されているが、こうしたスペースには限りがあるため、
多くの学生は青岩劉村や龍回村などの EC村に誘致さ
れ、これらの村に設置されたインキュベーター・セン
ターで事業を立ち上げる。青岩劉村が「中国 EC村第
１号」としての地位を確立するきっかけとなったのは、
EC創業を目指す義烏工商学院の在学生を受け入れた
ことである。2009年以降、青岩劉村は EC創業に挑戦
する学生に対して無償のワークスペースを提供し、義
烏工商学院と連携して無料の ECビジネス講座を開講
している。同様に、龍回村も起業パークを整備し、
EC創業の学生を受け入れることで、EC村として発
展基盤を構築した。このように、義烏工商学院は起業
家精神にあふれた EC人材を周辺の EC村に送り出し、
地域における EC集積の形成に寄与している。義烏工
商学院の調査によれば、学生の卒業後１年以内の起業
率は、2015年は12.78％、2016年は11.78％、2017年は
12.51％、2018年は11.84％であり、その中の多くが周
辺の EC村でビジネスを起業したという。
　義烏工商学院に加え、義烏の EC集積には民間教育
研修機関が多数設立されており、研修プログラムの開
発や提供、インターンのマッチングを通じて、EC技

16  筆者の既刊報告書（李・王 2020b: 66‒68、69‒70）の一部を加筆・再構成している。

術の普及および EC人材の育成に積極的に取り組んで
いる。青岩劉村では「義烏市青岩劉 EC学院」が設立
され、独自に運営されている。龍回村も全国15の職
業教育系の短期大学と提携して「龍回大学生 EC創業・
人材育成基地」を設立し、域外から学生を受け入れた。
学生達は村に半年間滞在し、ECの基礎知識や基本的
なスキルを習得した後、企業でインターンシップを行
いながら EC運営に関する実践的なスキルを身につけ
る。このプロジェクトでは、村側は学生に宿泊施設と
食費補助を無料で提供し、村の会議室を座学の教室と
して活用している。プロジェクト修了後、学生の多く
は義烏に留まり、自ら起業するか、または義烏の EC

企業に就職している。龍回村にある約500の EC事業
者のうち、200軒のオーナーはこのようなインターン
シップや人材育成プログラムを通じて輩出され、村に
定着しているという。さらに、各 EC村の村役場は、
草創時の事業者を支援し、最新の業界動向を伝える目
的で外部の講師を招聘し、無料の ECセミナーなどの
イベントを開催している。提供される教育訓練のプロ
グラムは、デザイン、意匠、EC店舗オペレーション、
調達、フォワーディング、パッケージング、撮影、画
像処理、ファイナンスなど、ECビジネスに関連する
ほぼすべての分野にわたり、充実した内容になってい
る。

６　インフラの整備と政府の施策16

　EC村の形成には、創業者や産業基盤、知識ソース
の存在に加え、ECビジネスに対応するインフラの整
備が重要な課題となる。インターネットや道路などの
基本的なインフラ整備はもちろんのこと、義烏におけ
る EC集積の主役である域外からの移住者に事業場と
住居を提供することも欠かせない。義烏の村々が大量
の移住者を受け入れることを可能にしている背景に
は、この地域特有の「村落改造モデル」の存在がある。
　一般的な不動産開発モデルでは、不動産開発事業者
が土地を買い取る方式が主流であるが、義烏のモデル
では土地を不動産業者に譲渡せず、農民自身がマン
ションなどを建設し、家屋賃貸業を行う仕組みが特徴
的である。まず、村が市政府に「旧村改造」を申請し、
認可後に村全体の土地用途が再設定・再区画される。
この際、戸籍上の人口、年齢、婚姻状況、既存宅地の
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面積などを基に、各世帯に配分する土地面積が算出さ
れる。村によって異なるが、一人当たり60～120m2の
宅地が配分されるのが一般的である。
　村人は配分された宅地に４～５階建てのマンション
を建設する。建設費用は自己負担であるが、政府の利
子補助を受けた銀行融資を利用できる。この仕組みに
より、村人の住居ニーズを満たすと同時に、多数の賃
貸用物件が市場に供給される。例えば、2018年には
義烏の農村部で6.2万戸の不動産証書が発行され、そ
の大半は「旧村改造」による物件であった。仮に１戸
あたり100m2を賃貸したとすると、合計で600万 m2の
賃貸物件が提供されていることになる。
　義烏の各村は安定的な賃貸収入の確保を目指し、
EC事業者を積極的に誘致している。例えば、龍回村
で実施される大学生向けの ECインターンシップやイ
ンキュベーター運営を通じてテナント誘致を図ってい
る。多くの村人はマンションの最上階を自らの住居と
し、１階から３～４階までの部屋を賃貸用とすること
で家賃収入を得ている。筆者の調査対象となった龍回
村や柳二村では、20m2の部屋が年間約20万円で借り
られる。創業者達は最適な条件を求めて村間で拠点を
移動することが多く、筆者らの調査では、小商品市場
周辺や青岩劉村のような EC先発村から、家賃がさら
に安い柳二村のような後発村に移動するケースも少な
くなかった。
　さらに、EC村ではインターネット環境など通信イ
ンフラの整備も進んでいる。各村は村の資金を用いて
光ファイバーの敷設や増強を行い、EC事業者に高速
かつ大容量のネット利用環境を提供している。例えば、
青岩劉村では村全域で無料Wi-Fiが利用可能となって
おり、北下朱村では5Gの導入を進めることでライブ
コマースを支援する環境を整えている。また、情報セ
キュリティや IT機器メンテナンスの専門業者も誘致
することで、IT支援サービスの充実も図られている。
　このように、リーズナブルな家賃で住宅兼事業のス
ペースを確保できる環境は，資金力に乏しい若い創業
者を惹きつけ、義烏の商業集積である小商品市場の周
辺から郊外の村々への EC集積の広がりを後押しして
いる。
　義烏の先発 EC村は自発的に形成されたものの
（王 2022: 8）、その後の EC集積の発展において、地
方政府と村役場は共に重要な役割を果たしている。実
際、小商品市場などの産業基盤の整備には、義烏市政
府が一貫して中心的な役割を担ってきた。1980年代

から現在までに、小商品市場は５回の移転と10回の
増築を経ており、これら一連のプロジェクトの企画・
建設・実施・運営はすべで市政府の主導で行われた
（李 2018: 19）。加えて、港やトラック・ターミナル、
宅配物流園区などの物流インフラ整備も、市政府や市
営企業が主導して推進している。
　義烏市政府は ECビジネスの育成と発展を目的とし
た各種施策を早期から実施してきた。例えば、「義烏購」
の ECプラットフォームや「電商換市」政策などは、
政府主導による ECビジネス促進の代表例として挙げ
られる。当初、義烏市政府は EC村に対する積極的な
関与を行っていなかったが、2015年以降に方針を大
きく転換し、EC村への支援を強化した。同年、市政
府内に市場発展委員会が設立され、「百村電商プロジェ
クト」が開始された。この委員会に所属する EC科は、
EC事業者数、EC貨物の発送量、EC総売上などの指
標に基づき、各 EC村を１つ星から５つ星までにラン
ク付けし、評価結果を公表している。さらに、４つ星
以上の評価を得た村には市から奨励金が交付される制
度が導入された。
　また、ECにおけるラスト・マイル配送の利便性の
向上を図るため、市場発展委員会は中国郵政と提携し、
農村 EC公共サービス・ステーション・ネットワーク
の構築を進めている。従来の郵便局に加え、580の中
小規模小売店舗をサービス拠点としてネットワークに
組み入れた。さらに、農産品 ECの拡大を目的に、民
間企業が運営する「緑禾網」のプラットフォームと連
携し、義烏域内外の農産品を取り扱う EC事業者を支
援している。
　義烏市政府は「ECビジネスに優しい環境を整備す
る」という方針を掲げ、税制や手続きにおける優遇措
置を積極的に講じている。税制面では、法人化してい
ない ECアカウントには所得税を免除し、法人化して
いる小規模 EC企業には低額の定額税を適用するとと
もに、その他の税制減免措置も適用している。また、
行政手続きの簡素化も進めており、身分証明書（ID

カード）の提示だけで EC企業の新規登録を１日以内
に完了できるようになっている。さらに、越境 EC向
けの輸出入ワンストップ・サービスの窓口を設置する
ことで、EC企業の利便性の向上にも努めている。
　教育訓練コースの受講者が年間1,000人を超える専
門教育機関や、EC関連の大型イベントを主催する企
業に対しても市から潤沢な補助金を支給している。ま
た、各種 EC関連の展示会や国際シンポジウム開催に



オンライン取引 金融決済 市内配送 国内物流 国際物流

海外倉庫商品の展示

室内ナビ 市場サービス 履行保証 税関検査・外貨・税金 海外サイト

図５　Chinagoods プラットフォーム
出所：Chinagoods公式サイトより
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対する財政支援も行い、こうした支援策により義烏市
の EC集積地としての知名度を向上させ、さらに多く
の EC事業者を引き寄せる好循環が形成されている。
　義烏では、市政府だけでなく、各村の役場も EC事
業の発展に積極的に取り組んでおり、この取り組みが
EC集積に大きく寄与している。例えば、「旧村改造」
プロジェクトは村民自身の投資で進められるため、村
役場が村民を取りまとめ、プロジェクトを推進する役
割を果たしている。各村の役場は、プロジェクトの認
可申請、村民の説得、土地の区画整理、宅地配分、建
物デザイン、建設の入札、テナント誘致に至るまで、
すべての段階に深く関与している。当初はテナントの
確保を主な目的とし、義烏工商学院の学生や域外から
の EC従事者を誘致する村が多かったが、次第に本格
的な EC村の形成を目指す村が増えている。
　筆者が調査した青岩劉村や龍回村の役場では、EC

集積の形成と拡大を明確な目標に掲げている。具体的
には、インキュベーターの設置、インターンシップの
受入、無料の教育プログラムの実施などに加え、EC

事業者向けの相談窓口や苦情受付を行うサービスセン
ターの開設、EC事業者間の交流を促進するためのサ
ロンの運営、銀行融資の斡旋、商品仕入れ先の紹介な
ど、多岐にわたる支援策を講じている。

７　EC エコシステムの形成・発展

　義烏では、産業基盤や物的インフラの整備に加え、
物流サービスをはじめ EC関連のサポーティング事業
や補完事業を含む ECエコシステムが徐々に形成・発
展してきた。義烏の各 EC村では EC事業者に加え、
宅配、倉庫、梱包、利用運送などの物流事業者や、ネッ
ト店舗運営代行、デザイン、撮影、商標登録、教育訓

練などの補完サービスを営む事業者も増えている。例
えば、青岩劉村の事業所構成は、EC店舗を除くと、
宅配22％、教育訓練17％、フォワーダー14％、撮影
12.5％、デザイン９％、倉庫業8.5％、梱包・パッケー
ジング７％、店舗運営代行５％、商標登録３％となっ
ており、様々な補完サービスの事業者が集まっている。
また、デザインや物流サービスなどのサポート事業に
特化した EC村も登場しており、例えば、高橋村の２

つの物流専門街には国際物流サービスを専門的に手掛
ける企業が15社も軒を並べている。
　義烏における小規模 EC事業者は、当初は EC村の
賃貸物件で事業を展開し、事業規模の拡大に伴って
ECパークへの移転を図る事例が多い。こうしたニー
ズに対応するため、義烏全域には計30の ECパーク、
20のライブコマース基地が整備されており、その総
床面積290万m2に及ぶ。各パークには、各種 EC補完
サービス事業者のほか、データセンター、コンベンショ
ンセンター、展示場、ホテル、飲食店なども併設され、
利便性の高いビジネス環境が提供されている。また、
義烏では越境 ECに特化した「義烏跨境電商園」の整
備も進み、その総建築面積は約162万m2、総投資額は
約100億元と推定されている。2024年12月に完了予定
の第一期では、10～15階建てのオフィスビル９棟、
15～16階建てのアパート４棟、商店施設が建設され、
概算投資額は25億元に達する見込みである。さらに、
この産業パークでは「倉庫とオフィスの分離」という
新しいモデルを採用し、越境 EC物流パークも併設さ
れている。これにより、異なる入居ニーズに対応する
EC村と ECパークは相互補完の関係を築くことがで
き、義烏の EC集積地の基盤としての機能をさらに強
化することにつながっている。
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図６　義烏における産業集積のダイナミズム
出所：筆者作成
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　また、最先端の技術を活用した ECビジネス支援の
取り組みも進んでいる。従来のアリババ、京東、
Amazon、TikTokなどのプラットフォームの利用に加
え、浙江中国小商品城集団17は Chinagoodsという新た
なプラットフォームを開設した。このプラットフォー
ムは、小商品市場にある約7.5万の店舗を中心としな
がらも、200万社にのぼる川上の中小零細企業にも
サービスを提供している（図５）。
　Chinagoodsは膨大な取引データを活用し、供給側と
需要側の間で、設計・生産、展示・取引、輸配送・倉
庫保管、金融・与信など、幅広いニーズを効率的にマッ
チングさせる仕組みを構築している。さらに、マーケッ
トエンティティ、業務プラットフォーム、サービスプ
ラットフォーム、インフラの各要素を統合し、オンラ
インでの展示・取引、通関手続きの簡素化、物流のデ
ジタル化、グローバルなサプライチェーンサービス、
信用データの収集・活用、金融サービスの提供など、
多岐にわたる機能を果たしている。これにより、義烏
小商品市場の全面的なデジタル化を推進し、ECビジ
ネスのさらなる発展を目指している。
　また、越境 EC事業に特有の課題に対応するため、
情報面や金融面での機能強化も進められている。同集
団は2023年10月に、世界初の商品貿易分野に特化し
た大規模言語モデルを発表するとともに、新たにアッ
プグレードした「Chinagoods AI（人工知能）スマート
イノベーションサービスプラットフォーム」を立ち上
げた。このサービスは画像・動画生成、翻訳・通訳、
多言語対応デジタルヒューマン、商品情報のリリース
サポートなど革新的な機能を提供し、越境 ECビジネ
スをエンパワーメントすることを目指すものである。
例えば、「貿語心生」というアプリケーションにより、
商品紹介の動画が中国語から自動的に36ヵ国の言語
へ翻訳され、AIデジタルヒューマンを活用し た24時
間連続の多言語ライブ配信が可能となる。さらに、越
境 ECの決済問題の解決を目指し、小商品城集団は
「Yiwu Pay」という越境決済プラットフォームを開発
した。現在、この決済サービスは150以上の国と地域
をカバーしており、47万社以上がユーザーとなって
いる。2024年１月から９月の取引総額は200億人民元
を超え、前年比770％の急増となった。

17  義烏小商品市場を運営する会社である。

Ⅴ　ディスカッション

　この節では、先行研究の知見とフィールド調査の発
見事実を踏まえ、義烏における EC集積の形成のダイ
ナミズムについて分析する。
　義烏の小商品市場を中心とする巨大な商業集積は、
EC事業者に豊富な商品調達チャネルを提供している。
また、膨大な物流需要を生み出すこの伝統的な商業集
積は、物流集積の生成と発展を促進し、物流集積の発
展により商業集積はさらに低コストで高効率の物流
サービスを利用可能となる（李 2018: 29）。この産業
集積の相互作用は継続的進行し、物流集積と商業集積
は相互に強化されながら、ECビジネスの発展に有利
な条件を提供する。これにより、EC事業者が義烏に
集まり、EC集積の形成が促進される（図６）。
　商業集積、物流集積、ECビジネス集積の三者間で
生まれるシナジー効果が、義烏における産業集積のダ
イナミズムを特徴付けている。一般的には、中間業者
を排除する「中抜き」の特徴を持つ ECビジネスの成
長に伴い、伝統的な卸売市場が衰退を余儀なくされる
ことも多い（白戸 2004: 75）。しかし、義烏の卸売市
場はこの一般的な傾向とは異なる方向に進化してい
る。小商品市場内の店舗は依然として EC村の創業者
にとって主要な仕入れ先として機能し、同時に地方政
府が構築した ECプラットフォームなどによって、伝
統的な商業集積である小商品市場の EC化が進展して
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いる。また、EC集積の拡大につれて、物流の需要が
さらに増大し、より多くの物流事業者を惹きつけ、宅
配便をはじめとする物流サービスの拡充と物流集積の
高度化に寄与している。つまり、商業集積、物流集積、
EC集積は互いに依存しながら強化され、義烏におけ
る産業集積のさらなる発展を促進している。
　義烏における巨大な商業集積と分厚い物流集積の存
在は、EC集積の形成において重要な役割を果たすも
のとして先行研究が指摘する産業基盤や物流サービス
といった必要条件に合致している（Li 2017; 刁ほ
か 2017; 史ほか 2018； Lin et al. 2022）。しかし、伝
統的な商業集積と物流集積の存在だけでは、中国農村
部における EC集積の形成を十分に説明することはで
きない。
　まず、EC集積の形成には、ECビジネスに必要な
インフラ整備が不可欠である（Lin et al. 2022）。多く
の EC村の地元創業者は、道路やインターネットなど
の基本的なインフラを利用して自宅で ECビジネスを
展開している（Tang & Zhu 2020; 王 2022）。これに対
して、域外からの移住者が主役となる義烏の EC村で
は、独自の不動産開発モデルによりインフラの整備が
進められている。このモデルによって基本的なインフ
ラが整備され、その上で生み出された安価な物件は資
金力の弱い域外の EC創業者のニーズを満たした。ま
た、改造が進む各村では、継続的に大量の物件が供給
されることで、新規創業者の「受け皿」が拡充され、
既存の創業者も各自のビジネス状況に最適な物件を見
つけやすい環境が整えられている。これにより、外部
からの人材流入に加え、義烏の EC村間での人材の流
動性も高まり、EC創業者の頻繁な移動がスピルオー
バー効果を生み出している。この効果がうまく機能す
ることで、後進の村も次第に EC村へと変貌し、義烏
における EC集積の拡大が促進されている。
　EC集積の形成を促すもう一つの要因は、ECビジ
ネスに関する知識を獲得するための仕組みである（董
ほか 2016: 64; 周・劉 2018: 80; Lin et al. 2022: 1093）。
先行研究によれば、初期には創業リーダーによる「示
範効果」が EC村の形成を促進する一方で（周・劉 

2018: 65）、EC村が成長するにつれてこの効果は次第
に薄れるのである（Mei et al. 2020）。また、住民間の
コミュニケーションに依存するという伝統的な知識伝
播の仕組みが存在するものの（周・劉 2018: 66; Lin et 

al. 2022: 1093）、複雑な知識を正確かつ効率的に伝達
するには課題がある。特に、越境 EC事業の展開にお

いては、国際貿易、国際物流、越境 ECプラットフォー
ムの運用規則、外国語など、専門的で豊富な知識が求
められるため（Zhang 2024: 244‒245）、単に EC創業
者を模倣するだけでは、このような知識の獲得は困難
である。つまり、「示範効果」や伝統的な知識伝播の
仕組みには限界があり、EC村のさらなる発展を遂げ
るためには、より高度な知識ソースとその伝播の仕組
みを構築する必要がある。
　これに関して義烏では、工商学院をはじめとする地
元教育機関の実践重視の教育プログラムにより、知識
伝播と高度人材の育成といった課題の解決が図られて
いる。前述のように、同学院は多様な EC関連の専門
知識を学ぶことのできる専攻を設置していることに加
え、実際の EC創業を行う教育プロジェクトも導入し
ている。この実践重視の取り組みにより、より高度な
知識を獲得した人材は、知識の「源泉」として周辺の
EC村に輩出されている。また、各 ECプラットフォー
ムとの緊密な連携により、学生が外部からの最新知識
を常に吸収できる環境が整えられている。さらに、
EC創業の成功者が客員教員として学校に戻り、より
実践的な知識を教授している。加えて、各村では EC

に関する民間教育研修機関も数多く設立されている。
このように、教育機関、EC創業者、ECプラットフォー
ムが連携し、ECに関する知識と人材を提供する仕組
みが形成されつつある。この高度な知識を効率的に伝
播する仕組みは、義烏における EC集積の形成と発展
を支える重要なファクターである。
　EC村の形成は、関連産業や補完サービスを引き寄
せ、エコシステムを構築し、新規参入を容易にするこ
とで、EC 村のさらなる成長を促進する（Lin et 

al. 2022: 1095‒1097）。しかし、地方政府の認識不足や
経験不足により、EC村の順調な成長が果たされない
という現象も多くの地域で見られる（Zhang et al. 

2023: 531）。これに対して義烏では、市政府と村役場
が連携し、ECビジネスが発展しやすいエコシステム
を構築している。経営の場所、インターネット環境、
物流施設などの「ハード」なインフラの整備にとどま
らず、行政手続きの簡素化、税制優遇、人材育成の支
援、融資のサポートなど「ソフト」な経営環境の構築
にも力を注いでいる。さらに、AIなどの新技術を活
用するプラットフォームの構築により、EC事業者が
直面する商流、物流、情報流、資金流などの課題の緩
和にも取り組んでいる。このような多様な機能を持つ
エコシステムが、創業者の能力を補完することで起業



図７　義烏 EC集積の形成メカニズム
出所：筆者作成
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のハードルを下げている。そのうえ、
エコシステム内では事業間の有機的
な分業・協業関係が築き上げられ、
EC事業の効率性も向上している。
こうした取り組みは、既存の EC事
業を支えるとともに、新規参入者の
増加をも促進し、結果として EC集
積の持続的な発展を実現している。
　先行研究では、EC村の形成には、
EC事業が都市部から農村部に移転
するモデルと、地元の資源や産業基
盤に依存するモデルの二つがあると
指摘されている（Liu et al. 2020: 

406; Wei et al. 2020: 393）。しかし、
越境 ECが活発に行われる義烏の
EC村の形成と発展は、どちらのモデルにも完全に合
致してはいない。一般的には、豊富な国際貿易経験、
便利な国際物流のサービス、高度なインターネットス
キルと知識が必要であるため、農村部での越境 ECの
展開は都市部よりも困難であると考えられている
（Zhang 2024: 244）。本研究では、義烏の EC村の事例
を通じて、農村部における EC集積の形成と発展にお
いて鍵となるのは、産業集積としての伝統的な商業集
積、利便性とコストパフォーマンスを兼ね備えた物流
サービス、ECビジネスに適したインフラの整備、高
度な知識ソースと人材育成の仕組み、さらに起業ハー
ドルを下げるビジネスエコシステムといった重要な
ファクターであることが明らかになった（図７）。こ
れらのファクターを取り入れたメカニズムの構築に
よって、農村部における越境 EC集積の形成は初めて
可能になるのである。

Ⅵ おわりに

　本研究では、中国農村部における EC集積の理論的
サンプルとして義烏の EC村を取り上げ、産業基盤、
物流サービス、インフラの整備、知識ソースとその伝
達仕組み、政府の施策、ECエコシステムの構築など
の諸要因が EC集積の形成に及ぼす影響を解明した。
義烏で見られる EC村の形成メカニズムは、中国農村
部全体における EC集積が今後いかなる方向に進化す
るのかをも示唆しているといえる。
　先行研究でも指摘されているように、人材不足や資
金不足、立地条件による情報の非対称性といった問題

は、しばしば EC村のさらなる発展を制約する（Wei 

et al. 2020: 402）。たとえ産業基盤や物流サービスによ
り EC村が形成されたとしても、これらの制約により
衰退や消失に向かう可能性もある（彭・丁 2024: 110‒
113）。これに対して義烏では、既存の商業集積と物流
集積、基本的インフラのほか、短期大学や専門教育機
関を核とした知識伝達の仕組み、地方政府の適切な施
策、有機的な ECエコシステムがこれらの制約を緩和
し、域内の EC村が持続的発展を遂げている。また、
EC集積と伝統的商業集積、物流集積間のシナジー効
果により、ECビジネスを中心とした産業集積全体の
持続的な発展が進んでいる。これは、義烏の EC村で
越境 ECと国際物流サービスが急速に成長しているこ
とによっても裏付けられる。
　「インターネット +」の普及は農村部および経済後
進地域に新たな機会をもたらす一方で、デジタル・デ
バイド（digital divide）や地域格差を生み出す可能性
があることも指摘されている（Wei et al. 2020: 383）。
本研究では、EC村の発展がトリクルダウン効果に依
存せず、新技術の恩恵を農村の「草根階層」へ直接届
けることで、デジタル・デバイドの解消に貢献してい
る点も明らかにした。
　このような農村部 EC集積の発展は、中国の既存の
流通システムに大きなインパクトを与えている。村民
は ECのユーザーだけでなく、ECビジネスのプレー
ヤーとして登場し、都市部と農村部をつなぐ双方向的
な流通システムの発展を推進している。また、進化し
続ける農村部の EC集積は今後も、農村振興のエンジ
ンとして機能し、農村部経済全体の活性化につながる
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と期待される。
　本研究にはいくつか課題が残されている。本稿で取
り上げた事例は同じ地域内の５つの EC村に限定され
ており、導き出された結論が多様なタイプがある中国
の EC村全体をカバーしているとは言い難い。従って、
同域内の事例の追加や他地域の EC村群との比較な
ど、さらなる調査・検証が必要である。また、越境
EC村の発展に関しては、アンチグローバリゼーショ
ンの動きが及ぼす影響にも注目すべきである。今後も
これらの点を継続して研究し、解明に努めたい。
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The Formation and Development Dynamics of 
E-Commerce Clusters in Rural China:

Based on A Case Study of Yiwu’s E-Commerce Village

Ruixue LI*1 and Yifei WANG*2

 With the spread of e-commerce, a new type of industrial cluster called “e-commerce villages” 
(EC villages) has been forming in rural areas of China, based on online retailing. These rural 
e-commerce operators are not only targeting the domestic market in China but are also actively 
participating in cross-border e-commerce. The rapid growth of EC villages has contributed to rural 
revitalization and significantly influenced the development of rural economies. This study focuses 
on EC villages engaged in cross-border e-commerce, aiming to elucidate the dynamics behind the 
formation and development of these e-commerce clusters. To explore the factors contributing to the 
formation of e-commerce clusters in rural areas, field research was conducted in five EC villages 
located in Yiwu City, Zhejiang Province, China. By understanding the actual conditions of EC 
villages and building upon insights from existing research, the study analyzes the mechanisms 
behind the formation of e-commerce clusters in rural areas.
 The field research confirmed that the importance of related industrial foundations and basic 
infrastructure aligns with existing research. Additionally, the study identified several key factors for 
the formation of e-commerce clusters: logistics services that combine convenience and cost-
effectiveness, infrastructure tailored to e-commerce businesses, mechanisms for advanced 
knowledge sharing and human resource development, and a business ecosystem that lowers the 
barriers to entrepreneurship. Furthermore, the synergy effects generated among commercial 
clusters, logistics clusters, and e-commerce business clusters in Yiwu were found to be critical in 
promoting the sustainable development of regional industrial clusters.

Keywords
E-commerce, EC villages industrial clusters, China, rural areas, logistics

*1 Hosei University
*2 Southwest Jiaotong University
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論文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

ポスト場所における領土と統治

─日台のボーダーを越えて暮らす人々の購買行動から─

藤野　陽平*

　新型コロナウイルスの感染拡大後に急激にオンライン空間が拡張するに伴い、リアル
とバーチャルという二元論的な発想では十分に捉えきれない空間が拡張し続けている。
本研究ではそうした場所をポスト場所という概念で捉える。議論するのはこの新しい空
間における領土と統治のあり方である。従来は国民国家というレベルで切り分けられて
きた領土が、サイバー空間という別の空間ではインターネットやスマートフォンのサー
ビスをいかに使わせるかという、サイバー空間の囲い込みによって行われている。
　現代では国境で区切られた国家という統治と、囲い込まれたサイバー空間という統治
の２つが同時に存在している。本研究では日本と台湾とを行き来しながら生活する人々
がどのように国境というボーダーを超えた購買行動をしているのかを事例とする。新た
な２つの統治の下、時に統治を受け入れ、時にそれに抵抗し、さらにそれを逆手に取っ
て利用するようなポスト場所を生き抜くノマドたちのあり方を通じてこの時代の領土や
統治、そしてその中でいかに主体性を維持しているのかといった問題について考察する。

キーワード

Ｅコマース、シミュラークル、非場所、コミュニケーション資本主義、ノマディズム
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Ⅰ　 はじめに

──ポスト場所時代の地域、フィールド、人類学

１　メディア化する社会と身体

　新型コロナウイルスの感染拡大はこれまでの社会、
空間、身体のあり方を一変させた。感染拡大期には物
理的な移動が制限され、国境を越えることはおろか、
都道府県を跨いだ移動すら憚られ、全世界の人間が自
宅軟禁の状態に置かれた。
　スマートフォンの登場や SNSの広がりによってそ
れまでも徐々に進んでいたのだが、コロナによる移動
制限によってヒトの身体がサイバー空間へと急激に広
がっていった。オンラインでのコミュニケーションが
広がるにつれ、自分の身体はパソコンやスマートフォ
ンと一体化し、その自分と一体化したパソコンに内蔵
されているカメラやスピーカーが接続している相手の
目や口になり、相手の身体の一部であるパソコンが私
の目や口になるという個が融解し、全体が接続される
ポスト・ヒューマン的な状況が急激に広がりをみせ
た。
　この新しく現れた世界ではフィールド、ホームと
いった人類学にとって基盤となる概念の再検討が必要
となっている。異文化を対象とした研究を基礎とする
人類学にとって移動ができない時代、むしろメディア
を対象とした人類学のフィールドが拡散するという倒
錯した状況となっている。自分の身体の一部となった
パソコンの画面にはそれまで現地調査でインタビュー
を行った相手と、自宅にいながらコミュニケーション
をとっているのだ。この時代のフィールドとはどうい
うものなのだろうか。従来はたとえば台湾で調査すれ
ば台湾の某ということができたが、ポストコロナの状
況ではホームにいながらフィールドワークができてし
まうし、逆にフィールドに行ったところでホームと断
絶することはできない1。

２　 拡張するサイバー空間とポストコロナ時代の

「地域」

　オンライン空間を対象としたフィールドワークの必
要性も高まっているが、たとえばゲーム空間における
中国を調査した場合、それを中国ということが可能な
のだろうか。サイバー空間において地域というものは

1   こうした問題についてはすでに藤野（2023）で検討している。併せて参照いただければ幸いである。

設定可能なのだろうか。確かに自動翻訳のサービスの
質は向上しているとはいえ、外国語のサイトを閲覧す
るには障壁が存在しており今なお言語は地域の指標と
なるだろう。時差も大きな要因だ。新型コロナウイル
スの感染が収束しない中、出国できない留学生たちが
母国にいながら留学先で深夜や早朝に行われる授業を
受けるという困難があったことを耳にしているし、そ
れまでの常識では考えられない時間帯に発表が行われ
ているオンラインの国際学会に私自身参加したことも
ある。そのほか、国家もサイバー空間が広がる現在に
おいても一定の地域のイメージを彷彿とさせる。
　サイバー空間では性別も年齢も民族も人間であるか
どうかも自由に選択できる。松本（2021）がゲーム「三
国志」においてヒトはいかに「曹操」になるのかを検
討したように、サイバー空間では誰でもが世界史に名
を轟かせる英雄になることもできる。歴史上の曹操は
中国人だが、プレイヤーは何人であっても構わない。
もちろんプレイヤーは自分が曹操ではない事はわかっ
ているものの、デジタルゲームの持つハーフリアル
（ユール 2016）という特性から一定の「中国人」とし
てのリアリティも持つこととなる。それはファミリー
コンピュータの草創期のゲーム「イーアルカンフー」
にはすでに体験できたことであり、「ストリートファ
イター」シリーズのチュンリーへと引き継がれ、世界
中のプレイヤーたちは幾度となく「中国人」になって
きた（藤野 2024）。
　従来のリアルな空間で行ってきた人類学者のフィー
ルドワークは、たとえば「中国」に行けば、そこにあ
るものは「中国」の何かだったが、今日拡大するサイ
バー空間では単純に「中国」と言い切ってしまうのは
難しい。それでいて一定の「中国」がそこにはある。
このポストコロナのハーフリアルな時代における空間
は人文社会科学に共通した課題である。

Ⅱ　ポスト・コロナで変わる空間

１　コロナ前後で変容する空間

⑴　 コロナの終息とともに現れたオンライン・オフラ

インのあわいの世界

　新型コロナの感染拡大で閉じ込められた人間たちは
「オンライン会議」「オンライン飲み会」「オンライン
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墓参」など、考えうる限りの「オンライン某」という
取り組みを生み出し、身体をサイバー空間へと解放し
ていった。オンライン観光やオンライン飲み会のよう
に、そのうちの多くは一過性のブームで終わり、淘汰
されたものがある一方で、オンライン会議、オンライ
ン授業、在宅勤務のようにある程度定着したものも存
在している。当時はこれ以降、全ての局面がオンライ
ン化するのではないか、近い将来 VRゴーグルを全員
が着用してメタバースの中で暮らす時代が来るのでは
ないかという雰囲気もあったが、実際のところメタ
バースは一部の人が利用しているだけにとどまった。
当時、新しいメディアを駆使することで何でもバー
チャルにリアルが体験できると思われてきたが、一方
で思ったほどリアルとサイバーは繋がっていなかった
ことにも社会は気づき始めている。例えば、オンライ
ン会議で初めてあった人に、その後、実際リアルに対
面すると全然違う印象を受けるという経験をした人は
少なくないだろう。リアルとバーチャルの断絶も経験
しつつ人はオンライン化も併用している。完全にオン
ラインを排除するのでも、完全に受け入れるのでもな
い状況となっている。０か100かであれば単純である
が、実際はより複雑であり、だからこそ検討の必要が
生じている。

⑵　サイバー空間上の国境

　国内で使っていた Googleや YouTubeをそのまま国
外でも利用できるように、当然のことながら大多数の
インターネットを用いた新しいサービスの展開には国
境というものとは関係なく利用できる。インターネッ
トのブラウジング以外にも例えば Uberのようなサー
ビスは日本で設定してさえおけば、台湾や韓国などに
行った時に特別な設定など不要でそのまま利用するこ
とができる。
　一方で強く国境を意識させるのが中国の存在だろ
う。一度中国国内に入るとそれまで利用できていたス
マートフォンの買い物、タクシー、地図といったアプ
リの多くが利用できなくなる。ありとあらゆることが
できるように思わせてくれたスマートフォンが、写真
を撮ることができるくらいの小さな箱になってしま
う。そこで中国のアプリを入れることで、その機能を
一つずつ取り戻していくのだが、それは中国政府のリ
クエストを受け入れるということと表裏一体である。
また、海外に暮らす中国人たちを見ても、海外に出て
きているにも拘わらずWeChatや Redといった中国の

アプリを使用し続ける人が多い。彼（女）らは中国に
とどまっているともいえないだろうか。
　本稿では中国の政府によって統制を受けているメ
ディア状況を批判するという意図はない。むしろ、国
境を越えて移動しているにもかかわらず、いずれも国
外の企業が提供する同じアプリを使えることの方に注
目して議論を進めていきたい。

⑶　デジタル空間における囲い込み

　この問題を考える上で重要なのはデジタル時代の囲
い込みの問題である。それまでコモンであった共有地
が地主に囲い込まれ小作人らが追い出され都市に移
動、賃金労働者となっていったという16世紀から18

世紀のイギリスで起きた囲い込み（エンクロージャー）
と同じように、インターネットの世界も国家や GAFA

等に代表される大手の企業によって富を生み出すシス
テムが独占されている状況がみられる。
　特にジョディ・ディーンの議論を伊藤らが発展させ
たように（伊藤編 2019）、コミュニケーション資本主
義化が進むことで、この問題がクローズアップされる。
コミュニケーション資本主義とは従来、資本の対象で
はなかったコミュニケーションが、資本の対象になっ
ていくことを概念化したものであるが、例えば写真を
撮ることは従来、本人やその家族友人とのコミュニ
ケーションしか生まなかったが、SNSが登場するこ
とで写真をアップし、いいねを集めるようになるとプ
ラットフォーマーなどが富を得ているようなことがそ
れにあたる。
　多くのインターネットやアプリケーションが無料、
もしくはサービスに対して過剰に安価に提供されてい
る。ユーザーたちは安価で便利であるため、喜んで利
用するが、利用すればするほど情報が集められ、ビッ
グデータを構築する。このビックデータが今日、莫大
な資本を生み出すのだが、サービスを提供する企業は
これを独占的に利用することができる。まさに囲い込
みが起き、無料で便利なサービスを使うことで知らず
知らずのうちに、統治を受け入れている。このように
考えると自国で使えるサービスが外国に行っても使え
るということはどういった意味があるのかを考える必
要が生じている。

２　場所、非場所からポスト場所へ

　ポストコロナの社会に現れた新しい空間を考察する
上でマルク・オジェの場所と非場所の概念をもとにポ
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スト場所という概念を提出したい。オジェによれば場
所とはアイデンティティを構築し、関係を結び、歴史
をそなえるものである一方で、非場所とはアイデン
ティティを構築するとも、関係を結ぶとも、歴史をそ
なえるとも言えない空間であるという。空港や郊外型
の大型スーパーのような場所が非場所の代表であろう
が、オジェによればスーパーモダニティが非場所をう
むのだという（オジェ 2017: 104）。
　スーパーモダニティの時代を超えて、ポストコロナ
の現在、２次元空間が３次元空間へと拡張することで
場所や非場所といった概念では説明のつかない場所が
生じている。こうした場所をここではポスト場所とい
う概念で捉えたい。
　例えば、2022年７‒９月に東京国立博物館で日中国
交正常化50周年記念として特別デジタル展「故宮の
世界」という特別展が行われた。実に奇妙な場所であ
る。いうまでもなく故宮は中国の北京にあるが、実際
の展示は東京上野の東京国立博物館で行われる。そし
て、デジタル化された展示なので、技術的には自宅で
PCや VRゴーグルで見ることも可能なはずである。
北京に実物の故宮を見に行くのでも、自宅でオンライ
ンという訳でもなく、東京の国立博物館にてデジタル
複製された故宮を見学するのだ。リアルな場所である
トーハクでやっているからこそ、この展示には意味が
あるのであって、中国まで行くのとも自宅のパソコン
を使いインターネットで見るのとも違う独特な経験が
そこに生じている。このような新たな技術を取り込ん
で生じている場所を非場所の現代的展開と捉えるので
はなく、地域や国家が崩壊しシミュラークル化したポ
スト場所として考えていきたい。

３　目的

　そこでポストコロナの状況で加速するポスト場所化
する現代社会の場所を考えることで、領土と統治のあ
り方を考えることが本研究の目的である。特にオンラ
イン化が進み、空間と距離の概念が再構築される現在、
サイバー空間とリアルな空間との間でどういった実践
が行われるのだろうか。実際にボーダーを超えた人々
がＥコマースなどをどの様に利用しているのかという
購買行動からこの問題を考える。特に在台日本人が日

2   ドン・キホーテのウェブサイト（https://www.donki.com/store/shop_list.php?pref=55）による。（2024年12月1日最終閲覧）
3   マツモトキヨシのウェブサイト（https://www.matsumotokiyoshi-tw.com/shopinfo）による。（2024年12月18日最終閲覧）

本商品をどのように購入しているのか、もしくは在日
台湾人が台湾商品を購入しているのかといった、購買
行動をその事例としながら、ポスト場所時代の領土、
フィールド、空間、そして統治、労働、経済といった
ものを考えることとする。

Ⅲ　 越境者の購買行動に関するインタビュー

調査

１　概要

　本研究では、在台日本人３名（いずれもオンライン
インタビュー）、在日台湾人４名（いずれも対面での
インタビュー）、日本商品を頻繁に購入する在台台湾
人１名（オンラインインタビュー）に対してインタ
ビュー調査を実施した。いずれも本研究の目的を説明
し、公開前に事前に内容を確認してもらった上で、研
究発表に用いることを了承してもらっている。なお、
何を購入しているのかというのは極度にプライバシー
に関わるものであるので、極力個人が特定できないよ
うに記述している。
　質問内容はＥコマースの利用状況、在日台湾人であ
れば台湾の商品をどのように購入しているのか、また
在台日本人であれば日本の商品をどのように購入して
いるのか、また、関連する情報についても質問した。

２　拡大する、台湾／日本で買える日本／台湾製品

　今回のインタビューでは日本で台湾商品を、台湾で
日本商品を現地調達する様子が広く聞かれた。近年台
湾では日系の商店の営業が広がっている。代表的なの
は DAISO（台湾では台灣大創百貨股份有限公司）と
ドン・キホーテ（同、DON DON DONKI）で本稿を
執筆中の2024年12月の時点で台湾で DAISOは80店
舗を、ドン・キホーテは５店舗を営業している2。その
ほかにはマツモトキヨシ（同、台湾松本清、24店
舗3）、サツドラ（同、台湾札幌薬粧）のようなドラッ
グストアも日系の企業が参入している。台湾企業であ
るが日本の医薬品を扱う「日薬本舗」というドラッグ
ストアも経営している。また、一般のスーパーマーケッ
トでも日本の商品は以前に比べて格段に手に入りやす
くなっている。そのほかにもユニクロ（同、
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UNIQLO、73店舗4）やシマムラ（同、思夢樂、44店
舗5）といったアパレルも台湾の各地に展開している
し、紀伊國屋やジュンク堂などが営業しており日本の
書籍を取り扱っている。その他にも枚挙にいとまがな
いが、自動車、家電など多くの「日本」製品が台湾に
はあふれている。
　特筆すべきは台湾式の「日本食」だろう。そもそも
台湾における日本食は日本統治時代から存在したの
で、外省人と呼ばれる戦後中国大陸から台湾に移住し
た人々が持ち込んだ料理（例えば小籠包や牛肉麺）よ
りも「伝統」的なものと言えるだろう。それゆえに日
本統治期から続く老舗日本料理も営業している。ただ
し、こうした日本料理は多分に台湾化しており、日本
の和食というより台湾式の「日式料理」として捉えた
ほうがいいだろう。こうしたローカルな日式料理の他
にも牛丼、回転寿司、うどんやラーメン、カレー、焼
肉などのチェーン店は各地に展開していて台湾で手軽
に日式料理に触れることができる。さらにモスバー
ガーやサイゼリアも展開しているが、いずれも日式ハ
ンバーガー店、日式イタリア料理店として台湾で認識
されている。そういう意味では上述のラーメンやカ
レーも中華料理やインド料理ではなく日式料理として
受容されている。こうした状況はグローカル化する日
本料理の典型であろう。郊外型の大型スーパーマー
ケットや国道沿いのチェーンの飲食店はオジェのいう
非場所に該当すると思うが、日本でも台湾でもその他
の国でも、現地の文脈とは断絶して、同じものが同じ
ように提供されている点では、非場所としての日式料
理チェーン店の展開は実に興味深いが、本稿の目的と
は焦点が異なっているので、これは今後の課題とし別
稿を用意したい。
　さて、私が博士論文に向けた長期フィールドワーク
を台湾で行った2005‒2007年の時点でも日本商品を購
入することはできたが、その種類はごく限られていた。
確かに当時から DAISOは台湾で営業していたが店舗
数も少なく、どうしても必要な場合、新光三越や遠東
SOGOのような日系の百貨店に行くしかなかった。当
然値段は割高である。これらの新しく参入している日
系の商店は、もちろん日本で購入するより価格は高い
ものの、台湾で暮らす人々にとって日本商品を手に取

4   ユニクロのウェブサイト（https://www.uniqlo.com/tw/stores/）による。（2024年12月19日最終閲覧）
5   しまむらのウェブサイト（https://shimamura.com.tw/store-info#）による。（2024年12月19日最終閲覧）

りやすい存在に変えている。
　一方の日本でも台湾商品を手に入れることが容易に
なっている。アジアの食品を扱う店舗が増えているこ
とに加えて、カルディや業務スーパー、ドン・キホー
テなど外国の食品や調味料を扱う店舗で台湾食品の取
り扱いが拡大しており、気軽に購入することができる。
ただし、台湾で手に入る日本商品は家電や衣料品、薬
品、食料品と多岐にわたるところ、日本で入手できる
台湾商品は食料品に偏っている。こうしたところにも
今なおポストコロニアル的な不均衡が今なお見て取れ
るが、いずれにせよ近年の日台における相互の商品販
売の拡大によって越境Ｅコマースの必要性が下がって
いると言えるかもしれない。

３　Ｅコマース

　日本でも台湾でもＥコマースを使って自国のものを
取り寄せるという行為はみられた。ただし、送料がか
かってしまうので、多くの場合、母国にいたときと同
じようにＥコマースを利用しているというケースは少
なかった。むしろ、その送料を回避するような行為が
みられた。

⑴　送料無料の時を利用する

　日本に暮らす台湾人留学生のケースである。まだ留
学前であり、台湾で大学に通っている頃に新型コロナ
ウイルスの感染拡大が発生する。大学では授業がなく
なったので寮から自宅へ戻った。ちょうどその際に
Amazonの送料無料のキャンペーンが行われたので、
元々日本の漫画やアニメファンであった彼女は日本か
らマンガを大量に購入したのだという。大学の寮では
狭くて置く場所がないが、自宅であれば気にせず注文
できたのだそうだ。

⑵　日本のＥコマース×集荷というサービス

　台湾在住の台湾人で日本の書籍をしばしば購入する
インフォーマントは日本の BOOKOFFのＥコマース
サイトでセールが行われる際にまとめて購入するとい
う。その際に直接台湾に配達してもらうのではなく、
一旦、海外発送代行の業者宛に配送し、一括して台湾
に発送してもらっているという。彼が利用しているの
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は「御用聞き屋」6という業者で、私書箱を作り、日本
のＥコマースサイトから注文したものをまとめて海外
へ転送するサービスを提供している。台湾でも展開す
る日系書店でも購入できるのだが、それでは新品であ
る上に日本で買うよりも高くつくため、BOOKOFFの
セールで中古品を安価で購入すれば、数千円の御用聞
キ屋の使用料を払ってもこちらが安いのだという。

⑶　こだわりの品は日本から取り寄せる

　台湾では購入できない日本の抹茶をＥコマースで取
り寄せているというケースも聞かれた。茶道を習うほ
どではないが、自分で抹茶をたてるというインフォー
マントは抹茶の中でも、丸久小山園の抹茶7を取り寄
せていて、ここでは海外発送用のサイト8もあるので、
これを利用している。茶器は台湾でも購入可能だが割
高のため、日本の楽天で購入し送ってもらったという。

４　 ボーダーとしての送料

──現地で購入し、持ち込む

　インタビューで母国の商品をどのように手に入れて
いるのかについて広く聞かれたのは、「帰国時にまと
め買いして持ち込む」、「家族に郵送してもらったり、
帰国時に購入したりする」というように自分で運んで
きたり、知人が来るときに持ってきてもらうというこ
とである。逆に自分が日本にいる場合、「台湾の友人
たちが欲しいものがあると直接Ｅコマースサイトで買
うと高くつくからと、私に連絡してくるので、私が注
文して受け取り台湾に発送する」と台湾の友人から日
本商品の代理購入を依頼されることもあるという。
さらに欲しいものがあっても、シンプルに我慢すると
いう人もいた。

　台湾の食べ物を買いたいが、台湾から持ってくるイ
ンスタント麺やお菓子は自分で持ってくる。それ以
外は我慢する。自分で帰る時と知人が来るときに
持ってきてもらう。今のところそれ以外にどうして
も必要なものはない。

6   御用聞き屋のサイトは以下のとおりである。https://guide.goyokikiya.com（2024年12月19日最終閲覧）
7   丸久小山園の抹茶のサイトは以下のとおりである。https://www.marukyu-koyamaen.co.jp（2024年12月19日最終閲覧）
8   海外発送用のサイトは以下のとおりである。https://www.marukyu-koyamaen.co.jp/english/shop/（2024年12月19日最終閲覧）

５　現地でのＥコマース利用

⑴　大きなものや運びにくいものの持つ物質性

　現地でＥコマースをどのように使っているのかにつ
いても質問しているが、多くの場合日用品を購入して
いるようである。特に水やお米といった重たくて自分
で運びたくないものが購入されていた。これは越境者
に限らない広くみられる傾向であるだろう。
　また、自分では運べない大きなものを購入すると答
えた人が複数いた。インフォーマントの一人の台湾人
留学生は、来日後、大学の寮に住んでいたが、寮に住
めるのは半年だけなので、その後は自分でアパートを
借りて暮らすことになる。アパートには家具などが付
いていないので、購入する必要があるが、引越しの際
に自分では車を持っていないので、大きなものを
Amazonで注文したという。
　しかし、Ｅコマースでは家具のようなものは実際の
大きさとか雰囲気がわかりにくい。そこで彼女は某大
手家具店に足を運び実際に直接自分の目で見て確認し
それを Amazonで注文したという。その方が安くて自
宅まで運んでくれ助かったのだという。来日後１年未
満の留学生は自家用車を所有していることは稀で、車
を出してくれるほど親しい知人がいるとも限らない。
そもそも留学生の場合、日本では車の運転免許を所有
していないという人の方が多いのではないだろうか。
そうした人にとって一人で運んでくるのは難しく、送
料も高くつく家具のような大きなものを、Ｅコマース
ならば自宅まで運んできてくれるのはありがたいとい
うのは理解に難くない。インタビューするまでもなく
想像しうる内容であるものの、ここにはデジタルの世
界では関係がない、質量や容量といった物質性に関す
る問題が存在する。彼女は家具を購入する際に実際に
現物を見に店舗まで足を運んでいるが、それ以外にも
洋服はネットで買わないという。ここにもデジタルの
画面越しには伝わらない物質性の問題が横たわってい
る。

⑵　 移動の利便性か、それとも物質性か 

──紙の質感と Kindle の移動しやすさの間で

　越境者が使うＥコマースのうち、書籍を購入すると
いうのも広く見られるもので、ここで特に物質性の問
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題が生じる。実際に紙の本を取り寄せるのか、Kindle

や PDFのようにデータで利用するのかということで
ある。上述のブックオフのセール品を転送サービスで
取り寄せていたケースや、送料無料の時期に Amazon

で大量に漫画を購入したケースに見られるように、紙
の本は強い人気がある。実際に PCの画面で見るより
紙の本で見る方が見やすいと感じる人は多いであろ
う。私も論文等を PDF化してハードディスクに入れ
ているが、実際に読む際には再度プリントアウトして
いる。我ながら資源の無駄遣いだとは思うのだが、紙
の方が読みやすいと感じてしまう身体の反応は如何と
もし難い。書籍の持つ物質としての側面と情報の持つ
データとしての側面との間の綱引きであるが、単に便
利というだけでは解決できないほど物質性は人に強く
働きかけてくる。
　現在日本で暮らす台湾人のインフォーマントの一人
は、台湾で暮らしている間に日本の書籍をどのように
購入していたのかという質問対して、自分だけではな
く一般的に台湾人はこのように購入しているとして、
以下のように答える。

　　Amazonは台湾でも注文できるが、送料が高いの
で、Kindleがよく使われている。リアルタイムで読
めるし、台湾に入って来ないものも購入できる。紀
伊國屋、ジュンク堂、そのほかの日本書籍を扱う書
店でも購入できるが、注文票を書いて、一旦、到着
するのを待ってやっと入手できる。特に雑誌は早く
読みたいので Kindleの人気が高い。音楽も某アイ
ドルグループのように握手券や総選挙のチケットが
必要ということでもなければ、オンラインのデータ
だけで購入すれば良いと思う人が多い。

　越境者たちには、そのうち帰国するという人が多く、
もう一度移動するのであれば、手軽に運べるデータで
所有したいという人も当然存在する。台湾で暮らす日
本人女性は、日本にいるときには、書籍を紙で購入し
ていたのだが、台湾に来てそれをやめ Kindleを利用
するようになったという。形のないものにお金を払う
抵抗がなくなった。漫画などは紙で買うことがなく
なったし、台湾にいるとそもそも紙の本は買えないも
のもあるという。
　しかし、すべての書籍が電子化されているわけでは
ない、電子版がない場合には Amazonで購入して自炊
業者に依頼し PDFだけデータで送ってもらっている

のだという。10冊以上なら１冊210円なので、送料よ
りも安くつくのだという。今では SSDが本棚のよう
なものになっているのだそうだ。

６　食

　異文化に暮らす人々にとって食べ慣れた故郷の味は
何としても手に入れたいものの一つであろう。台湾に
暮らす日本人にとって日本食を食べるのはそれほど難
しいことではない。インフォーマントの一人は「近所
にスシロー、牛角、丸亀製麺などがあり、日本食が食
べたいという時には食べられる」と述べたが、このよ
うな話は今の台湾の状況を正確に示している。私が長
期調査を行なっていた2005‒2007年の時点では台北や
高雄などの大都市を除けば、日本の外食チェーン店は
営業していなかった。しかし、今日では中規模の都市
で日本食チェーン店を見つけることは難しくない。も
ちろん「日本での値段を知っているので、台湾で営業
する日系の外食チェーン店を利用する気にはならな
い」という声もある。
　日本で暮らす台湾人にも、この点について話を聞い
てみたところ、日本で台湾の食材を手に入れることに
ついて以下のようなケースが見られた。

　台湾食材は近所にあるアジア食材屋で購入すること
が多いが、ドン・キホーテ、カルディで購入する。
醬油膏、辣椒醬といった調味料も売っている。コロ
ナ以前は売っていなかったので持ってきていた。コ
ロナになると帰国できない人たちが持って来られな
いので、ニーズが高まったのではないか。札幌で購
入することができるようになった。カルディは品揃
えがすごい。特に葱抓餅。コロナ前は自分で作って
いたが、大変なので、助かっている。自分たちで作っ
たものの方が冷凍よりもちろん美味しいが、朝起き
てすぐ食べられるのは魅力だ。カルディには胡椒餅、
飯糰もある。業務スーパーでも葱抓餅なども売って
いる。

　台湾料理が食べたくなった時には剝皮辣椒や醬瓜と
いった調味料を台湾から持ってきているので、日本
のスーパーでも売っているチキンなどを使って台湾
料理を作る。作れないものは我慢するしかない。新
竹出身なのでビーフンを食べたいし、雞排も自分で
作るようなものではない。日本にも唐揚げがあるが
別物である。
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もう一つのケースは別の意味で興味深い。

　食べることはとても好きで、普段の料理を極力節約
して毎日ほぼ同じメニューを作っている。そこで浮
いた分で外食をして美味しい料理を楽しむ。そこで
普段の料理として、台湾料理が食べたくなるという
ことはあまりない。「火を通したものを食べている」
が、ほぼ同じ材料を同じ調理法で同じ味付けで食べ
ている。強いて作る台湾料理と言えば蛋餅だが、こ
れは自作している。とはいえ、完全に台湾の味を再
現するということでもなく、調味料も日本で購入で
きる醤油を使っている。

普段の食事を摂生する彼女は「火を通したもの」を作っ
ていると言う。レヴィ＝ストロースの料理の三角形を
意識しているのではないようであるが、単に料理には
力を入れていないということが言いたかったようであ
る。とはいえ、レヴィ＝ストロースの考える様に食べ
ることができない身の回りの世界を、料理という過程
を通して食べられるものへと変えていく作業の持つ普
遍性はボーダーを越えて暮らす人々にあっても変わり
がないことなのだろう。

７　タクシー配車アプリ

　台湾で暮らす日本人の中には Taxiの配車アプリを
使っているという人が多かった。特に現地語が得意で
はない人にとっては、言語が苦手でも利用できるとい
うのは大きなメリットだろう。行き先が間違って伝
わったりすることがないので、口頭で伝えるより便利
だし、アプリで依頼すると親切になるという声が聞か
れた。
　私も台湾や韓国では Uber Taxiを利用している。近
年流しのタクシーがつかまえにくくなっていることに
加えて、郊外で調査などをして公共交通機関がない場
合などに重宝している。台湾にサバティカル研修で滞
在していた時のことである。宿泊先の大学の寮に帰る
ために台北の都心部から Uber Taxiを利用した。とこ
ろが、運転手が高速道路の出口を間違えて大幅に大回
りされてしまったことがある。普段よりも大幅に割高
になってしまったタクシー料金に納得がいかなかった
ので、Uberのアプリを使い「乗車サポートに問い合
わせる」の機能を使うと AIとのチャットがはじまり、
問題点を伝えたところ、距離が計算され直され適正な
運賃になるように後日返金された。

８　薬品

　上述のように日系のドラッグストアが広く受け入れ
られているのだが、それに見られるように台湾から日
本への医療品へは高い期待が寄せられている。台湾訪
問中に風邪を引いたりすると、友人たちは日本の製薬
会社の風邪薬を分けてくれるということはよくある
し、日本から台湾に行く際に銘柄を指定されて薬を
買ってくることを依頼されることもよくあった。
　インタビューの中でも「コンピュータをよく使うの
で目薬は日本のものを使う、それ以外ではビオフェル
ミンやワカモトを使う」という声は聞かれた。台湾で
も珍しくないケースである。日本に暮らす台湾人に
とって「台湾で日本の化粧品をよく買っていた。しか
し、台湾で買うと高いので、家族などから帰国する際
に日本の薬を買ってくるように頼まれる」と台湾にい
る時から化粧品を含む日本の医薬品を使っており、台
湾の家族知人から代理の購入が頼まれるというのも、
考えられるケースだ。
　一方で日本の医薬品が強すぎるので、あえて台湾の
薬を使用しているというケースも見られた。以下のよ
うに語る。

　日本ではオーバードーズのように例えば風邪薬を大
量に飲んでドラッグのように使うこともできるよう
だが、台湾の薬はそれほど強力ではないので、逆に
安心できる。日本の企業は風邪をひいても薬を飲ん
で出勤することが求められるが、台湾ではそんなに
ひどければ家で休んで良い。そもそも風邪薬は風邪
を治すものではなく、症状を緩和してゆっくり休む
ためのものだと思っている。薬でウイルスを殺すた
めのものではない。漢方も同じ考え方である。持っ
てきている漢方は２種類ある。一つは総合系で、何
にでも効果があるがマイルドである。これで効かな
ければ、もう一段階強力な葛根湯を使う。日本では
葛根湯はマイルドだと思われているようだが、台湾
では強力な漢方薬として扱われている。台湾では医
者が処方箋を出さないと入手できないものが日本の
ドラッグストアには普通に売っている。どんな副作
用があるのかわからないので恐ろしくて使えない。
そこで漢方薬は台湾から持ち込んでいる。漢方薬以
外にはプナトンという頭痛薬を持ってきている。こ
れは日本の頭痛薬ほど強くないので、安心して服用
できる。
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一般の台湾人とは逆の対応であるが、日台の越境者の
多様性を示す事例として報告する。

９　ファングッズなど入手困難なもの

　ある台湾人留学生は、台湾に暮らす友人から日本の
アニメやアイドルのファングッズを購入して台湾に
送って欲しいと頼まれるという。そのグッズはファン
クラブに入らないと入手できないものとのことで、
ファンクラブに入会するには日本に住所がないといけ
ない。そこで、友人の代わりに入会し、グッズを購入
し、台湾に郵送するのだという。
　また別の留学生は、台湾にいるときに Facebookや
Ｘのコミュニティでアニメのグッズの売買をしていた
という。コミュニティに売却したいグッズを書き込み、
欲しい人がいれば連絡を取り合って、契約するのだと
いう。
　この形式であればプラットフォーマーに手数料を払
う必要はないが、仲介業者が不在で詐欺に遭ったりし
ないのかと言えば、もしそういうことがあればコミュ
ニティにそのユーザーのことを書き込むのだそうだ。
そうすればその人はそのコミュニティに居られなくな
るので、それが抑止力になっているのという。現在日
本で暮らしているがメルカリを利用して「推し活」と
してグッズの購入をしているそうで、今後は販売もし
てみたいという。
　日本で働く台湾人のインフォーマントのオフィスに
行くとデスクにいつも「乖乖」という台湾のスナック
菓子が PCにおいてある。仕事のデスクワーク中に故
郷の味で小腹を満たすのかと思っていたのだが、 台湾
ではこの「乖乖」 というスナック菓子を PC、特にサー
バーの上に置いておくと壊れないということが言われ
ているのだという。「乖乖」とは中国語で「いいこい
いこ」の意味で、これを置いておくと PCを「いいこ
いいこ」しているというおまじないの様な意味がある
のだそうだ。逆にこれを置いておかないと「鬼」がい
たずらをするかもしれない。そこで賞味期限が切れる
前に交換する必要があり、切れるとサーバーにエラー
が起きるという風に言われている。本人もこれは宗教
のような迷信だと笑いながらいう。
　そして、熊本にも工場を展開し近年話題となってい
る TSMCでは専用の「乖乖」 まで存在するのだそうだ。
これはとても人気があり入手困難なので、ネットで注
文するとプレミアがついて高価でやり取りされるとい
う。彼は IT企業に夫が勤める友人が一箱買うようで

それを分けてもらっているのだという。

10　なかったら作ってしまえばいい！

　最後に紹介したいのは、Ｅコマースを積極的には使
わないというケースである。台湾に移住して３年の彼
女は、日本の書籍と子供が何か必要になった時に日本
の Amazonで注文する。送料は高いが頻繁にあること
ではないので「えいやっ！」と購入しているという。
早ければ２‒３日で届くので便利と感じているという。
Kindleやパソコンの画面で長文を読むのは苦手なので
紙の書籍を購入しているという。
　友人が履いていたジーンズを可愛いと褒めたら、台
湾まで送ってくれたのだが、サイズが合わなかったの
で自分でも注文しようと海外発送のシステムを利用し
て注文しようか思ったことがある。注文の直前まで
いったのだが、決済の際にインターネットにクレジッ
トカードの情報を入れるのを怖いと感じ結局注文しな
かったという。
　このようにあまりＥコマースを利用していない彼女
であるが、先日 PCHOMEというＥコマースのサービ
スを使い始めたそうだ。しかし、やはりネット決済へ
の抵抗は払拭できていないので、近所のコンビニエン
スストアで支払っている。また、一度登録するとクー
ポン等のメールがいちいち来て煩わしいと感じている
という。
　このようにＥコマースに対して比較的否定的な態度
を取る彼女であるが、単にイメージだけで毛嫌いして
いるというのでもない、というのも以前 AIを開発し
ている会社に勤務したことがあり、インターネット上
に個人情報をあげることの問題点を理解しているから
である。例えば台湾の LINEには「發票管家」という
サービスがあって、レシートを撮影すると管理してく
れるのだが、一度やってみたらアナライズされてしま
いそれに恐怖心を覚えたこともあるそうで、誰かに情
報を取られてしまうことに対する危機意識を持ってい
る。
　調味料など日本製品で必要なものをどのように購入
しているのかといえば、「全聯」というスーパーマー
ケットチェーンの「くらし良好」という日本製品のシ
リーズがあり重宝しているという。日本に帰った時に
は切り干し大根やひじきといった乾物をたくさん買っ
てくる。また、台湾では錠剤しか売っていない「パブ
ロン」の微粒や子供用の「ノーシンピュア」、「龍角散
のど飴」は日本で買ってくるのだという。
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　彼女は一つ問題を抱えている。というのは娘さんに
アレルギーがあり台湾の油や醤油は使えないのだそう
だ。基本的な調味料に制限があるのは大きな困難であ
るだろう。塩ですらきちんと選ばないと反応が出てし
まうのだという。日本のメーカのものならいいという
ことでもなく、いろいろ試した結果、特定のメーカー
の醤油であればアレルギーが出ないということがわ
かった。そこで日本から知人が来るときなどに持って
きてもらったりしているという。
　このようにＥコマースを極力使わないようにしなが
ら、一方で家族のアレルギーという問題を抱える彼女
は、一つ興味深い取り組みをはじめた。それは醤油を
手に入れるのが困難なら、自分で作ってしまえばいい
と、自作を始めたのである。彼女は発酵教室という様々
な発酵食品を作る教室に参加しており、そこの先生が
自家製醤油を作っており、先生の指導とレシピとで醤
油を仕込み始めたのだという。彼女は先生の醤油を「フ
レッシュでとても美味しい」といい、もちろん醤油を
自作するというのはとても根気のいることで、まだ完
成していない様だが、もしうまくいって娘さんのアレ
ルギー反応が出なければ大成功だし、越境者の購買活
動の中でも特異なケースでありながら、大きな可能性
も秘めている様に思われる。

Ⅳ　分析

１　コミュニケーション資本主義

　上述の通り、サイバー空間における囲い込みを通じ
て行われる統治にはコミュニケーション資本主義に特
徴付けられるＥコマースをはじめとする現代の購買行
動に連動している。便利なサービスを無料や安価で提
供し、ユーザーを増やすことでビッグデータを構築し、
それを独占的に利用することで莫大な富を生み出す。
ユーザーはより便利でより安価なサービスを主体的に
選んでいるようでいて、それは情動がハックされるこ
とで無意識のうちに選ばさられている。例えば
YouTubeを使い始めた頃には、見たい動画があるとき
に自分で検索した動画を見ていても、しばらくすると
ユーザーの好みを先回りしてリコメンドしてくる。
徐々に特段、見たいものがあるというわけでなくても
惰性でサイトを開き、リコメンドされる動画をクリッ
クしてしまう。動画を見ることでそれに付随する宣伝
を見ることになり、プラットフォーマーは経済的な利
潤を生み出す。それだけではない。YouTubeは Google

と連動しているので、そこで得られた情報は Google

のすべてのサービスに連動する。
　本稿の準備をしている際のことである。年末年始の
予定が空いていたので、息抜きがてら年末年始の航空
券とホテルを Googleを使って検索した。本当に旅行
に行くと決めて検索したというより、ただ調べてみる
だけのつもりで行き先は漠然と台湾、韓国、沖縄とし
てみた。その時には特に購入には至らなかったし、実
際に旅行に行くことの決心もついていなかった。息抜
きを終えて作業に戻り、ながら作業の BGMとして何
かを流したいと思い YouTubeを開いた。そうすると
YouTubeでは何も検索をしていないのに沖縄ソングメ
ドレーという動画が上位に現れる。航空券やホテルの
検索をした途端に、反映されることに薄気味悪さを覚
えもしたが、その動画を流しながら発表の準備をして
いたところ、だんだん沖縄への気持ちが強くなってい
くのが自分でもわかった。動画が終わる頃には年末年
始には沖縄旅行に行くという気持ちなっており、次の
休憩にはもうチケットの手配を始めてしまっていた。
　年末年始のチケットを検索するというたったそれだ
けの行為のつもりが、仕組まれたかのように情動が
ハックされ、経済行動を取ってしまったことがよくわ
かる。このように計算されたプログラムに乗せられて、
行動へとつながっている。人類学ではモノがヒトを動
かすエイジェンシーについて活発に議論されている
が、従来のモノが持っていたものをより純化させたか
のように、コミュニケーション資本主義下のサイバー
空間の中のモノがヒトを動かす力は強大だ。この状況
ではユーザーは単に消費者というわけではない。商品
を購入するだけではなく、ビッグデータの情報を差し
出しているのであり、この新しい統治のあり方を構築
する主体の一部となっている。ユーザーは便利なアプ
リを無料で使っているという意識しかないままに、
嬉々として「タダ働き」させられてしまっている。
　このようなコミュニケーション資本主義が幅を利か
せる現代社会における購買行動であるが、国境を越え
てそのサービスを使うということは、どこにいること
になるのだろうか。日本で Googleや LINEを使って
生活している場合、そこを「日本」と言えるのだろう
か。それと同じサービスを台湾で利用した場合、「台湾」
になるのか、それとも「日本」のままなのだろうか。
いや、Googleなら「米国」、LINEなら「韓国」とい
うことになるのだろうか。
　そもそもその企業の発祥の地と国民国家とを同一の
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地域と考えること自体無理がある。そうではなく、こ
こで構築されつつあるのは国民国家とは異なる軸での
統治のあり方である。ただし、それでいて従来の国家
のあり方とも無関係というわけでもない。

２　 加速するシミュラークル化とハイパーマー

ケット

　この状況を考える上で参照したいのはボードリヤー
ルの議論である。彼はシミュラークルという概念でオ
リジナルなき模倣が繰り返される現代の消費社会を考
察した。当時、溢れるプラスチック製品が社会を変え
ていく状況を鋭い視点で分析していったのだが、近年
の AIが芸術を生み出し、データはいくらでもコピー
が可能という状況はオリジナルなき模倣の究極的な姿
であるともいえ、これを考察する上で示唆に富んでい
る（ボードリヤール 2008）。
　リアルとバーチャルとが交差するポスト場所は従来
画面の向こう側にだけ存在していた存在が、現実世界
に滲み出てきているわけであるが、その滲み出てくる
存在は AIが生み出し、デジタル化を通じて無限にコ
ピーできるシミュラークルな存在で本物なき模倣がある。
　二次元空間の、デジタル化を通じて本物なき模倣に
満ちた場所となるポスト場所もまたボートリヤールの
いう内破（implosion）の起きる場である。内破につい
て彼は以下のように説明する。

　ある極と他の極を、始まりと終わりを分つものは何
もなく、昔からあった二つの極が互いに折り重なり、
気まぐれに衝突し、互いに誤解し合う。つまり内破
（implosion）だ──因果律が放射するあり方、決定
論の差異的なあり方、それを電気の正と負で吸収す
ること──意味の内破。だからここにシミュレー
ションが始まる。（ボードリヤール 1984: 44）

内破が起きるとシミュレーションが始まり、その先に
はハイパーリアリティがある。ボードリヤールはそれ
を文化の死と捉えるが（ボードリヤール 1984: 86）、
本物なき模倣に満ちた世界における場所とは、ハイ
パーリアル化した現実における場所とはどういう場所
なのか。
　ボードリヤールは郊外型スーパーなどをイメージし
ながら、ハイパーリアル化した購買の空間としてハイ
パーマーケットという議論をしている。

　ハイパーマーケットは、そのマーケットを点々とば
らまき、マーケットの補給を約束する高速道路や、
地上に敷きつめられた自動車が形づくる駐車場や、
コンピュータの末端などと不可分だ──さらにその
遠方の同心円上にある──さまざまな活動の完璧な
までの機能を映し出すスクリーンのような町全体と
も不可分だ。ハイパーマーケットは、絶え間ない合
理的な拘束で流れ作業につながれる代わりに、流動
的で拡散する係員（あるいは忍耐強い人）が任意の
回路通りに流れの一点から一点へと移動するかのよ
うな印象を与える点を除いて、大きな組み立て工場
と似ている。（ボードリヤール 1984: 99）

ハイパーマーケットは人見知りの間に起きる交換が関
係性を紡いでいったものとは異なり、非場所で行われ
る関係性を構築しないような交換が行われ、そしてそ
こは「大きな組み立て工場」のように消費者も全体の
システムの中に位置付けられ、労働の一部となってい
る。

　危機的大衆に仕上げられ、その向こう側で商品はハ
イパー商品に、文化はハイパー文化になる──つま
りはっきりした目標のある交換や、決定的な欲求と
はまるで関係なく、ある種の完全に記号化された宇
宙と関わりをもち、あるいは集積回路で一つの衝動
が一点から一点に走り、そこでは選択、読み取り、
照合、指示、解読が絶え間なく通過するのだ。（ボー
ドリヤール 1984: 88）

３　究極の非場所としてのＥコマース

　ここでオジェの場所と非場所の議論を参照しながら
ポスト場所における交換について考えてみたい。上述
の通り非場所とは「アイデンティティを構築するとも、
関係を結ぶとも、歴史をそなえるとも言えない空間」
という（オジェ 2017: 104）。Ｅコマースを使うことで
アイデンティティは生まれにくい、また、Ｅコマース
での交換によって関係は結ばれない。Ｅコマースを利
用すると購入履歴を見ることはでき企業はユーザーの
ライフログを取ることができるが、歴史や記憶という
ものとは別物である。
　従来のマーケットでは消費者と販売業者とは市場を
成立させる二つの極であったのだが、ボートリヤール
が「昔からあった二つの極が互いに折り重なり、気ま
ぐれに衝突し、互いに誤解し合う」というように、消
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費者と販売業者のいずれもがより大きなシステムの中
に位置付けられ、共に巨大なシステムを駆動していく
労働者となっている。ハイパーマーケットの持つ特徴
を突き詰め、巨大化したＥコマースのシステムの中で
は消費者もシステムを動かす一部分となり、そのサー
ビスを提供するプラットフォーマーがその富を独占す
る。空間自体がハイパーリアル化した時代の新たな統
治のあり方がここにある。

Ⅴ　ポスト場所を生きる遊牧民たち

⑴　デジタルノマディズム

　突如、従来の場所概念が通用しなくなったポスト・
コロナ時代であるが、ユーザーの一人一人は大きなシ
ステムの中に放り込まれ、気付かずに労働をさせられ
ている。そこで AIによって提供されるシミュラーク
ルに基づいたサービスはオリジナルなき模倣に満ちて
おり、無限に提供され続けるサービスにさらされ、プ
ロトコル上で情動をハックされる。一方で国境という
ボーダーや、国民国家が定めた法も存在し、人々はど
れほどサイバー空間に逃れようとも、国家という枠組
みから完全に自由になることは困難である。リアルと
サイバーとが入り組んだポスト場所という空間は自由
に性別も選べるし、勇者にでもメジャーリーガーにで
も中国人にでもなれるのだが、それはそれほど自由な
ものではなく、誰かが作り上げたプログラム上でしか
動くことはできない。そしてそのプログラムを利用す
れば利用するほど巨大な企業が利潤を産むのに貢献し
その統治を受け入れざるを得ない。また、画面のこち
ら側にはあいかわらず自分の身体がそこにはあり、従
来型の領土上、法律で認められた範囲内で自由を味わ
うことになる。リアルとサイバーとを使い分けるポス
ト場所に生きるヒトは、このようにリアルの支配とサ
イバーの支配という二重の統治のもとにある。
　本研究で取り上げた越境者たちにとってこの二重の
支配とはどういうものであっただろうか。ここで見て
きた越境者たちは時に正規のルートで購入するが、
ネットションピングの方が安価であればそれを利用す
るし、さらに転送サービスの方がさらに安価なのであ
ればそれも利用する。シンプルに自分で持ってくるこ
ともあれば、知人が来る時には運んでもらうし、自分
が帰国する時には知人のリクエストに応じる。リクエ
ストの中には、日本にいなければ購入できないファン
クラブのグッズなどを頼まれることもあるし、縁担ぎ

のグッズのようなものは現地で購入することはできな
いので知人から提供してもらい、どうしても手に入ら
ないものは作ってしまう。
　いずれも特段奇異でもない常識的な行動に見える
が、それでいて国家による統治も、プラットフォーマー
による統治も逆手にとって利用する姿が見て取れる。
時に統治を受け入れつつも、より安価なサービスを利
用したり、書籍の持つ物質性をデータ化してしまい、
容易く移動してみせたりとこの二重の統治を逆に利用
する姿がそこにはある。
　国境というボーダーだけではなく、リアルとサイ
バーというもう一つのボーダーを行き来する越境者の
姿に現代のノマディズムを見出すというのは自然なこ
とではないか。ドゥルーズ、ガタリは『千のプラトー』
の中で、以下のように説明する。

　実際は地点、行程、領土を持っているにもかかわら
ず、遊牧民はそれを持たない、と言うことができる。
遊牧民がすぐれて〈脱領土化したもの〉と呼ばれう
るのは、まさしく遊牧民においては再領土化は、移
民の場合のように脱領土化の後で行われるのではな
く、また定住民の場合のように他のものの上に行わ
れているのでもないからである（略）。逆に遊牧民
にとっては脱領土化が大地への関係そのものを構成
するので、遊牧民は脱領土化そのものにおいて再領
土化するのである。つまり大地そのものが脱領土化
する結果、遊牧民はそこにこそ領土を見出すのであ
る。（ドゥルーズ、ガタリ 1994: 438）

サイバー空間という新しい大地が広がる空間、そして
そのサイバーなものがリアルに滲み出しはじめたこの
ポスト場所という新しい大地、ここを新たな領土する
現代の遊牧民たちの動きは始まったばかりであり、今
後も調査が必要である。

⑵　 デジタルスティグマジーな統治とそこで生きるデ

ジタルノマディズム

　ポスト場所には二重の統治があるわけだが、サイ
バー空間における統治の特徴はどういったものだろう
か。従来の統治とサイバー空間における統治の違いの
一つに統治する主体の有無が挙げられるだろう。国家
による統治には王や領主、独裁者のような支配者がお
り、市民がその統治を拒否したければ革命や民主化運
動などを起こすこともできた。しかし、このインター
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ネットの世界は誰かがデザインしたものではなく、大
手のプラットフォーマーや国家のようなものがあるに
せよ、特定の主体がいるというわけでもない。それで
いてすでに巨大なシステムが出来上がっており、これ
に個人で抵抗しようにもそもそも何と戦うのかすらわ
からない。
　こうした特に誰かが作り上げたというわけではな
い、今日のサイバー空間のあり方を吉田（2021）はス
ティグマジーに着想を得て、今日の世界をデジタルス
ティグマジーと捉える。スティグマジーとはアリやハ
チといった１匹ずつの昆虫が設計図などを知っている
わけではないのに、一つの構造のある巣を作り上げる
ことを指す生物学の用語であるが、それをもとに以下
のように説明する。

　デジタルスティグマジーによって作られたこの世界
では、すべてのコミュニケーション・チャンネルが
開かれすべてがつながっているように見えつつ、し
かし実際には、もはや他の誰かとの間に共同性を構
築することに耐えられない０と１に純化された孤絶
した神たちが、０と１の海を漂流し続けているだけ
でしかない。（吉田 2021: 86）

誰とでもつながっていながら孤立している状況から、
さながら蟻が最終的にどういうものが出来上がるのか
わからないまま、全体で巣を作り上げるように、現代
社会に属するヒトはこのデジタルな世界を作り上げつ
つある。絶対王政であれば市民革命を、独裁国家であ
れば民主化運動という形で抵抗することができた。ノ
マディズムはそれとは異なる価値観で、そうした支配
や統治をすり抜けて生き延びてきた。
　デジタルスティグマジーによる統治の構造ではどの
ような抵抗によって換骨奪胎が可能なのだろうか。王
や独裁者のような抵抗すべき絶対的な相手はいない。
むしろ自分もこの巨大な巣を作り上げているアリの１

匹なのだ。一部取り込まれつつ、国家やプラットフォー
マーによる統治をすり抜けながら、それを利用するよ
うな姿は、この時代にあって主体性を維持しつつ生き
延びていく手段なのかもしれない。

Ⅵ　おわりに

　以上、日本と台湾との間の国境を越える越境者がど
のようにボーダーを超えた購買行動をしているのかと

いう点から、新型コロナウイルスの感染拡大以降に急
速に広まったポスト場所における新しい領土について
考えてみた。数年にわたる長期フィールドワークを基
礎とするエスノグラフィを学問的アイデンティティと
してきた人類学にとって、フィールドという場所自体
がメディアの展開によって急激な変化にさらされてい
る。国家による統治もプラットフォーマによる統治も
完全に避けることは困難だ。プラットフォーマーに情
報を握られそれが新たな統治のあり方だと気がついた
としても、やはり Googleマップを利用して移動する
し、YouTubeを見て暇を潰している。たとえ意識的に
利用しないように心がけたとしても、オンライン授業
や雇い主が求めてくるＥラーニングの教材動画が
YouTubeにアップロードされていることも多く、視聴
しないわけにもいかないということも起こりうる。も
はやこうしたサービスを完全に拒否して生活できな
い。会員登録しないと利用できないサービスは非常に
多い。例えば航空券の購入はインターネット上で行う
ことが一般的になっており、それには極力会員登録す
ることが求められ、個人情報とクレジットカードの情
報を入力し、その情報を企業が利用することに同意し
なければ購入できない。サイバー空間における囲い込
みは個人レベルで対抗しようにも如何ともし難い。し
かし、今みたようにネット時代のノマドたちはそれに
従いつつ、一方で巧みに利用している。このように無
限に複製可能なデジタルなモノは、インターネットで
繋がっていればいつでもどこでも入手できる時代だか
らこそ、シンプルに物質性があるものをボーダーレス
に運び、取り寄せ、購入するといった行動に、この時
代に主体性を維持しながら生きていくことのヒントが
隠されているのかもしれない。
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Territory and Governance in the time of post place:
From the purchasing behavior of people who live beyond 

the Japan-Taiwan border

Yohei FUJINO*

 Post-place territoriality and governance: Transborder buying behavior of people who reside 
between Japan and Taiwan 
 Following the COVID-19 pandemic, the emergence of online spaces that cannot be properly 
situated within the real/virtual dualistic structure continues to grow. Drawing on the concept of 
“post-place”, this paper considers how notions of territoriality and governance are reconfigured in 
these new spaces. While territorial borders were formerly institutionalized under the framework of 
the nation-state, their governance is being extended into an enclosed cyberspace, as seen through 
the regulation of internet and smartphone services. At present, these two modes of governance, that 
is, the governance of nation states enclosed by territorial borders and the governance of enclosed 
cyberspace, exist simultaneously. This study examines how the buying behavior of people who 
reside between Japan and Taiwan transcends national borders. It considers how nomads engage 
with governance in post-places, sometimes accepting it, sometimes resisting it, and at other times 
using it to their own advantage, to explore how contemporary modes of territoriality, governance, 
and subjectivity are formed. 

Keywords
electronic commerce, simulacre, non-place, communicative capitalism, nomadism
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論文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

沖縄出身南洋移民女性の生業と戦争

─ジェンダーの視点から─

川島　淳*

　近代日本において沖縄から南洋群島への人口移動は、日本や沖縄、南洋群島などをと
りまくアジア・太平洋地域の国際関係や、日本による沖縄・南洋群島の統治政策を背景
として生まれた社会現象であったといえる。本稿では、沖縄から南洋群島に移動した女
性の渡航の形態・要因や生業の実態、戦時体制下での生活形態などから、性別役割分業
のありようについて明らかにしつつ、アジア・太平洋地域における帝国日本の植民地統
治・戦争遂行との関係のなかで沖縄出身南洋移民女性の特性について考察する。その際
に、沖縄県内の自治体史に掲載されている移民女性の証言などに依拠することにする。
　帝国日本の形成・展開・崩壊ないしは縮小という一連の過程において、沖縄出身南洋
移民女性は、好むと好まざるとにかかわらず、帝国日本の南洋群島統治の維持・拡大を
支える存在であった。すなわち、南洋群島の統治政策や戦争遂行は、性別役割分業など
に基づく移民の活動によって支えられていたといえる。また、沖縄と南洋群島の統治政
策や戦争遂行と、それに基づく性別役割分業によって、自らの人生、生と死が直接的に
も間接的にも影響を受ける存在であったことが垣間見られる。これこそが、まさに性別
役割分業と戦争遂行・植民地統治との関係性によるものであったと考えられる。

和文キーワード

ジェンダー、帝国日本、沖縄、南洋群島、植民地
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Ⅰ　はじめに

　本稿は、アジア・太平洋地域における帝国日本の形
成・展開・崩壊ないし縮小という一連の過程のなか
で、沖縄出身南洋移民女性の特性について、生業と戦
争をめぐるジェンダーの視点から考察するものであ
る。
　帝国日本において沖縄と南洋群島との間での人口移
動は、日本や沖縄、南洋群島などをとりまくアジア・
太平洋地域の国際関係や、日本による沖縄・南洋群島
の統治政策などを背景として生まれた社会現象であっ
たといえる。
　本稿でいう、沖縄出身南洋移民とは、1920年代か
ら40年代前半にかけて、沖縄から南洋群島に渡航し
て産業開発などを担い、好むと好まざるとにかかわら
ず、南洋群島の統治を支えたが、アジア・太平洋戦争
において犠牲者となるか、あるいは、戦場を生き延び
て戦中・戦後に引き揚げて、戦後沖縄社会に復帰・定
着するか、または、戦後沖縄で米軍基地建設などによっ
て土地を奪われて海外などに再移住した人々のことを
指し示している。このように、沖縄出身南洋移民の渡
航・活動・引揚は、帝国日本・日本植民地主義の形
成・展開・崩壊ないしは縮小に対応していた。
　沖縄出身南洋移民の回顧録や証言などは、各種団体
の記念誌や、沖縄県内の自治体史などに掲載されてい
る。南洋群島からの引揚者で構成されるサイパン会や
テニアン会などの記念誌において、戦争前は「楽園」
であったが、戦場となった南洋群島が「地獄」であっ
たという回顧録や言説などがある。他方、沖縄県内の
自治体史・字誌に掲載されている沖縄出身南洋移民の
証言において、渡航・生活・戦争・引揚という４つの
要素が、起・承・転・結という論理構造のなかで構成
されている。すなわち、沖縄での経済的事情や、閉塞
感からの脱却、好奇心、徴兵忌避などの個人的な事情
によって、斡旋人や南洋群島との人的ネットワークな
どを通して渡航した男性は、南洋群島での生活が安定
するにつれて、妻子を呼び寄せた。しかし、南洋群島
での戦争に巻き込まれて、肉親や知人などが戦争の犠
牲となった。生き残った者は、南洋群島から米軍統治
下の沖縄に強制送還されて、現在に至っているという
のである。
　沖縄出身南洋移民の特質に関する従来の研究として
は、あえて議論を単純化すると、日本の南洋群島統治
政策や南進政策の遂行、南洋興発株式会社などの事業

展開、産業開発や要塞化などとの関連で沖縄出身南洋
移民の特性について論述した論考（今泉裕美子 1992: 

pp. 131‒177；今泉裕美子 2016: pp. 127‒188；石川朋
子 2000: pp. 99‒121；森亜希子 2013: pp. 317‒374；森
亜希子 2014: pp. 15‒28）、沖縄出身者の渡航や経済活
動、学校生活、年中行事といった生活形態などについ
て言及した論考（今泉裕美子 1997: pp. 213‒222；今泉
裕美子 2002: pp. 547‒740；今泉裕美子 2003: pp. 195‒
223；森亜紀子2011: pp. 125‒135；森亜紀子 2013: pp. 

317‒374；森亜紀子 2024: pp. 159‒183）、沖縄出身南洋
移民の「帝国性」について考察した論考（冨山一郎 

1996: pp. 129‒163；冨山一郎 2006）、沖縄出身南洋移
民女性に着目した論考（那覇市総務部女性室・那覇女
性史編集委員会編 1998；今泉裕美子 2002: pp. 547‒
740；今泉裕美子 2003: pp. 195‒223；森亜紀子 2024: 

pp. 159‒183）がある。また、ジャーナリズムの立場か
ら沖縄出身南洋移民の特質について問い直したものも
ある（赤嶺秀光 1990: pp. 72‒87; 赤嶺秀光 2001: pp. 

38‒41）。
　このように論じ尽くされた感のある沖縄出身南洋移
民であるが、従来の研究において、必ずしも帝国日本
の形成・展開・崩壊ないしは縮小との関係性のなか
で、沖縄出身南洋移民女性の特性について考察されて
いるとはいえないように思われる。そこで、本稿にお
いては、沖縄出身女性の渡航や経済活動、戦時体制下
での生活などから、性別役割分業のありようについて
明らかにしつつ、アジア・太平洋地域における帝国日
本の植民地統治・戦争遂行との関係のなかで沖縄出身
南洋移民女性の特性について考察する。その際に、沖
縄県内の自治体史に掲載されている移民女性の証言に
依拠することで、個別具体的な日常生活のなかに、図
らずも、植民地統治や戦争、性別役割分業が維持され
ていたことを明確にする。
　本論文は４節で構成されている。まず、近代日本に
おける沖縄と南洋群島の統治政策の展開や、性別役割
分業などとの重層的な関係性のなかで、沖縄出身南洋
移民の特性について考察することの意義について論述
する。また「Ⅲ　沖縄出身南洋移民女性の渡航」にお
いて、ジェンダー規範や、女性の渡航に関する類型に
ついて確認する。「Ⅳ　南洋群島における沖縄出身女
性の生業」では、農業・水産業・畜産業・被服身製品
製造業、商業に従事した女性の証言に依拠して、性別
役割分業のありようなどを明確にする。さらに、「Ⅴ　
総動員体制下の南洋群島における女性の役割」では、
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1940年以降における性別役割分業の再編のありよう
と移民女性の活動形態との関係性について検討する。
また、1944年頃に、性別役割分業の再編により、男
性は、南洋群島に残留して防衛戦力となる一方で、女
性は食糧増産や軍事建設作業に従事する役割を担う
か、あるいは戦時引揚にあたって14歳未満の子供や
60歳以上の高齢者などに付き添うという役割などが
付与されることもあった女性の戦争体験のありように
ついて論述する1。

Ⅱ　 南洋群島における沖縄出身女性の生業と

戦争、性別役割分業に関する論点の整理

１　近代日本と植民地

　近代日本は、琉球王国・琉球藩を解体して1879年
に沖縄県を設置し、日本の領土内に編入した。日清戦
争で1895年に台湾を、日露戦争で1905年に南樺太を
領有した。1905年にロシアから関東州の租借権など
を獲得し、1910年には韓国を併合した。1914年に第
一次世界大戦が勃発すると、日本は日英同盟に基づい
てドイツに宣戦を布告し、赤道以北のドイツ領南洋群
島を占領して、大戦後に南洋群島を委任統治下に置い
た。このように、日本は、戦争などを通して領域を拡
大し、異民族を支配下に置き、「公式帝国」として形
成された。そして、日本本土と植民地などとの間に、
人的にも物的にもネットワークが構築された。なかで
も、南洋群島における産業開発の中心に製糖業が置か
れ、その主な労働力に沖縄出身者が充てられたことか
ら、南洋群島に渡航する沖縄出身者が増大した。
　その後、1931年には満洲事変が勃発し、1932年に
関東軍によって満洲国が建国され、翌年に日本が国際
聯盟の脱退を宣言した。1935年に日本は国際聯盟を
脱退し、ロンドン海軍軍縮条約を破棄するとともに、
南洋群島を南進政策の拠点として設定し、南洋群島の
統治政策と産業開発を遂行した。1937年に日中戦争
が勃発した。日中戦争が長期化するなかで、1940年
に北部仏印進駐が実施され、日独伊三国同盟が締結さ
れた。1941年12月８日に日本は米英仏蘭に宣戦を布
告し、アジア・太平洋地域における西洋諸国の植民地

1  かつて筆者は、戦時引揚に関する政策決定内容と実際の政策遂行との関係性について言及し、戦時引揚対象者が1943年12月８日
付の「邦人引揚ニ関スル件」と1944年４月14日付で閣議決定された「南洋群島戦時非常措置要綱」において「老幼婦女子」とされ、
1944年３月１日付の「人口疎開ニ関スル件」においては14歳未満の子供と60歳以上の高齢者などの付添の役割を担う女性として設
定されたように、戦時引揚対象者の範囲は時期によって変動していたことを明らかにした（川島淳 2025）。

を占領・統治した。しかし、1942年以降になると、
米軍の反撃によって、日本軍にとっての戦局は悪化し
た。南洋群島のサイパンやテニアン、フィリピン、沖
縄などで地上戦が展開された。民間人も日本軍によっ
て召集・徴用され、戦闘に巻き込まれた。米軍占領後
のサイパン・テニアン・沖縄などは日本本土を爆撃す
るための拠点となった。1945年８月14日に、日本は
ポツダム宣言を受諾し、翌日正午の玉音放送によって
国民などは敗戦を知らされた。その後、日本の本土や
植民地、占領地などにいた人々が、出生地・本籍地に
帰還することとなった。
　以上のような帝国日本の形成・展開・崩壊ないし縮
小は、後述のように、沖縄出身南洋移民の渡航や生業
などにも、大きな影響を及ぼすこととなったのである。

２　帝国日本と沖縄

　現在の沖縄には、かつて琉球王国があった。琉球王
国は明・清との朝貢関係にあり、1609年の島津侵攻
によって島津氏の支配下にも置かれたことで、明・清
と徳川幕府・薩摩藩との二重朝貢体制のなかに位置づ
けられた。徳川幕府が崩壊した後の1868年以降にお
ける日本の国民国家形成過程のなかで「国境画定」が
政策的課題となった。日本は琉球王国を琉球藩に再編
し、1879年には琉球藩を廃して沖縄県を設置した。
その後においても、旧支配者層のなかには日本政府・
沖縄県に抵抗を続け、「琉球救国運動」を展開するも
のもいた。これに対して、日本政府・沖縄県は、地域
社会における支配者層が「琉球救国運動」に合流する
ことを懸念して、琉球王国時代の地方制度や土地制度
などを継承する「旧慣」温存政策を実施した。1894

年に日清戦争が勃発し、翌年に日本が清国に勝利する
と、「琉球救国運動」は急速に衰微した。こうした状
況のなかで、日本の沖縄統治政策は、「旧慣」温存政
策から「内地延長主義」的政策に転換した。
　日清戦争後における沖縄の諸制度改革によって、従
来の社会経済的構造が変容した。なかでも、沖縄から
の移民送出の背景となる主な制度改革として、1898

年における徴兵令の施行と、1899年から1903年にか
けて実施された土地整理事業の実施があげられる。
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　日本において徴兵制度が確立されたのは1873年で
あった。他方、沖縄に徴兵令が適用されたのは日清戦
争後の1898年であった。これにより、沖縄出身男性
も兵役の義務を負うこととなった。反面、沖縄を含む
日本全国で兵役の義務を逃れようとする徴兵忌避が多
発した。例えば、徴兵検査前の逃亡失踪や意図的な身
体的損傷などがあげられる。他方、合法的な徴兵忌避
は、対象者が移民として出生地から海外に移動するこ
とであった。このような徴兵忌避による他地域への移
動は、アジア・太平洋戦争期まで続いたのである。
　また、沖縄から他地域に移動する際の渡航費用を確
保するために、土地などを売却する人々も存在した。
沖縄において土地の私的所有権が認められたのは
1903年の土地整理事業の完了後のことであった。琉
球王国時代において、耕作者は一定の期間、土地を割
り当てられたが、永続的な所有者ではなかった。しか
し、土地整理事業の実施と完了によって耕作者に土地
の所有権が与えられたことから、所有者は地価に基づ
く税金を負担し、土地の売買が可能となった。これに
より、沖縄から他地域への移動が可能となった。
　このように、沖縄の社会経済的構造が変容した。土
地整理後の沖縄において、主にさとうきび栽培と製糖
業を中心としたモノカルチャー的な構造が確立・維持
された。第一次世界大戦後に黒糖相場が暴落したこと
によって、「瀕死の琉球」・「ソテツ地獄」と形容され
たように、沖縄は不況に陥った。こうした経済的事情
などによって、沖縄から日本本土や植民地、外国に移
動するものが増大したのである。
　以上のように、近代日本による沖縄統治政策の遂行
といった、国民国家化ないしは植民地主義の過程ない
しは結果、沖縄の社会経済的構造が変容して、沖縄か
らの帝国内移動や海外移動が活発化したのである。

３　帝国日本と南洋群島

　第一次世界大戦において日本海軍は赤道以北のドイ
ツ領南洋群島を占領した。南洋群島は、大戦後におい
て、日本のＣ式委任統治地域となった。このように、
南洋群島は、日本の統治下に置かれた植民地であった。
1920年代から1930年代前半にかけて、南洋群島の産
業開発は、南洋興発株式会社の製糖業が中心であった。
1930年代後半期において、日本は、国際聯盟を脱退し、

2  「南洋庁官制中ヲ改正ス」（国立公文書館所蔵「公文類聚 第68編第32巻 昭和19年官職32・官制33（南洋庁）」）のなかに、在郷軍
人や徴集延期者、徴集適齢者の数値についての統計資料が収録されている。本稿は、この統計資料に依拠した。

またロンドン海軍軍縮条約などを破棄したことに伴
い、1935年に「南洋群島開発調査委員会答申」と「南
洋群島開発十箇年計画」、翌年に「国策の基準」を策定
して、「漸進的平和的手段」に基づく「南進政策」を遂
行することとなった。このように、南洋群島の開発は
「南進政策」と密接に関連づけられた。その結果、日本
の南洋群島統治政策のありようは大きく変容した（川
島淳 2009b: pp. 47‒71；川島淳 2013: pp. 100‒125）。
　南洋群島開発の労働力のなかには沖縄出身者も含ま
れていた。1920年代から30年代前半にかけて、南洋
興発株式会社社長の松江春次は、沖縄出身者が幼少の
頃からさとうきび栽培に従事していたことなどを理由
に、南洋群島のさとうきび栽培の労働力を沖縄出身者
に求めた（松江春次 1932: p. 82）。第一次世界大戦後
の沖縄において、黒糖相場の暴落によって、沖縄から
他地域に移動する人々が増大した。こうした Push要
因と Pull要因によって、沖縄出身者が南洋群島在住
者の大半を占めることとなった。また、沖縄出身者が
南洋群島の家族や同郷者などとの血縁的・地縁的な関
係で移住したことも、南洋群島在住の沖縄出身者が増
大した要因の一つである。さらに、1930年代後半に
なると、南洋群島開発が「南進政策」と関連づけられ
た結果、建設業従事者の確保などの Pull要因と、経
済的事情や徴兵忌避などの Push要因によって、沖縄
などから南洋群島に移住するものも増加したのであ
る。
　1930年代後半から1940年代前半にかけてのアジ
ア・太平洋戦争において、日本軍にとって戦局が悪化
すると、女性や子供、高齢者のなかには、日本本土や
沖縄への引揚を余儀なくされるものもいた。また、南
洋群島に兵役法が適用され、1943年10月時点での南
洋群島において在郷軍人は7,207人であり、同年７月
の時点で徴集延期者が4,616人、徴集適齢者が615人
であった。これらの人員が戦場に動員される潜在的な
可能性があった2。さらに米軍がサイパンやテニアンな
どに上陸すると、地上戦が展開され、サイパン島など
において、南洋群島在住者などの「強制集団死」が発
生した。あるいは戦場を生き延びて収容所生活を送り、
戦後に南洋群島から強制送還されて沖縄社会に復帰・
定着するもの、さらには戦後沖縄から海外などに再移
住するものもいた。このように、沖縄出身南洋移民の
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活動形態などは、帝国日本・日本植民地主義の形成・
展開・崩壊ないしは縮小の影響を受けたのである。

４　南洋群島における性別役割分業

　近代社会において身体的な男性と女性との区別がそ
のまま社会的・文化的な区分に適用された。男性と女
性といった性別役割分業体制に基づく賃金格差によっ
て男性と女性の序列化が固定化・強化された。すなわ
ち、男性と女性の賃金格差によって、男性が主に経済
活動に従事することになったがゆえに、家計では既婚
男性の収入が主となり、既婚女性のなかには家事労働
に従事する者や、家業や家計を補助するための仕事に
従事する女性もいた。あるいはまた、未婚女性のなか
には、家事労働をする女性や、社会における男性と女
性との区分に基づいた職業に就く女性もいた。このよ
うに、家族内においても男性は「公共領域」、女性は「家
内領域」という性別分業体制が構築され、男性と女性
といった性別に基づく社会的役割が固定化・強化さ
れ、これが男性と女性の社会的な序列化にもつながっ
たのである。
　また、本稿との関連で着目したい点は二点ある。第
一に、子供を産める可能性があるのは女性だけなので、
跡継ぎを産まなければならないという社会的「義務」
などが、近代・前近代を問わず、女性に付与されたこ
とである。第二に、男性の許に女性が嫁ぐという婚姻
形態があった。この背景には、家制度ないしは近代家
族の特質が垣間見られるのである。
　以上のように、資本主義体制における男性と女性と
の雇用形態の差別化、跡継ぎの出産という女性に付与
された社会的「義務」、男性の許に女性が嫁ぐといっ
た人生儀礼などが維持・拡大されたことによって、男
性と女性の序列化と、それに伴う社会的な役割と規範
が固定化・強化されていくこととなった。したがって、
男性と女性との序列化や、社会的な役割や規範などは、
沖縄出身南洋移民女性の渡航や生活形態に大きな影響
を及ぼした。
　1937（昭和12）年に勃発した日中戦争が長期化す
るなかで、総動員体制が構築・確立された。これに伴っ
て性別役割分業が再編され、女性が戦争協力体制のな
かに組み込まれ、生業と家事労働に従事する一方で「銃
後の守り」の役割を担うこととなった。1942年以降
になると、米軍の反撃によって、日本軍にとっての戦
局は悪化した。1943年に「絶対国防圏」が設定され
ると、南洋群島に戦時非常体制が構築された。これに

伴って、高齢者や子供などが戦時引揚の対象となり、
その付添の役割が女性に付与されることもあった。こ
のような戦時引揚によって、家族が分断されることと
なった。他方、南洋群島にとどまった女性は、食糧増
産などに従事した。1944年６月以降に、米軍はサイ
パンやテニアン、アンガウル、ペリリューに上陸して
地上戦を展開したことから、女性のなかには、地上戦
に巻き込まれて死亡するものや、戦場を生き延びて戦
後に沖縄に引き揚げた女性もいたのである。
　このように、南洋群島在住の沖縄出身女性の生活は、
各時期に再編されたジェンダー規範の影響を受けるこ
ととなったのである（川島淳 2014a: pp. 7‒17；川島
淳 2014b: pp. 35‒48）。こうした性別役割分業とその序
列化を射程に入れて、次節以降では、沖縄出身女性の
渡航と経済活動、総動員体制下における「銃後の守り」
などを軸に、沖縄出身南洋移民女性の特質について考
察することにする。

Ⅲ　沖縄出身南洋移民女性の渡航

　南洋群島在住者は、日本本土や沖縄などからの渡航
者や、現地住民、外国人などで構成されていた【表１】。
日本から南洋群島への移住者総数における沖縄出身者
の比率は、1922年には22.21％であったが、1923年に
は46.69％と激増した。1924年には45.96％、1925年か
ら1931年にかけて50％前半、1932年から1938年にか
けて50％後半、1939年には60.70％にまで達した。こ
のように、南洋群島における産業開発の進展によって
沖縄出身者の割合が増加したことが判る。その背景に
は、1921年に創立された南洋興発株式会社の社長松
江春次が沖縄出身者を、さとうきび栽培の労働力にあ
てたこと（松江春次 1932: p. 82）や、南洋群島在住の
沖縄出身者との人的関係による人口移動があったこと
があげられる。南洋群島在住の沖縄出身者のなかには、
労働で得た賃金のなかから沖縄の留守家族に送金する
ものもいた。この送金によって、沖縄の留守家族は、
茅葺屋根の家から赤瓦屋根の家に建て替えることも
あった。これを目の当たりにした地域住民は、好奇心
などによって、既に渡航していた地縁的・血縁的な関
係者を頼って南洋群島に移動することもあった。
　南洋群島在住で沖縄出身の女性と男性の比率を確認
する。1920年代には、男性に対して女性の割合は
30％前後であった。1930年代になると、女性の占め
る割合は30％後半であった。ただし、一時的ではあ



表１　南洋群島在住者数及び南洋移民者数と各比率

在住者 日本 沖縄出身
全国と
沖縄出
身者の
比率
（％）

全国と
沖縄出
身者女
性の比
率（％）

沖縄県
出身者
の女性
の比率
（％）

沖縄出
身者の
男性の
比率
（％）

年 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

1922（大正11） 51,086 26,615 24,471 3,161 2,150 1,011 702 494 208 22.21 20.57 29.63 70.37

1923（大正12） 54,358 28,998 25,360 5,121 3,497 1,624 2,391 1,740 651 46.69 40.09 27.23 72.77

1924（大正13） 55,186 29,366 25,820 5,457 3,576 1,881 2,508 1,754 754 45.96 40.09 30.06 69.94

1925（大正14） 56,294 30,100 26,194 7,330 4,990 2,340 3,894 2,814 1,080 53.12 46.15 27.73 72.27

1926（昭和１） 57,466 31,020 26,446 8,298 5,440 2,858 4,351 3,036 1,315 52.43 46.01 30.22 69.78

1927（昭和２） 58,816 31,743 27,073 9,831 6,269 3,562 5,132 3,454 1,678 52.20 47.11 32.70 67.30

1928（昭和３） 61,086 33,003 28,083 12,281 7,838 4,443 6,615 4,509 2,106 53.86 47.40 31.84 68.16

1929（昭和４） 64,921 35,478 29,443 16,018 10,140 5,878 8,289 5,620 2,669 51.75 45.41 32.20 67.80

1930（昭和５） 69,626 37,929 31,697 19,629 12,105 7,524 10,176 6,482 3,694 51.84 49.10 36.30 63.70

1931（昭和６） 73,027 39,965 33,062 22,663 13,905 8,758 12,227 7,774 4,453 53.95 50.84 36.42 63.58

1932（昭和７） 78,457 43,338 35,119 28,291 17,409 10,882 15,942 10,263 5,679 56.35 52.19 35.62 64.38

1933（昭和８） 82,252 45,318 36,934 32,214 19,484 12,730 18,212 11,391 6,821 56.53 53.58 37.45 62.55

1934（昭和９） 90,651 50,248 40,403 40,215 24,214 16,001 22,736 14,207 8,529 56.54 53.30 37.51 62.49

1935（昭和10） 102,537 57,333 45,204 51,309 30,779 20,530 28,972 17,541 11,431 56.47 55.68 39.46 60.54

1936（昭和11） 107,137 59,446 47,671 55,948 32,961 22,987 31,380 18,892 12,488 56.09 54.33 39.80 60.20

1937（昭和12） 113,277 62,862 50,415 61,723 36,276 25,447 34,237 20,237 14,000 55.47 55.02 40.89 59.11

1938（昭和13） 122,969 69,264 53,705 71,141 42,356 28,785 41,201 25,095 16,106 57.91 55.95 39.09 60.91

1939（昭和14） 129,104 73,412 55,692 75,286 45,186 30,100 45,701 28,021 17,680 60.70 58.74 38.69 61.31

※ 本表は、南洋庁編『第一回　南洋庁統計年鑑』（一九三三年、『南方資料叢書11－一　南洋庁統計年鑑１（昭和八年）』青史社、一
九九三年復刻版）及び同編『第二回　南洋庁統計年鑑』（一九三四年、『南方資料叢書11－二　南洋庁統計年鑑２（昭和九年）』青
史社、一九九三年復刻版）、同編『第三回　南洋庁統計年鑑』・『第四回　南洋庁統計年鑑』・『第五回　南洋庁統計年鑑』（一九三五年・
一九三六年・一九三七年、『南方資料叢書11－三　南洋庁統計年鑑３　第三回　第四回　第五回』青史社、一九九三年復刻版）、同
編『第六回　南洋庁統計年鑑』・『第七回　南洋庁統計年鑑』・『第八回　南洋庁統計年鑑』・『第九回　南洋庁統計年鑑』（一九三八年・
一九三九年・一九四〇年・一九四一年、『南方資料叢書11－四　南洋庁統計年鑑４　第六回　第七回　第八回　第九回』青史社、
一九九三年復刻版）を基に作成した。
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るが、1937年に女性の占める割合が40％であった。
このように、南洋群島在住沖縄出身女性の割合が増加
した要因について、沖縄出身南洋移民男性が生活を安
定させて、女性を呼び寄せた結果であったことが先行
研究で明らかにされている（飯高伸五 1999: pp. 107‒
140；石川朋子 2000: pp. 99‒121）。すなわち、帝国日
本における沖縄と南洋群島との間に人的ネットワーク
が構築されたのである。以下では、ジェンダー規範と、
その実態との関係性や、南洋群島における家族の形成
と再編のありようという観点から、女性が南洋群島に
渡航した形態や要因について確認する（川島淳 

2009a: pp. 19‒44；川島淳 2010a: pp. 147‒167；川島淳 

2010b: pp. 17‒54；川島淳 2011: pp. 15‒59）。
　沖縄出身男性のなかには、経済的事情や好奇心、徴
兵忌避、家族や親戚の呼び寄せなどによって、南洋群
島に渡航するものもいた。南洋群島での生活が安定し
た後に妻子を呼び寄せる既婚男性や、妻とともに渡航
する男性、沖縄から女性を呼び寄せて結婚するものな
どもいた。また、未婚女性は、村落内婚などの婚姻形

態に立脚した南洋群島在住の男性との結婚や、肉親・
親戚による呼び寄せ、音信の途絶えた肉親の捜索（大
城サチ 2002: p. 800）、料亭との身売り契約などによっ
て、沖縄から南洋群島に渡航した。他方、既婚女性の
なかには、生活の安定などによって夫の呼び寄せで渡
航する女性、職業的使命感や跡継ぎを産むとの「義務」、
経済的事情などによって夫とともに渡航する女性、音
信の途絶えた夫を捜索するために渡航した女性（金城
シゲ 2002: p. 814）などがいた。このように、人生儀
礼や、男性・家族の事情などによって南洋群島に渡航
する女性もいた。
　同一村落出身者の婚姻形態について確認しよう。中
本シズは、1935年５月にテニアン在住の姉夫婦が帰
沖した際に、「南洋群島は、お金儲けが良く、大変暮
らしよいから一緒にテニアン島に行こうと誘いがあ
る。親達も大賛成で出稼ぎをすすめる。私は、まだ十
六歳（満十五歳）のこと判断に迷いましたが姉夫婦を
信じ行くことにした」と証言する（中本シズ 2005: p. 

537）。テニアン到着後に、姉夫婦はシズに結婚を勧め
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た。シズはそのときの心境について「実は、テニアン
島ヘの誘いは、同字出身の中本亀助さんとのお見合い
結婚が目的だった。親達も合意しているので、ぜひ同
意してほしいとのことである。未熟で人生経験の浅い
私にとって、全く予期せぬことに戸惑う。姉夫婦に任
せることにし、一九三八年（昭和十三）十一月二〇日
結婚、新生活ヘスタートする」（中本シズ 2005: pp. 

537‒538）と証言する。この証言によると、第一にシ
ズと亀助はともに奥武島出身者であったが、亀助は南
洋群島に在住していたので、変則的ではあるものの、
出身村落内婚であった。第二にテニアン在住の姉夫婦
は、親の承諾を得た上でシズをテニアンに連れて渡航
した後に、シズに亀助との結婚に「ぜひ合意してほし
い」と話していたことから、たとえ形式的であったと
しても、ある程度の決定権はシズにあった。なお、テ
ニアンに姉夫婦とともに渡航した後の結婚話であった
ため、断ることができなかったとも考えられる。ちな
みに、玉城村では親が結婚相手を選定するが、最終的
な決定は、ある程度本人の意志に委ねられることも
あったと言われている（金城繁正（編） 1977: p. 455）。
　また、親族集団や特定の社会集団内部における内婚
という婚姻形態があった。たとえば、比嘉スミ子と思
信との婚姻形態は、屋取集落内において旧士族であっ
た親同士が決めた許嫁結婚であり、親族集団内の内婚
であった。スミ子の夫はすでに南洋群島で生活してい
たため、1937年頃にスミ子は19歳で夫の実家で結婚
式を挙げた後に、夫の住む南洋群島に渡航した（比嘉
スミ子　2006: pp. 589‒591）。
　以上のように、沖縄在住の女性と、南洋群島在住の
男性との婚姻関係は、沖縄と南洋群島との人的ネット
ワークや戦前期沖縄における婚姻形態に立脚していた
と言える。したがって、沖縄出身女性が南洋群島に渡
航したのは、人的ネットワークと沖縄の人生儀礼によ
るものであったのである。
　又吉ミネは、1921年８月４日に石川村字伊波で生
まれた（今泉裕美子 2002: p. 740）。「私の両親はサイ
パンでパパイヤ作りをしていました。私は沖縄で生ま
れ、十七歳で内地に行きウェイトレスとして働き、十
九歳のときにサイパンに呼ばれました。サイパンでは
洋裁学校へ行き、それからパカンに渡って、あのころ
は新しい生地はなかったので、おもに洋服の直しの仕
事をしました」（又吉ミネ 2002: p. 789）と証言する。
この証言から、ミネが両親に呼び寄せられたのは、子
供に家業を手伝わせるためではなく、両親が子供とと

もに暮らしたいという気持ちがあったからであろう。
　また、料亭との身売り契約によって南洋群島に渡航
した女性もいた。1940年６月27日付の『琉球新報』（浦
添市立図書館所蔵製写版）には「女郎に現抜かし妹を
賣る 義兄の悪企みストツプ」との見出しで、次の記
事が掲載されている。「市外壺川二二七元市内某校小
使中地光男（二七）仮名──は辻遊廊きたけ楼娼妓に
現を抜かし入り浸りで遊興するうち遊興費　困つ　揚
句妻ハツの妹ミヨ（一六）仮名──を南洋の料亭へ売
り飛ばすべく企み折よく南洋テニアン料亭涼月の女将
が女雇入れに来てゐるので同女へ義妹ミヨの身売り契
約をなしミヨへは大阪へ出稼ぎ　せると騙し一千三百
円の身代金を受けとつたことを那覇署刑事が探知し詐
欺嫌疑で取調べた結果前記事情が判明同人もその不心
得を詫びたので厳重訓戒をなしミヨの身代金千三百圓
半約二百圓は消費してあつたが之を返済の上妹は妻　
引渡され釈放された」という。詐欺事件ではあるもの
の、この記事から、料亭との契約によって、沖縄から
南洋群島に渡航した女性も存在したことが判る。さら
に、テニアンで料亭に勤める女性を顧客とした商店の
女性は「大富楼という料亭があって、お手伝いさんな
んかも入れたら、三四、五名と大勢いた。ほとんどの
女の人が辻から買われてきて、借金を負っている」（上
江洲敏 2002: p. 666）と証言する。このように、身売
り契約によって料亭で働かざるをえなかったために渡
航した女性もいた。また、渡航の際に、身売り契約を
した女性を伴った人物ととともに南洋群島に移動した
子供の証言（仲宗根正雄 2002: pp. 593‒594）もある。
　次に、沖縄から南洋群島に渡航した既婚女性の渡航
についてみてみよう。吉野シゲは、結婚後の1933年
の県議会議員選挙において金武村の有権者数の３分の
２以上の者が選挙違反として検挙された。シゲの夫も
罰金を払うために借金をし、その返済のために妻子を
沖縄に残して同年に南洋群島に渡航した。夫久信はサ
イパンで仕事に従事して借金を返済し、また土地と家
屋を購入した。1940年に、当時31歳のシゲと次女民
子がサイパンに呼び寄せられた。このように、夫が借
金返済のために、沖縄に帰る前提で南洋群島に渡航し
たが、サイパンでの生活が安定したので、妻と次女を
呼び寄せた（吉野シゲ 1996: p. 501）。
　金城朝子は、1940年に夫の呼び寄せでサイパンに
渡航した。夫の生家は資産家であったため、「金儲け
の出稼ぎは必要なく、それに夫は長男でしたから家系
を守るために移民はしなくてもよかった」が、「友達
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が行くので、自分も行こうと決めたようです。一九三
五年（昭和十）に、安谷屋出身の三人が一緒に行きま
した」と証言する（金城朝子 2001: p. 549）。しかし、
夫は１ヶ月で帰沖したものの、「沖縄にいたら兵隊に
とられるぞと周囲から言われ、それから間もなく再渡
航しました」という（金城朝子 2001: p. 549）。朝子は、
サイパンに渡航する契機について、「私には娘が二人
でき、夫の両親と沖縄に残りました」が、日中戦争が
勃発して、戦線が拡大すると、1940年に「知り合い
の役場の人が家に来て、「直一は第一補充だから、南
洋にいてもいつ召集されるかわからない」と言い、召
集される前に早く会いに行きなさい、と勧められまし
た。また、舅やおじ達にも「跡継ぎの男の子を生まな
いといけない」とか、あれこれ言われ、私は子供を姑
に預け、一人で夫のもとへ行くことになりました」と
いう（金城朝子 2001: p. 549）。こうして朝子は、跡継
ぎの男の子を産むために、サイパンに渡航した。1942

年に第三子が生まれたことについて、朝子は「跡継ぎ
の男の子をと言われて行ったのに、三番目も女の子
（洋子）でした」と語るように、跡継ぎの男児を産ま
なければならないというプレッシャーを感じていたこ
とが垣間見られる（金城朝子 2001: p. 550）。1944年
に「やっと長男（直秀）が生まれました」との証言から、
男児が生まれて安堵したことが判る（金城朝子 2001: 

pp. 549‒550）。このように、女性には跡継ぎを産まな
ければならないという「義務」が付与されたがゆえに、
沖縄から南洋群島に渡航した女性もいた。なお、夫と
ともに、子供を産むために渡航したとの証言（兼島カ
マド 2002: pp. 505‒506など）もある。
　知念春江は、小禄第一国民学校の教員であったが、
1942年３月末に夫とサイパンに渡航した。春江は「私
たち夫婦は、大きな希望を抱いていた。サイパン島は
沖縄県人が人口の八割を占めているのに、殆ど農地開
拓の農民が多く、学校教員は他県出身者が多かった。
そこで、沖縄からの教育がほしいとの県人会の要望で、
それに応えて夫が出向を命じられた。そのため二人で
行き、私も同じく、南村のアスリート国民学校に勤務
することになった」（知念春江 1989: pp. 185‒186）と
証言する。この証言から、出向を命じられた夫に伴わ
れて、サイパン在住の沖縄出身者の子弟を教育すると
の県人会の要望に応えるという職業的な使命感が渡航
動機としてあげられており、「国策南進」と戦争が教
員の春江夫婦の生き方に影響を及ぼしたと言える。
　以上のように、沖縄出身女性が南洋群島に渡航した

要因や背景にあった近代社会における男性と女性との
序列化や人生儀礼、「性の商品化」には、帝国日本に
よる南洋群島統治を支える要素が潜在化していた。ま
た「沖縄よりも南洋群島のほうが暮らしやすい」とい
う論理による渡航は、好むと好まざるとにかかわらず、
日本本土―沖縄という支配―被支配の権力構造から脱
却して、南洋群島における「内地人」―「沖縄人」―「チャ
モロ」・「カナカ」という階層的秩序のなかの「植民者」
という位置に図らずも参入することを意味していたと
考えられる。

Ⅳ　南洋群島における沖縄出身者の生業

１　総論的考察

　南洋群島が日本の委任統治地域となり、日本による
産業開発が実施された。1930年代後半頃において南
洋群島の主要産業はさとうきび栽培や燐鉱、鰹節、コ
プラ、酒精などであり、これらの生産品は日本本土に
移出された。他方、南洋群島在住の住民は、米穀や、
その他の食糧品、煙草、車輌、船舶、機械類、綿布、
綿製品、木材、木製品などの消費物資を、日本本土な
どからの移入に依存していた。また、南洋群島とニュー
ギニアや、葡領ティモール、英領ギルバート島、南太
平洋諸島などとの間には物流関係が構築された。限ら
れた分量であるものの、主な輸出品は綿布や雑貨、食
糧品などであり、主な輸入品はコプラやココア、コー
ヒーなどであった。主として南洋群島との物流関係は
日本本土との間に構築された（大蔵省管理局 1946: 

pp. 98‒100；南洋庁 1933～1939）。
　こうした産業開発を担ったのは日本本土や沖縄など
から移住した人々であった。南洋群島の職業における
男女比について、『南洋庁統計年鑑』の1930（昭和５）
年から1937（昭和12）年までの統計資料に基づいて平
均値を算出した。すなわち、「接客業従事者」という
項目における女性の割合は67.01％（629.00人）であっ
た。「家事使用人」は、62.06％（246.38人）であった。
「無業者」は60.18％（9,913人）であった。「無業者」
には、専業主婦や子供、高齢者が含まれていたものと
思われる。現在、家事労働は職業の一つとして認めら
れているが、戦前期の日本においては、無業者として
位置づけられていた。「被服身製品製造業」において
女性が就いた割合は51.75％（42.63人）であった。「畜
産業」は33.59％（48.50人）であった。主に家内領域
で生産された被服身製品や家畜は南洋群島内で供給さ
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れて消費された。「水産業」は9.10％（175.63人）、「農
業」は32.86％（3,344.50人）であった。「商業」は
25.95％（459.00人）であり、日本本土からの生活必
需品や嗜好品を南洋群島在住者に供給する役割を担う
職業であった。「医療従事者」は42.85％（64.00人）で
あり、主に看護師に該当する。「公的機関での事務員」
は2.39％（11人）であり、「土木建設業」は0.39％（3.75

人）であったことが判る。
　また、『南洋庁統計年鑑』には、賃金に関する項目
がある。これによると、大工・船大工・木挽・左官・
石工・鍛冶工・水夫・土工・錻力工・製糖工・自動車
運転手・採鉱職工・採鉱鉱夫という項目には、「邦人」
と「島民」の区別があるが、男性と女性の区別はない。
他方、日雇人夫と、「家事使用人」に該当する「下男」・
「下女」という項目において、男性と女性の区別がある。
それゆえ、男性と女性の区別のない職業は主に男性が
就く職業であったと思われる。また、男性と女性との
間に賃金格差があった。各島嶼での平均賃金は異なっ
ているが、サイパンを事例としてみてみると、1922

年から1937年にかけてサイパン支庁管内での日雇者
の平均賃金は、男性が１円49銭、女性が75銭であった。
このように、男性と女性との職業区分や賃金格差には、
男性と女性との序列化がうかがえる。
　南洋群島における基幹産業は主に製糖業と水産業で
あった。黒糖と鰹節などは南洋群島から日本本土など
に移出された。こうした産業開発のなかには、性別役
割分業もまた垣間見られる。以下では、ごくわずかな
事例であるが、農業と水産業、畜産業、被服身製造業、
商業について女性の産業形態を中心にみてみよう。な
お、女性は生業とともに家事労働にも従事していた。

２　農業

　南洋興発株式会社は、1922年に設立され、さとう
きび生産の事業を展開した。労働の場において「公共
領域」と「家内領域」が分離していない場合と、分離
している場合があった。未分離の場合でも、前近代的
な農業形態とは異なり、自身の土地などで農業に従事
する者と、会社経営のなかで農業に従事する者もいた。
以下では、「公共領域」と「家内領域」との関係を射
程に入れつつ、農業従事者における性別役割分業のあ
りようについて確認する。
　南洋興発株式会社の人夫として働いた女性の証言を
みてみよう。崎浜ツルは1941年頃に夫の呼び寄せで
次女と渡航した。「テニアンの直営農場では、平日は

畑の整地から植え付け、施肥、収穫までのサトウキビ
生産一切の仕事をしました。なかでも、炎天下での収
穫作業は女にはとっても辛く苦しいものでした」と証
言する（崎浜ツル 2006: p. 580）。崎浜ツルの他にも、
夫婦が人夫として働いたとの証言（仲本キクエ 2002: 

pp. 553‒554；比嘉カマド 2001: pp. 526‒529）がある。
このように、南洋興発株式会社の直営農場において性
別に基づく仕事に相違性はなかったものの、賃金格差
が生じていたことから、男性と女性の序列化が垣間見
られる。
　上運天ゴゼイは、1936年頃に夫の呼び寄せでサイ
パンに渡航し、26歳で人夫として働いた。ここでの
性別役割分業について「畑の仕事は男は穴を掘ったり、
株を起こしたりして、女はさとうきびの根払いをした
り、草を取ったりしました。製糖期になったらさとう
きびの刈り取りで年中忙しかったです」（上運天ゴゼ
イ 2002: p. 508）と証言する。このように、開墾など
は男性の仕事であり、根払いや草取りは女性の仕事で
あったことから、農業においても、性別役割分業の一
端がうかがえる。なお、綿花栽培のために山を開拓し
た証言（兼島カマド 2002: p. 506）もある。
　南洋群島で生産されたタピオカやパパイヤ、蓖麻、
綿花は、日本本土に向けて移出された。金城カメは、
夫の徴兵忌避のため、1941年頃に23歳で夫と娘とロ
タに渡航した。「主人は鉄木を山で切って、牛車に載
せて持ってきて、削ってから煎じて固める仕事をやっ
ていた。会社は、固めたのを内地に送っていた。染め
もの用として送っていたんじゃないかね。（中略─引
用者）私はタンタカシー〔蓖麻〕会社で働いていた。
蓖麻は会社が植えてあるもので、いい天気のときには、
畑に行って蓖麻の実を取ってきて、乾燥させていた。
雨が降ったら、会社の中で実をもぎ取った。取った実
は、しぼって飛行機の油にするために、箱に詰めて、
全部内地に送りよった。（中略─引用者）住んでいた
のはテテトというところ。鉄木の会社の宿舎があった」
（金城カメ 2002: p. 704）という。この証言から、夫婦
が別の会社で農業に従事する場合もあり、「公共領域」
と「家内領域」が分離され、夫が勤めた会社の宿舎に
住んだことが判る。その後、金城カメはパパイヤ小作
に転職した。「パパイヤの血〔乳液〕をとって乾燥さ
せて、南貿会社に持っていった。これは心臓の薬にな
るといって、内地のほうに送っていたみたい。パパイ
ヤの実からミルクみたいな血をとって、乾燥させた粉
を五つの一斗缶いっぱいに溜めてから会社には納めて
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いた。（中略─引用者）畑は会社から…」（金城カ
メ 2002: pp. 704‒705）と証言する。また金城百合もロ
タ島で夫婦とともにパパイヤ栽培に従事した（金城光
守・百合 2002: p. 698）。このように、金城カメや金城
百合の証言からも判るように、夫婦はともにパパイヤ
小作の仕事に従事した。
　以上において、農業に従事した女性の証言に基づい
て、女性の経済活動についてみてきた。前近代の農業
形態とは異なるものの、「公共領域」と「家内領域」
が未分離の状態である場合と、分離されている状態で
ある場合があった。南洋群島で南洋興発株式会社など
の会社経営のなかに農業が組み込まれて農業に従事す
る者や、会社の小作人の下で人夫となる者、払下を受
けた土地で農業を営む者もいた。このように、多様な
農業形態において性別による役割が厳密に区分されて
いたわけではなかったが、しかし日雇い男性と女性に
賃金格差があり、男性と女性の序列化があったことが
看取できる。こうして生産された農産物は日本本土に
移出された。

３　水産業

　水産業においては、男性が漁撈活動を行い、その魚
介類を女性が販売・加工した。また、男性が獲った鰹
は加工され、鰹節として日本本土に移出された。その
際に、鰹節工場で働いた比嘉トシ子や、魚の行商に従
事した中本シズの証言をみてみよう。
　鰹節は南洋節と呼ばれ、日本本土に移出された加工
品である。比嘉トシ子は23歳で許嫁の呼び寄せによっ
て、1940年にパラオ諸島のマラカル島に渡航した。
夫は電気工であり、比嘉トシ子は「退屈だったのでマ
ラカルのカツオ節工場で働きました。沖縄人の漁民が
カツオをとっておりました。そこでは一日三、四〇銭
でした」（比嘉トシ子 1984: p. 431）という。このよう
に、夫の収入で生活できたが、比嘉トシ子は鰹節工場
で働いたのである。
　中本シズは、1935年に姉夫婦とともにテニアンに
渡航し、1938年に結婚した。その後、沖縄での経験
を活かして、魚の行商に従事した（中本シズ 2005: p. 

538）。

　　姉夫婦は、同郷出身者数人で、株式のマグロ船を
建造してマグロ漁業をしており、また舅も漁業に従
事しておりましたので、私も、沖縄での行商経験を
生かして、行商することにした。鮮魚行商人は、七、

八人位いて、沖縄での行商とは違い、徒歩で個別訪
問での販売である。行商は、良い品物を消費者に供
給することであり、そのため、朝早く漁船が入港す
るのを待ち受ける。入港すると、着物の裾を捲りあ
げ、競って海に入り、船まで近寄って魚の品選びを
し、自分のかごに入れておく。それから価格の調整
である。船からの魚の品選びは、取り合いで大変だっ
た。行商人は、いつも下半身の着物は、水浸しであ
る。始めた頃は、自分でも嫌気がしたが、行商人は、
みんな同じ格好である。気にすると商売はできない、
遅れをとることになる。次第に慣れて気にすること
もなかった。
　　魚の仕入れが済むと、下半身水浸しになっている
ままで、その上、素足で訪問販売へと急ぐ。当初は
それでも許されたが、このような状態での個別訪問
するのは、見苦しくて失礼になるとの事で役所より
履物励行が義務づけられ、それに反した場合は、罰
金が課された。私は、ズックを使用した。これまで
素足で走り巡っていた私は、履物には不馴れで、足
にマメができ、大変でしたが、馴れてからは靴履き
は楽で歩き易い。
　　行商は、朝売り、夕売りの二回行っており夕売り
の分は、朝で仕入れたものを鮮度が落ちぬよう貯蔵
しておく。朝売りが済むと、昼は山に行き薪取り、
そして、夕売りに出かける。夕売りは製糖工場の従
業員が、仕事を終え帰宅する時間を見計らって行う。
夕売りの方が売れ行きは良かった。家事、行商にめ
まぐるしい毎日だったが、健康に恵まれていたので、
自分で汗を流して働き収入を得る。働けば働くほど
収入が増し、仕事にも張りが出て楽しくなる。

　以上の証言から、テニアンにおける魚の行商のあり
ようが判る。漁船の入港によって、船まで近寄って魚
を選別して価格を調整し、そのまま訪問販売をした。
この販売は朝と夕方の二回であったため、夕方まで魚
の鮮度が落ちないように保存した。その間、昼に薪を
取りに行ったという。中本シズの他にも、魚の行商に
従事した女性もいた（知念米 1999: pp. 354‒356；翁長
文子 1998: pp. 506‒508）。このように、男性は船に乗っ
て魚を捕獲し、その魚介類を女性が行商で販売すると
いう、性別役割分業がみられたのである。

４　畜産業

　南洋群島における畜産業は、食用としても役用とし
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ても、島内で需要を満たすための産業であった。夫は
「公共領域」での仕事に従事する一方で、妻は家計を
補助するために「家内領域」で畜産業に従事した。そ
の後、家計補助の仕事が畜産業にまで拡大する場合も
あった（松田カメ 1995: pp. 500 ‒502）。他方、行政機
関である南洋庁は1922年に庁令第21号畜産奨励規則
を制定した。1935年に南洋群島開発調査委員会が拓
務大臣に提出した答申の「植民方策」のなかでも「自
給作物ヲ栽培セシメ併セテ家畜ヲ飼養セシムルコト」3

として、畜産業が奨励された。
　名嘉真ふみ4は、22歳の時に1938年に夫とともにサ
イパンに渡航した。渡航直後に、名嘉真ふみは夫婦で
農業に従事した後に、夫はマンガン掘りの仕事に就い
た。夫の「給料は小作するよりずっとよかったです。
また、牛二頭、山羊七、八頭、鶏も飼っていました。
鶏の卵をガラパンの料亭から注文を受けて、月に三回
くらい一五〇個持っていって、それでいくらか生活で
きました。だから、夫の給料は貯金しました」と証言
する（名嘉真ふみ 2002: pp. 476‒477）。このように、
夫は「家内領域」から分離された「公共領域」でマン
ガン掘りに従事する一方で、名嘉真ふみは「家内領域」
において家畜を飼って鶏の卵を料亭に販売した。

５　被服身製品製造業

　南洋移民にとって衣服は生活上必要不可欠のもので
あった。南洋群島での生活に必要な衣服などを、日本
本土からの移入に依存しつつも、南洋群島で被服製造
に従事する女性もいた。夫は「公共頷域」で土地の測
量や農業監督、採石などの仕事に従事する一方で、女
性は「家内領域」において、家計を補助するために、
洋裁や和裁の仕事に従事した。
　未婚女性であった又吉ミネは、先述のように、両親
の呼び寄せで、サイパンに渡航して洋裁学校に通った
後に、パガンで洋服直しの仕事に従事した（又吉ミ
ネ 2002: p. 789）。他方、名嘉真たつは、20歳で結婚し、
22歳であった1935年には、夫の呼び寄せで子供とテ
ニアンに渡航した。夫は新湊やチューロで農業監督を
した後に、ソンソンで「土地事務所で土地の測量をし
たり伐採するところを監督したり」し、たつは「鶏が

3  「南洋群島開発調査委員会答申」（国立公文書館所蔵「公文類聚」第五十九編・昭和十年・巻七・官職門　官制　逓信省　鉄道省　
拓務省）。

4  南洋群島在住のおじとともに、畜産業に従事したという証言（志良堂静 1987: p. 122）もある。
5  他にテニアンで自転車屋を経営した証言（玉寄ウト 1999: pp. 518‒520）もある。

二〇羽ぐらいいました。それと、私はミシンを持って
いたから洋裁をしていた」（名嘉真たつ 2002: pp. 

645‒646）と証言する。このように、夫の収入が家計
の中心であったが、名嘉真たつも洋裁などで家計を補
助した。ほかにも、「家内領域」において洋裁や和裁
の仕事に従事した女性もいたのである（新垣イ
ネ 1998: pp. 217‒219；志良堂静 1987: pp. 121‒126）。
　以上において、裁縫に従事する女性の証言をみてき
た。夫が「公共領域」で農業監督などの仕事に従事す
るなかで、女性は「家内領域」で洋裁や和裁などの仕
事に従事した。つまり、夫の収入が家計の中心となり、
裁縫の仕事からの収入は家計の補助であったのであろ
う。このように、南洋群島内での需要を満たすために
裁縫の仕事があったことが判る。

６　商業

　南洋群島における商業は、移民者の生活必需品や嗜
好品を供給する業種であった。商業に従事した女性で
も、既婚女性においては、「公共領域」と「家内領域」
が未分離の状態にあって夫の稼業を手伝う場合と、夫
が「公共領域」で働く一方で、妻が「家内領域」のな
かで商業に従事して家計を補助する場合、夫が「公共
領域」での仕事を辞めて妻の従事する商業に参入する
場合があった。他方、未婚女性においては、「家内領域」
から離れて商業に従事する場合があった。このように、
近代家族と商業との関係は多種多様であった。ここで
は、自転車店や雑貨店を中心に確認しよう。
　上江洲敏5は、19歳で呼び寄せ結婚により、1936年
にテニアンに渡航した。夫は自転車業を営んでおり、
上江洲敏は、夫の家業である自転車や雑貨の販売など
を手伝いつつ、店員の賄いと子育てをした。なかでも、
上江洲敏の夫は日本本土と南洋群島の物流にも関与し
ていた。「鰹漁船の船員が、潮がかかっている鰹節を
売りに来た。『近くの店を当たったんだけど、「一遍に
こんなたくさんは引き取れない。上江洲だったら引き
取るはずだから』と言われて来たんだけど」と言った
ので、ひと船分安くで引き取った。鰹節でもとっても
もうかったんです。日本の兵隊が、酒を飲んで帰りが
てら、「これをお袋に送ってちょうだい。おつりはい



53

沖
縄
出
身
南
洋
移
民
女
性
の
生
業
と
戦
争

いよ」と言って、国元に送らしよった。ですから内地
にもたくさん送りました。この鰹節は安かったし、内
地では貴重品だったんでしょうね」と証言する（上江
洲敏 2002: pp. 665‒666）。このように、鰹節を仕入れ
て日本本土に移出した。そのうえで、日本本土からレ
コードやクレンザーなどを仕入れて販売した。「レコー
ドも入荷するとすぐ飛ぶように売れました。戦時中の
軍歌が中心でした」（上江洲敏 2002: p. 666）という。
また、「主人は、こっちから砂糖や鰹節を送って、石
鹸代用のクレンザーなどは向こうから送らせて、仕入
れ上手だった。また、さらしと脱脂綿とクレンザーが
入荷したときなど、綿とクレンザーを配給で売るとき
には巡査が立ち会いして、代金は秤の重しを上から置
いて大きな空き缶にちゃー入りー〔どんどん入れた〕。
空き缶には細かいお金を入れた。そのようにして売り
よった」（上江洲敏 2002: p. 666）と証言する。このよ
うに、日本本土との移出入にも関わった夫の事業を、
上江洲敏が手伝ったのである。
　雑貨店で未婚女性が働くこともあった。仲里（松本）
ヨシは、1927年にサイパンで生まれ、尋常高等小学
校卒業後に「ガラパンの街に出て、雑貨店の住み込み
店員になりました。沖縄県人の経営で名城商店という
店でした。（中略─引用者註）店員といっても、最初
は使い走りの雑用ばかりでしたが、それでも、街で働
けるのは大変な喜びでした」と述べ、「一年後に今度は、
石山商店の店員に採用されました。この石山商店はガ
ラパンでも一番賑やかな北二丁目の名店街にあり、百
貨店のような大きな店構えでした」（仲里ヨシ 1999: p. 

357）と証言する。このように、尋常高等小学校卒業
後に雑貨店の仕事に従事した。
　また、南洋群島においても、戦線の拡大や戦局の悪
化、総動員体制の構築によって、商店や会社の売店が
配給所に変化した。名幸（稲嶺）静子は、1943年頃に
ポナペ島にあった「わかもと」という薬会社の売店で
働いた。「私は学校を卒業していたのでその会社の売
店で働きました。売店といっても、その頃には配給を

6  「南洋群島防空令制定ノ件ヲ定ム」（国立公文書館所蔵「公文類聚 第六十八編 昭和十九年 第六十八巻 軍事二・防空・徴発」類
2866）という案件に収録されている。

7  防衛省防衛研究所所蔵「南洋群島防空規程 昭和15年12月26日 ｣（中央 ‒軍事行政法令 ‒197。JACAR〔アジア歴史資料センター〕
Ref. C13070847300）。

8  「南洋群島防空令制定ノ件ヲ定ム」（国立公文書館所蔵「公文類聚 第六十八編 昭和十九年 第六十八巻 軍事二・防空・徴発」類
2866）及び防衛省防衛研究所所蔵「南洋群島防空規程 昭和15年12月26日 ｣（中央 ‒軍事行政法令 ‒197。JACAR〔アジア歴史資料セ
ンター〕Ref. C13070847300）という案件に収録されている。

9  1940（昭和15）年12月５日付南洋庁訓令第60号「隣保組織要領」（『南洋庁公報 第21巻 1940（昭和15）年』ゆまに書房、2012年、
pp. 613 ‒614）。

する所に変わっていました。売店の主任と二人で船を
漕ぎ、配給用のメリケン粉や砂糖をワカモトの農場に
取りに行くこともありました」と証言する（名幸（稲
嶺）静子 2001: p. 554）。このように、会社の売店が配
給所に変わったのである。
　以上において、商業に従事した女性について概観し
た。既婚女性にとって稼業である商業は「公共領域」
と「家内領域」が未分離の状態にあった。未婚女性に
とっては、商業が「家内領域」から分離された「公共
領域」である場合もあったのである。

Ⅴ　 総動員体制下の南洋群島における女性

の役割

１　日中戦争の長期化に伴う総動員体制の構築

　1938年５月３日に「南洋群島ニ於ケル国家総動員
ニ関スル件」が制定され、国家総動員法が南洋群島に
も延長適用された。また、1940年10月15日に南洋庁
令第31号「南洋群島防災規則」6、同年12月26日に「南
洋群島防空規程」7が制定された。この防災に関する一
連の規則・規程8が制定された時期は、日中戦争の長
期化や、同年９月における日本軍の北部仏印進駐と日
独伊三国同盟締結といった、太平洋地域における現状
打破的な対外路線を日本が実行した時期である。この
ように、アジア・太平洋地域において英米仏蘭との緊
張が高まるなかで、南洋群島に防災規則と防空規程が
策定された。
　さらに同年12月５日に南洋庁訓令第60号「隣保組
織要領」において隣保組が設置された9。これにより、
日本政府―南洋庁―各支庁―部落―区―隣保組―各戸
の上意下達の行政システムが構築された。同年12月
25日に南洋群島大政翼賛会が結成され、翼賛運動が
南洋群島においても展開された。
　こうした政策過程において、南洋群島での性別役割
分業の規範が隣組を通して提示された。以下では、「南
洋群島防災規則」と、これに基づく隣組単位での訓練
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に関する女性の証言を確認する。
　「南洋群島防災規則」10では、「本令ニ於テ防災ト称
スルハ非常変災ニ因ル危害ヲ防止シ又ハ被害ヲ軽減ス
ル為南洋群島ノ全部又ハ一地方ニ亘リ行フ行為ヲ謂
フ」（第１条）のであり、「防災ノ実施ハ南洋庁長官之
ヲ命ズ」（第２条）とのことが明文化された。ここで、
防災とは、緊急事態によって身体・生命・物品などを
損なうことを防ぎ、また被害を軽減するため、南洋群
島全域ないしは一地方において行う行為のことである
と定義したうえで、防災実施の権限は南洋庁長官に帰
属することが定められた。同長官の権限は、防災のた
めの特別施設を設置することや防災の実施に従事させ
ること、他人の土地・建物・船舶・物品の一時的な使
用と、その使用の制限・禁止、警防団の設置、防災訓
練の実施などであった。
　防災訓練などには、隣組単位で女性も参加した。南
洋群島在住の女性は、生業や、配給物資による家事労
働などに従事しつつ、「銃後の守り」という役割を担い、
隣組を単位とした軍事訓練・防空訓練・消火訓練に参
加した。テニアン在住の女性は、「戦時態勢の許に「欲
しがりません勝つまでは」の掛声で大へん切り詰めた
生活でした。隣組単位に家庭の主婦達は慰問袋を作っ
たり、防空訓練でバケツリレー、砂運び、担架送り、
また、かけ声勇ましく「エイヤーエイヤー」と竹槍な
どの訓練なども盛んに致しました。が、最初の空襲で
感じたことは、今までの訓練が、直接なんの役にも立
たなかったということでした」（徳村光子 1981: p. 47）
と証言する。また、サイパンにおいて竹槍を用いた軍
事訓練の様子について、「婦人は「死ぬときは、必ず、
敵を一人殺してから死ね！」と、竹ヤリで突く訓練が
あった。竹ヤリは配給だった。敵の鉄砲に対して、竹
ヤリで本当に戦争ができると思っていたのか、毎日訓
練をさせられた。私は妊娠しているときも次男を産ん
でからも参加した。参加すると、ミルクや砂糖の配給
がもらえた」（伊礼ユキ 1995: p. 507）という。この証
言から、米軍が上陸した場合、女性は最前線に配置さ
れて「死ぬときは、必ず、敵を一人殺してから」との
「義務」を付与され、また隣組の訓練に参加しなけれ
ば物資が配給されなかったことが看取できる。

10  「南洋群島防空令制定ノ件ヲ定ム」（国立公文書館所蔵「公文類聚 第六十八編 昭和十九年 第六十八巻 軍事二・防空・徴発」類
2866）。「南洋群島防災規程」の引用箇所は、これによる。

11  参謀本部編『杉山メモ』下巻、原書房、2005年普及版、p. 473
12  参謀本部編『杉山メモ』下巻、原書房、2005年普及版、pp. 466‒495

　以上のように、隣組などにおける監視と懲罰の緊張
状態のなかで、女性としての「あるべき姿」もまた提
示されたことが判る（川島淳 2014a: pp. 7‒17）。すな
わち、女性は、生業と家事労働に従事するとともに、「銃
後の守り」としての役割や、最前線における兵士とし
ての「義務」もまた付与されたのである。

２　 日本軍の敗退と戦時非常体制下の南洋群島に

おける性別役割分業の再編

　1941年12月８日に、日本軍はマレー作戦を実施し、
その直後に真珠湾を攻撃して、英米仏蘭に宣戦を布告
した。日本軍は、同月中にグアム島や香港を占領し、
1942年１月から５月にかけてフィリピンや蘭領東イ
ンド、ビルマなどを占領した。同年６月のミッドウェー
海戦で日本海軍が敗北し、1943年２月にガタルカナ
ル島で日本軍は敗退した。このように、戦局の推移に
よって、米軍が制海権を掌握しつつあり、日本軍の海
上交通の確保も厳しい状況になった。1944年２月以
降に、南洋群島在住の女性のなかには、戦時引揚に応
じる者や、食糧増産のために南洋群島に残留するもの
もいた。これについて、以下で確認しよう。
　1943年９月30日開催の第11回御前会議において「今
後採ルヘキ戦争指導ノ大綱」が決定された。そのなか
で、いわゆる「絶対国防圏」の設定が明示された11。

　一、万難ヲ排シ概ネ昭和十九年中期ヲ目途トシ米英
ノ進攻ニ対応スヘキ戦略態勢ヲ確立シツツ随時敵
ノ反抗戦力ヲ捕捉破摧ス

　二、帝国戦争遂行上太平洋及印度洋方面ニ於テ絶対
確保スヘキ要域ヲ千島、小笠原、内南洋（中西部）
及西部「ニユーギニア」「スンダ」「ビルマ」ヲ含
ム圏域トス

　　戦争ノ終始ヲ通シ圏内海上交通ヲ確保ス

　この「内南洋（中西部）」は、マリアナ諸島とトラッ
ク諸島、パラオ諸島などに該当し、「絶対国防圏」内
に組み込まれた。しかし、その東側に位置するポナペ
やマーシャル諸島などは「絶対国防圏」の外に置かれ
た12。このように、日本軍の戦略上において、南洋群
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島は「絶対国防圏」の内と外に分断されたのである。
　「絶対国防圏」の策定に伴って、南洋群島における
性別役割分業が変容することとなった。女性を南洋群
島に残留させて戦争に動員するという方針が継承され
る一方で、高齢者や子供の付き添いとして日本本土な
どに引き揚げさせる政策も採用されることとなった。
このようなジェンダーに基づいた政策は、1943年12

月８日以前に策定された「邦人引揚ニ関スル件」や
1944年２月20日から３月１日頃にかけて策定された
「人口疎開に関する件」、同年４月14日に閣議決定さ
れた「南洋群島戦時非常措置要綱ニ関スル件」のなか
で明確化されている。以下では、戦時非常体制が構築
されるまでの南洋群島におけるジェンダーのありよう
の一端について明らかにする13。
　1943年12月８日以前に「邦人引揚ニ関スル件」14が
策定された。これによると、第一次戦時引揚対象者は
「病弱者及何等労務ニ従事セザル者又ハ島内生産ニ比
較的影響ナキ所謂消費階級ニ属スル者及其ノ家族（農
耕従事者ノ家族等ハ除外ス）」であった。第二次戦時
引揚対象者は「戦局変化ニ伴ヒ群島ノ使命達成上真ニ
必要ナル者（国防資源開発、食料自給自足、運輸通信
強化等ノ従事者）及島ノ防衛上真ニ必要ナルモノ（在
郷軍人及訓練ヲ受ケタル青年団員等）ヲ除ク一切ノ者」
であった。このように、米軍の侵攻が予想される南洋
群島に残留することができるのは、主に防衛戦力にな
る人々と、国防資源開発や食糧増産などの労働力にな
る人々であった。これ以外の人々は、南洋群島からの
戦時引揚を余儀なくされた。すなわち、南洋群島に残
留か引揚かという境界が設定されたのである。
　1944年２月５日に「南洋群島防空令」が制定・施
行される15と、南洋群島からの戦時引揚対象者は、さ
らに限定されることとなった。同月20日付の『南洋
新報』において「人口疎開に関する件」が公表され、
３月１日付で「人口疎開ニ関スル件」が策定された。

13  防空法体系に基づいて疎開・引揚が実施された先行研究（石原俊 2022a: pp. 75‒97；石原俊 2022b: pp. 104‒125）も参照のこと。ま
た、政策決定と政策遂行との齟齬も表面化した（川島淳 2025）。

14  「老幼婦女子内地引揚ニ関スル件」（国立公文書館所蔵「昭和十七年度 高等警察関係 チューロ巡査駐在所」返青284）。「老幼婦女
子内地引揚ニ関スル件」によれば、1943年12月8日付で北部支庁長多田仁己はテニアン出張所長加藤勝吉に、「本月六日人員概数電
報アリタル処農場方面老幼婦女ハ除外シアルモ一應是ヲ包含スル概数更ニ報告アレ」と指示した。この指示を受けた加藤は、「邦人
引揚ニ関スル件」のなかに「一二、一八日報告済」との文言があるように、「農場方面老幼婦女」を含めた概数を12月18日付で多田
に報告したのであろう。したがって、「老幼婦女子内地引揚ニ関スル件」の内容と「邦人引揚ニ関スル件」の書き込みとの関連から、
前者が本体文書であり、後者が添付文書であったと考えられる。

15  前掲「南洋群島防空令制定ノ件ヲ定ム」。閣議書に「南洋群島防災規則」が添付されたことから、「南洋群島防空令」と「南洋群島
防災規則」が関連づけられたのであろう。

16  「防衛態勢強化のため 在住民の疎開断行 臨時帰還者相談所設置」（国立国会図書館所蔵『南洋新報』1944年2月20日付）
17  「老幼婦女子内地引揚ニ関スル件」（国立公文書館所蔵「昭和十七年度 高等警察関係 チューロ巡査駐在所」返青284）

ここでは、戦時引揚対象者の範囲について明確にしよ
う。
　同月20日に「人口疎開に関する件」と「南洋群島
人口疎開要綱」などが『南洋新報』に掲載された16。
前者では「群島周辺の状勢に鑑み防衛体勢強化の一環
として内地に於ける分散疎開に呼応し今般南洋群島に
於ても一部在住民の疎開を概ね左記要綱に依り実施せ
んとす」というように、南洋群島における防衛体勢強
化の一環として日本本土の「分散疎開」に呼応して南
洋群島の一部在住民は、「南洋群島人口疎開要綱」に
依拠して、引き揚げることとなった。その対象者の範
囲は「㈠病弱者 ㈡妊産婦 ㈢十四才未満の者及び六十
才以上の者並之等の扶養者にして欠くべからざるも
の」であるが、「所轄支庁長支庁出張所長に於て労力
保持其の他の理由に依り必要と認めたるものは之を除
く」ことが定められた。つまり、戦時引揚対象者は、
病弱者や妊産婦をはじめ、14歳未満の子供と60歳以
上の高齢者、そして子供や高齢者の付添をする人物で
あるが、例外として支庁長や支庁出張所が労働力とみ
なされた場合には南洋群島に残留することができると
いうことが定められた。この例外規定により、戦時引
揚対象者であっても、戦時引揚に応じずに残留するこ
とができたのである。
　同年３月１日付の「人口疎開ニ関スル件」は北部支
庁テニアン出張所長名義の施行文書である。この文書
には、「過般新聞紙上ニテ発表ノ通、南洋群島周辺ノ
情勢ニ鑑ミ防備態勢強化ノ一還

ママ

トシテ内地ニ於ケル分
散疎開ニ呼応シ今般南洋群島ニ於テモ一部在住者ノ疎
開（内地引揚）ヲ概ネ左記要領ニ依リ実施スルコトニ
ナリマシタ該当者ハ原則トシテ内地帰還ヲ要スルモ一
先希望者ヲ取纏メ順次引揚ゲセシメ度ニ付別紙帰還申
込書ニ記入セシメ至急取纏メ提出相成度」17とのこと
が記されている。前半部には、２月20日付の新聞記
事と同内容である。後半部においては、戦時引揚該当
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者は原則として日本本土に帰還することになるけれど
も、まずは希望者を取りまとめて順次引き揚げさせた
いので、申込書に記入して提出するように促している。
このことから、対象者は戦時引揚に応じざるをえな
かったが、その引揚の順番を確定するために、「希望者」
には「帰還申込書」に記入させたことが判る。
　「人口疎開ニ関スル件」において、戦時引揚対象者
が「イ病弱者」、「ロ妊産婦」、「ハ十四才未満ノ者及六
十才以上ノ者並ニ此等ノ扶養者ニシテ欠クベカラザル
モノ　但シ附添ハ婦女ニ限ル」18とのことが定められ
た。２月20日付の新聞発表の内容とほぼ同様に、戦
時引揚対象者は、病弱者や妊産婦とともに、14歳未
満の子供や60歳以上の高齢者と、子供や高齢者の世
話に欠かすことのできないとされた女性であった。こ
のように、南洋群島在住の女性は、子供と高齢者の戦
時引揚に付添の役割を担うこととなった。なお、「人
口疎開ニ関スル件」という公文書で示された戦時引揚
対象者の範囲は、新聞記事の内容よりも公式的なもの
であった。そして、「人口疎開ニ関スル件」が施行さ
れた後においても、前年12月８日付の「邦人引揚ニ
関スル件」で定められた、戦時引揚対象者の優先順位
と範囲は機能していたと考えられる（川島淳 2025）。
　先述のように、1943年９月30日開催の御前会議に
おいて、マリアナ諸島は「絶対国防圏」内に位置づけ
られた。当初、マリアナ諸島やパラオ諸島において、
戦争遂行のために、女性や子供を残留させて農業に従
事させる方針であった。しかし日本軍の戦局の悪化に
よって、1944年２月上旬までに、トラック諸島やマ
リアナ諸島、パラオ諸島在住の女性や子供の戦時引揚
が検討課題となった（中島文彦 1963: pp. 379‒391）。
　他方、２月17日午前に、米軍はトラック諸島を空
爆し、23日午前にマリアナ諸島の空爆を開始した。
同年３月４日に中部太平洋方面艦隊が編成され、サイ
パンに司令部が設置された。同日に、マリアナ諸島在
留邦人に関する方針が変化し、戦時引揚対象者は、女
性のなかでも食糧生産に直接的に関係のないものと、
子供や高齢者であったという（中島文彦 1963: pp. 

379‒391）。このように、日本は、当初マリアナ諸島在
住の女性や子供を残留させて農業に従事させる方針で
あったが、それ以後に女性や子供などを引き揚げさせ

18  「老幼婦女子内地引揚ニ関スル件」（国立公文書館所蔵「昭和十七年度 高等警察関係 チューロ巡査駐在所」返青284）
19  「南洋群島戦時非常措置要綱ニ関スル件」（国立公文書館所蔵「公文類聚 第六十八編 昭和十九年 第七十巻 軍事四 国家総動員二」
類2868）。以下、本案件の引用資料は、特筆しない限り、これによる。

る方針に転換した。
　1944年４月13日に大東亜大臣青木一男は、内閣総
理大臣東條英機に宛て「南洋群島戦時非常措置要綱ニ
関スル件」を内閣に提出した19。閣議請議書によると、
「南洋群島ニ於ケル現下ノ緊迫セル情勢ニ鑑ミ南洋庁
ノ行政ヲ軍ト表裏一体タラシメ戦時非常ノ事態ニ即応
セシムルノ要アルニ依リ別紙ノ通決定ノ必要ヲ認ム仍
テ茲ニ提出ス」という。このように、米軍の侵攻が予
想されるなかで、南洋庁の行政と日本軍の活動を密接
に関連づけた戦時非常体制の構築が示された。これを
受けた内閣書記官は閣議書を起案した。翌日に閣議で
の決定を経て、「南洋群島戦時非常措置要綱」が施行
された。その内容は、以下の通りである。

　第一、方　針
　　南洋群島在住民ノ総力ヲ結集シテ直接戦力化シ、

軍ト一体トナリテ皇土前線ノ防衛ニ当ラシムル建
前ヲ執リ、以テ南洋群島ノ戦時非常体制ヲ確立ス

　第二、要　領
　　一、全在住民ヲシテ各其ノ在住スル島嶼ニ在リテ

凡テ戦闘的配置ニ就カシムル建前ノ下ニ、官民
ヲ問ハス軍事設営ノ協力ヲ第一義トシ併セテ軍
需食糧ノ供出、食糧ノ自給、国防資源ノ確保等
緊急業務ニ集中的且機動的ニ動員ス

　　二、全在住民ノ生活ヲ凡有事態ニ応シテ斉シク確
保シ得ル如キ体制ヲ整備スルト共ニ、其ノ活動
ヲ鼓舞シ後顧ノ憂ナカラシムル為万全ノ措置ヲ
講ス

　　三、南洋庁ノ機構ニ付テハ軍ト表裏一体トナリ其
ノ機能ヲ発揮セシムル如ク特別ノ措置ヲ講ス

　第三、措　置
　　一、全在住民ヲ職域別又ハ地域別ニ軍隊的組織ニ

編成シ集中的且機動的勤労体制ヲ確立ス
　　二、全在住民ノ活動ヲ鼓舞シ後顧ノ憂ナカラシム

ル為左ノ措置ヲ講ス
　　　イ 　 在住民中扶助ヲ要スル者ニ付テハ之カ生活

ヲ確保ス
　　　ロ 　 邦人老幼婦女子ハ急速引揚ヲ実施スルト共

ニ内地ニ於ケル之カ援護及就労ヲ強化スル
ト共ニ引揚ニ際スル預金ノ払戻等金融ニ関
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縄
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シ特別ノ措置ヲ講ス
　　　ハ 　在住民ノ所要ニ応シ逐次軍属タラシム
　　三、南洋庁ノ機構及事務処理ニ付テハ戦時非常ノ

事態ニ即応スル如ク処置スルモノトシ且軍トノ
一体的活動ヲ為サシムル為現役軍人又ハ予備役
軍人ヲ南洋庁職員ニ特別任用スルノ途ヲ講スル
ト共ニ南洋庁職員ハ概ネ軍属ト為スモノトス

　　四、一般会計ノ予備金支出ニ依リ群島ニ於ケル非
常的財政需要ニ応シ得ルノ途ヲ講ス

　　五、南洋群島ニ於テ事業ヲ為ス会社ヲ活用スルニ
当リ、其ノ業務遂行ノ敏速適確ヲ期スル為必要
ナル措置ヲ講スルモノトス

　　六、群島内物資需給ノ実情ニ鑑ミ南方各地域群島
間竝ニ群島内配船ヲ円滑ナラシムル為帰帆船ノ
配置等適当ノ措置ヲ講ス

　このように、南洋群島において在住民も軍と一体と
なって防衛にあたるという方針に基づいて、戦時非常
体制が構築された。この「戦時非常体制」において、
男性は、南洋群島に残留して防衛の役割を担うことに
なり、女性は南洋群島で食糧増産や軍事施設建設作業
に従事する役割を担った。その一方において、「邦人
老幼婦女子」が戦時引揚対象者として明文化された。
このように、「南洋群島戦時非常措置要綱」が閣議決
定されたことで、戦時非常体制は、南洋庁への内閣の
指令に基づいて構築され、性別役割分業も再編された。
　以上で明らかにしたように、戦時引揚対象者の範囲
も、1943年12月頃から翌年４月にかけて多少なりと
も変化した。1943年12月時点では、南洋群島に残留
することができるのは、防衛戦力となる人々と、国防
資源開発や食糧増産の労働力になる人々であり、それ
以外の人々は、南洋群島から引き揚げさせられること
となった。その後、1944年２月から３月にかけて、
戦時引揚対象者は限定されることとなった。すなわち、
基本的には、病弱者や妊産婦、14歳以下の子供、60

歳以上の高齢者、子供と高齢者の引揚に付き添う女性
に限定された。しかし、同年４月14日に閣議決定さ
れた「南洋群島戦時非常措置要綱」によると、前年
12月時点の「邦人引揚ニ関スル件」と同様に、防衛
戦力や、国防資源開発と食糧増産の労働力にならない
高齢者や子供、女性が戦時引揚対象者となったのであ
る。このように、戦局の推移に伴う日本軍の混乱によっ
て、戦時引揚対象者の範囲も多少なりとも変動してい
たのであり、この変動に伴って南洋群島における性別

役割分業のありようも変化したのであろう（川島淳 

2025）。

３　性別役割分業体制の再編

　ここでは、戦時引揚に応じた女性の移動形態と、南
洋群島に留まって食糧増産に従事した女性の活動形態
について明確にすることで、戦時非常体制下における
性別役割分業のありようの一端について検討する。

⑴　戦時引揚に応じた女性

　1942年時点において、南洋群島在住者数は145,272

人であった。そのうちの沖縄出身者は54,854人であり、
沖縄出身者の占める割合は37.75％であった。また、
現地住民と外国籍を除いた在住者93,220人のうち、沖
縄出身者の割合は58.84％であった。南洋群島から日
本本土に上陸した戦時引揚者総数は、沖縄県立図書館
所蔵の複写版「南洋群島在住民疎開者接収事務報告書
その他資料」に基づくと、16,386人であった。そのう
ち、日本本土出身者は9,453人であり、沖縄出身者は
6,136人であった。戦時引揚者全体のなかで、沖縄出
身者の占める割合は約37.45％であった。南洋群島在
住沖縄出身者54,854人の11％に相当する【表２】。な
お、出身地別で戦時引揚者が多かった順序を示すと、
沖縄県出身者6,136人についで、東京府出身者が983

人、福島県出身者が974人、静岡県出身者が664人で
あった【表３】。
　【表２】によると、戦時引揚に応じた女性と子供の
総数は13,739人であった。このうち、日本本土出身の
女性と子供の総数は8,049人であり、沖縄出身の女性
と子供の総数は5,205人であり、成人男性は2,637人で
あった。海没者数は、1,700人であったといわれてい
る【表４】。1944年２月の南洋群島防空令の適用と、
1944年６月15日における米軍のサイパン上陸を指標
として、戦時引揚者数の推移を確認すると、1943年
12月から1944年１月までの引揚者数は755人であり、
戦時引揚者全体の4.61％に該当する。1944年２月から
６月までの引揚者数は14,413人であり、全体の
88.06％に該当する。７月から12月までの引揚者数は
1,200人であり、全体の7.33％に該当する。このように、
1944年２月から６月に引揚者が集中していたことが
判る【表５】。ちなみに、戦時引揚者が上陸した場所
は主に横浜や神戸であった【表６】。
　以上の統計は、南洋群島から日本本土に上陸するこ
とができた戦時引揚者の総数である。フィリピンや台



表２　南洋群島から本土への戦時引揚者の総数・男女比

総計
男性 女性

女性と男児 全体の占
める割合 男性の割合 女性の割合 女性と男

児の割合
男性の大
人の割合大人 子供 合計 大人 子供 合計

本土 9,453 1,404 2,281 3,685 3,465 2,303 5,768 8,049 57.69％ 38.98％ 61.02％ 49.12％ 8.57％
沖縄 6,136 931 1,654 2,585 1,940 1,611 3,551 5,205 37.45％ 42.13％ 57.87％ 31.76％ 5.68％
朝鮮 777 298 156 454 196 127 323 479 4.74％ 58.43％ 41.57％ 2.92％ 1.82％
樺太 8 2 2 4 4 0 4 6 0.05％ 50.00％ 50.00％ 0.04％ 0.01％
台湾 2 2 0 2 0 0 0 0 0.01％ 100.00％ 0.00％ 0.00％ 0.01％
その他 10 0.06％ 0.00％ 0.00％
合計 16,386 2,637 4,093 6,730 5,605 4,041 9,646 13,739 100.00％ 41.10％ 58.90％ 83.85％ 16.09％

※ 本表は、「南洋群島在住民疎開者接収事務報告書その他資料」（沖縄県立図書館所蔵複製版）23頁～26頁を基に作成した。子供は14
歳未満のものとして捉えられる。

表３　出身府県別引揚者数上位５位

沖縄県 東京府 福島県 静岡県 鹿児島県
人数 6,136 983 974 664 569

割合 37.45％ 6.00％ 5.94％ 4.05％ 3.47％

※ 本表は、「南洋群島在住民疎開者接収事務報告書その他資料」（沖縄県立図書
館所蔵複製版）23頁～26頁を基に作成した。
※ 「割合」は、【表１】で示した引揚者全体の16,386人のなかで占める割合
のことである。
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湾への戦時引揚者数は、現在不明であるため、含まれ
ていない。また引揚船のなかには米軍の攻撃によって
撃沈された船舶もあるため、南洋群島で戦時引揚船に
乗った総数と、日本本土に上陸した戦時引揚者総数は
一致していない。これらは今後の課題である。
　次に、戦時引揚に応じざるをえなかった女性の証言
について確認しよう。ヤップ島在住の女性は、空襲後
に「軍から引き揚げ命令が出て、私は子どもたちと船
に乗せられた。おとうたちは島を守るためにヤップに
残ることになった。生活にも慣れていたので、なるべ
くなら帰りたくなかった」（山内キヨ 1998: p. 359）と
いう。大城トミは、トラック諸島で夫と漁業に従事し
たが、戦時中に「引き揚げ命令が下った。長い間脇目
もふらずに働いてつくった財産だったが、仕方なく帰
ることにした」（大城トミ 1995: p. 400）と述べる。こ
の証言から、南洋群島で経済的基盤を確保して生活に
慣れたが、不本意ながらも南洋群島からの戦時引揚に
応じざるをえなかったことが判る。
　1944年２月13日にテニアンで空爆があった。テニ
アンで教員をしていた照屋秀は「最初の空襲があった。
其の後婦女子の引揚げ命令が出た。男は帰さないと言
う。理由を聞くと食糧問題とのこと。食べ盛りの四人
の男の子が居たので引揚げるのがお国の為だと思い夫
照屋正善を残して」引き揚げたと証言する（照屋秀 

1985: p. 88）。このように、食糧事情によって子供の付

添として戦時引揚に応じたのである。
　他方、肉親から南洋群島に留まるように諭されたも
のの、テニアン空爆後に引揚に応じる女性もいた。「主
人はテニアンからニューギニアヘ軍属として行ったん
です、昭和十九年ぐらいに。行ってすぐに空襲が始まっ
た。主人はいないし、私は次男を妊娠していたから、
人に迷惑をかけたらいけないので引き揚げるといった
ら、主人の姉さんも私の姉さんも反対していました。
私たちが乗った前の船が沈没したので、あの船には公
務員の奥さん方が乗っていたらしく、危険だからと反
対したけど、昭和十九年三月に引き揚げてきました」
（金城ハルヨ 2002: p. 731）と証言する。このように、
テニアンでの空爆後に、妊娠していた女性のなかには、
肉親への配慮によって、戦時引揚に応じる女性もいた
のである。
　他方、妻子を引き揚げさせた男性の証言を確認する。
３月のパラオ空爆後に、妻と子供が沖縄に引き揚げた
男性は、「そろそろ子供も歩ける様になって可愛い盛
りに、十九年三月空襲が来て、家内と子供はパラオの
政府から沖縄に強制送還された。帰らんと言っても駄
目だった。とても苦しかったよ。今まで親子水入らず
で暮らしているでしよう、妻子が沖縄に帰って当初は
とても辛かった」（津嘉山正行 1992: p. 238）と証言す
る。テニアン在住の男性は、妻と姪が沖縄に引き揚げ
るにあたって、「すでに家族は日本本土や沖縄に帰し



表４　米軍に撃沈された南洋群島からの引揚船
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名
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数
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典
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島
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潜
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島
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合
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丸
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ン
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名
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丸
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５
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日
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ン

19
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）年
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月
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日
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海
洋
上
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カ
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の
魚
雷
攻
撃
「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

籠
田
川
丸

ト
ラ
ッ
ク

19
44 （
昭
和

19
）年

６
月

12
日

東
カ
ロ
リ
ン
群
島
方
面
海
上

2 名
ア
メ
リ
カ
潜
水
艦
の
魚
雷
攻
撃
「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

泰
南
丸

ポ
ナ
ペ
島

19
44 （
昭
和

19
）年

６
月

24
日

九
州
沖

1 名
ア
メ
リ
カ
潜
水
艦
の
魚
雷
攻
撃
「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

神
島
丸

ロ
タ

19
44 （
昭
和

19
）年

６
月

11
日

西
カ
ロ
リ
ン
方
面
海
上

54
名

ア
メ
リ
カ
飛
行
機
の
爆
撃

「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

バ
タ
ビ
ア
丸

サ
イ
パ
ン

19
44 （
昭
和

19
）年

６
月

12
日

西
カ
ロ
リ
ン
群
島
方
面
海
上

18
名

ア
メ
リ
カ
飛
行
機
の
爆
撃

「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

門
司
丸

サ
イ
パ
ン

19
44 （
昭
和

19
）年

６
月

15
日

西
カ
ロ
リ
ン
群
島
、
サ
イ
パ
ン
島
北
方
海
上

5 名
ア
メ
リ
カ
機
動
部
隊
と
交
戦

「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

大
栄
丸

ヤ
ッ
プ
島

19
44 （
昭
和

19
）年

７
月

３
日

パ
ラ
オ
・
ヤ
ッ
プ
間
洋
上

43
名

ア
メ
リ
カ
潜
水
艦
の
砲
撃

「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

ブ
ラ
ジ
ル
丸

サ
イ
パ
ン

19
44 （
昭
和

19
）年

７
月

５
日

西
カ
ロ
リ
ン
群
島
方
面
海
上

1 名
ア
メ
リ
カ
飛
行
機
の
爆
撃

「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

朝
日
丸

パ
ラ
オ

19
44 （
昭
和

19
）年

８
月

12
日

パ
ラ
オ
諸
島

不
明

前
掲
「
移
民
政
策
」

広
順
丸

パ
ラ
オ

19
44 （
昭
和

19
）年

８
月

12
日

西
カ
ロ
リ
ン
群
島
方
面
海
上

15
名

12
名

ア
メ
リ
カ
潜
水
艦
の
魚
雷
攻
撃
「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」

広
善
丸

テ
ニ
ア
ン

19
44 （
昭
和

19
）年

12
月

小
笠
原
沖

不
明

前
掲
「
移
民
政
策
」

※
財
団
法
人
南
洋
群
島
協
会
「
南
洋
群
島
海
没
者
名
簿
」（
沖
縄
県
立
図
書
館
所
蔵
複
製
版
）
と
前
掲
「
移
民
政
策
」
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
。
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表５　月別南洋群島各地から本土への引揚者総数と割合

合
計

西
カ
ロ
リ
ン
諸
島

マ
リ
ア
ナ
諸
島

東
カ
ロ
リ
ン
諸
島

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島

そ
の
他

パ
ラ
オ

ヤ
ッ
プ

サ
イ
パ
ン

テ
ニ
ア
ン

ロ
タ

グ
ア
ム

ト
ラ
ッ
ク

ポ
ナ
ペ

ヤ
ル
ー
ト

ク
サ
イ

人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）
人
員

割
合

（
％
）

19
43
年

12
月

70
0.

43
％

39
55

.7
1

31
44

.2
9

0.
24

0.
19

19
44
年

１
月

68
5

4.
18
％

11
1

16
.2

0
37

0
54

.0
1

14
2.

04
81

11
.8

2
10

9
15

.9
1

0.
68

2.
26

0.
09

0.
49

0.
67

２
月

3,
11

3
19

.0
2 ％

1
0.

03
10

9
3.

50
1

0.
03

1,
35

4
43

.5
0

1,
37

6
44

.2
0

10
7

3.
44

14
9

4.
79

16
0.

51

0.
01

0.
67

0.
01

8.
27

8.
41

0.
65

0.
91

0.
10

３
月

3,
01

1
18

.4
0 ％

25
5

8.
47

57
2

19
.0

0
55

7
18

.5
0

92
9

30
.8

5
52

8
17

.5
4

17
0

5.
65

1.
56

3.
49

3.
40

5.
68

3.
23

1.
04

４
月

3,
91

7
23

.9
3 ％

1,
64

2
41

.9
2

90
6

23
.1

3
65

9
16

.8
2

 8
1

2.
07

18
9

4.
83

43
6

11
.1

3
4

0.
10

10
.0

3
5.

54
4.

03
0.

49
1.

15
2.

66
0.

02

５
月

2,
81

4
17

.1
9 ％

70
0

24
.8

8
67

9
24

.1
3

78
1

27
.7

5
34

3
12

.1
9

21
5

7.
64

0.
00

96
3.

41

4.
28

4.
15

4.
77

2.
10

1.
31

0.
59

６
月

1,
55

8
9.

52
％

1,
30

6
83

.8
3

60
3.

85
98

6.
29

 9
1

5.
84

0.
00

3
0.

19

7.
98

0.
37

0.
60

0.
56

0.
02

７
月

14
0

0.
86
％

13
6

97
.1

4
4

2.
86

0.
83

0.
02

８
月

50
9

3.
11
％

47
6

93
.5

2
33

6.
48

2.
91

0.
20

９
月

30
1

1.
84
％

29
7

98
.6

7
4

1.
33

1.
81

0.
02

10
月

8
0.

05
％

7
87

.5
0

1
12

.5
0

0.
04

0.
01

11
月

6
0.

04
％

4
66

.6
7

1
16

.6
7

1
16

.6
7

0.
02

0.
01

0.
01

12
月

23
6

1.
44
％

23
2

98
.3

1
4

1.
69

1.
42

0.
02

合
計

16
,3

68
10

0.
00
％

4,
92

0
30

.0
6

82
0

5.
01

2,
58

2
15

.7
7

1,
65

8
10

.1
3

38
7

2.
36

18
9

1.
15

3,
22

6
19

.7
1

1,
95

0
11

.9
1

36
2

2.
21

25
8

1.
58

16
0.

10
人
員

割
合

人
員

割
合

人
員

割
合

人
員

割
合

5,
74

0
35

.0
7 ％

4,
81

6
29

.4
2 ％

5,
17

6
31

.6
2 ％

62
0

3.
79
％

※
本
表
は
、「
南
洋
群
島
在
住
民
疎
開
者
接
収
事
務
報
告
書
そ
の
他
資
料
」（
沖
縄
県
立
図
書
館
所
蔵
複
製
版
）

28
頁
～

29
頁
を
基
に
作
成
し
た
。
割
合
の
上
段
は
当
月
に
占
め
る
割
合
で
あ
り
、
下
段
は
引
揚
者
全
体
に
占
め
る
割
合
で
あ
る
。
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表６　上陸地別引揚者数

横　

浜

横
須
賀

芝　

浦

築　

地

神　

戸

大　

阪

　

呉
門　

司

和
歌
山
県
勝
浦

千
葉
県
勝
浦

三　

崎

長　

崎

佐
世
保

磯
子
・
羽
田

総　

計

引揚者数 11,980 65 203 75 2,852 17 524 611 ４ ４ ２ １ ４ 44 16,386

割合（％） 73.11 0.40 1.24 0.46 17.41 0.10 3.20 3.73 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.27 100.00

※本表は、「南洋群島在住民疎開者接収事務報告書その他資料」（沖縄県立図書館所蔵複写版）を基に作成した。
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ていて働き手の男たちが島に残っていました。私も妻
と姪（兄の子）を沖縄に引き揚げさせるときは途中の
ことを考えて非常に不安でした。妻は流産した後でし
たがここにいては危険だから早く手続きしないといけ
ないし、いろいろ考える余地もないまま帰しました。
（中略─引用者）できることなら私も一緒に沖縄に帰
りたいと思いましたが、男は帰ることは許されません
でした」（仲本正重 2010: p. 55）と証言する。このよ
うに、戦時引揚による家族の分断について証言者の悲
痛な想いが看取できる。また、子供や女性が引き揚げ
に応じる一方で、男性が南洋群島の防衛戦力とされて
召集・徴用された。こうした性別役割分業は、統治権
力によって再編された結果でもあった。
　また、戦時引揚に応じた女性たちのなかには、米軍
による船舶の撃沈で充分な船舶が確保されなかったた
めに引き揚げられなくなった女性もいた。すなわち、
「婦女子の内地引揚げが決定され、多くの人たちが帰
還船に乗ってどんどんパラオを去って行きました。私
の家族はどうするか迷っていましたので、あとから申
し込んだときはすでに船舶の都合がつかず、あきらめ
ざるを得ない状況になって」おり、「何しろ、せっか
く乗船しても米軍にやられた船も多かったですから、
引揚げるべきか、残るべきか、みんな迷いました」（高
江洲順義 2004: pp. 361‒362）と証言する。このように、
戦時引揚者の増加によって、戦時引揚に応じるか否か
迷ったが、申し込んだ時には、船舶の都合がつかずに、
残留を余儀なくされた女性もいた（翁長千代 1984: p. 

444；知念米 1999: p. 355）。
　他方、南洋群島での残留を決断した女性もいた。サ
イパンで戦時引揚の対象となった教員の女性は「夫と
別れて、子どもと二人で帰るのは不安である。「死な
ばもろとも」と残ることにした」（知念春江 1989: p. 

187）と証言する。また、妊産婦は戦時引揚の対象者

20  ほかに戦時引揚に応じなかった証言（外間清徳 2004: p. 369；伊波長宜 : 1982: p. 524；新垣義吉・ウシ 1995: p. 478）がある。

であり、妊娠９ヶ月目の女性は、「婦女子、特に妊婦
は一刻も早く疎開するようにとの命令が出された。そ
の時、私は三男盛邦を妊娠していて、九ヵ月目にはいっ
ていた。陸だったら助かる率も大きいが、海だったら
助かる確率は少ない。泳ぎはあまり上手でないし、お
腹も大きいのでどうしたらいいかと思案していた。そ
したら、アイライ飛行場に勤労奉仕で行っていた夫が
帰ってきた」ので、その後、南洋群島に残留すること
にしたと証言する（幸地和子 1995: p. 545）。さらに、
戦時引揚対象であった女性は、「戦争前の引き揚げは
希望次第でしたので、私は帰りませんでした。魚雷が
あってやられたりしたから、これも怖くて、自分一人
だったらいいけど、子ども二人連れているから帰らな
かった」（平良豊 2005: p. 294）と証言する。このよう
に、子供のことを慮って南洋群島に残留した女性もい
た。
　他方、南洋群島残留に関する夫などの証言もある。
「南洋庁から戦争が激しくなる前に婦女子を本国へ疎
開させるよう通知がきました。しかし妻は引き揚げ途
中の海で敵にやられるかもしれないと言って引き揚げ
を拒みました。ほとんどの婦女子も引き揚げをしませ
んでした。引き揚げない人は戦争のための食料増産を
させられることになり、パラオ本島（バベルダオブ島）
に移ることになりました」（米須清志 2001: p. 523）と
の証言がある20。
　このように、戦時引揚をしても、南洋群島に留まっ
ても、死を覚悟せざるを得ない状況のなかで、戦時引
揚に応じるものもいれば、南洋群島に留まることを希
望するものもいたのである。

⑵　戦時引揚における女性の心情

　戦時引揚において、パラオからフィリピン・台湾を
経て沖縄に戻る予定であったが、フィリピンや台湾に
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滞留して敗戦を迎えた後に、日本や沖縄に引き揚げた
人々もいた。また、パラオからフィリピンに向かう途
中で米軍の攻撃を受けて、美山丸とジョグジャ丸とい
う輸送船が撃沈されて死亡するものと、救助された後
に、フィリピンに上陸した戦時引揚者もいた。フィリ
ピンや台湾で食糧不足による栄養失調、マラリアなど
の伝染病などによって死亡する人々もいた。他方、サ
イパン・テニアン・トラック諸島などから、日本本土
を経由して沖縄に到着したものもいた。戦前に日本本
土から沖縄に向かう途中で米軍の攻撃を受けるかもし
れないという恐怖心を抱きながら、戦前に沖縄に帰還
して、沖縄戦で「集団死」に追い込まれた女性（川島
淳 2022b: pp. 207‒214）もいれば、日本本土で敗戦を
迎えた女性（川島淳 2015: pp. 1‒10）もいたのである。
　1944年２月17日・18日には、米軍がトラック諸島
に空爆を実施した。トラック諸島沖に停泊していた戦
時引揚船の赤城丸も攻撃された。その死亡者数は511

名で、生存者52名であった。これについて、内原勇
助は次のように証言する。「一九四四年（昭和十九）二
月十六日の夕刻、私は家内と三人の子供を赤城丸に乗
船させた。男は島に残され、女性と子供と老人だけが
強制的に引き揚げさせられた」が、翌17日午前７時
に空襲警報が発令された後に、赤城丸と夕映丸、護衛
艦は米軍の攻撃を受けて撃沈された。乗船者のうち「約
五〇人ぐらいの人々が救命ボートでタマン桟橋にたど
りついたが、そのうちの二〇人ぐらいは病院で亡く
なってしまった。結局生き残ったのは約三〇人ぐらい」
であり、「私も臨月の妻と三人の子供らを一度に失っ
た」（内原勇助 1987: pp. 336‒337）と証言する。城間
松助は、「妻と子供たちを疎開させるために、船に乗
せました。乗船したその日は出発せずに、遠く沖の方
に停泊していました。翌日の一九四四年（昭和十九）
二月十七日にトラック諸島への大空襲があり、その空
襲で、妻や子供たちの乗った船も攻撃され、妻と子供
たちは死にました。乗船したその日に出ていたら、そ
んなことにはならなかったのにと思いました」（城間
松助 2003: p. 539）と証言する。このように、妻子が
乗船したその日になぜ出航しなかったのか、そして、
生と死との境界線が何によって決定づけられるのか、
といった命題が心の中に深く刻み込まれることになっ
たのであり、戦時引揚は戦場という極限状態のなかで

21  他にも同様の証言（山内キヨ 1998: p. 359）がある。

実施されたと言える。
　専業主婦であった女性はパラオから引き揚げること
になった。戦時引揚の途中で、「私と娘二人は、主人
を残してパラオから引き揚げることにしました。一九
四四年（昭和十九）の初めごろです。ちょうど、三女
の弘子が生まれて間もないころでした。パラオから一
二隻の船団を組み、軍艦が護衛しての航海でした。途
中、「敵の潜水艦が向かっているので、甲板に集合す
るように」という指示が出たときは、弘子を背負い、
片方の手で道子の手を引き、もう片方の手に荷物を抱
えて、船底から甲板に駆け上がりましたが、怖くて涙
が止まりませんでした」（喜友名トヨ 2006: p. 657）と
証言する。このように、戦時引揚船が米軍の攻撃を受
けるかもしれないという恐怖心を抱き、また生命の危
険を感じながら、南洋群島から引き揚げたのであ
る21。

⑶　 南洋群島からの戦時引揚者のなかで沖縄戦に巻き

込まれた人々

　このように、日本本土などを経由して沖縄に帰還し
た女性や子供は、沖縄戦に巻き込まれることになった。
1944年10月10日に米軍が沖縄に初めて空爆を実施し
た。現在、沖縄では、「10・10空襲」と呼ばれている。
米軍の空爆が日本軍の演習だと誤解する人もいるなか
で、戦時引揚者は、米軍の空爆であることに気づき、
注意を喚起することができたと証言している。すなわ
ち、「十・十空襲のときは、飛行機が飛んで、あっち
にいったかと思ったら、飛び上がったりおりたりしな
がら弾を落としていた。南洋の空襲に似ていたから、
子どもたちには南洋から持ってきた頭巾を被せて、私
は毛布を被っていた。私たちは南洋で「友軍だあ」と
いってやられた人を見たり、体験もしていたから空襲
だとわかったが、みんなはアメリカ軍か日本軍かわか
らないから、外に出ていたので、「空襲だよ、空襲だよ」
と叫んだ。みんなは演習しているのかとしか思ってい
なかったので、私がいわなかったらみんなやられてい
たかも知れない」（幸地ヤス 2005: p. 620）と証言する。
10・10空襲後に、ヤップから引き揚げた女性は、「10・
10空襲も過ぎ、沖縄もいよいよ戦場になるんだなと
感じた。ヤップからも苦労して引き揚げてきたのに、
ここで戦争に巻き込まれたら、今度こそ親子一緒に死
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んでしまうかもしれないと思った」（山内キヨ 1998: p. 

359）と証言している。このように、戦時引揚者は、
南洋群島で米軍の空爆を経験し、また海上において生
命の危険を感じながら移動し、沖縄においても米軍に
よる空爆に遭遇したように、1943年12月以降から米
軍の攻撃に生命の危険を感じつづけ、常に「戦場」と
いう緊張状態のなかにいた存在であったと捉えられ
る。
　その一方で、南洋群島から沖縄に引き揚げた女性の
活動の様子が1944年12月16日と翌年１月20日の『沖
縄新報』（浦添市立図書館所蔵複写版）で報道されて
いる。12月16日付の新聞には、「蹶然起つ　サイパン
の妻たち」との見出しで「南方拓士の引揚家族を援護
しようと南洋群島共助義会支部では生活救済に乗出し
たが頼る夫をサイパン、テニヤン島に残し幼児を抱い
て敢闘する妻女達はこの温かい援護に感泣、報復を誓
い合つて各職域に或は家庭に凛々しい頑張をみせてゐ
る」といった記事などが掲載されている。また、翌年
１月20日付の新聞には「二の舞ひせぬぞッ　奮起す
る南方引揚民ら」との見出しで、南洋群島共助義会沖
縄支部の国場という人物へのインタビュー記事として
「今次戦争における県民の試練は大きく、恨みを呑ん
で引揚げた　縄県　の大半は財を失ひ引揚　の途次肉
親を失ふなど総ゆる辛苦を具さに嘗めたがこれら引揚
民は温い保護にいまさら奮起山を開墾して増産に励む
者、或　　細い暮しの中から息子を高

マ マ

工にやるなと自
らは戦力　強作業　突入、サイパンの二の舞ひを　る
なと大いに頑張つてゐ　」とのことや「全南洋群島引
揚民の激しい憤りはサイパンをテニアンをこの手　奪
ひ返すのだと力一杯起上つてゐる」とのことなどが報
道されている。このように、南洋群島から沖縄への戦
時引揚者の活動を報告することで、沖縄県民に戦意を
高揚しようとする意図が垣間見られる。
　1945年４月１日に沖縄島に上陸した米軍の主力部
隊は首里の第32軍司令部に迫った。５月に軍司令部
は首里から摩文仁に撤退し、６月23日に軍司令官の
牛島満が自決して、日本軍の組織的抵抗は終了したが、
日本兵はゲリラ戦を展開した。こうした戦局の推移の
なかで、日本軍による住民虐殺や「強制集団死」が実
行されたのである。
　南洋群島から沖縄に引き揚げた女性と子供は、「隣
組できれいに造ったカナーシチャグヮーの壕では、中
にいたおばさんに、子どもが泣いたら大変だと断られ
て、私たち家族だけは別の壕に入った」のであり、カ

ナーシチャグヮーの壕では「アメリカーにやられるよ
り自分で死んだほうがいいとみんな薬物で死んだ」（幸
地ヤス 2005: pp. 618‒622）と証言する。この壕で「強
制集団死」が実行された。なお、飛行場建設や陣地構
築の作業の際に、沖縄の人々は、日本軍兵士に、米軍
の捕虜になったら殺されるから、その前に死ぬように
いわれたとの証言が散見される。そのような背景に
よって、この壕での「強制集団死」も実施されたよう
に思われる。
　また、別の女性は、壕のなかで、子供が泣いたら迷
惑がかかると考えて、防空壕にも入れす、空爆を受け
るなかで彷徨い歩いたと証言している。すなわち「沖
縄に着いてからまた戦が。南洋で爆撃されて沖縄に
帰ってきたら、沖縄のほうでも爆撃。そのようなとき
に三男が生まれているんです。壕の中に入ったら泣く
から、人に迷惑がかかるかと思って、防空壕にも入れ
なくて、しょっちゅう道から子どもを抱いて歩いてい
た。空襲で吹き上げてくる土をかぶったりもしました。
沖縄に帰ってきてからもあっちに引っ越したりこっち
に引っ越したり、年寄りを連れて、そんな状態だった
ので、息する暇もないくらいでした」（上江洲トヨ 

2002: p. 688）という。また。他の女性は「友軍が帰っ
て少ししたらアメリカーがきてしまった。「カマン、
カマン」して呼ばれて、壕にいたよそのおばあさんに、
「おまえたちから早く出ていって」と言われた。壕の
中では幸雄がしょっちゅう泣いていたから、おばあさ
んに怒られていた。壕から出たら、アメリカーはガム
などいろいろくれた。宮里のお父さんが、「幸雄が泣
いたからよかった。もし泣かないで、このまま壕に入っ
ていたらガスをまかれて全滅するところだった。あん
た方のおかげで助かったんだよ」と言われた」（金城
春子 2005: p. 215）との証言もある。このように、壕
から追い出されなかったものの、壕のなかで子供がい
つも泣いていたので、周囲の人々に嫌がられたが、こ
の子の泣き声によって、米軍は、壕に隠れているのが
民間人であると認識したため、壕から出るように伝達
した。実際に壕から出ると、米軍から捕虜として扱わ
れたことが判る。
　また、戦時引揚に応じた女性の夫は、戦後に南洋群
島から沖縄に帰還すると、安谷屋の収容所において、
名幸ガマに避難していた妻が死亡したことを知った。
「瑞慶覧の人たちは、みんな安谷屋に収容されていた
からですが、妻はすでに亡くなっていました。沖縄戦
のとき名幸ガマに避難していて被害にあったようで



64

『
人
類
学
研
究
所 

研
究
論
集
』
第
13
号
（
２
０
２
5
）

R
esearch Papers of the A

nthropological Institute Vol.13 (2025 )

す。妻はテニアンに残った私のことをとても心配して
いたそうです。それなのにその私は生きて帰ってきて、
妻が死んでしまったのですから、そのショックは並大
抵のものではありません」（仲本正重 2010: p. 58）と
証言している。この名幸ガマには、七、八十名が避難
していたが、生き残った人は３名であり、意識不明の
状態で捕虜になったため、それ以外の人々がどのよう
な最期を遂げたのかということは、現在でも不明であ
る。なお、遺骨は1952年と1989年に収拾された。こ
のガマにおいて「強制集団死」があった可能性は否定
できないと思われる。
　また、妻子を沖縄に帰還させた男性は「戦争が終れ
ば、家内と子供をまたヤップに戻すつもりでした。沖
縄の方が安全だというので帰したら、かえって沖縄が
戦場になってしまって、家内も二人の子供も、私の両
親もみな死んでしまいました」（当間盛助 1984: p. 

438）と証言する。以上の証言から、生と死が何によっ
て決定づけられるのか、あるいは何を信じていいのか
わからない、と感じていた様子が垣間見られる。
　このように、1943年以降における戦争遂行のなか
で、防衛戦力となる男性は南洋群島に残留させられて
現地で召集された。他方、子供と高齢者、女性が主な
戦時引揚の対象者となった。なお、女性のなかでも、
国防資源開発や食糧生産に従事していたものなどは除
外された。このような性別役割分業があったがゆえに、
戦時引揚者のなかには、不本意ながら引き揚げた女性
や、家族や親戚のことを慮って引き揚げる女性もいた。
他方、米軍の攻撃による戦時引揚船の撃沈が相次ぎ、
戦時引揚に充分な船舶が稼働できなかったため、残留
せざるをえなくなった女性や、戦時引揚に応じても、
南洋群島に留まっても、死を覚悟せざるをえないとい
う緊張状態のなかで、家族とともに生活することを望
んで残留する女性などもいた。戦後に引き揚げた男性
のなかには、沖縄戦などで妻子が死亡したものもいれ
ば、沖縄で妻子と再会したものもいた。さらに、戦時
中に日本本土に上陸したものの、沖縄に帰ることがで
きずに、日本本土で敗戦を迎えて戦後沖縄に引き揚げ
たものもいた。このように、戦局の悪化に伴う性別役
割分業の再編が、沖縄出身南洋移民女性の生と死に大
きな影響を及ぼしたことが看取できる。こうした戦時

22  「兵役法施行令ヲ改正ス」（国立公文書館所蔵「公文類聚」第67編第95巻 昭和18年 軍事一・陸軍・海軍）
23  「南洋群島軍需食糧補給緊急対策要綱ニ関スル件ヲ定ム」（国立公文書館所蔵「公文類聚」第68編第75巻 昭和19年 産業・農事。
以下、本案件の文書は、これによる。

引揚は、南洋移民女性にとって、まさに戦争体験の一
形態であったといえる。

４　性別役割分業と南洋群島に残留した女性

　南洋群島に残留しなければならなかったのは、防衛
戦力となる男性と、国防資源開発や食糧増産の労働力
になる人々であった。南洋群島の防衛を担う男性は、
1943年９月29日に改正された兵役法施行令によって
南洋群島に兵役法が適用された22ため、南洋群島で徴
兵検査を受け、また現地で召集されることになり、戦
闘に参加することとなった。
　他方、南洋群島に残留した女性は、食糧増産などに
従事し、農作物を日本軍に供出した。これは、1944

年２月８日に閣議決定された「南洋群島軍需食糧補給
緊急対策要綱」23に基づくものであった。すなわち、
同月５日に海軍大臣嶋田繁太郎と大東亜大臣青木一男
が内閣総理大臣東條英機に宛て「南洋群島軍需食糧補
給緊急対策要綱ニ関スル件」という閣議請議書を送付
した。これによると、「現下決戦段階ニ即応シ南洋群
島軍需食糧補給体制ヲ強化スルノ要アルニ依リ別紙ノ
通決定ノ必要ヲ認ム仍テ別紙要綱ヲ提出」したという。
２月８日に内閣書記官が起案し、以下のことが同日に
閣議決定を経て指令として発せられた。

　第一、方針
　　決戦段階ニ即応シ南洋群島ニ於テハ速ニ軍需食糧

ノ補給協力ニ努ムルモノトス
　第二、要　領
　　㈠　駐在部隊ノ食糧補給ニ任ズル為糧食（米、甘

藷等）水産食料品蔬菜其ノ他ノ食料品ノ増産確
保ヲ期ス

　　㈡　群島在住民ノ所要糧食ニ付テハ極力之ガ節約
ヲ図ルト共ニ可及的ニ代用食ニ転換シテ主食糧
品（米、粟等）ノ軍需ヘノ供出ニ努ム

　第三、措置
　　㈠　軍需食糧作物ノ増産ヲ図ル為現ニ実施中ノ群

島食糧自給計画ノ外ニ可耕未利用地ハ官民有地
ヲ通ジ速ニ整地又ハ開墾ヲ行ヒ食糧作物ノ栽培
ヲ行フト共ニ蔗作地其ノ他ノ非食糧作付地ハ食
糧作付地ニ転換セシム此ガ為十八－九年期産糖
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ノ内地向移出ハ之ヲ最少限度ニ留メ十九年度及
二十年度ノ両年ニ亙ル島内軍民ノ消費酒精、雑
酒製造用数量ヲ確保ス

　　㈡　島内努力ハ特殊工事、国防資源開発ニ要スル
者ヲ除キ概ネ食糧作物栽培ニ結集セシムルト共
ニ不足努力ノ補給ニ関シテハ要スレバ陸上部隊
庁ノ協力ヲ得

　　㈢　軍需補給ノ為ニスル農場ニ付テハ軍用農場ト
シ資金、資材等ハ海軍ニ於テ一括計上シ之ガ実
施ハ概ネ南洋庁ニ委託ス

　　㈣　軍需食糧補給ヲ円滑ナラシムル為南洋興発会
社ノ機構ヲ便宜活用シ群島内ノ食糧需給調整機
関タル機能ヲ附与シ食糧ノ数量並ニ価格ノ調整
ヲ行ハシム

　　　　之ガ為南洋興発会社ヲシテ別勘定ヲ設ケシメ
之ガ収支ヲ明カナラシムルト共ニ運営ニ当リテ
損失ヲ生ジタル場合ハ政府ニ於テ之ガ補填ノ方
途ヲ別途考慮ス

　　　　軍ニ対スル供出食糧品ノ価格ハ生産費ヲ基準
トシテ海軍及ビ南洋庁ニ於テ協議シテ定メタル
価格トス

　すなわち、南洋群島で速やかに軍需食糧の補給協力
に努力する方針が示された。駐在部隊に必要な糧食や
水産物、蔬菜その他の食糧の増産と、その確保を実現
する一方、南洋群島在住民に必要な食糧を代用食に転
換させて、主食糧品を軍隊に供出するように努めるこ
とが決定された。また、軍需食糧作物を増産するため
に食糧作物の生産が可能な土地に転換させること、特
殊工事と国防資源開発に必要な人々を除く者を食糧作
物の栽培に集中させること、南洋興発株式会社に食糧
需給調整機関に転換させることなどが決定された。
　こうした状況のなかで、南洋群島に残留した女性な
どは、食糧増産などに従事することになった。ポナペ
残留の女性は「徴用されて砂糖をつくったり、芋や野
菜の増産をさせられた。日本に引き揚げるまでずっと
徴用だった。山の中への避難訓練もあった」（島袋安
亀・カマド 1995: p. 462）と証言する。また、パラオ
に残留した女性は「軍から畑を与えられイモを植えた。
手榴弾で皆一緒に死ぬか、イモを植えるかとも言われ
た。また、食糧増産すると、たとえ死んでも一緒に靖
国神社にまつられるとも言われたので、月の夜、イモ
を植える時もあった」（当山イト 1996: p. 533）と証言
している。このように、南洋群島に残留して食糧増産

などに従事する女性もいたのである。
　1944（昭和19）年６月以降、米軍はサイパン島やテ
ニアン島、アンガウル島、ペリリュー島に上陸し、地
上戦を展開した。南洋群島に留まった女性のなかでも、
米軍との戦闘に巻き込まれて死亡するものや、日本軍
によって「強制集団死」に追い込まれた人々などもい
た。他方、戦場を生き延びて米軍の捕虜となって、戦
後沖縄に引き揚げた女性もいたのである。

Ⅵ　むすび

　はなはだ雑駁ながら、以上において、沖縄出身南洋
移民女性の渡航・生業・戦争についてみてきた。本論
をまとめることでむすびとしたい。
　帝国日本の形成・展開・崩壊ないしは縮小という一
連の過程において、沖縄出身南洋移民は、好むと好ま
ざるとにかかわらず、帝国日本の南洋群島統治の維
持・拡大を支える存在であると同時に、沖縄・南洋群
島の統治政策・戦争遂行によって、自らの人生が直接
的にも間接的にも影響を受ける存在であったといえ
る。なかでも、女性の渡航は、男性の事情に大きな影
響を受けたことが看取できる。また、植民地南洋群島
での産業開発や政治社会は、主に男性と女性との性別
役割分業に基づく移民の活動によって支えられていた
のである。
　南洋群島における基幹産業は主に製糖業と水産業で
あった。黒糖と鰹節などは南洋群島から日本本土など
に移出された。こうした産業開発のなかには、性別役
割分業もまた垣間見られた。特に、水産業においては、
漁業は男性の仕事であり、魚介類の行商や加工生産は
女性の仕事であった。また、畜産業は島内の需要を満
たす産業であり、既婚女性のなかには「家内領域」で
家計を補助する仕事として畜産業に従事するものもい
た。さらには、南洋群島在住者の生活に必要な衣服な
ども、日本本土からの移入に依存するとともに、「家
内領域」において被服製造業に就く女性もいた。この
ように、南洋群島の産業開発と、それを担う人々の生
活必需品を供給する産業には、性別役割分業のありよ
うが垣間見られる。
　1940年以降の総動員体制下において、隣組などに
おける監視と懲罰の緊張状態のなかで、女性は、生業
と家事労働に従事するとともに、「銃後の守り」とし
ての役割、最前線における兵士としての「義務」もま
た付与された。このように、隣組の活動のなかで、女
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性としての「あるべき姿」や性別役割分業のありよう
もまた提示されたのである。
　1943年以降における戦争遂行のなかで、防衛戦力
となる男性は南洋群島に残留させられて現地で召集さ
れた。他方、子供と高齢者、女性が主な戦時引揚の対
象者となった。ただし、女性のなかでも、国防資源開
発や食糧生産に従事したものなどは除外された。この
ように、戦時引揚者のなかには、不本意ながら引き揚
げた女性や、家族や親戚のことを慮って引き揚げる女
性もいた。他方、米軍の攻撃による戦時引揚船の撃沈
が相次ぎ、戦時引揚に充分な船舶が稼働できなかった
ため、残留せざるをえなくなった女性や、戦時引揚に
応じても、南洋群島に留まっても、死を覚悟せざるを
えないという緊張状態のなかで、家族とともに生活す
るために残留する女性もいた。戦後に引き揚げた男性
のなかには、沖縄戦などで妻子が死亡したものもいれ
ば、沖縄で妻子と再会したものもいた。さらに、戦時
中に日本本土に上陸したものの、沖縄に帰還できずに、
日本本土で敗戦を迎えて戦後沖縄に引き揚げたものも
いたのである。
　他方、サイパンやテニアンなどに残留して食糧生産
に従事した女性は、米軍上陸後の戦闘にも巻き込まれ
た。なかでも、日本軍によって「強制集団死」に追い
込まれた人々がいる一方で、戦場を生き延びて米軍の
捕虜となり、戦後沖縄に引き揚げた女性もいた。
　以上のように、帝国日本の形成・展開・崩壊ないし
は縮小という一連の過程において、沖縄出身南洋移民
女性は、帝国日本の南洋群島統治の維持・拡大を支え
る存在であった。すなわち、南洋群島の統治政策や戦
争遂行は、性別役割分業などに基づく移民の活動に
よって支えられていたといえる。また、沖縄や南洋群
島の統治政策や戦争遂行と、それに基づく性別役割分
業によって、自らの人生、生と死が直接的にも間接的
にも影響を受ける存在であったことが垣間見られる。
これこそが、まさに性別役割分業と戦争遂行・植民地
統治との関係性によるものであったと考えられる。
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The Livelihood and War of South Seas Immigrant Women 
from Okinawa: 

A Gender Perspective

Jun KAWASHIMA*

 In modern Japan, the population shift from Okinawa to the South Seas Islands was a social 
phenomenon that emerged against the backdrop of international relations in the Asia-Pacific region 
surrounding Japan, Okinawa, and the South Seas Islands, as well as Japan’s policy of governing 
Okinawa and the South Seas Islands. This paper examines the characteristics of Okinawan-born 
South Sea immigrant women in relation to Japan’s colonial rule and war in the Asia-Pacific region, 
while clarifying the gender role division of labor based on the patterns and factors of travel, 
economic activities, and life under the wartime regime of women who moved from Okinawa to the 
South Sea archipelago. In doing so, by relying on the testimonies of immigrant women in the local 
government histories of Okinawa Prefecture, we will clarify how individual and concrete 
experiences have maintained colonial rule, war, and gender role division of labor.
 In the series of processes of the formation, development, collapse, and downsizing of Imperial 
Japan, women immigrants from Okinawa and the South Seas supported the maintenance and 
expansion of Imperial Japan’s rule over the South Seas, whether they liked it or not, and at the same 
time, their activities based on the division of labor and gender roles supported the government 
policy and the conduct of war in the South Seas. At the same time, the government policy and the 
conduct of war in the South Seas were supported by the activities of immigrants based on the 
gender role division of labor. In addition, we can catch a glimpse of the fact that they were affected 
directly or indirectly in their own lives, life and death by the division of labor based on gender 
roles, as well as by the policies of governance and the conduct of war in Okinawa and the South 
Sea archipelago. This is precisely the relationship between the division of labor and the conduct of 
war and colonial rule.
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論文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

アジア・太平洋戦争期の「南進」日本女性文学研究と
ベトナム地域研究との架橋を目指して

─森三千代の『晴れ渡る仏印』に登場する２人のベトナム人女優を手がかりにして─

宮沢　千尋*

　本稿では、森三千代の著作『晴れわたる仏印』に登場するカイルオン劇の２人のベト
ナム人女優に対する森の記述を分析し、彼女のベトナム観、ベトナム人女性観、そして
それらの限界について検討する。この分析を通じて、筆者はアジア太平洋戦争中に「南
洋地域」を訪れた日本人女性作家による文学に関する研究と、ベトナム地域研究の間に
架橋する試みを行う。
　森は1942年にフランス領インドシナを訪れた際に、張鳳好と愛蓮という２人のカイ
ルオン劇の女優に出会った。
　ベトナム文学者と会見して交流した際に、森は、ベトナム人が伝統的な思想と、フラ
ンスの植民地支配によってもたらされた西洋的な思想との間で葛藤していることを理解
し、それが新しいベトナム文学の中心的なテーマになると認識していた。しかしながら、
森はベトナム文学がフランスの指導のもとで発展するものと考え、ベトナム人自身の主
体性への理解は十分なものではなかった。
　一方、張鳳好や愛蓮によるカイルオン劇の公演を観た際には、森は伝統的な要素のみ
に焦点を当て、伝統的なベトナム演劇と西洋演劇の融合によるダイナミズムを理解する
ことができなかった。彼女は、カイルオン劇がベトナム文学と同様に、ベトナム人自身
の主体性によって生み出された「ベトナム・ルネサンス」の一部であることを捉えそこ
ねたのである。

キーワード

アジア・太平洋戦争期「南進」日本女性、「南洋文学」、森三千代、ベトナムのルネッサンス、
カイルオン劇女優

目次

Ⅰ　はじめに
Ⅱ　森三千代と『晴れ渡る仏印』
　１　「対仏印日本婦人文化使節」
　２　『晴れ渡る仏印』

Ⅲ　森三千代が出会ったベトナム女性たち
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　２　愛蓮
Ⅳ　結論
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Ⅰ　はじめに

　本稿は、アジア・太平洋戦争期に当時のフランス領
インドシナ（略称「仏印」）に「文化使節」として派
遣された作家の森三千代の紀行文集『晴れ渡る仏印』1

（1942年初版、2005年復刻版刊行）に登場する２人の
ベトナム人女優に対する森の記述を取り上げて、当時
のベトナムの社会・文化・政治状況を踏まえながら、
森のインドシナ観、主にベトナム観、ベトナム女性観
を考察するものである。それにより、筆者は、アジア・
太平洋戦争期に東南アジアに赴いたいわゆる「南進」
日本人女性の研究および「南洋文学」研究と、ベトナ
ム地域研究の間に架橋する基礎作りを目指したい2。
　筆者は文化人類学と歴史学を主要なディシプリンと
するベトナム地域研究者であり、2004年３月に南山
大学人類学研究所の主催で行われた戦争とジェンダー
に関するワークショップでコメンテーターを務めた
が、その際にとりわけ張雅氏の報告3と論文（張 2021、
2023）に触発されて、自分自身が今まであまり学んだ
ことのないアジア・太平洋戦争期に当時の「仏印」に
赴いた日本女性、特に作家に関心を持った。自分なり
に学んでみると、同時期に仏印に渡った日本人女性作
家の研究とベトナム地域研究が互いに補い合うことで
さらに研究を深化させることができるのではないかと
の展望を抱いた。筆者が目指すのは、『晴れ渡る仏印』
を当時のベトナムの社会、文化、政治の文脈の中で、
再解釈することである4。
　日本文学研究の一領域として「南洋文学」を研究す
る側は、研究者の関心、ディシプリンの違い、研究す
る言語の制約があるので無理からぬことであるが、日
本の作家による「南洋文学」や紀行文を読む際に、そ
こに出てくる「南洋」の人・物・事の背景を十分に理
解していない面がある。一方、ベトナム研究の側は、
日本文学や個々の作家、作品への理解に乏しい。文学
研究者でない限り、文学研究の理論一般にも通じてい

1  出版時の原題は『晴れ渡る佛印』であるが、復刻版の表記に従い、本稿では「仏印」と記述する。
2  フランス植民地当局は「ベトナム（Việt Nam）」という呼称を使うことを許さず、「アンナン（Annam）」と呼ばせていた。森をは
じめ日本人の多くは漢字表記で「安南」を用いることが多かった。本稿では引用の際には「安南」または「アンナン」、筆者が記述
する際には「ベトナム」を用いる。

3  張雅「1940年代に南洋へ赴く男性作家と女性作家の役割について」。南山大学人類学研究所2023年度第４回公開シンポジウム「海
を越えて南洋に渡った人たちの体験─戦争とジェンダーの視点から─」。2024年３月３日、於南山大学。

4  本稿の論述にあたり、『晴れ渡る仏印』や森の日記を引用する際には、読者の便宜を考えて、一部を旧仮名遣いから新仮名遣いに
改めた。また、漢字は常用漢字に改めた。

5  東遊運動の盟主であり、日本に亡命していたベトナム阮朝の皇族畿外公クオンデが日本軍参謀本部の援助で作った「ベトナム復国
同盟会（Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội）」の軍事部門である（白石 1982）。

ないであろう。
　以上のような状況を踏まえて、筆者が今できる範囲
で、両者を架橋するための覚書を残しておくことも意
味のないことではないのではと考え、誠に拙いもので
はあるがここに記すことにする。当時の「仏印」に赴
き文章を遺した女性には林芙美子、長谷川晴子、吉屋
信子、木村彩子など複数いるが（張 2023）、本稿では
森三千代の「仏印」に関連する作品の中で、特に紀行
文集である『晴れ渡る仏印』に焦点を当て、その中で
森が出会った２人のベトナム人女優、張鳳好と愛蓮に
注目する。
　論述に入る前に、当時の「仏印」の状況を簡単に説
明する。日本は膠着状態に陥った日中戦争を打開する
目的で、1940年９月に「北部仏印進駐」を行った。
当初、南中国からベトナム北部に向けて、日本軍は自
らが武器を与えて訓練したベトナム人の武装組織であ
る「ベトナム復国軍」5とともにフランス軍と戦闘しな
がらベトナムに入った（「武力進駐」）。しかし、これ
は日本政府や日本軍中央の決定によるものではなく、
急遽、日仏両国間で交渉が行われ、南中国から侵攻し
た日本軍の第五師団は中国側に撤退した。ベトナム復
国軍は日本軍とともに撤退することを拒否してベトナ
ム領内でフランス軍と戦闘を続けるが、日本軍の支援
を失ったためフランス軍に撃破された（白石 1982）。
日本軍は改めて丸腰のまま再度進駐した（「平和進
駐」）。1941年７月にはベトナムの南部に進駐するが、
この時もフランス植民地支配を容認したままであっ
た。「大東亜共栄圏」のスローガンに反して、1941年
12月８日の真珠湾攻撃によるアジア・太平洋戦争の
開戦を経て1945年３月９日の「仏印処理」で日本軍
がフランス植民地機構を解体するまで、日本はインド
シナでフランス植民地支配と共存していたのである。
現地の日本商社である「印度支那産業」の山根道一や
近江谷駉（小牧近江）、「大南公司」の社長松下光廣と
西川寛生ら社員、日本文化会館の小松清、現地駐屯の
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日本軍司令官町尻量基、参謀林秀澄、「仏印」に置か
れた日本の外交機関である仏印大使府の一部の外交官
など、ベトナムの民族主義者を支援した人々もいたが、
日本の戦争政策の枠内での行動に留まらざるを得ず
（武内・宮沢（編） 2024）、「仏印処理」も、米軍のイ
ンドシナ上陸への対処やソ連の対日参戦を防ぐなどの
目的で行われた（白石・古田 1976）ものであり、ベ
トナムの独立も不徹底なものであった（武内・宮沢
（編） 2024）。
　森が「仏印」を訪問した1942年初頭は、1941年７

月に「南部仏印進駐」が行われ、11月に南方総軍司
令部がサイゴンに設置、12月８日に真珠湾攻撃が行
われた直後の時期であった。フランスはヴィシー政権
下であり、「南部仏印進駐」の際に日仏両国は協定を
結び、「仏印」を日本と共同防衛するという形を採った。
すなわち、「仏領印度支那ノ共同防衛に関する日本国
『フランス』国間議定書」には、両国が「仏印」の共
同防衛のために軍事上の協力を行うことが定められて
いたが（立川 2000: 90‒91）、水面下では緊迫した状況
にあった。「仏印」領内に留め置かれた大量の「援蒋
物資」接収はドクー総督により拒否されていたが（立
川 2000: 170‒174）、「南部仏印進駐」後にやっと再開
されたものの隠匿物資がすぐに日本側に引き渡された
わけではなかった。大川周明が創設した満鉄東亜経済
研究所附属研究所（通称「大川塾」）を卒業して、大
川より「仏印」に派遣された西川寛生の日記を読むと、
山根道一が機関長を務める「山根機関」に所属してベ
トナム北部に隠匿された「援蒋物資」接収に苦労して
従事していたことがわかる。主権を握るフランス側に
配慮して接収作業を諦めることもあった（武内・宮沢
（編） 2024: 159）。
　次に、当時のインドシナにおける文化状況について
述べる。上述の「日仏協力」の一方で、双方はインド
シナの人々に対しプロパガンダ合戦を繰り広げてい
た。その際に「文化」は重要なカギであった。1930

年代からフランス植民地当局は、現地の文化の保護・
発展を重視する政策を採っていたが、この時期になる
と日本が展開するアジア主義から目を逸らすために、
インドシナ各国の文化や伝統を承認・復興することに
力を入れた。文学賞を設置することなどによってベト
ナム語の出版活動が奨励されたり、科挙廃止後に衰退
の一途をたどっていた漢字が見直された。紀元前に中
国に果敢に抵抗したベトナムの英雄であるチュン姉妹
が、ジャンヌダルク祭でジャンヌダルクとともに初め

て称えられたのは森が「仏印」を訪問した1942年の
ことであった。こうすることが現地住民に対する懐柔
となると同時に、フランスの支配強化や現地住民の把
握になると考えられたのである。同時に植民地当局は、
フランス文化の存在を強調することも忘れなかった。
ヴィシー政権下の「国民革命」とベトナムの伝統的な
価値観が併置して論ぜられ、チュン姉妹とジャンヌダ
ルクが関連付けて称えられたように、フランスの文化
はベトナムのそれと共有する要素を多く持つと強調さ
れた（難波 2006: 200‒201）。森もハノイの西郊にある
チュン姉妹の廟（森の原文では「徴姉妹の寺」）を訪
れている（森 2005[1942]: 19‒24）。チュン姉妹以外で
国民革命と関連付けながらベトナムの歴史や伝統を宣
伝するために利用されたのは、13世紀にモンゴルと
の戦いを勝利に導いたチャン・フン・ダオ（陳興道 

Trần Hưng Đạo）将軍、フランス人司教ピニョー・ド・
ベーヌの協力を得て勢力を拡大した阮朝の初代皇帝
ザーロン（嘉隆 Gia Long）などであり、これらの歴
史上の英雄の肖像が配布され、できるだけ目につくよ
うに貼ることが定められた（難波 2009: 69）。
　現地の文化の保護・発展を奨励する一方で、植民地
当局は出版物を厳しく管理した。新聞、雑誌は当局に
よって奨励すべきものとそうでないものに分類され、
前者に指定されたものは政府からの補助金や公的機関
による定期購読などの便宜を享受することができた
が、当局に従わなかった新聞、雑誌には一時的に発行
停止処分が課された。ベトナム南部のコーチシナのブ
ルジョワ政党である立憲党々首で「仏越提携」を唱え
てフランス植民地当局に協力的であったブイ・クア
ン・チエウ（Bùi Quang Chiêu）は、日刊紙『インドシ
ナ・トリビューン（La Tribune Indochinose）』の発行
人でもあったが、1941年に「検閲は、新聞が何らか
の意見を述べることを妨げている。新聞を発行しよう
と望むのなら、政府の栄光をひたすら讃えなくてはな
らない」と述べた（難波 2009: 69, 85）。後述するベト
ナムの文学者たちは、このような状況の中での創作活
動を余儀なくされていたのである。

Ⅱ　森三千代と『晴れ渡る仏印』

１　「対仏印日本婦人文化使節」

　森三千代は1942年１月、「対仏印日本婦人文化使節」
として外務省からフランス領インドシナに派遣され
た。森は当時、国際文化振興会の嘱託として働いてお
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り、同会は1940年12月に情報局傘下に移管されるま
で外務省文化事業部の管理下にあった。アジア・太平
洋戦争期に軍政が敷かれたオランダ領東インド（「蘭
印」）、英領マレー、英領ビルマ、フィリピン等には、
日本の文化人が数百人単位で「南方徴用作家」として
派遣され、軍の強い関与の下でおびただしい「南洋も
の」が書かれたのであるが、日本の軍政下にはなかっ
たタイと「仏印」は外務省が関与し、「徴用作家」で
はなく「文化使節」を派遣した（土屋 2013: 168）。外
務省の方針は、軍よりは温和であった（趙 2021: 

325）。森は文化人が前線に赴く風潮に刺激されて先頭
に立ちたいという功名心と、侵略戦争に加担しないと
いう意識を抱いていたが、「文化使節」という肩書は、
この両方を満足させるものであったと趙怡は述べてい
る（趙 2021: 325‒326）。また、森が文化使節に選ばれ
た理由は、夫の金子光晴とともに1920年代から1930

年代初めに中国、フランス、東南アジアを旅しており、
その経験を基に『をんな旅』（1941年）、『新嘉坡の宿』
（1942年２月）を刊行し、さらにフランス語の詩集も
出版していたという経歴が重要な要素であった
（趙 2021: 327‒328）。
　1942年１月15日に森は迷彩塗装を施した小型飛行
機に乗り空路ハノイに到着し、４月11日に帰国する
まで３ヵ月ほど「仏印」に滞在した。その間、ハノイ
でインドシナ総督ドクー（Decoux）、王都フエで皇帝
バオダイ（Bảo Đại、保大）に会い、そのほか学校や
ベトナム人の家庭を精力的に訪れた。フランス人、ベ
トナム人を問わず、多くの知識人とも交流し、日本古
典文学の講演も行った。また、カンボジアのプノンペ
ンやアンコールワットを訪れた（趙 2021: 326‒327）。
『晴れ渡る仏印』にはベトナムでも遺跡や歴史的建造
物を訪問したことが書かれており、「VIP待遇」（土
屋 2013: 168）、「国賓級の待遇」（趙 2021: 327）であっ
たとはいえ、森自身も多くのことを事前に調べるか、
または現地でよく学んでいたのではと思わせる。趙は、
森が精力的に「仏印」を巡り、現地の事情を伝えよう
として必死に努力したこと、「仏印」の社会と人々の
紹介した森の語り口は熱の籠ったものであり、現地の
歴史と風俗文化に尊敬の眼差しを注いでいたと述べ
る。なかでも「仏印」の文学に対しては多くの紙面を
割き、恋と祖国愛という二重の意味を持つベトナムの

伝統詩を優美な日本語に翻訳し、情熱を込めて解説し
ていることを挙げ、特に「ベトナム文学が当時の日本
人にとってほとんど未知の世界だっただけに、彼女の
視野の広さがいっそう際立つ」と指摘している
（趙 2021: 330）。
　森の「仏印」訪問のその他の成果としては、1942

年出版のフランス語の紀行詩集『インドシナ詩集
（Poésies indochinoises）』と、伝説集『金色の伝説』、

1944年出版の童話集『龍になった鯉』のほか（趙 2021: 

327）、『中央公論』の1942年５月号に掲載された短編
小説「安南」などがある。

２　『晴れ渡る仏印』

　1942年８月に室戸書房から出版された『晴れ渡る
仏印』は全17章から成り、本書中の章名が、本書出
版以前に『婦人公論』、『婦人朝日』、『南洋経済研究』
などに掲載された森による記事と同名のものもあり、
また森はそれ以外にも「仏印」に関する紀行文を多く
書いているのでまるっきり書下ろしというわけではな
いであろう。17章中、最後の２章はカンボジアに関
するものである。アンコールワット、シェムレアップ、
プノンペンでの体験を書いているが、名前が記され個
性を持ったカンボジア人についての記述はない。一方、
15章に亘るベトナムでの記述には、多くのフランス
人、ベトナム人、日本人が登場する。
　具体的に個人名の記載があるフランス人としては、
インドシナ総督ドクー、文部局長シャルトン、理事長
官グランジャン（Grandjean）、フエに在って前帝（バ
オダイの父）の名を冠したカイディン博物館長ソニー、
作家のマダム・トリエール（マルグリット・トリエー
ルMarguerite Triaire。後述するベトナム人女性作家チ
ン・トゥック・オアインの共著者）についての記述が
ある。
　ベトナム人としては、皇帝バオダイと、その叔父で
あるビュー・タイック（Bửu Thạch。森の原文では寶石。
以下同様）、「宮内大臣兼文部大臣」ファム・クイン
（Phạm Quỳnh。原文ではフアム・クヰン、范瓊）と、
その娘婿で作家のグエン・ティエン・ラン（Nguyễn 

Tiến Lãng。原文ではニエン・チエン・ラン、阮進朗）、
評論家でリセの校長でもあるダオ・ダン・ヴィ（Đào 

Đăng Vỹ。原文ではダオ・ダン・ビイ、陶登偉）、作
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家「ニエン・マン・ツウン」（未詳）、作家ファム・デ
ユ・キエム6、上述のマダム・トリエールの共著者で女
性作家兼ハノイの女子校の校長でもあるチン・トゥッ
ク・オアイン（Trịnh Thục Oanh。原文ではマダム・テ
イン・テユ・ウオン）、女優の張鳳好、愛蓮などが登
場する。また行く先々で出会った名前の記述がない、
あるいは一部、または全部がイニシャルのみ記載され
ているベトナム人との交流も記されている。
　森の派遣の目的が、ベトナムとではなく

4 4 4 4 4 4 4 4 4

、「仏印」
との文化親善である点から見て、森と会い、本書に個
人名が記載されているベトナム人たちが、予め植民地
当局によって注意深く選ばれて森と会見したことは疑
いない。
　例えば森が直接会った文学者は、上述のグエン・
ティエン・ランやダオ・ダン・ヴィ、チン・トゥッ
ク・オアインなどフランス語で小説を書く作家が中心
である。
　ベトナムでは、1920年代末から30年代にかけてベ
トナム語のローマ字アルファベット表記（クオック
グー quốc ngữ）で書く文学運動が盛んになるが、近代
的な教育を受けた都市の「新学知識人」7たちから成る
有力な文学運動の一つであり、ハノイを拠点とした「自
力文団（Tự Lực Văn Đoàn）」の作家たちについて森は
書いておらず、会っていないどころかその存在すら知
らなかったのではないかと思われる8。「自力文団」は、
平民主義、進歩思想、個人的自由、儒教からの脱却な
どを掲げて機関紙『風化（Phong Hóa）』（1932‒1937年）、
『今日（Ngày Nay）』（1935‒1940年）を拠点として多
様なテーマの小説を生み出し、近代小説の確立に主要
な働きをしたほか、「光明団（Đoàn Ánh Sáng）」また
は「光明会（Hội Ánh Sáng）」とも呼ばれた慈善組織
を作り貧困などの社会問題に取り組んだが、植民地当
局の圧迫を受けて長続きしなかった（川口 1999: 

166；田中 2023: 22；Nguyen 2012: ix）。1930年代末
から1940年代になると「自力文団」のメンバーは政
治化していき、「自力文団」のリーダー的存在であっ
たニャット・リン（Nhất Linh）は、民族主義政党で

6  ファム・ズイ・キエム（Phạm Duy Khiêm）のことであると思われる。
7  第１次世界大戦終結後、フランス植民地当局は科挙を廃止し、教育制度の改革を行った。これにより、学校教育の場で教えられる
のは漢字ではなく、クオックグーとフランス語が中心になった。新しい教育制度の下で学んだ学生たちは1920年代半ばに学校を卒
業して植民地政府の下級官吏や企業の事務員、教師や医師、ジャーナリストになった。彼らは西欧の思想なども翻訳無しで理解する
ことができた。このような知識人たちを、漢字や儒教の教育を受けた知識人たちとの対比で「新学知識人」と呼んだ。

8  ただし、森は「自力文団」の作家たちと交流があり、ベトナムの民族主義運動を援助していた近江谷駉や小松清と「仏印」で会っ
ているので、ベトナムの文学運動や民族主義運動について彼らから聞いていた可能性もある。しかし、いずれにせよ『晴れ渡る仏印』
には言及は一切無い。

ある大越民政党（Đại Việt Dân Chính）を創設した。彼
は1941年に、やはり「自力文団」のメンバーだった
カイ・フン（Khái Hưng）とともに、日本に亡命して
いたベトナム皇族クオンデの腹心だった陳文安（別名
陳福安、日本名柴田）に会うために日本軍の軍用機で
広東と台湾を訪れた（Guillemot 2012: 77, 87；田中 

2023: 28）。同年、カイ・フンは「自力文団」のメンバー
で大越民政党に参加したホアン・ダオ（Hoàng Đào）、
グエン・ザー・チー（Nguyễn Gia Trí）とともに逮捕
された（Guillemot 2012: 78；田中 2023: 67, 209）。森
のインドシナ訪問時に彼らは獄中にいたのである。
　当時のベトナム語文学運動には、「自力文団」の他に、
まさに日本の仏印進駐時に成立したマルキシズムの観
点に立つ「ハン・トゥエン（Hàn Tuyên）」グループ、
また「春秋雅集（Xuân Thu Nhã Tập）」グループ（竹
内 1984: viii‒ix）、さらに社会の不正や農村の貧困、
植民地体制批判を行ったゴー・タット・トー（Ngô 

Tất Tố）やグエン・コン・ホアン（Nguyễn Công 

Hoan）がいたが（今井 1986；川口 1999: 33）、彼ら
も森に会った形跡は無い。つまり、植民地体制批判や
社会体制批判をベトナム語で書き、フランス語で書く
よりも多くの読者を獲得していたであろう作家たちに
森は会っていないのである。
　森は『晴れ渡る仏印』の第３章にあたる「仏印の文
学」において、ベトナム文学の紹介と批評を展開して
いる。古典文学を高く評価する一方で、新しく誕生し
た「散文小説」についての言及は当時のベトナム文学
の状況を十分に理解しているとは言えない。「若い文
士達は安南語で、またはフランス語で創作する。しか
しまだ文学専門雑誌は見ないようだ。主な発表機関は、
仏字雑誌『印度支那』『エコー』、安南語雑誌『チュン・
バック』、その他新聞等である」として（森 2005[1942]: 
79）、すでに停刊し、メンバーのうち何人かは逮捕さ
れて獄中にあったとはいえ、自力文団の活動には全く
触れていない。文中で「少数のすぐれた作家」として
紹介されているのは、まず上述のグエン・ティエン・
ランで、作品として言及があるのは、『テイン・ニヤ
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イ・ザン』以外はフランス語で書かれたもののようで
ある。ダオ・ダン・ヴィについては作品名の言及がな
く、チン・トゥック・オアインに関しては、マダム・
トリエールとの共著でありフランス語で書かれた『祖
先から離れて』（Ens’écartant des Ancêtres）と『西方か
らの答へ』（La Résponse de L’Occident）の名が紹介さ
れている。実はこの２つの小説は森の「仏印」訪問前
後、前者が1942年２月に『安南の婚姻』として、後
者が1942年12月に『安南の情熱』として日本語訳が
出版されている9。
　さらに、「ニエン・マン・ツウン」の『若い娘の微
笑みと涙』、ファム・ズイ・キエムの『ナムリエン詩集』
の名が挙げられ、これらの作家が今日の「新しい安南
文学」を代表している人たちだと言ってほぼ間違いな
いのではないかと、語尾をぼかしながらも、自分の見
解を主張している（森 2005[1942]: 79）。しかし、主
にベトナム語で書く作家は紹介されていない。
　もちろん、森自身も自分の限界には気づいていて、
「自分の触れえなかったほかの人たちの中でみるみる
成長してくる人たちのいることはほとんど疑いのない
ことだが、短期間の旅行者に過ぎない自分にはそうい
う人たちに接触することは全く不可能である」と述べ
る（森 2005[1942]: 79）。また、生まれたての「仏印
文学」が「非常にすぐれて素質とよい条件を持ってい
る」と言うが、その良い条件とは「彼らの手を直接取っ
て歩かせている援助者フランス文学」のことであった。
さらに、新しい小説家がどのような欲求、動機で、何
を題材として文学をやるかという問いを立て、その答
えは「若い安南が持っている多くの悲しみと悩み」で
あり、題材として取り上げられるものは主として「迷
信深い道教、仏教と、儒教精神で作り上げられた因習
的な古い家庭内に、フランス風の新しい思想が流れ込
み、古い世代と新しい世代のまじり合う悩み、苦しみ
である」と断じている（森 2005[1942]: 80‒81）。
　森は、上述のファム・クインが、ルネッサンスを近
代化のための運動と「安南ルネッサンス（Renaissance 

Annamite）」、すなわちベトナムにおけるルネッサンス

9  鄭
チン
鶯
オアン
夫人原作、關義訳、『安南の結婚』、興亞日本社。トリン・トゥク・オアン著、奥好晨訳、『安南の情熱』、室戸書房。なお、

森とチン・トゥック・アオインの交流については別稿で述べたい。
10  ファム・クインは「安南ルネサンス」というフランス語の論説の中で以下のように述べているという。「正確さ、明晰さ、論理性、
構成への配慮、創造への関心、そして主導性。これらは安南の精神にやや足りない性質ではないか？ これらの特性はフランス文化
が私たちにもたらしてくれる。もし私たちがこれらを利用できるのであれば、私たちに真に祖国のルネサンスのまえぶれを与える安
南の魂の確かな充実化が起こりえるだろう」（二村 2021: 194）。この「安南ルネサンス」のベトナム語版が存在するかどうかについ
て筆者は未だ知ることができない。今後の課題としたい。また、二村によれば、クインのフランス語による言説の中における「ルネ
サンス」という言葉の初出は1922年であるという（二村 2021: 注 p. 25）。

を1920年代初頭から提唱していたことを知らなかっ
た10。クインはベトナムに大きな影響を与えたフラン
スの関与を完全否定はしないが、「安南ルネッサンス」
の主体はあくまでベトナム人であると考えていた（二
村 2021: 177‒178, 197‒198）ことを森は知る由もな
かったし、森にとっては「仏印文学」はフランスの援
助無しには成立しないものであり、ベトナム人はフラ
ンス人に指導される存在だったのである。
　また、土屋が指摘するように、『晴れ渡る仏印』には、
フランス植民地支配そのものや、その植民地支配を打
倒せず容認したまま日本軍が駐屯していることについ
ての言及が無い（土屋 2013: 170‒171）。上述のように
趙によれば、森が「文化使節」として「仏印」に行く
ことを決意したのは、この任務であれば侵略戦争に加
担することにはならないと考えたためである。筆者も
森が侵略戦争に積極的に加担したとは考えない。しか
し森は、植民地支配にも、「大東亜共栄圏」を唱えな
がらフランスの植民地支配を容認したままインドシナ
に駐屯している日本軍や日本政府の政策にも目を向け
ることを避けたように見える。
　一方、森の「仏印」訪問時の日記を検討した趙は、
例えばシンガポール陥落についての『晴れ渡る仏印』
と森の未公開日記の記述のトーンに違いがあることを
指摘して、森には本心と時勢に順応せざるを得ない両
面性があり（趙 2021: 346‒347）、さらに日記にはフラ
ンス植民地支配の実態への批判的な記述があることを
指摘している。
　すなわち、『晴れ渡る仏印』の中で森は、シンガポー
ル陥落の報をハイフォンの日本人経営旅館である富士
ホテル滞在中に聞き、偶然その旅館で晩餐中であった
日本軍司令官の所へ祝賀の乾杯に出向いたと記す
（森 2005[1942]: 29‒30）。一方、その日の日記には「夕
食中シンガポールの陥落を聞く」という一行が記され
ているにすぎない。さらに別の日の日記には「仏印は
要するにフランス人達が自分たちに如何に住みよく、
ぜいたくに暮らすかについて考えてつくったところで
ある」「ボーイ達は勿論、官省の下級官吏達はフラン
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ス人の前ではものも言えず頭もあがらない。終始ビク
ビクしていて出合はすと直立不動の姿勢で迎える」「フ
ランス人達は彼等の夢の王国を仏印に作り上げようと
したけれども生産国にはしなかった。汽車でも自動車
でもこの土地には何一つ製作できない、本国から買い
入れるのである。さうして本国へ巨額の富を送った」
と書いているというのである（趙 2021: 346‒347）。搾
取と低開発という植民地経済の本質を衝いた言葉であ
ると言える。
　筆者は、アジア太平洋戦争開戦後に「対仏印日本文
化使節」として派遣された森の公の言説と私的な日記
の記述が乖離するのは致し方のないことであろうと考
える。しかし土屋が指摘するように、『晴れ渡る仏印』
には確固たる植民地主義は見られないが、かといって
反植民地思想を見出すことはできない。「独立」を文
学者の立場でそれとなく表現したくらいで即座に検
閲、処罰の対象になるとも思われないにもかかわらず
である（土屋 2013: 171）。実際に、森の「仏印」訪問
後のことではあるが、1942年12月にはフランスの女
性ジャーナリストであるアンドレ・ヴィオリス（André 

Viollis）によるフランス植民地当局のベトナム民族主
義運動への過酷な弾圧について記述し、フランス植
民地当局の行為がフランス人権宣言に悖るものであ
ることを告発したルポルタージュ『インドシナ S. O. S. 

（Indochine S.O.S.）』（1935年刊行）が『牢獄の人々』
という題名で邦訳、出版されている（ヴィオリス 

1942[1935]）11。当時の日本でベトナムの独立に関して
語ることはタブーではなかったはずである。
　ジェンダーに注目すると、森は記名、無記名にかか
わらず、多くのベトナム人女性を観察し、本書に記述
している。その中で、名前が記され、個性を持った人
物として描かれているのが、作家チン・トゥック・オ
アインと、女優の張鳳好と愛蓮である。

11  ヴィオリスは1931年末の３カ月間インドシナを訪問した。1930年のベトナム国民党や共産党の武装蜂起後のベトナム民族主義者
に対する植民地当局の過酷な弾圧や植民地官吏の腐敗などについて書いたのが本書である。「まえがき」でヴィオリスは以下のよう
に述べている（ヴィオリス 1942[1935]: 8‒10）。

   私の調査は（中略）「多数者」の権利を要求する多数民族を永遠に奴隷の地位に繋いで置くことが出来るかという点にも触れては
いない。又、彼らが要求する権利は、今から百五十年も前に我々が厳粛に宣言して（フランス大革命の人権宣言──訳者注）、
1919年の講和会議が確認した権利なのだ（ベルサイユ会議の「民族自決」の原則を指している。──筆者注）。完全な独立とまで
行かないにしても、彼ら自身の祖国の政治の上に、より広い範囲の自由を与える［こ］とが、仏蘭西として得策ではないかどうか
と云う点にも触れはしなかった。（中略）私を攻撃する人々は、私が印度支那を舞台とするフランス当局の不法行為や、破廉恥な
行為を暴露するのは反仏蘭西的なことだと云う。然し私は前にも述べたように躊躇と深慮からこれを発表するのを差し控えていた
のだ。然しそれでも真理に仕えることが仏蘭西に背くものだと主張する人があるのなら、私は甘んじて誹謗の暴言を受けよう。

  ここにはヴィオリスの植民地主義に対する批判的な態度がはっきりと示されている。

　以下、森が「仏印」で出会ったベトナム女性たちを
どのように見ていたのか、また、それらの女性たちは
どのような政治的・社会的・経済的な背景を持ってい
たのかをベトナム研究の視点から考察しつつ、森のベ
トナム観およびベトナム女性観と、その限界について
探っていきたい。

Ⅲ　森三千代が出会ったベトナム女性たち

　『晴れ渡る仏印』を読んでいてまず感じることは、
森のインドシナの人々に対する細やかな観察と温かな
視線である。女性に対してもそうであり、「仏印の若
い女達」という章の最初の文章は「安南の女はよくは
たらくということで有名である」であり、限られた経
験を通してではあるが、紙漉きを生業とする村やハノ
イのマッチ工場、日本の役所や軍関係の事務所で働く
インテリ女性に対する記述は肯定的なものであり
（森 2005[1942]: 154‒161）、「人の言うように安南人が
無気力であるということは否めないことかもしれな
い。しかし、あの儒教に根ざした、伝統的な力に対す
る大きなよりどころは、なんとなく彼等におちつきを
与え、彼等をノーブルにさえしている」（森 2005[1942]: 
119）と述べるように、ベトナム人の「無気力」を「仏
印」を訪れた他の日本人女性作家のように消極的なも
のと捉えずに、それが安定して暮らすことの象徴であ
ると見ている（張 2023: 49‒51）。

１　張鳳好

　『晴れ渡る仏印』の第４章に当たる「安南芝居」に
は２人の実名が記されたベトナム女優が登場する。最
初に描かれるのが張鳳好（「チョンフンホア」とルビ
が振られている）である。森は「仏印」滞在の終わり
頃にハノイのオランピア劇場で張鳳好の芝居を観た。



図１　 張鳳好（コー・バイ・フン・ハー）が登場するカイ
ルオン劇の舞台写真（1931年ごろ）

上から２列目の向かって左から２人目、３人目、４人目、上から
３列目の向かって左から３人目、４人目、さらに上から４列目の
左から２人目と右端が張鳳好である（Vương 2024[1966?]: 10）。
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森は鳳好の体格が「安南人ばなれして堂々として」お
り、芸風がのびのびと自由で、声は「まるいよくひび
く声のくせにちょっとかすれている」のに強い印象を
受けたようだ。事前知識なしに観たのだが、歌も演技
も一座の中で目立ってすぐれた存在であると感じたと
記している（森 2005[1942]: 84‒85）。実際、当時、鳳
好が属していたのは「グランド・トルーブ・テアトラ
ル・アンドシノワーズ（印度支那大演劇団）という四
五十人から成る大一座」で、ハノイやサイゴンのほか
インドシナの各地を巡業して歩いており、彼女は「ド
ラゴン・ダンナン」12勲章を授与され、多数の高貴や
知名の士から「感状」をもらっていたことがベトナム
語で書かれたプログラムに書いてあった（森 

2005[1942]: 85）。南部出身の彼女は、森が観劇した際
にはハノイに巡業に来ていたのであろう。
　カオ・トゥ・タインが総編集人を務めた『歴史の中
のベトナム女性　第２巻　フランス植民地期のベトナ
ム女性』によれば、張鳳好はチュオン・フオン・ハオ
（Trương Phượng Hảo、1911‒2009）のことで、ベトナ

12  Dragon d’Annamか？
13  “NSND PHÙNG HÁ—Cuộc Gặp Gỡ Với Bạch Công Tử Đưa Cải Lương Thời Hưng Thịnh Nhất”, YouTubeチャンネル Người Nổi Tiếng、

2018年４月18日公開、７分50秒から９分13秒。（https://www.youtube.com/watch?v=hp4CRorb9ls）（2024年11月15日アクセス）。
14  このような経歴のフン・ハーを紹介するベトナムのオンライン新聞雑誌記事や YouTubeチャンネルは多く、学術論文の不足を補っ
ているので本稿でも適宜引用する。

ムの南部を中心に好まれる大衆的歌舞劇「カイルオン
（cải lương）」の人気女優コー・バイ・フン・ハー（Cô 

Bảy Phùng Há、「６女のフン・ハー」の意）の名で親
しまれた。フン・ハーとは、鳳好の広東語読みである
という（Cao 2012: 306, 312）。
　鳳好は、1920年代からベトナム戦争終結後の1976

年まで舞台に立って活躍した。1960年代半ばからは
ベトナム共和国（いわゆる「南ベトナム」）政権下で
国立音楽院の講師も務め13、1984年にベトナム社会主
義国政府からも「人民芸術家（nghệ sĩ nhân dân、略称
NSND）」の称号を贈られている（CAFEF 2024 オン
ライン）14。植民地政府、親米政権、社会主義政権とい
う政治体制の如何を問わず、人々に愛され、公的にも
評価された女優であり、教育者であり、俳優のための
養老院や共同墓地を建設するなど慈善運動家でもあっ
た（Cao 2012: 312）。
　コー・バイ・フン・ハーは「６女のフン・ハー」と
いう意味だと述べたが、実際に広東省出身の華人であ
る父と、ベトナム南部（当時のフランス領インドシナ
のコーチシナ）メコンデルタのミト（Mỹ Thơ）省ディ
エウホア（Điều Hòa）村出身の母との間に６女として、
母の故郷で生まれた（Cao 2012: 306, 312）。鳳好が９

才の時父が病死し、家族で父の故郷の広東に渡って亡
き骸を葬ったが、ベトナムに戻ってみると家族の財産
は他人に奪われており、一家は貧困状態に陥った。家
計を助けるために学校を辞めてレンガ造りの炉で働い
たが、歌が好きで仕事の後によく聴きに行っているう
ちに自分でも歌うようになり、その歌が上手いと評判
になって1924年に13才で歌手に転じると瞬く間に人
気女優になったという（Cao 2012: 306‒308）。
　鳳好は1940年に技術者兼実業家である男性と３回
目の結婚をすると、夫は彼女のために、彼女の名を冠
した劇団を設立した。鳳好は中国から俳優を講師とし
て招き、カイルオン劇の歌唱や音楽、演技の動作、中
国劇で行われる武道などを学んでカイルオン劇に合う
ように改良し、さらにこれを若い世代の俳優に教えた
という。「彼女はカイルオン劇の基盤を作った」とカ
オらは高く評価している（Cao 2012: 310‒311）。
　森がオランピア劇場で観た演目は「トー・アイン・
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グエット」（Tô Ánh Nguyệt。森は「トウアンニュエット」
と記述）であり、「唄と台詞と両方でゆくオペラ式の
もの」で「唄の時にはかげで安南楽器で伴奏がつく」
形式であった（森 2005[1942]: 85）。森が記すあらす
じを要約すると以下のようになる。

　　主人公トー・アイン・グエットは若い学生ミンと
愛し合い未来を誓うが、ミンは故郷に呼び戻される。
グエットの両親は街の金持ちとの結婚を彼女に迫る
が、すでにミンの子供を宿していたグエットは家を
出て子を産み、ミンの故郷に行くが彼はすでに別の
女性と結婚していた。グエットは自分が産んだ男の
子をミンのもとに遺して自分は身を引く。それから
18年、グエットは孤独の中で息子の成長を楽しみ
にしていた。グエットはしばしばミンの家を訪ねて
いたが、事情を知らない息子のタムはグエットを悪
い女だと誤解し、金を渡して再び来ないように言い
渡す。ミンは病気になり、死の直前にタムに真実を
告白する。タムは必死に母を探し、父の墓の前で出
会うことができた。母子は相識り、熱涙にむせぶと
ころで幕が下りる。（森 2005[1942]: 86‒87）

　森の「この劇の内容は、ベトナム女性の生活に共通
する苦悩を物語ったものとして非常なる大衆性を持っ
ている」という指摘は正しい。18世紀末から19世紀
初めにかけて中国清朝の通俗小説がベトナムで翻案さ
れた『金雲翹』15をはじめ、ベトナム文学や詩には主
人公が苦難を受けるものが多い。
　また、「トー・アイン・グエット」は愛し合う男女
が親の命令で引き裂かれることから始まる悲劇であ
る。1920年代になるとフランスの影響を受けた知識
人たちの手によりクオックグーで多くの文学作品や女
性に関する論説が書かれたが、家族や婚姻の問題は主
要なテーマであり、親の決めた結婚に引き裂かれたり、
苦しむ若者の姿が描かれ、儒教的な規範、男尊女卑の
風潮が批判されるようになった（Marr 1984: 190‒
251）。

15  1910年代末には前述のファム・クインによって「ベトナムの国民文学」と高く評価されるが、儒教知識人から激しい反発を受け
た（宮沢 2012、2020、2022: 807‒808）。

16  ただし、ベトナム芝居が単にこうした悲劇的なシーンばかりだけでなく、観客をくすぐって笑わせる諧謔も多いことに森は気づい
ている（森 2005[1942]: 88）。

17  “Nghệ sĩ PHÙNG HÁ U90 sống nhờ cửa Phật, đi thăm mộ hằng ngày làm niềm vui”, YouTubeチャンネル Sài Gòn Xa Nhớ、2024年8月22
日公開。２分８秒あたり。https://www.youtube.com/watch?v=kU01Dad-uhU（2024年11月15日アクセス）。

18  “Nghệ sĩ PHÙNG HÁ U90 sống nhờ cửa Phật, đi thăm mộ hằng ngày làm niềm vui”, YouTubeチャンネル Sài Gòn Xa Nhớ、2024年８月22
日公開。２分45秒あたり。https://www.youtube.com/watch?v=kU01Dad-uhU（2024年11月15日アクセス）。

　森は、鳳好が身をもだえるようにして女性としての
訴えや母親としての歎きを歌うと観客から声が盛んに
かかり、女性たちがハンカチーフを目に当てているの
を目撃している。森は、「鳳好の芝居はベトナムの現
代芝居としてもっとも本格的に推奨することができ
る」と高く評価している（森 2005[1942]: 88‒89）16。ま
た、鳳好にとって、このグエット役は当たり役であっ
たようで、彼女の代表作として必ず言及されている
（Cao 2012: 311; Sài Gòn Giải Phóng Online オンライ
ン 2009）。
　観劇後、森が鳳好と直接会話を交わしたかは書かれ
ておらず、おそらく会話する機会はなかったとも推定
されるが、もしそれが実現していたら、どのような会
話を交わしたかについて筆者は大いに関心がある。森
は鳳好に当時のベトナム女性の苦悩について質問した
だろうか？　筆者がこのように考えるのは、森と鳳好
の境遇に多くの類似点を見出すことができるからであ
る。
　鳳好は生涯で４回結婚した17。最初の夫は1926年に
結婚したカイルオン劇団の同僚で俳優トゥ・チョイ
（Tư Chơi）であり、２人の間には娘が１人産まれたが、
夫が飲酒に耽り、他の女性の元に走ったので数年で破
局に至った（Cao 2012: 310）。
　２回目の結婚は、コーチシナ全域に金持ちの遊び人
として名を轟かせたと言われる「白公子（Bạch Công 

Tử）」ことレー・コン・フオック（Lê Công Phước）と
のもので1929年だった。彼はカイルオン劇を好み、
鳳好を気に入って毎晩彼女の舞台を最前席で観劇した
という18。鳳好のためにフイン・キー（Huỳnh Kỳ）劇
団を設立したほか、自宅の隣に劇場を建てた。当時、
カイルオンなど大衆歌劇団は常設の劇場を持たず、イ
ンドシナの都市や地方を巡業するのが普通であったと
いうから、これは異例のことであった。さらに、劇団
の巡業も行っており、そのために３隻の船を所有して
いた。そのうち１隻はフオックと鳳好夫妻専用のもの
であった（Cao 2012: 310‒311）。フオックがいかに鳳
好に入れ込んでいたかがわかる。
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　しかし、結婚生活は順調なものではなかった。男児
と女児が１人ずつ産まれたが幼くして相次いで病死し
た。カオによれば、1930年までには「あちこちでの
政治的事件（chính sự）」19が原因でフオックの経済状
態は悪くなって、彼はますます酒色に耽るようになっ
た。２人の子供が亡くなった時もフオックはフン・
ハーの傍にいなかったとされる（Cao 2012: 310）。
　３度目の結婚は上述したように1940年、技術者で
大きな会社の社長だったチャン・ヒュー・ビュー
（Trần Hữu Bữu）とのものであり、彼は鳳好のために
劇団を設立したが（Cao 2012: 310）、程なくして離婚
し、チャウ・ヴァン・サウ（Châu Văn Sáu）と４度目
の結婚をして人々を驚かせたが、これも短期間のうち
に破綻した。さらに彼女は末子も病で失ったとい
う20。
　上述のように、鳳好が身をもだえるようにして女性
としての訴えや母親としての歎きを歌うと、観客から
声が盛んにかかり、女性たちがハンカチーフを目に当
てる光景を森は記しているが、３人目の夫と別れ４人
目の夫との再婚したことが大きな反響を呼んだという
ことから見ても、観客は夫たちとの別れや子供たちの
相次ぐ死という鳳好の波乱に満ちた私生活を知ってお
り、舞台上で彼女が演じるグエットと彼女自身、さら
に女性の観客の中には自らの境遇とも重ね合わせる人
もいたのではないかと思われる。
　一方、森は1901年に旧制中学校の国語漢文教師を
していた父幹三郎が赴任していた愛媛県宇和島に生ま
れた。後に父の故郷である三重県伊勢市に移った彼女
は、小中学校を通して首席であり、15才で県立亀山
女子師範学校に入学した。卒業後に地元の小学校勤務
を経て、1920年に東京女子高等師範学校に入学した。
小説家志望だったため、当時の女性にとって最高学府
である国文科を作家への登竜門と勘違いしての入学で
あったが、学校の厳格な雰囲気に幻滅していた。その
ような時に、当時ヨーロッパから帰って来て『詩集こ
がね蟲』で注目されていた新進の詩人金子光晴と知り
合って恋愛関係になり、妊娠をきっかけに卒業を前に
退学して結婚した。２人の間には息子乾が生まれた
（趙 2021: 4‒7）。金子と森はよく知られているように、

19  1930年のベトナム国民党のイエン・バイ蜂起や1930年５月からベトナム各地で起こった共産党の蜂起、それらに対する植民地当
局による過酷な弾圧を指している。

20  “Nghệ sĩ PHÙNG HÁ U90 sống nhờ cửa Phật, đi thăm mộ hằng ngày làm niềm vui”, YouTubeチャンネ Sài Gòn Xa Nhớ、 2024年８月22日
公開。５分16秒から31秒あたり。https://www.youtube.com/watch?v=kU01Dad-uhU（2024年11月15日アクセス）。

夫婦同伴で中国（1926年３月－5月、1928年11月－
1929年５月、1937年12月－1938年１月）、フランスと
ベルギー（1929年12月－1931年12月）、東南アジア
（1929年５月－12月、1932年４月－5月）を訪れてお
り（趙 2021: 505‒511）、それらの経験を基に多くの作
品が書かれた。
　しかし、２人は生涯に亘って互いの異性関係が原因
で離婚と復縁を繰り返したことでも有名である
（趙 2021: i）。そして２人の世界「放浪」は、２人の
異性関係とも結びついている。例えば、1929年のパ
リ行は、金子にとっては森を当時の恋人から引き離す
ための旅であったが、森にはパリで恋人と再会する密
かな約束があった（趙 2021: 123）。また、盧溝橋事件
後の1937年12月に森と金子は天津に渡航しているが、
これは森が1930年代初に恋愛関係にあった中国国民
党軍の軍人鈕先銘（ちゅう・せんめい）の消息を探し
たかったために計画されたものだと後に森自身が書い
ている（趙 2021: 301）。さらに、森の「仏印」行きの
理由の一つには、「仏印」に徴用されていた作家の武
田麟太郎に会いたいという望みがあったからという説
もある（趙 2021: 326）。このように親の決めた結婚で
はなく、自分で相手を選んだ森であるからこそ、
「トー・アイン・グエット」に描かれる当時のベトナ
ム女性の生活に共通する苦悩──その一つが愛する者
との仲を引き裂かれ、親の決めた相手と結婚しなけれ
ばならないということであるが──をより理解するこ
とができたのではないか。つまり、鳳好も森も、女性
に対して男性への服従を強いる儒教の「三従四徳」の
規範の中に生きる存在ではなく、「新しい女」であった。
　さらに、鳳好は女優業と劇団の座長という仕事をこ
なし、不実な夫たちとの結婚生活に苦しみながら子を
産み育てたが、その子らを次々に亡くしている。森は
息子の乾を両親に預けたまま海外を旅していたが、乾
が重病になった際には森は懸命に看病し、乾を病から
回復させた（趙 2021: 221）。『晴れ渡る仏印』の中に
は「仏印の子供たち」という章があり、「子供という
ものは、何人種でも、どこの国の子供でも可愛いもの
だ。支那には支那の子供の、安南の子供には安南の子
供のそれぞれの愛くるしさがある。私が、仏領印度支
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那を旅して、ハノイ市に滞在していた時には、フラン
ス人の子供や、安南人の子供達とおなじみになった」
との書き出しで始まる（森2005[1942]: 184）。この章
で森は、ベトナムの子供たちの生活の観察、すなわち
その服装や「躾は厳重でもけして冷やかなものではな
い」親子関係、田舎の子供たちが親を助けて働く様子、
参観したハノイの３つの学校（「ピエル・パスキエ小
学校」、「リセ・エ・プロテクトラ」、「アルベール・サ
ロー校」）の様子と教育制度、童謡や子守歌の歌詞、
子供たちの遊びの様子を記述している。森のベトナム
の子供たちに対する愛情の籠った温かな視線を感じさ
せる文章である（森 2005[1942]: 184‒201）。
　鳳好は広東人の父を持ちベトナムに生まれ育ち、フ
ランス文化とベトナム文化が混交する植民地で生き
た。一方、森は金子とともに世界各地を旅した。異国
間恋愛の経験があり、それは森の作品の大きなテーマ
であった（趙 2021: 449）。
　２人がもし親しく会話する機会があり、「お互いの
心情を打ち明けあったら（tâm sự với nhau）」、何を語
り合ったろうか？　国境を越えて、恋愛や結婚、子供
への愛情など、相通じる点も多かったのではないか。

２　愛蓮

　一方で、同じ章の中に愛蓮という女優も登場する。
森は、愛蓮を「芸というより人気の女優」と評し、「往
日のターキー」、すなわち「男装の麗人」と称された
女優の水の江滝子（瀧子）21を思わせると記す。森が
彼女に最初に会ったのはハノイでのあるパーティーで
あった。香港で長く歌の修業をしたと語り、パーマネ
ントをかけ、眉を長く描いている彼女に、森は洗練さ
れた雰囲気や、南中国女性によくみられるという「権
高さ」、「モダンな感じ」を抱いた。愛蓮が所望されて
歌ったのはベトナム語の「サンタ・ルチア」であった
が、ベトナム語の歌を望む人たちに応えてベトナム語
の恋歌も歌った。森は「さすがにそのほうがずっと聞
きごたえがあった」と評価している（森 2005[1942]: 
89‒90）。　
　愛蓮（アイ・リエン、Ái Liên、1918?‒1991）は、娘
で歌手のアイ・ヴァン（Ái Vân、1954‒）によれば、
本名はレー・ティ・リエン（Lệ Thị Liên）であり、母
チャン・ティ・シン（Trần Thị Sinh）と最初の結婚相

21  1915‒2009。北海道出身で舞台、映画、テレビで活躍した。NHKアーカイブズ、https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=D0009071
19600000（2024年11月15日アクセス）。

手であるタイ・ディン・ラン（Thái Đinh Lan）との間
に、北部の貿易港ハイフォンで生まれた。母がランと
離婚して、レー・ヴァン・トゥエット（Lê Văn 

Thuyết）と再婚した後、愛蓮もトゥエットの姓に変え
た。一家は香港に渡り、飲食店を営んだという。その
ため愛蓮は広東、フランス語、英語に堪能だった
（VNEXPRESS 2013 オンライン）。
　一方、愛蓮の本名はエレーヌ・レー・ティ・リエン
（Héléne Lệ Thị Liên）で、父はベトナムと香港の間に
船舶を運航しており、留学のために香港に行ったとす
る説もある（Cao 2012: 402）。また、母のチャン・ティ・
シンも有名なカイルオン劇の女優だったとされる
（Cao 2012: 402；VNEXPRESS 2024 オンライン）。愛
蓮は英語、フランス語、中国語、日本語で歌うことが
できた（Cao 2012: 402）。日本語の歌は1940年９月の
日本軍による北部仏印進駐後に覚えたものであろうと
推察される。
　16才から舞台に立ち、当時のフランス語新聞には
「希望に満ちた偉大な才能」と評されたという。1940

年にはベトナム北部でアイ・リエン歌劇団を設立し、
カイルオン劇を上演してインドシナ全域を公演して回
り、大成功を収めた。カンボジアでは当時の皇太子ノ
ロドム・シハヌークに勲章を授与された（Cao 2012: 

404）。団員全員が北部出身者で南部に巡業した初めて
のカイルオン歌劇団だったという（Ngành Mai 2015 

オンライン）。
　1954年のジュネーヴ協定でベトナムが南北に分断
された後も北部に残り、北部カイルオン劇団団長を務
めた。子供たちも芸能の道に進んだ者が複数おり、そ
の中の１人が北ベトナムの文化的スポークスパーソ
ン、あるいは「国民的歌手」として日本でも知られた
アイ・ヴァンである（Cao 2012: 404‒405；Ngành 

Mai 2015 オンライン）。死後６年たった1997年に、張
鳳好も授与された「人民芸術家」の称号を贈られてい
る（MR THUONG n.d. オンライン）。
　森は愛蓮に自分の劇を観に来てほしいと乞われ、そ
の翌日の晩に灯火管制の中、リュー・ド・ソアラ通り
（Rue de la Soie）の中国戯院という名の劇場に赴いて
いる。やはりオペラ形式のカイルオン劇であったが、
鳳好の芝居に比べてずっとくだけたものであった。
「チャップリン髭を生やしたとりすました男や、背の
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高い混血児らしいひょうきん者、ベレー帽をかぶって
顔を赤く塗った男」たちや、主人、妻、娘が登場する
と森は描写している。愛蓮が登場すると観客は狂喜し
て声援を送る。彼女はギターで「パロマ」を歌った。
森は再び「おそらく愛蓮はベトナム人にとって超モ
ダーンな存在なのであろう。芸というより新鮮味で人
気を呼んでいると思えた」と述べ、鳳好に比べけして
評価は高くない（森 2005[1942]:  90‒91）。
　森が観た愛蓮の芝居も鳳好のそれと同じカイルオン
劇であったが、鳳好の「トー・アイン・グエット」が
「社会モノ（tuồng xã hội）」と呼ばれるもので、当時の
ベトナム人の置かれていた社会状況に題材を取ったも
のであったのに対し、愛蓮の芝居について森は題名を
記していないが、「パロマ」、すなわち著名なスペイン
歌謡の「ラ・パロマ（La Paloma）」を愛蓮が歌ったこ
とから、これは1930年代に西欧の影響がカイルオン
劇に及んだ際に生まれた「西洋モノ（tuồng Tây）」と
呼ばれる「社会モノ」の新しいジャンルの芝居
（Hauch 1972: 43）だったと推定される。「西洋モノ」
では、劇中で西欧の楽曲とベトナムのセンチメンタル
なヴォン・コー（vọng cổ）と呼ばれる旋律を組み合
わせるなどの演出を行って人気を博したという。それ
は、ラブ・シーンではカップルがタンゴを踊るが、ヴォ
ン・コーが歌われている間には彼らは踊りを停止し、
再びタンゴが始まると踊りだすというようなもので
あったらしい（Hauch 1972: 48）。愛蓮はピアノやヴァ
イオリン、ジャズドラムなどを演奏し（Cao 2012: 

402）、「西洋モノ」を得意とした（Ngành Mai 2015 オ
ンライン）。
　ウン・クア（Ưng Quả）はクインが主筆を務めてい
た『南風雑誌（Nam Phong Tạp Chí）』上において、カ
イルオン劇をクインが提唱した「安南ルネッサンス」
の一環として評価しているが（Ưng Quả 1932: 68‒
69）、森は、カイルオン劇がベトナム文学と同様に新
旧の文化の狭間にあるベトナムの状況から生まれて、
ダイナミックに変化しつつあることを捉え損ねてい
た。また、香港に学んだ愛蓮と、中国、ヨーロッパ、
東南アジアを訪問した経験を持つ森は、越境体験、異
文化体験を共通にしているが、時間的な制約もあり、
両者の親しい交流に結びつかなかった。

Ⅳ　結論

　以上、森三千代の『晴れ渡る仏印』をベトナム地域

研究の立場から、当時のベトナムの政治、社会、文化
の文脈を踏まえて再解釈した。
　先行研究が指摘するように『晴れ渡る仏印』は戦時
外交として読むならば貴重なフィールド・ノートであ
るが（土屋 2013: 169）、フランス植民地支配そのもの
は問題としておらず、大東亜共栄圏に賛成もしていな
いが、反対もしていないことを筆者は再確認した。し
かし、短期間とはいえ、森のきめ細やかに「仏印」の
人・物・事を観察しており、その視線は温かいもので
ある。「仏印」を訪問した他の日本人女性作家と異なり、
森はベトナム人の「無気力さ」を消極的に捉えず、現
地の文化の文脈に即して肯定的に評価している。
　森は、ベトナムの文学者との交流を通して、道教・
儒教・仏教などの伝統的な思想や価値観や思想が存在
するベトナム社会に、フランス植民地支配によっても
たらされた西欧的な思想が流入し、ベトナム人がこれ
ら新旧の思想、価値観の間で悩み、苦しんでいること
を理解していた。しかし、森が出会ったベトナム文学
者たちはフランス語で書くことを主とする人々のみで
あり、ベトナム語で書き、フランス語で書くよりも多
くの読書を獲得したであろう、植民地体制批判、社会
批判を描く作家たちには会っておらず、その存在すら
知らなかったと思われる。森は新しく生まれたベトナ
ム文学に発展の可能性があり、「よい条件」に恵まれ
ていると感じたが、それはフランスによる指導、手引
きが得られるということであり、ベトナム人の主体的
な営みによってベトナム文学が生み出されるとは考え
ていなかった。まさに森が会見した「宮内大臣兼文部
大臣」であるファム・クインが唱えた「安南ルネッサ
ンス」が主張する、フランスとの交流は全面否定しな
いが、「安南ルネッサンス」はベトナム人が主体とな
るという主張を森は知る由もなかったし、ベトナム文
学者との交流を通じて感じ取ることもできなかったの
である。
　また、森は２人のベトナム人女優が主演する大衆歌
劇カイルオンを観劇しているが、通りすがりの観劇に
過ぎず、２人の女優と親しく交流することはなく、２

人のパーソナリティーとカイルオン劇についても理解
を深めることはなかった。主に時間的な条件がそれを
許さなかったものと思われる。それゆえ、見方が表面
的、一面的になった。張鳳好のより伝統的と思われる
ストーリーや音楽に感銘するが、1930年代後半から
現れた「西洋モノ」と呼ばれる、ベトナムの伝統的な
歌と西欧的な音楽が混交する歌劇のスタイルには感心
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していない。カイルオン劇は、クインの主張を受けて
「安南ルネッサンス」を主張したウン・クアがその一
環として高く評価したものである。しかし、森は自分
自身がベトナム文学の課題として指摘した新旧の思
想、価値観の中でのベトナム人の悩み、苦しみが、カ
イルオン劇にも表れていることに思い至らなかったの
である。
　最後に『晴れ渡る仏印』が一種のフィールド・ノー
トであることから、文化人類学的な視点で森にどんな
可能性があったかを指摘しておきたい。文化人類学者
の川田順造は、文化人類学の研究方法として「文化の
三角測量」を提唱している。川田によれば、人間が作
る文化を認識することは常に主観的でしかあり得ず、
完全な客観は望みえない。しかし、文化の科学である
文化人類学の文化認識は、その主観性を何らかの形で
補正する手段を持つべきであり、その方法の一つが「文
化の三角測量」だとして以下のように言う。

　　他の主観Ｂとの照合によって主観Ａを相対化し、
その主観性の位置を定めることだ。その場合、主観
Ｂの他に更に別の主観Ｃが参照点としてあれば、主
観Ａを相対化しその位置を定めることも、より容易
で確かなものになるだろう。同じことは主観Ｂ、C

についても言えるはずだ。（川田 2006: 339）

　また、川田は、三角点Ａ、B、Ｃとは異なるＤ、E、
Ｆをモデルとして精錬し、文化の観測点を増やして、
やがて全人類文化を覆うことも可能であろうとも述べ
る（川田 2006: 339）。森は日本に生まれ育ち、中国、
ヨーロッパ、東南アジアなどを旅した。文化人類学者
ではないが、文学者として文化の三角測量ないし多角
測量が可能な立場にあり、『晴れ渡る仏印』において
も部分的には、それに成功している。戦時における「文
化使節」という立場のアドヴァンテージを享受してい
るが、一方で公的発言に制限が加えられたり、短期間
の訪問のため、見方が一面的、表面的、断片的になっ
てしまった。帰国後、特に戦後にもし森がベトナムや
インドシナを再訪して長期間滞在し人々と交流すれ
ば、より深い理解がえられたのではないだろうか。し
かし、戦後の国際情勢や森の個人的事情はそれを許さ
なかった。その点が惜しまれるのである。
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Bridging the gap between the Study of Japanese Women’s 
Literature during the Asia-Pacific War and 

Area Studies for Vietnam:
Focusing on Two Vietnamese Actresses Featured in Michiyo Mori’s 

Clear Skies over Indochina (Harewataru Futsuin).

Chihiro MIYAZAWA*

 This paper analyzes Michiyo Mori’s descriptions of two Vietnamese actresses from the Cai 
Luong theater featured in her work Clear Skies over Indochina (Harewataru Futsuin) to examine 
her perspectives on Vietnam, Vietnamese women, and the limitations of those views. By this 
analysis, I would try to bridge the gap between the study of Japanese literature written by women 
writers who went to Southern Pacific area during the Asia-Pacific War and Area Studies for 
Vietnam.
 Mori met these actresses, Phùng Há (Trương Phượng Hảo) and Ái Liên during her visit to French 
Indochina in 1942. 
 About Vietnamese literature, Mori understood that the Vietnamese people were struggling 
between traditional thought and the Western ideas brought by Franch colonial rule, and she also 
recognized that this would become a central theme in the new Vietnamese literature. However, she 
believed that Vietnamese literature would develop under French guidance, denying the agency of 
the Vietnamese people.
 When watching Cải Lương performances by Phùng Há and Ái Liên, Mori focused on only 
traditional elements and failed to grasp the dynamism of the fusion between traditional Vietnamese 
theater and Western drama. She was unable to understand that Cải Lương theater, like Vietnamese 
literature, was recognized as part of the “Vietnamese Renaissance” created by the agency of the 
Vietnamese people. 

Keywords
Japanese women going southward during the Asia-Pacific War, “South Seas Literature(Nanyo 
Bungaku)” of Japan, Mori Michiyo, “Renaissance in Vietnam”, Actress of Cải Lương Theatre in 
Vietam
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論文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

1940年代に南洋へ派遣された女性作家の役割

張　雅*

　本稿は1940年代に日本から南洋の占領地へと派遣された女性作家らに注目し、派遣
の時期、期間、活動などの面から、女性作家に求められた役割について解明するもので
ある。特に、1940年代に臨時徴用作家としてフィリピンに徴用された作家のうち、三
宅艶子の『比島日記』（東邦社 1944）と川上喜久子の『フィリピン回想』（川上喜久子
発行 1984）という二つのテクストを取り上げ、当時の日本社会に存在していた性別分
業の考え方が軍政視察を目的とする女性作家の公的領域の体験にどのような影響を与え
ていたのかを考察する。この分析を通して、女性作家らが、占領地における政治間と性
別間の支配的権力関係に沿う形で「女流作家」から「日本女性」へ、さらに「主婦」へ
と転化させられる、または自ら積極的に変わっていくなかで、常に自分の役割の再認識
と個人的アイデンティティの再編成とに巻き込まれ、葛藤や抑制、反発という変化を示
したことを浮かび上がらせるとともに、女性が戦争を語るときの特殊性を明らかにする。

キーワード

南洋、女性作家、戦争、役割分担

目次

Ⅰ　はじめに
Ⅱ　女性作家を戦地に送り込む軍部の思惑
　１　内地に向けての宣伝
　２　占領地に向けての宣伝
Ⅲ　女性作家の占領地南洋の体験
Ⅳ　個々の女性作家の自分の役割への意識

　１　フィリピンに徴用された作家
　２　女性作家の「洋服」と男性作家の「軍刀」
　３　「主婦」として、「作家」としての葛藤
　４　「日本人女性」としての優位性
Ⅴ　終わりに

Ⅰ　はじめに

　1938年４月１日に国家総動員法が公布された後、
日本では老若男女を問わずあらゆる人的資源が戦争に
協力することが求められるようになった。それまでの
女性たちは、家庭の内で母親や妻としての役割を果た
すことを期待されたが、戦時体制下では国家のために
尽くすよう動員され、積極的に社会進出するように
なったのだ。たとえば、銃後の女性は出征兵士の送迎、

生産現場への進出、慰問袋の作成など多様な社会的な
活動に参加したが、戦地へ赴いた男性たちの代わりに
女性が積極的に社会進出する姿を記録に留めるため
に、女性作家がペンで様々な媒体に載せられる文章を
書くことが必要とされるようにもなった（矢崎 1940: 

245）。とりわけ、1940年代に銃後女性が軍需工場や
防空演習など社会のさまざまな場面に進出して活躍す
るようになると、女性作家の活動も存在感が一気に高
まり顕在化した。それは、戦争という特殊な社会状況
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において国のために健気に奉仕する国民女性に対する
認識の変化を、それに歩み寄るような形で「女性」的
な視点から描く作品を流布させることによって、庶民
の生活により一層、戦争の色を染み込ませるという効
果を得ることができるためであった。
　日中戦争が泥沼化した1930年代後半の時期から、
日本政府は「北進論」から「南進論」に転じて「外南
洋」地域に目を向けるようになった。1936年８月４

日に開催された五相会議で公布された「国策ノ基準」
では、「漸進的平和的手段で」南洋において経済活動
を進めることが明示され、「南進論」が初めて国策と
して唱えられた（矢野 2009: 285‒287）。この時期、ア
メリカが日本向けの軍需資材の供給に制限をかけたた
め、日本は鉄や石油などを確保することが急務となっ
た。さらに４年後の1940年８月１日、松岡洋右外相
は記者会見で「日満支をその一環とする大東亜共栄圏
の確立を図る」（矢野 2009: 114）という政府の外交方
針を表明した。その後、1941年12月８日に日本は米
英に宣戦を布告し、アジア太平洋戦争へと突入した。
仏印、シンガポール、フィリピンを含む南洋地域は、
欧米諸国の植民地から日本の占領地へと変わった。南
洋の地理的範囲は、一般的にフィリピン・蘭印・ボル
ネオ・マレー・タイ・仏印を含む地域を「外南洋（表
南洋）」と呼び、日本が委任統治するミクロネシアを「内
南洋（裏南洋）」と称していた。本稿で取り上げる「南
洋」とは、1940年代以降に日本が統治した「外南洋」
に該当する地域を指している。
　1940年に日本が「大東亜共栄圏」の構想を掲げた後、
新聞、雑誌などのメディアが当局に協力させられただ
けでなく、文学者もペンを武器に思想戦と宣伝戦への
参加を強いられ、作家たちが続々と徴用されて、日本
が新たに占領した南洋へと派遣された。この時期の作
家たちは、男女別々に南洋へと派遣されたため、男性
作家と女性作家とでは期待された役割なども異なって
いたように見受けられる。たとえば、輸送艦の上で太
平洋戦争が勃発したというニュースを聞き、砲火を浴
びながら敵前上陸した男性徴用作家に対して、一足遅
れた出発した女性作家が南洋に着く頃、各地ではすで
に日本軍により一年の軍政が施行されており、治安の
回復と資源の開発に向けて占領地の建設を進めていた
ところであった。女性作家の記録によると、彼女たち
は太平洋戦争中に日本の新聞メディアを通じて日本に
暮らす庶民女性の南進を推奨したほか、仏印やインド
ネシアといった占領地に赴き兵士たちの慰問や学校の

視察などの活動もしたという。そのほか、彼女たちは
日本女性の代表として現地の要人や女性たちと会談す
る機会を得て、公的領域の晴れ舞台で戦時中の日本人
女性が果たす役割や日本女性の「特質」などについて
発言した。そうした状況を知るにつけ、「女性を戦車
に乗せない」という伝統のある日本の軍部は一体どの
ような思惑で戦時中に女性作家らを南洋に派遣したの
か、この任務を引き受けた女性作家たちの考えはどの
ようなものだったのかという問いが想起される。
　1940年代に南洋に派遣された作家に関する先行研
究では、男性作家の南洋での宣伝工作が多様なアプ
ローチから解明されてきた。一方で、男性作家と女性
作家が同じ地域に派遣されるという状況下で、戦時中
のジェンダー・イデオロギーが文学者たちの南洋経験
にどのような影響を与えたかについて踏み込む研究は
少ない。例えば、木村一信・神谷忠孝編集の『南方徴
用作家』では、1940年代に南洋へ渡った徴用作家の
リストを整理し、彼らの徴用の経緯や各地で行われた
「文化工作」などの基礎的研究を取りまとめている（木
村、神谷編 1996）。また、尹小娟の博士論文「南方徴
用文学研究──戦後における南方表象の問題を中心
に」では、「陸軍報道班」、「海軍報道班」、「占領地視察」
という「徴用形態」の相違によって作家を区分し、六
名の作家の戦時中の作品と戦後の改稿に注目し、各作
家がどのように南洋の体験を認識していたのかを解明
している（尹 2019）。さらに、同じ地域で同じ時期に
活動した女性作家の記録を横断的に比較する研究とし
て、鳥木圭太の「女性作家の見た〈南方〉──林芙美
子と佐多稲子のスマトラ」が挙げられる。この論文で
は、林芙美子と佐多稲子が戦時中に発表した紀行文を
比較し、二人の作家による他者表象の特徴を明らかに
するとともに、共通する「虚偽」の主題を通じて、戦
後日本社会における作家の立ち位置を考察している
（鳥木 2017）。また、Julz E. Riddle は “The Woman 

Ques tion during the Japanese Occupation in Kikuko 

Kawakami’s and Tsuyako Miyake’s Philippine Diaries 

(1943)”において、1943年にフィリピンの女性知識人
と対談した川上喜久子と三宅艶子の日記に焦点を当
て、座談会で彼女たちが伝統的な家庭内での女性の役
割を強調したのに対して、フィリピン人女性知識人が
女性の権利と社会における積極的な役割を擁護したこ
とを分析した（Riddle 2022）。これらからは、先行研
究では戦時中に南洋に派遣された男性作家と女性作家
の役割分担について横断的に比較する研究がほとんど
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なされてこなかったことが課題として浮かび上がる。
　本稿は、父権的社会によって付与された「主婦」、「女
流作家」、「日本女性」といういくつかのアイデンティ
ティが太平洋戦争中の女性作家に葛藤を生じさせると
いう、同時期の男性作家の記録には見られない状況を
分析し、女性が戦争を語るということの特殊性を明ら
かにする。特に、1940年代に臨時徴用作家としてフィ
リピンに派遣された作家のうち、三宅艶子の『比島日
記』（東邦社 1944）と川上喜久子の『フィリピン回想』
（川上喜久子発行 1984）という二つのテクストを取り
上げ、戦時中の女性作家の役割という視点から、彼女
たちの南洋体験の特徴を考察する。本稿が敢えて「女
性作家」というカテゴリーを採用するのは、⑴「女流
作家」というカテゴリーを用いて女性を戦地に送り込
もうとした戦時中の軍部の思惑、⑵日本社会に見られ
た性別役割分業の観念に由来する男性作家と女性作家
の集合的な南洋体験の相違、⑶「女性作家」として派
遣された個々の女性が意識した自らの役割といった、
「女性作家」というカテゴリーの中でそれぞれに重な
りつつも異なる問題が存在していることを明確にする
必要があるからである。

Ⅱ　女性作家を戦地に送り込む軍部の思惑

１　内地に向けての宣伝

　ここではまず、日本の軍部がどのような考えで女性
作家らを南洋に派遣したのかを考察する。女性作家の
南洋派遣を引率した当時、陸軍省大本営報道部員だっ
た平櫛孝は、戦後出版した回想録『大本営報道部』に
おいて、「婦人の繊細なセンスで戦地を直視してもら
おう」と思ったため、女性作家の派遣を決定したと記
している。一方で、「女性を戦地まで無事に送るのが
これまた大変な仕事だった。軍用機で北京または上海
に送ることも考えたが、「軍用機は兵器だぞ。それに
女性をのせるとはなにごとだ」とカタブツの上司から
一喝された」（平櫛 2006 : 91）と記している。
　また、1942年９月に陸軍省報道部が女性作家に配
布した「新聞、雑誌記者、女流作家 南方派遣指導要領」
では、彼女らを視察旅行という名で徴用する目的は「大
東亜戦争一週年記念日ニ方リ対内宣伝資料ヲ収集セシ
ム」こと、「戦蹟ノ見学」、「軍司令官、軍参謀、司政
長官、司政官、現地要人トノ会見」、「軍政浸透状況ノ
視察」にあるとされた（陸軍省報道部 1942）。すなわ
ち、女性作家は本国内向けの「対内宣伝」の担い手と

して、女性に相応しい「争いを好まない」「物柔らか」
な素質を発揮し、現地住民の宣撫と軍政に対する喝采
とを作品にしたためることで、「大東亜共栄圏」の正
当性を補完することを求められていた。
　実際のところ、1941年に太平洋戦争が勃発した後、
前線で戦う兵士と銃後を守る庶民を一体化するプロセ
スが強められていく中で、女性作家らは権力側に回っ
て、庶民女性を対象として南洋で得た見聞を発信する
ことで国家の動員政策に加担し、庶民女性の南進を勧
めるべく助言していたのである。たとえば、マレーに
赴いた小山いと子は「真面目な婦人、家庭主婦たちの
手がまたどのやうに求められてゐる事か。これは原住
民の女たちを指導するといふほかに、来てゐる日本の
男たちのために何よりも急務ではないか」（小山 

1942）と呼びかけていた。つまり、小山いと子は最も
焦眉の問題は現地の日本人女性が足りないことであ
り、内地から慰問袋を送るよりも、女性が占領地へ赴
き、日本人男性の士気を奮起させることのほうが差し
迫って必要とされていると述べているのである。この
ように、女性作家たちは国家が主導する庶民の南進の
代弁者に姿を変え、新聞記事などを通じて、占領地で
戦う兵士の後を追い南洋へと南進することの重要性を
一人一人の銃後女性に意識させたのである。

２　占領地に向けての宣伝

　女性作家は日本内地向けの「対内宣伝」の業務を担
わされたほかに、南洋において現地人との交流を促進
し日本のことを知ってもらうという占領地に向けた宣
伝の役割をも求められた。実は、彼女たちの南洋の視
察行では軍政が敷かれ始めた占領地で軍部のお膳立て
した計画に沿って軍政の進行状況を見聞することが目
的とされたため、旅行気分で各地を回ることになった。
男性作家には宣伝班員として地方宣伝や新聞の作成と
印刷などの業務に携わる際に、現地の住民と交流する
機会があったのに対して、女性作家らは軍部の指示し
た公式の座談会に出席し、政府要人や上流階級の女性
との交流を行った。その意味では、彼女らも、日本国
家の欲望を象徴する記号へと転じ、占領地の人々に日
本の文化と日本女性の「婦道」を認識させるのに適当
な人材となった。例えば、林芙美子は1943年２月25

日にインドネシアの女性との座談会で「銃後の家庭を
静かに護りつゞける日本婦人のたゝかふ姿を説明」し
た後に、「自分の国の習慣にしたがって、つつましい
女の愛情で家庭を固めて行くことが最も必要」である
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と述べていた（ジャワ新聞社 1943）。三宅艶子と川上
喜久子はフィリピンに滞在した際に、フィリピン人と
の交流を促進し日本のことを知ってもらいたいという
理由で、現地の要人と五回の会談を行った。1943年
１月５日に報道部主催でフィリピンの先進的な現地女
性1と交流する座談会で、三宅艶子は「フィリピンで
は女の人の方が威張ってゐるといふことをきいた、そ
れから日本人は女を台所に押し込んでゐると思ってゐ
る、といふことをきいたけれど、ほんたうにさうでせ
うか」と尋ねたが、それに対して参加者の一人であっ
たカティグバック夫人は「私にもし、男の子と女の子
と二人あって、その女の子が非常に優れた才能を持っ
てゐたならば、男の子よりもっと上の学校にまで入れ
てその才能を延ばすことを決して躊躇しないだらう」
と返答した。その後、もう一人の参加者イラガン夫人
から発せられた、秩序の下位にいる日本人女性は自身
が台所に追いやられることに不満を抱かないのかとい
う質問に対して、三宅艶子は「日本の女は決して嫌々
乍ら台所にやられてゐるのではないと、内助の功とい
ふやうな気持について」話し、女性が自ら積極的に家
庭内の役割を果たしていることを評価した（川上 

1984: 69‒73；三宅 2002: 71‒81）。座談会に出席した
三宅艶子と川上喜久子は公的領域で活躍する日本人女
性の象徴となっているが、三宅艶子の回答からはフィ
リピン女性らが受けとった日本人女性のイメージはむ
しろ家庭という私的領域内に留まっており、戦時中の
日本国家が女性に対して用意した選択肢は限られたも
のであることを象徴するものであった。
　三宅艶子は戦後になってからの語りにおいて、自身
のような女性の作家が戦地に派遣された理由は「日本
の男性は野蛮だと思い込まれていた」ため、「日本の
文化度をフィリピン人に示す」、「日本を見直」させる
役目は女性が担うべきだと考えられたのだろうと思い
返している（読売新聞社編 1970: 171‒187）。ここから
は、軍部が彼女たちを人的資源として利用し、残酷で
攻撃的な戦場の風土を、平和を象徴する「女性」の感
性で希薄化させようとする企図を抱いていたことが窺
われる。男性国民が日本国の領土の拡大と資源の獲得
という欲望に駆られて、それらの目標を達成するため
に野蛮な戦争を起こしたのだとすれば、男性の暴力に
よる鎮圧は現地住民の反抗を起こさせるだけで暴力の

1  「女子大学校長ベニテス夫人、作家のカティグバック夫人、哲学博士カルピオ夫人、社会事業家エスコダ夫人、女医アコスタ・シ
ソン夫人、ナショナル・ティーチャース専門学校教授イラガン夫人」が出席した（川上 1984: 69‒70）。

連鎖反応を生むことになる。現地住民の殺戮をも担う
ことになった男性国民に付与された否定的イメージを
補うためには、平和と愛を象徴する「女性」の力を借
り、日本国家の代表として占領地の住民を対象に親和
と宣伝の活動をしなければならない。従って、書く女
たちは日本国家の占領地を「保護」するという欲望を、
本物の「日本婦人」として具現化する存在であったと
もいえる。このように、南洋の占領地に出た女性作家
は「女流作家」という既成の枠組みの中で振る舞い、「日
本女性」の貞淑を語りながら、日本国家の占領の正統
性と必要性を代弁する言説の中に服従させられたとい
うことであり、これは占領という暴力の正当性を擁護
することに繋がった。

Ⅲ　女性作家の占領地南洋の体験

　神谷忠孝と木村一信が編集した『南方徴用作家』で
は、南洋に派遣された男性作家の「文化工作」を「対
占領地宣伝、日本語の普及」、「対軍隊宣伝」、「対敵宣
伝」の三つに分けている。彼らの徴用期間は「最低五ヶ
月から三年に及ぶもの」（木村・神谷編 1996: 8‒12）
であり、東京都本郷区役所で徴兵検査を受けた後に、
軍刀、巻脚絆などの携行を要求された。これらは軍隊
の規律のある生活に馴化していくための必備品であっ
た。南洋に到着すると男性作家らは、戦火を潜り抜け
て敵前上陸し、前線報道と現地の治安回復のための「文
化工作」に従事した。彼らは輸送艦で軍籍に入る宣誓
式を終え（今 1944 : 79）、有給の「二流の兵士」として、
ペンを武器に敵方の投降を促し国のために命を捧げた
兵士たちの勇姿を記録していた。
　これに対し、女性作家の出発は男性作家より一年ほ
ど遅れた。彼女たちは軍報道部嘱託の「臨時徴用」の
形で雑誌、新聞の編集者らとともに南洋に渡った。彼
女たちの現地での滞在期間は半年ほどで、無給の身で
あった。
　南洋への派遣時の女性作家の身分は、陸軍臨時徴用
作家、文化大使、雑誌の特派員、国境画定委員のタイ
ピストなど多様であった。マレー方面に赴いた林芙美
子、佐多稲子、水木洋子、小山いと子、美川きよは国
際法に反する病院船で千人あまりの民間人とともに出
発した（黒田 1952: 57‒72）が、ほかの女性作家はほ



表１　女性作家の南洋滞在の詳細

徴用形態 滞在の時期 場所 移動手段 スポンサー

林芙美子 陸軍報道部嘱託 1942年10月31日から
1943年５月５日まで

マレー、ジャワ
島、ボルネオ、
スマトラなど

往路：病院船
復路：飛行機 朝日新聞社

佐多稲子 同上 1942年10月31日から
1943年５月中旬まで

マレー、
スマトラ

往路：病院船
復路：輸送船 毎日新聞社

小山いと子 同上 1942年10月31日から
1944年末まで スマトラ 往路：病院船

復路：飛行機 読売新聞社

美川きよ 同上 1942年10月31日から
（？）まで ジャワ島 往路：病院船

復路：輸送船 朝日新聞社

水木洋子 同上 1942年10月31日から
（？）まで ビルマ 往路：病院船

復路：不明 産経新聞社（？）

三宅艶子 同上 1942年11月24日から
1943年３月29日まで フィリピン

往 路：輸送船
台湾で飛行機
マニラ

復路：飛行機

毎日新聞社

川上喜久子 同上 1942年11月24日から
1943年３月29日まで フィリピン

往 路：輸送船
台湾で飛行機
マニラ

復路：飛行機

毎日新聞社

森三千代 文化大使 1942年１月から
４月まで 仏印 往路：飛行機

復路：汽船 国際文化振興会

吉屋信子 特派員 1941年10月21日から
12月19日まで 仏印 往路：飛行機

復路：飛行機 『主婦の友』

木村彩子 国境画定委員のタイピスト 1941年７月19日から
約1年間滞在 仏印 往路：飛行機

復路：輸送船 仏印泰国境画定委員会

※ この表は以下の資料を参照してまとめたものである（筆者作成）。 
望月 2008；加藤 2004；木村・神谷編 1996；小山 1949；森 1942；吉屋 1942.1, 1942.2；木村 1943
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とんど飛行機で移動した。個々の女性作家は文化大使
としての身分をあてがわれた森三千代を除き、現地で
各新聞社・雑誌の出版社に割り当てられ、それら雇用
先の企業に宿泊の場所や現地での移動手段などさまざ
まな面で便宜を図ってもらう代わりに、原稿を提供す
ることが条件づけられた。このように、彼女たちは何
も書かないわけにもいかないという潜在的な心得が
あったといえるが、見学先の南洋から帰国した後に見
たものを文章にまとめるという明確な要求を受けてい
なかったため、自身の得た素材を取捨選択して書き記
す自由をある程度を持っていたと考えられる（読売新
聞社編 1970: 182）。南洋での滞在時、女性作家は基本
的に日本軍の監視のもとで移動と活動をしたため、彼
女たちが接触できる人も非常に限られたものとなっ
た。三宅艶子の『比島日記』では、「女だけで夜歩い
てはいけないといふので、二人きりで出掛けたことは
なかった」が、川上喜久子とともにカルマタでキャボ
の教会の祭りを見に行くため、ホテルの知り合いに見
つからないよう密かに抜け出したことを記している
（三宅 1944: 94）。二人がマニラに着いたばかりの頃

は、「新生比島の歌」を発表する音楽会に出席したり、
温泉場に行ったり、市場を回ったりしており、確かに
旅行のような暢気な情緒が日記には溢れている。その
後、軍報道部は計画を立て、二人に鉄道の開設式や兵
器所、捕虜収容所、バターン戦跡、砂糖工場などの場
所を訪ねさせた。女性作家は現地での座談会や宣伝工
作といった場で国家の「大きな物語」を語る際には、
大本営と占領地の軍人の男性たちの間の伝達役となっ
た。そのため、男性たちが定めた基準によって彼女た
ちの書く内容が左右されるという一面もあったことが
読み取れる。1994年出版された『日本のフィリピン
占領』の人見潤介にインタビューした記録には、川上
喜久子と三宅艶子が視察に訪れた話がある。

　　私がパナイ島でゲリラ工作をやっているときに、
大本営から派遣された川上喜久子さんと阿部艶子さ
んという女流作家と新聞社の人が、パナイ島に来ら
れたのですが、女流作家のお２人は、実際に一般住
民に対してどんな宣伝工作をやっているのか、軍宣
伝班の宣伝工作の実情をぜひみたいと言われた。こ
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れにはほんまに困って。日本では、「今度の戦争の
意義はこうだ」なんて、やいやい言うているところ
ですからね。現地で、「こないしたほうが得だから、
日本軍に反抗したらこんなとばっちりがきて損だか
ら、こんなことしないほうがいいよ」、というよう
な幼稚な話ばかり毎日しているのだったら、あの人
らはなんの宣伝をしていると、むちゃくちゃに言わ
れるだろう。大本営も現地の事情は知らないのだか
ら、きついお叱りをうけることにもなりかねない。
それで私は前の晩から、通訳の人に、「明日はいつ
もと違ってたいへんむずかしいことを言うけれど
も、君が、民衆に言うことはいつも通り言うてくれ、
そして、私の言うことはぜんぜん無視してやってく
れたらよい」と言って、私はもっともらしく、その
大本営の人にわかるようなことを言う、通訳の人は、
いつも言うているように「おまえらこうしたほうが
得だよ」と［一同爆笑］、冷や汗流しながら、やり
ました。（日本のフィリピン占領期に関する史料調
査フォーラム編 1994: 505‒506）

　人見潤介が地方で行った宣伝工作は演説を主体にし
て、映画、歌唱、伝単を併用して民心を収攬し、ゲリ
ラの投降を促すことを企図したものであった。民衆に
とっては演説中の「八紘一宇」「大東亜共栄圏」など
の言葉はどうしても理解しづらいものであった。平子
友長の「三木清と日本のフィリピン占領」では、人見
潤介が三宅艶子と川上喜久子を「大本営から派遣され
た要人（＝密告者）として」扱い、彼女たちの前で全
力の演出と周到な歓待を行い、気を配ったと指摘して
いる（平子 2008）。以上の資料を合わせて読むと、宣
伝の経験を積み重ねた宣伝小隊の成員はわかりやすい
言葉で民衆を「教化」することを暗黙の了解として共
有していたことがわかる。しかし、このような経験を
一時的な参加者である川上喜久子、三宅艶子に知られ
るのは自分たちの立場を危険にさらすことになり、今
まで貫いてきた宣伝の方針を翻される懸念もあったた
め、彼女らの前ではあえて演出するという対策を取っ
た。宣伝に参与しなかった二人は軍隊の要人が決めた
スケジュールに沿って、彼らが見せたいものだけを見
せられたことがわかる。
　軍関係者が立てた計画の主幹は、主に日本人がいか
に資源を獲得するために苦労しているか、いかに現地
住民の民心を得ているかに集中していた。マンカヤン
鉱山を見学する際、掘り出した鉱石をいかにトラック

に積み日本に輸送していくのか、鉱山の復旧をさせる
ために先遣隊がいかに飛び回って仕事に奮闘したのか
といったさまざまな産業戦士の苦難を聞かせたため、
三宅艶子と川上喜久子の意識の焦点はそこで働いた坑
夫ではなく、戦争資源の獲得のための産業戦士の苦労
に集中した（三宅 2002: 115；川上 1984: 92）。オード
ドル捕虜収容所に行った際には、彼女たちは所長の部
屋で食事を取ったため、実際捕虜が何を食べていたの
か、どのような作業を命じられていたのかについては
恐らく見せられず、知らされていなかっただろうと思
われる。三宅艶子と川上喜久子が現地で見たものは、
現地の軍人の見えない手によってフィルターがかけら
れており、治安が回復した場所だけに案内されたこと
がわかる。
　女性作家の視察旅行には、国家の戦争の正当性と軍
政の順調な実行を国民に伝えることが求められていた
ため、占領地の軍関係者が仲介役として「粉飾」され
た「平和」像を彼女たちに提示していたことが見受け
られる。国家と軍隊から二重の欺瞞を受けていた彼女
たちは「国家」（男性）側の暴力を遂行するための便
利な存在でしかなかったと言わざるを得ない。なぜな
ら、現地において女性作家は軍の庇護のもとで活動し
たために、軍に都合がよいことを書くことが期待され、
また軍にとって風向きが悪くなる内容を書いてはなら
ないという二重の制約を受けたからである。こうした
側面から見ると、彼女たちは利用される側であっただ
けでなく、戦争に加担する存在でもあったといえるだ
ろう。このように、戦争協力者としての「加害者」と
国家権力に統制される「被支配者」両方の立場に立た
された女性作家の、「歴史的主体」として活動してい
た主体性に目を向ける時、それと不可分な関係にあっ
たであろう「国家」（男性）側による支配の陰を無視
することはできない。

Ⅳ　個々の女性作家の自分の役割への意識

１　フィリピンに徴用された作家

　作家という職業は発表した作品の芸術性、作家自身
に対する認知度などによって文壇での格付けが決定さ
れるのが常である。文壇で一定の地位を獲得するには
社会の風潮を捉えて、人目を引く作品を世に送り出す
必要がある。個人の内に「女性作家」や「占領者」、「主
婦」といった多様なアイデンティティが共存する中で
「女性作家」というポジションを前面に押し出すこと
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で南洋の視察を承諾するということは、せっかくの未
踏の地へ入るチャンスを掴んだのだから命をかけても
創作のモチーフを求めたいという思いが女性たちに存
在していたことを示しているといえよう。たとえば、
「無名」の作家であった美川きよは『南ノ旅カラ』（文
松堂書店 1944）を、阿部艶子は『比島日記』（東邦
社 1944）を戦時中に刊行している。要するに、当時「無
名」だった女性作家にとっては南洋へ行くのは「名誉」
なことであり、名声を上げるチャンスでもあった。個々
の女性作家たちの南洋へ赴く動機と立場は一様ではな
かったが、内地における生活が全面的に規制されてい
く中で、南洋を訪問することは女性作家にとって書く
材料を発見することに繋がるだけでなく、内地の息苦
しい生活から解放され、負担が少ない旅行を実現する
ことのできる滅多にない機会であったに違いない。
　本節では、フィリピンに徴用された二人の作家のテ
クスト、三宅艶子の『比島日記』（東邦社 1944）と川
上喜久子の『フィリピン回想』（川上喜久子発
行 1984）を中心に取り上げ、服装、アイデンティティ
の葛藤などの面から、フィリピンに派遣された男性作
家と女性作家の体験の相違を考察する。
　戦時中に行われた作家らのフィリピンへの徴用は主
に三回に分けられる。第一次徴用の尾崎士郎、今日出
海、石坂洋次郎などは1941年12月24日に甲班の成員
としてリンガエン湾から上陸し、１月５日にマニラに
入城した。第一次徴用の作家は敵前上陸してからマニ
ラで印刷機など宣伝用の機材を取り揃え、新聞の発行
や映画館の開館、地方の宣撫宣伝などの文化工作に従
事した。彼らは日本がフィリピンで軍政を敷き始めた
頃の初期の宣伝班員として、日本軍による現地での民
心収攬と治安回復のための文化工作の礎石を築いた。
　第二次徴用の火野葦平や上田広、三木清、沢村勉な
どは1942年２月に神戸港からフィリピンに向かい、
３月４日にマニラに到着した。マニラに到着すると、
作家達はすぐに第二次バターン攻略戦に従軍した。５

月７日に総攻略戦が終わった後は、報道班員の作家達
は文化工作の任務に従事した。具体的には、陣中雑誌
『南十字星』の編集、官民連絡所の講習会での講演、
収容された捕虜を対象とする教育などの仕事を遂行し
た。
　第三次徴用の里村欣三と今日出海は1944年12月末
にフィリピンへ渡ったが、この時には日本軍はレイテ
作戦でアメリカ・オーストラリア両軍に完全に敗北し
ており、帰国するための船便と小型機が全くない地獄

のような状態であった。今日出海は兵士とともにマニ
ラから撤退して山中で五ヶ月放浪生活をした後に、エ
チヤゲに不時着した飛行機に乗って奇跡的にフィリピ
ンから台湾へ脱出したが、今日出海とブシラク村で別
れた里村欣三は1945年２月23日バギオの前線部隊本
部で受けた戦傷のために死亡した。
　以上のように、第一次、第二次、第三次の徴用を受
けた作家達は三木清を除きほとんど血生臭い戦地に足
を踏み入れ、砲煙弾雨を浴びた経験をしたといえる（読
売新聞社編 1970: 161）。そして、第二次徴用と第三次
徴用の間の期間に、川上喜久子と三宅艶子は文藝春秋
社の斎藤竜太郎、講談社の萱原宏二、主婦の友社の山
下民城、ジャパンタイムス写真部の首藤胖、写真協会
の鈴木正一らとともに陸軍報道部からの嘱託で占領地
フィリピンに送られた。

２　女性作家の「洋服」と男性作家の「軍刀」

　女性作家が視察旅行という名目で徴用された時期は
男性作家より約一年遅れたものの、女性作家と男性作
家の間に完全に接点がないというわけではなかった。
川上喜久子と三宅艶子は12月10日に「行く雁帰る雁
の出逢い場」（川上 1984: 25）であった台北でシンガ
ポールからの帰途にいた寺崎浩、中村地平、中島健蔵、
海音寺潮五郎らと出会ったほか、12月19日にマニラ
で火野葦平に会い、12月20日には三木清と火野葦平
の送別会に出席した。川上喜久子の12月10日の日記
には男性作家が女性作家の占領地の視察について不平
を漏らしたことが記述されている。

　　どこでの話か、先に派遣されている文人たちが、
女流作家が来るときいて、「おれたちがちゃんとやっ
ているところへ、何でのこのこ出張ってくるのか」
と大いに憤慨したという、その話しぶりから、中島
さんのような人でもそんなふうに思うのか、とひそ
かに男の狭量さを考えさせられた。自分らの力量に
自信があるなら、一カ所二人ずつくらいの女が来た
とて、どうせ大した仕事ができるはずもないのだか
ら、自分らの領域を脅かされるようにさわぐ必要も
なかろうに……（川上 1984 : 25）

　川上喜久子と三宅艶子の二人がマニラを訪れたのは
フィリピンで軍政が敷かれるようになった一年後であ
り、現地の秩序がある程度回復しており、治安に対し
ても過剰な心配はいらなくなった時期であった。二人
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の訪問が「出張」ることだったとされるのも、何もな
い廃墟で治安を回復することに従事していた男性作家
の功績をそのまま享受する形で、その戦果だけ手に入
れるようなものだと男性作家は考えていたためであろ
う。これに対して川上喜久子は、反語表現を用いて男
性作家らに自信さえありさえすれば女性作家を自分の
領域に脅威を与えるものであるかのように排斥する必
要はないはずだと反発している。彼女が「大した仕事
ができるはずもない」と語った女性作家の任務の内実
は第一次、第二次徴用された報道班員の前線報道の任
務とは異なり、占領地の「治安維持、重要国防資源の
獲得と、軍の自活」（筒井 1944: 35）といった軍政の
目標が達成されたか否か状況を視察して、その成果を
内地に発信することであった。実際、第一次徴用の終
了後に帰国して半年ほど後に再び「行政視察」の名目
でフィリピンに派遣された石坂洋次郎は戦後になっ
て、「はじめのときに比べれば、たいへん大事にされて、
島から島をまわった」と語っている（読売新聞社編 

1970: 149）。石坂洋次郎の話からは、視察旅行におい
ては初めの徴用時のように乱暴に扱われることはな
かったと窺われるが、その代わりに食費と交通費以外
の支給はなく、滞在中の給料が支払われることもな
かった。というのも、第一次徴用の男性作家たちは出
発からフィリピンの目的地に至るまであらゆる場面で
不便を強いられたが、軍部から一定の給料が支給され
ていた。軍部に正式に雇われた報道班員は階級によっ
て給料や待遇の差があったものの、おしなべて当時の
文化人にとっては厚遇であり、それで生活の改善がで
きると期待する作家もいた（今 1944: 10）。一方、厚
遇を受ける代価として前線の視察中に命を落とす危険
性があった。他方、無給の川上喜久子は現地で金銭的
不自由を忍んだことがあり（川上 1984: 206）、フィリ
ピンから帰国する前に宇都宮直賢大佐に事情を伝えて
給料を支給してもらったことを記している（川上 

1984: 231）。
　第一次徴用作家との間に給料の差があっただけでな
く、男性作家と女性作家とでは占領地へ赴く際の身支
度にも違いがあった。今日出海の『比島従軍』には、
自宅に徴用の白紙が届いた後、1941年11月22日に東
京府本郷区役所で身体検査を受けた際、携行可能な物
品について記載された注意書を受け取ったことが記さ
れている。それは「夏服（国民服ハ特に可）夏シャツ
一二着、飯盒、水筒、巻脚絆、軍刀」であった（今 1944: 

13）。これらは人間の身体を軍隊の規律に適応させる

ことを企図した日常の必備品といえるだろう。特に、
軍刀は軍隊に特有の階級制度における兵士としての身
分を象徴するものであり、それを常に携行することは
被占領者に対して暴力を振るうことを可能にした。彼
は、四日後に予定されていた東部防衛司令部での集合
および出発に向けて携行品を準備していた際に、文藝
春秋社の送別会で菊池寛から「武士の嗜みではないか。
切腹する時にだって脇差の一本は要るのだから」と言
われ、短刀を譲り受けた（今 1944: 13）。しかし、東
部防衛司令部でこの短刀を携帯していた彼は、「軍装
に刀がないのは軍夫のよう」だと見なされ、尾崎士郎
や石坂洋次郎とともに〇

マ マ

〇〇の久保軍刀店を訪れ、店
主に軍刀へ改装するよう依頼した。改装後は外見上、
軍刀のように見えるようになったものの、「革鞘の半
分も中身もない」状態であったため（今 1944: 73）、
今日出海はどのような状況でも「これは腹を切る刀だ
から」と、人前で無闇に抜き放つことを控えた（櫻
本 1993: 73）。一方、石坂洋次郎はマニラへ向かう際
に金モールの指揮刀を携行していたため、輸送艦の下
士官に吊るすことをやめるよう求められた。その理由
は、それが「軍隊ではよっぽど偉いんでなければ、つ
るさない刀」であったからだ（読売新聞社編 1970: 

166）。これらの記述からは、彼らは携行品と軍服によっ
て兵士と同一化されたほか、輸送艦で「軍人勅諭を奉
読したり、戦陣訓を大声で斉読したり、体操、防毒面
をつけたり外したりする操作」の訓練もさせられたこ
とから（今 1944: 67）、「準兵士」だったといえる。し
かし、整然さと迅速さを基準とした軍隊の中で平均年
齢が40歳を超えた男性作家から成る宣伝部隊に軍事
訓練をさせたとしても、最低限の基準にも達していな
い「不合格」の兵士に見えるため、「この連中を扱う
のは、支那の捕虜を扱うより厄介だ」と文句を言われ
たこともあるという（読売新聞社編 1970: 165）。この
ように占領地への徴用という状況下では「準兵士」と
して訓練された文士達も規律化された生活に内在する
暴力性に服従せざるを得なかったが、彼らは終始戦闘
力を持たない「二流の兵士」と見なされた。ここには、
人間を馴化させる軍隊における文士の不適応性が剥き
出しになっているといえよう。
　これに対して女性作家のほうはというと、川上喜久
子と三宅艶子はもちろん、出発する前に「軍刀」の携
行を要求されるようなことはなかったが、三宅艶子は
毎日新聞社の人から「あんまりみっともない格好をし
ては行けない」と言われたという。そのため、彼女は



95

１
９
４
０
年
代
に
南
洋
へ
赴
い
た
男
性
作
家
と
女
性
作
家
の
役
割

「当時の東京では着られないような、パーティー用の
洋服とか、夏服とかを作って、戦地へ行くなんて感じ
じゃなく、どちらかといえば、浮き浮きした気持ちで、
はなやいでさえいた」というような心持ちで出発した
と述べている（読売新聞社編 1970: 175）。日本は
1940年２月11日に「婦人人絹製品配給統制規則」を
発表し、国民は華美な服装の着用を自制するように求
められるようになった。このように、当時、日本が海
外侵略の欲望を戦争の形で遂行するには、国民の消費
の欲望を消滅させ物資と人心を統合する必要があり、
その手段の一つとして、国民女性に均一的で素朴な格
好を要求した。しかし、国家を代表し占領地を視察す
る女性作家には一般女性とは別個の基準を設けて、派
手で華美な服装が許されていた。川上喜久子もまた、
マニラに着いた後に、マニラ新聞の福本福一から「明
日は早速洋服をつくるんですね」と言われたという（川
上 1984: 35）。彼女の日記には、マニラの洋服屋へ寄
り服を直したりあつらえたりする記録が見られる一
方、自分の質朴な格好に対して引け目を感じたことも
書かれている（川上 1984: 98‒99）。彼女は、ともにマ
ニラへ赴いた三宅艶子の格好に合わせることができな
ければ、不釣り合いに見えることを嘆いているのであ
る。質朴な格好は日本人男性の面子を潰すことにもつ
ながる上に、占領地における日本国家の権威の発揚に
も影響を及ぼすと考えられていた。軍部にとって「女
流作家」はあくまでも「女性」の代表でしかなく、彼
女たちの才能よりも装いを含む容姿の良し悪しの方を
重視していた。だからこそ、占領地で女性が着用した
衣服は日本の国力を表現する記号と見なされ、みすぼ
らしい格好はかえって不適切なものとなったのであ
る。このように、占領地に赴いた女性作家は戦時中に
国家が女性の私的生活に対して課した規制をある程度
回避できる立場にあり、その意味では全体主義を利用
しながら個人主義を実現したともいえる。その一方で、
彼女たちは暴力装置である国家を代表する立場にある
ことを前提としていたため、衣服を通じて個人の表現
を実現することもまた、足枷をはめられながらの自己
表現でしかなかった。暴力という手段に乗じてのみ実
現可能だった個人の自由は、女性作家が国家による暴
力に加担することを意味したほか、彼女たちが男性の
セクシュアルなまなざしの対象になることも避けられ
なかった。たとえば萓原宏一は戦後のインタビューに
おいて、マンカヤン鉱山で三宅艶子と川上喜久子の着
ていた白い洋服が鉱山の開発に従事していた日本人に

触れられ、「黒く汚れた」ことを回想している（日本
のフィリピン占領期に関する史料調査フォーラム編 

1994: 353）。男性たちは女性がほとんどいない状況
だった中で突如として現れた女性作家を幻想上の日本
人女性と見なし、彼女たちが着ている洋服を弄ぶ行為
を通して、女性に対する自らの欲望を可視化すること
さえためらわなかったのである。
　占領地へ徴用された男性作家が携行した軍刀と女性
作家が着用した洋服の記号性には明らかな相違があ
る。女性作家は最初から前線に立たされないことを前
提として南洋各地へ出発したことがわかる。もちろん、
輸送艦に乗る時には女性作家もまた男性作家と同じよ
うに魚雷や爆弾の攻撃に晒される危険性があった。し
かし、たとえ三宅艶子と川上喜久子が高雄へ行く船で
救命胴衣の訓練と夜警の見張りを経験していたとして
も、「戦士」としては扱われなかったため、男性作家
のように船で軍籍に入る宣誓式に参加させられること
はなかった。女性作家の記述には、自身が兵士と文士
の身分の間で揺らぐ葛藤や、日本から占領地へやって
来た男性たちに女性として乱暴に扱われることに対す
る不満といったものは見られないが、公的領域に立つ
「女性作家」であっても、私的領域である「主婦」と
して送る日常からは完全に切り離されていなかった様
子を見てとることができる。次節では、この様子につ
いて考察してみよう。

３　「主婦」として、「作家」としての葛藤

　1938年の国家総動員法の公表とともに、日本では
性別役割分担である「男は仕事、女は家庭」という構
図が、「男は戦場、女は銃後」という状況に変化した。
これにより女性たちはそれまで通り家事労働をする
「主婦」としての役割を果たすだけでなく、「日本人女
性」として、「軍国の妻、母」として、献金、千人針、
出征兵の歓送、防火訓練などに至るまで、国民女性と
して様々な役割を求められるようになったのである。
このような活動への参加は、それまで台所に追いやら
れていた銃後女性たちにとって、「一つの〈女性解放〉
であった」とも指摘されている（加納 1995: 84）。そ
のような中で川上喜久子と三宅艶子が国家を代表して
フィリピンに徴用されたことは、当時の文脈から見る
とこの上ない「名誉」であった。ただし、公的活動に
参加する銃後女性には家庭の役割を全うすることも要
求された。フィリピンにいた三宅艶子と川上喜久子の
日記にはそうした家庭役割を果たせないことに対して
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歯痒い思いを抱いていた様子が見られる。たとえば三
宅艶子はマニラで、日本では自由に入手できない食材
を見かけた際などに、それを購入したいという欲求に
駆られて「主婦」としての役割を想起したことを日記
に書いている。

　　ふと自分が旅先でホテル住ひをしてゐることを忘
れてしまふのだ。買つて来てすぐ台所に立てるやう
な気がしてしまひ、そしてなんだ今トマトケチャプ
を買つたつて仕様がない、と気がつくと涙が出る程
悲しい。市場で感じる郷愁は、きつと男の人にはわ
からないだらうと思ふ。（三宅 2002: 25）

　1937年に日中戦争が発生した後、日本は綿糸や石
炭、鉄鋼などの不足資源をすべて軍需工業に集中させ
て、民間での不要不急な消費を規制するように統制を
開始した。さらに1940年６月以降、日本国内では米
不足が続き、同年６月から砂糖、マッチについて切符
制の配給の実施に乗り出した。このように内地の食料
品が不足する中で、三宅艶子はマニラの品物揃えを見
て、公的な立場にあることで家庭の家事に関わること
ができない自分と、そうした状況に無関心な男性との
間に差異が存することを意識していたことがわかる。
　一方で川上喜久子は、滞在の期間が急に変更された
ことに苛立っていた。

　　私たちは最初交渉のあった時、往復飛行機で期間
は二か月、年内にはらくに帰れるというお話なので
承諾したところ、いよいよ出発という時になって突
然船に変えられ、しかももはや十二月に入っている。
春になれば受験を控えている子供もあり、主婦とし
てもいろいろ困ることがある。しかも全然無給なの
で、滞在が長くなれば、持参のお金には制限がある
ことだし、まことに心もとない次第である。（川上 

1984: 21）

　川上喜久子は、フィリピンで作家として活躍する間
にも私的領域における「主婦」としての役割を果たさ
なければならないというように職業活動と家庭の責任
の両立を課されることに苛立ちを感じていた。このよ
うに「女性作家」、「主婦」、「母」という役割に内在す
る期待を同時に背負わされた上、権力側が恣意的に予
定を変更することや無給の待遇で長期滞在をしなけれ
ばならないことが彼女の心身に一層の負担をかけ、不

自由を感じさせたことがわかる。
　さらに、彼女の日記には、マニラで文藝春秋社の斎
藤竜太郎や講談社の萱原宏一といった日本人男性の相
手をしながら、現地の娯楽施設で佳肴と美酒に酔う生
活に飽きたことが、以下のように記されている。

　　もうバーなど回るのはたくさんだ。はかない気持
が胸を食い荒らしている。つくづくと仕事がしたい。
（川上 1984: 46）
　　食事の後バーに回る所までお供させられるのは、
くたびれている私にはむりであった。来た当座こそ
マニラを知るためにとがまんしてついて回ったが、
高級バーというのか、読んだりして得たイメージと
は違う上品で清潔な小店で、私の社会勉強も一二度
でもう十分、早く一人になって休みたかった。
　　家庭を離れた彼らが、主婦であり母であり、多少
は話相手もつとまる私たちを、代わる代わる誘って
くれる心情も察しられるけど、相手によってはたま
に独りの自由な時間を与えることも、何よりのもて
なしであろう。（川上 1984: 199）

　戦争の破壊によって頽廃したダンスホールでは依然
として男性のために娯楽活動が続けられ、女性が娯楽
の対象とされていたことに、川上喜久子は違和感と抵
抗感を覚えたのだろう。これについて、中野聡は『東
南アジア占領と日本人　帝国・日本の解体』の中で「東
南アジア占領をめぐる日本人の「語り・回想」のなか
には「酒色に溺れ、ものを買いあさる」という占領地
で遊興にふけっていた「醜い日本人」像がよく出てい
る」と言及している（中野 2012: 199）。さらに、今日
出海は「三木清における人間の研究」において、自身
が尾崎士郎と晩餐を済ませた後に「悪友と青楼に登る
こと度々」であったとしているほか、石坂洋次郎にとっ
ては買い物が「憂さ晴らし」だったと書いている
（今 1950: 44）。戦時中の占領地における娯楽場は、ま
るで戦線にとっての後方であるかのように、そこへ
戻ってきた戦士の戦力を補給し、占領地にいる男性の
感傷性を排除させるために彼らを慰める場所となった
と思われる。しかし、川上喜久子のほうは、男性のス
トレス発散のために、添え物としてそこで一役を買う
つもりなどはなはだなかった。先に見た川上喜久子の
文章は、自身が男性間のホモソーシャルを強化するた
めの道具として利用され男性の快楽を満たすためのも
のになることに抵抗していたことを示している。ただ、
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わかるのは、占領地において日本人男性たちは、「主
婦であり母」である日本人女性を話し相手として求め
ていたということである。川上喜久子は自身が現地の
男性たちにどのように位置付けられているのか、それ
によって自身と男性たちの間にどのような関係性が展
開するのかを察したために、フィリピンの視察旅行の
際に男性によって求められる「主婦」「母」役を演じ
て彼らを引き立てることを拒否したといえるだろう。
女性作家たちは、占領地へ徴用され宣伝活動を担うと
いう公的な場においても依然として「銃後女性」とし
ての「主婦」や「母」という役割を割り当てられてお
り、そのことが作家としての活動にとって支障になる
ことに抵抗感を覚えていたのである。 

　以上のように、三宅艶子と川上喜久子という二人の
女性作家の視察日記には、その日の行動を中心にした
記録が書き残されているのみならず、その行間に時折
「主婦」としての立場、あるいは「主婦」としての立
場が見え隠れする。彼女たちの日記からは、たとえ公
的領域に出たとしても女性は家庭の母の役割を果たさ
なければならないという期待を向けられることによる
葛藤と心労を抱えていたことがよくわかるだろう。こ
のように、戦時中の日本は兵士になった男性の代わり
として女性の社会進出を推奨する一方で、女性には「家
庭の美風を守る」役割があることをも強調し続けてい
たため、占領地に徴用された女性作家は国民を育て家
庭を守る「主婦」と、軍政の浸透を称揚する「女性作
家」という二重の相反するような役割を求められたの
である。女性作家たちは内地では家事労働によって文
筆の時間が削られ、フィリピンでも日本人男性の酒宴
に付き添うことで書く時間が削られざるを得ないとい
う状況に置かれていたといえよう。

４　「日本人女性」としての優位性

　三宅艶子と川上喜久子の占領地への視察旅行は日本
軍の最高統帥機関である大本営による派遣であったた
め、彼女たちは現地で比較的手厚い歓待を受けた。た
とえば、マニラに到着した後、二人は将官以上の人が
宿泊するマニラホテルに泊まった。川上喜久子の日記
には「フィリピン人の手前女客を二流ホテルに移せる
か、と誰か言ったと三宅さんにきいたことがある」と
書いている（川上 1984: 142）。「フィリピン人の手前
女客を二流ホテルに移せるか」という話にみられるよ
うに、このような厚遇には彼女たちが女性であるとの
「特殊性」もある程度作用したことは否めない。しかし、

このほかにも二人はフィリピンの至る所で「珍客」と
して扱われ、注目されている。マンカヤンの鉱山を視
察したとき、「日本の女の訪問は正に開闢以来最初の
ことだそうで、日比人共大そう珍しがったらしく、日
本の男性は色が黒いのに女はどうして色が白いのか、
という質問が出たとか、これは後で聞いたことだが、
坑道の中にいた人々が、今日は日本婦人が来るという
ので、一日楽しみにしていたところ、とうとう見られ
なくてがっかりしたとか、いろいろ面白い話があった」
と現地人の好奇心を引いたことは、川上喜久子も触れ
ている（川上 1984: 92）。さらに、同日の夜、現地人
の結婚式に出席した折に、酔っていた日本人たちは「こ
れがほんものの日本婦人だ、混血児ではないのだぞ」
と彼女たちを「あちらこちら引回した」という（川上 

1984: 94）。「混血児」より上位の秩序にいたと思われ
る二人の一挙一動が現地人の関心をそそっただろうこ
とは明らかである。
　三宅艶子と川上喜久子がフィリピンにおいて慇懃な
態度で接されたというのは、まさに戦場にいる日本女
性の「特殊性」、「希少性」に由来するものであり、彼
女たちが男性作家と同様の権力を獲得したことを意味
するものでは決してない。たしかに、彼女たちが占領
地で享受した珍味や滞在した一流ホテルは一見すると
「特権」のようである。しかし、実際にはそれは軍隊
におけるジェンダーの不平等性から生じたもので、女
性は「男性ほど強い身体を持っていない」、「兵士には
なれない」ことを前提された存在であったがために、
占領地を訪れても保護を受けなければならなかったと
いえる。彼女たちは戦場で砲煙弾雨を浴びながら敵と
対峙したわけではないため、その日記には当然、国家
のために犠牲を惜しまずといった悲壮で壮烈な心境は
見られない。かといって彼女たちは、自身が選ばれて
占領地へと徴用されたことに対する不満や不平を漏ら
しているわけでもない。実のところ、「暗くなって女
ばかりで出歩けば街娼と間違えられても仕方ないと教
えられた」ため、彼女たちは占領地で自由に外出する
ことができなかった（三宅 2002: 77）。このように、
占領地に赴いた女性は「弱い」「侵犯されやすい」存
在として認識されていたが、三宅艶子と川上喜久子は
訪問先で自身の耳に届く「日本人女性」に対する称揚
が戦場における女性の「無能」と「無意味」というイ
メージを消去させると考えたからこそ、そうした称揚
を細かく日記に書こうとしたのだろう。
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Ⅴ　終わりに

　国家総動員法が公布された後、日本は〈帝国〉日本
が西洋諸国と拮抗する場と見なした南洋に男性作家と
女性作家をそれぞれ待遇を区別した上で送り出した。
この決定は、男性作家には準兵士として前線で戦争を
記録する役割を、女性作家には知的な日本女性として
占領地を見学・記録する役割をというように、両者に
別の任務を果たさせるものであった。女性作家らは占
領地としての南洋において、「女性」の独特な感性を
生かして国家が南洋で展開する「偉業」を日本内地で
待つ銃後の女性に伝達した。彼女たちには、多くの銃
後女性に夫や息子の戦争参加を後押しさせるといった
戦争協力が期待されたのである。このようにして、国
家の戦争物語は男性作家の占有物ではなくなったばか
りか、国家はむしろ衆目を引く女性作家を積極的に利
用して、占領地に対する民衆の関心を集めることを企
図したものと考えられる。日本内地で「主婦」として
「母」として居間や台所に閉じ込められていた女性作
家は、占領地への視察旅行という形で国家の代表とし
て公的な舞台に上がることができたが、占領地に到着
した彼女たちには父権制と軍国主義を支持しなければ
ならないという運命が待っていた。さらに、軍部の臨
時徴用作家として派遣された女性作家は軍部の期待通
りの行動と発言をする必要がある一方、同時に被占領
者の眼差しに曝されてもいた。また、女性作家が特権
的な位置に立つことは必ずしも自由自在に公的領域と
私的領域の間を往来することにはならなかった。彼女
たちは戦場と日本の文壇における男性と女性の間の非
対称な関係と、文壇における女性作家同士の評価の分
化という悩ましい事態の双方に直面した。その上で、
家庭内での自身の義務を果たすことができないという
不安を克服しなければならない立場に置かれたのであ
る。
　成田龍一は、戦時中の日本では、ジェンダー間と公
私の境界線を曖昧にしていくことによって、「男性／
女性、戦場／銃後の安定した、非対称的な関係がゆら
ぎ、男性性や女性性の自明性が消失し、性別役割分担
が従来どおりに遂行し得ない局面があちこちに生じ
て」いたと指摘している（成田 2002: 18）。本稿で見
てきたように、男性原理が支配する戦場に入り込むこ
とは、男性の領分に参与して男性が手に握る権威を揺
るがし、男性の占領を観察し監視することにつながる
ため、女性作家の戦場視察には二元化されたジェン

ダーの構図を強化しつつ、その間に亀裂を入れるとい
う二つの力学の動態の作用が見られたといえるだろ
う。
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論文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

若者の「味」

─潮州と深圳から見る中国都市部の若者世代の感覚と社会消費の「品味」ⅰ─

張　靜紅*1

張　雅*2（訳）　藤川　美代子*3（監訳）

　中国語の「品味」ⅱとは味覚の審美的基準と象徴的な社会的区分の双方を指し示す言葉
である。しかし、感覚と社会的消費的な「品味」について年齢の差異と関連づけて論じ
る先行研究はまだそれほど多くないといえるだろう。本論文では、現代中国の都市部に
おける若者世代（すべての若者ではない）の代表的感覚と社会消費的な「品味」につい
て、深圳と潮州における調査に基づき、茶や茶に関連するドリンクの消費の事例を通し
て検討する。また、若者によるこれらの「品味」の解釈や、若者の「品味」の傾向に影
響を与える社会的・文化的要素について分析する。本稿は若者世代の味の好みについて
考察すると同時に、感覚領域へと視点を広げ、彼らの表現方式についても掘り下げる。
さらに、「生理的身体」と「社会的身体」が相互に調和する原理に言及しながら、同じ
社会的・文化的文脈において見られる複数の感覚表現の間にある共通性、およびそれら
に映し出される「社会的身体」の特徴について検討する。

キーワード

品味、ミルクティー、工夫茶、感覚、若者世代、深圳と潮州

目次

Ⅰ　はじめに
Ⅱ　甘味
Ⅲ　背景をぼかす

Ⅳ　雑食性
Ⅴ　 流行の中の伝統
Ⅵ　結論

Ⅰ　はじめに

　「品味」という言葉には二重の意味がある。当初は
感覚的な味覚と風味を指す用語として使われていた
が、後に文化的・審美的な見識という意味へと発展し

た（Vercelloni 2020）。フランスの研究者ピエール・
ブルデュー（Bourdieu 1984; cf. Howes 2016）の論考
により、「品味（taste）」という概念は社会科学の分野
で広く知られ、社会的階層に関連する文化趣味の論述
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に多く引用されるようになった1。これまで、この概念
を年齢や世代による「品味」の差異、特に若者の「品
味」に適用して議論するときには、若者の音楽趣味が
引き合いに出されることが多かった。音楽には幅広い
消費者層があり、歴史的・時代的・社会的・個人的好
みを反映する比較的明確な「界」を有すると考えられ
ているからである（Richard and Kern 1996; Rimmer 

2012; Fishman and Lizardo 2013）。これに対して本稿で
は、本来の「品味」の概念に最も密接に関わる味覚と
いう感覚に注目し、茶および茶に関連するドリンクを
事例として、中国の若者の感覚と社会消費に関わる「品
味」について考察する。なお、「品味」という用語に
ついては、「趣味」（王寧 2017）と表記する場合もある。
本稿では用語の重複を避けるために必要に応じて二つ
の語を使い分けるが、いずれも文化的消費という文脈
における人々の判断や傾向を指している。
　感覚とは単に身体的・生理的なものであるだけでな
く、社会的・文化的なものでもある。この考え方は感
覚人類学の重要な基礎的理論となっている（Classen 

1997; Howes 2005）。これに関連する議論として、メ
アリー・ダグラスは、感覚人類学の視点から論述した
わけではないものの、人間には「生理的な身体」
（physical body）と「社会的な身体」（social body）が
あり、両者は相互に調和し参照し合う関係にあると指
摘している（Douglas 2004）。この見解は図らずも感
覚人類学の思想の基礎となるものと一致しているほ
か、マクロな社会的・時代的ダイナミクスがミクロな
身体感覚に及ぼすであろう影響、およびある種の流行
的かつ集団的な感覚と嗜好を通して社会的・時代的な
兆候を探ることの持つ可能性について強調するものと
なっている（Howes and Lalonde 1991: 125‒135）。
　上述のようなマクロな社会におけるミクロな感覚の
次元のほかに、近年の感覚人類学では多元感覚（「多
感官」）、クロスモーダル（「跨感官」）、交叉感覚（「交
叉感官」）といったものに注目する研究が進められて
いる。いずれの研究も、すべての感覚を不可分の総合

1  英語の classは、中国大陸では時に「階級」（political class）を指す語として使用される。特に、1950年代から1970年代にかけては、
政治的な身分を区別するために広く使われた。例えば無産階級と資産階級の区別や、農民、労働者、地主階級の区別などが挙げられ
る。ところが、2000年代初頭以降、中産階級（middle class）などに関する議論が始まると、「階級」という言葉は「階層」（social 
class）を表す言葉として使用されることが多くなり、社会的階層と社会階級（social stratum）に関連する意味を持つようになった。
Bourdieuが議論する「品味（taste）」の概念は、後者の「階層」とより密接に関連している。ただし、「階層」という言葉は本誌（『中
國飲食文化』）では理解されにくい可能性があり、また「階級」という用語は本文の事例研究が示す社会的・文化的文脈に適さない
ため、本稿では social class を「社会的階層」と表現することにした。中産階級に関するさらなる議論については、以下の文章を参照
されたい。また、「階級」と「階層」（social class）の違いについては、ディビット S. G. グッドマンの Class in Contemporary China, 4‒5
（Goodman 2014）も併せて参照されたい。

体とみなし、知覚プロセスにおいて主要なものと副次
的なものとを区別するのは難しいこと、さらには人が
ある感覚によって別の感覚を表現する可能性があるこ
とに注目すべきであると強調する（Howes 2009: 17‒
28）。例えば、デビット・ハウズの言う「感覚統合」（あ
るいは「共感覚」、intersensoriality）は、ある感覚が刺
激されると、身体の他の感覚もしばしば協調的に働く
という現象を指している（Howes 2003）。また、筆者
はこれまでの議論において、このような「感覚統合」
は同一主体の複数の感覚間だけでなく、同じ文化的・
歴史的文脈を共有する主体間の感覚や表現の方式の間
にも生じ得ることを指摘してきた（張靜紅2021: 98‒
106）。そのほか先行研究では、東アジアの文化的文脈
と結びつけ、多様で複雑な体験が交錯しながら身体の
中で内面化されるという、具体的な一つの感覚では議
論しづらい「身体感覚」の概念も提唱されている。こ
の概念は「身体が経験の主体として内外の世界を知覚
する」ことで多様な感覚がより複合的な身体的経験の
次元へと進化するものを意味し、「モダンさ」、「快適
さ」、「かわいさ」、「清潔」、「不潔」、さらには東洋的
な「気感」などの総合的な感覚が例として挙げられる
（Kuriyama 1997: 127‒149; 余舜德（編）2008: 1‒41; 余
舜德（編）2015: 12）。
　また、先行研究では味覚研究の難しさとして、味覚
（および嗅覚）を的確な言葉で表現することが難しい
点が指摘されている（Kuipers 1984; Zhang 2017）。本
稿において紹介する若い消費者が使用する語彙の多く
は味覚を直接的に表現しているわけではないものの、
「身体感覚」のアプローチからみると間接的に「若々
しさ」や「時代感覚」を反映していると考えられる。
そのため、筆者は本稿において、若者が好んで用いる
流行語やネット用語をも収集し、分析を行うこととす
る。
　以上を踏まえて、本研究は茶および茶に関連するド
リンクの消費を通じて現代中国の都市部における若者
の代表的な感覚（若者に共通する感覚すべてを扱うわ
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けではない）と社会消費に関わる「品味」について検
討するほか、これら若者の「品味」の傾向と「伝統」
との間にある関連性を分析することを試みる。さらに、
若者の味覚の嗜好について調査すると同時に、視覚的
イメージに対して彼らが示す表現形式についてもクロ
スモーダルの領域から検討を加えるほか、そこに「生
理的身体」と「社会的身体」の相互作用に関する原理
を結びつけながら、同じ社会的・文化的文脈において
味覚と視覚という二つの感覚はいかなる共通性を見せ
るのか、それらが共通して呈示する「社会的身体」の
特徴とはいかなるものなのかを考察していく。
　さて、国連の定義にしたがうならば、「青年」とは
15歳から24歳までの年齢に相当し、比較的若い年齢
層を意味する。これに対して、本稿では「若年層」と
いう相対的に年齢が若い世代に注目する。その中には
十代から二十代よりやや年長で、すでに就職して社会
人になった人も含むこととする。そのうち、筆者がイ
ンタビューを行なったり、より深く話を聞いたりした
対象者の大半は20歳から40歳までの人々であった。
これらの事情に鑑み、本稿では「青年」ではなく「若
者」という表現を用いて調査対象集団を指すこととす
る。調査対象者は15歳から40歳にわたっていること
から、Ｙ世代とＺ世代の大部分を含む。一方、本稿で
言及する「年配者」とは、国際的な慣例に基づき60

歳以上の人々を指す。「若者」あるいは「年配者」といっ
た区別はしばしば、状況によって決定される相対的な
ものであることを押さえておきたい。
　本稿において筆者は主に人類学の調査方法を用いる
が、消費社会学と文化研究の分析理論も適宜参照する
こととする。フィールドワーク調査の拠点としたのは
深圳と潮州である。両都市はいずれも広東省に位置し、
前者は人口が1000万人以上の一線都市ⅲであり、後者
は人口が約20万人の三線都市、あるいは四線都市と
見なされる。なお、本稿では、両者のうち潮州により
大きな比重を置いている。深圳を調査地として選定し
たのは、潮州の状況との間に見られる相違点と共通点
を比較することで潮州の事例が示す状況をより深く検
証し解釈するのに助けとなると考えたためである。ま
た、移民都市である深圳は全国から若者が集まってお
り、都市の規模が大きく人口の構成も複雑であるため、
人類学のフィールドワークを実施するのには理想的で
はないものと思われる。筆者は大規模なアンケート調
査を通じた定量分析を行うつもりがなかったため、深
圳では勉学・生活・仕事のために若者が多く集まるエ

リアから二か所を選び、集中的にインタビューを行う
こととした。一か所は学生街の周辺で、もう一か所は
ハイテク企業が入るオフィスビルとショッピングモー
ルが集中する深圳市中心地である。インタビュー対象
者は15歳から40歳までの計48人である。深圳の状況
に対する解釈は、筆者の６年間にわたるそこでの生活
と仕事の経験で得た見解に基づくものである。一方、
潮州は筆者が2010年から重点的に観察を続けてきた
フィールドワークの拠点であり、2019年以降毎年、
現地調査のために訪れている。本稿に関わるものとし
ては、2021年と2022年の２回にわたり街頭インタ
ビューと家庭を訪問しての集中的インタビューを行
い、15歳から40歳までの計106人を対象に調査を実施
した。さらに、実地的なフィールドワーク以外にも、
若者の消費において重要な位置を占めるソーシャルメ
ディアやウェブサイトも本稿に関連する資料の重要な
提供源となった。
　喫茶に関わる景観という面で、深圳と潮州は顕著な
対照を呈している。潮州は街の至る所に茶を飲む人々
が溢れている。老若男女を問わず３～５人のグループ
で、朝から晩まで、街角あるいは店の前に集まり、小
さな急須と茶碗で茶を注ぎ分け合って何煎も味わうの
である。これは「工夫茶（コンフーチャ）」と呼ばれ
る茶の飲み方で、明末から清初の福建や広東のあたり
に起源を持ち、現代まで受け継がれた習慣である（曾
楚楠・葉漢鐘（編） 2021: 44）。また、近年では観光客
や若者のニーズを満たすための茶館も現れており、潮
州の街並みでは喫茶の景観を構成する重要な一部と
なっている。淹れ立ての茶に関して言うならば（ここ
では、ティーバッグを用いた茶とペットボトル入りの
飲料については考慮しない）、潮州の街中では茶を飲
む光景が日常的にあちこちで見受けられる。それに対
し深圳のほうは、「茶の不足」と言えるだろう。深圳
の街で茶館に行き当たる確率はきわめて低く、茶館に
行きたければその場所を検索してから計画的に出かけ
る必要があるからだ。すなわち、深圳では茶の消費が
潮州ほど顕在化していないのである。もちろん、中国
全体あるいは世界全体から見れば、潮州のように「全
民皆茶」というべき景観が見られることなど非常に特
殊であると言える。かたや深圳は多様な移民が暮らし
ており、飲食の面から「深圳らしさ」を体現するもの
を見つけ出すのは難しい。このように本稿において、
潮州の強く根を張った在地文化と、深圳の存在感の希
薄な在地文化とは対照的な背景をなすものである。
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　本稿は深圳と潮州の両地域の比較研究というより、
同時代における大都市と小都市をフィールドとするこ
とで、現代中国の都市に暮らす若者が持つ感覚と社会
消費に関わる「品味」の共通性を明らかにすることを
目的とした研究であると言えよう。なお、以下の、「Ⅱ　
甘味」（タピオカミルクティーの消費に重点を置いた
内容）、「Ⅲ　背景をぼかす」（視覚的消費に関する内容）
といった章では、主に深圳のデータを使用しているが、
実際には潮州においても多くの類似点が現れている。
その反面、ある消費の特徴は一方の都市と比べて、他
方により顕著に見られることがある。そのため、「Ⅳ　
雑食」と「Ⅴ　流行の中の伝統」という二つの章では、
主に潮州の事例に焦点を当てて議論を進めることとす
る。

Ⅱ　甘味

　茶の消費には大きな差異があるにもかかわらず、若
者がミルクティーのような流行りの「品味」を好むと
いう点では、深圳と潮州とは非常に高い一致を見せる。
ここで言うミルクティーとは英国式のミルクティーで
はなく、台湾式の「タピオカミルクティー（「珍珠
茶」）」と香港式の「ストッキングミルクティー（「絲
襪 茶」）」の影響を受け、1990年代以降に中国大陸
で徐々に発展してきた様々なブランドの商品を指す2。
深圳などの一線都市には「喜茶」、「奈雪的茶」、「Coco」
といった有名なミルクティー店があるのに対し、潮州
では全国的にはやや知名度が低いチェーン店「益禾堂」
や潮汕文化の要素を強調した「英歌魂」のようなミル
クティー店が見られる。「英歌魂」は潮州あたりで多
く栽培されているユカンの果実を原料として使用した
り、あるいは地元民が好きな「単叢茶ⅳ」、なかでも「鴨
屎香」という名の単叢茶をベースに用いたりしている。
これらのミルクティーは茶葉と乳成分だけから作られ
るわけではなく、果物、砂糖、その他のお菓子などを
混ぜ合わせて作られ、これらは一般的に「トッピング」
と呼ばれている。若者に人気の飲み物には炭酸飲料な
どもあるが、本稿が研究対象としてミルクティーに焦
点を当てるのは、近年ミルクティーが中国で最も人気
の高い「新式ドリンク」となっていること、さらに大
多数のミルクティーは茶葉をベースとしており、後に

2  台湾の「タピオカミルクティー」と香港の「ストッキングミルクティー」に牛乳を加えるのは西洋文化の影響によるものである。

論ずるとおり、同様にカフェインを含むピュアティー
（「純茶」）やコーヒーとも比較しやすいことを念頭に
置いているからである。近年、このような中国式のミ
ルクティーは海外にも広がり、中国の留学生を行列に
惹きつけるのみならず、西洋の若者にも好まれる重要
なドリンクとなっている（戴彼得 2023: 109‒113）。
　深圳と潮州での調査では、ミルクティーの消費者の
年齢層は15歳から25歳に集中していた。毎日必ずミ
ルクティーを飲むという人は少数派（潮州で１名、深
圳で４名。うち１名は、自分で材料を買って適当に作
るという）だったが、この年齢層ではミルクティーを
受容する度合いが高いと答えた人が90％以上もいた
ほか、女性のほうが男性よりもその受容度が高いこと
がわかった。両地域の回答者の多くは、３～５日ごと、
または週に１回ほどの頻度でミルクティーを消費して
いた。総体的に見れば、ミルクティーの受容度と消費
頻度は、同世代の人とのつきあいや友人関係と直接的
かつ密接に関連しており、ミルクティーを飲む人は皆、
街をぶらつく時や友人と集まる時に飲むのだと口をそ
ろえる。また、若い男性の場合はミルクティーを飲む
のは恋人と一緒にいる時であることが多いという。
　若年層の回答者の中ではミルクティーに使用される
茶葉の種類と等級にこだわる人はほとんどおらず、彼
らが考えるミルクティーの人気の最大の理由は間違い
なく「甘さ」にある。例えば、「糖分は人を喜ばせる」、
「人間は甘みを求めるものだ」（インタビュー対象者の
言）といった具合である。あるラジオのトーク番組に
やって来た一人の若いゲストが「甘さ」について形容
していた。その表現はやや大げさにも聞こえるが、そ
のようなちょっとした誇張、冗談、自嘲、また新たに
創造された流行語といったものは、まさに現代の若者
が本音を表現する際に用いる重要な方法だと言える。

　　例えば、×××（という店の）ミルクティーには、
他の店ではまだ開発されていない「蜂蜜の分子」と
いうトッピングがある。これがなかなかの優れもの
で、表面は薄い膜で包まれていて、噛むと膜が弾け
て甘い蜂蜜が出てくる。究極の蜂蜜の甘みが口の中
で花開く。なんていうか、このミルクティーを飲む
というのは、まるで花が咲く時の音を味わうことの
ようだ（活字文化編輯部 2020）。
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　筆者の調査に応じてくれた若者は、ミルクティーの
甘味を求める理由について一様の解釈を示した。彼ら
は生活面で非常に大きなストレスを感じているのだ
が、甘さは癒しをもたらしてくれ、不安を和らげてく
れるというのである。やや誇張して言うならば、若者
たちはミルクティーによって「命をつなぐ」ことがで
きるのである。例えば、深圳の二十代前半の大学生は、
特に期末試験や卒業制作の時期にこの「命をつなぐ」
必要性が高まると説明しており、試験勉強に行き詰
まったときに甘いミルクティーを一杯飲むことでエネ
ルギーと自信が高まるのだという。他方、25歳以上
のミルクティー愛飲者も同じように感じている。仕事
に就いている彼らにとって、ストレスの原因は学校の
試験ではなくなったものの、それは社会人になってか
らの目まぐるしい生活、複雑な人間関係、家賃の負担、
到底手の届かない不動産価格といったものに変わった
だけである。社会人となった若者の中には、コーヒー
のほうがミルクティーよりも目を覚ます効果があるか
らと言ってコーヒーに切り替えるという人もいる。こ
れは職場に入った若者にとってはさらに切実な問題で
ある3。
　甘いものを食べすぎると体に良くないことを、ミル
クティーの消費者はよく認識している。ある女性の回
答者は糖質の過度の摂取が心配でミルクティーの消費
を減らさざるを得なかったと語った。しかし、全体と
しては年齢が若ければ若いほどミルクティーの糖質が
もたらす悪影響を心配しない傾向にある。例えば、19

歳の深圳の女性は「ミルクティーを飲むときに健康の
問題などまったく考えていない。楽しむために飲んで
いるので、後先のことなど考えたくない」と述べてい
る。また、20歳の深圳在住の男性は「糖質には依存
性があるが、どうせ週に一杯ぐらいしか飲まない。一
杯ぐらいでは健康にも不健康にもならない」と語って
くれた。さらに、インタビューを受けてくれた若者の
中には、ネット上の流行語を引用し、ミルクティーの
甘さが「小確幸」をもたらすと語った人もいる。「小
確幸」とは「小さいけれど確実な幸せ」という意味で、
そもそもは村上春樹の作品に由来する言葉だが、後に
中国語圏の若者の間で広く使われるようになった。調
査の中では、複数の20代前半の若者が類似した表現
を聞かせてくれた。小さいけれど確実な幸せは、毎日

3  このような需要は、19世紀後半のイギリスで労働者階級が砂糖入りの紅茶を消費してエネルギーを得ていた状況と興味深い対応
をなしている。これについては、シンディー・ミンツの論考（西敏司（Sidney Mintz） 2010: 146‒150）を参照されたい。

の生活のなかで最も簡単でありながら最も得がたい願
望である。そのため、ミルクティーにまつわる「小確
幸」は、たとえミルクティーの甘さのようにほんの短
いひと時しか享受できないとしても、過去にこだわら
ず、未来のことも考えずに目の前のことだけを掴み取
ろうとする若者たちの心理を表していると言えよう。
　今を楽しむことは、ミルクティーの種類（甘さの程
度も含む）を選ぶことに対する消費者自身の説明にも
現れている。多くのミルクティー店は、消費者に対し
て複数の選択肢を設けている。最初に紅茶・緑茶・
ウーロン茶・ジャスミン茶などベースとなる茶葉の種
類を選び、次に全糖・半糖・少糖・無糖といった甘さ
の程度を選ぶ。少糖あるいは無糖は、糖質の過度の摂
取が自身の体型と健康に影響することを心配する消費
者の罪悪感を軽減させるための新たなトレンドになっ
ている。しかし、多くの消費者は、甘くないミルク
ティーなど魂を失ったも同然であるとも感じている。
氷の量にも氷なし・少なめ・多めなどの選択肢があ
る。さらに、ミルクティーの「真骨頂（神来之筆）」
と言うべきは、トッピングの有無と多寡を選ぶことが
できる点である。例えば、果物の種類、チーズミルク
フォーム、芋圓ⅴ、亀苓膏ⅵといったものから、赤餅米、
ナッツ、クッキーなどを追加することまで可能である。
消費者は上述のような手順でミルクティーをカスタマ
イズする。彼らはそれによってある種の自由を感じる
ことができるのである。「ミルクティーを一杯買うと、
まるで世界を所有したような感覚になる」と述べる人
もいる（活字文化編輯部 2020）。カスタマイズ可能な
ミルクティーは、消費者の個性を表現する手段とも
なっているのである。この楽しみ方はミルクティーの
マーケティング戦略にも反映されており、トッピング
のオプションが増えれば増えるほど、最終的には「一
杯のミルクティーの半分はトッピング」というような
ことになる（熱力雪 2023）。このことは、ミルクティー
の中に含まれる本当の茶の成分と風味がそがれてしま
うことを意味している。しかし、数名のミルクティー
店の経営者は筆者に対して、ミルクティーの成功こそ
が多くの若者を「喫茶」という行為へと惹きつけてい
るのだと語ってくれた。
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Ⅲ　背景をぼかす

　若い消費者がミルクティーを通じて「小確幸」を獲
得するもう一つの方法は、消費の場所で写真や動画を
撮影し、それをWeChat（「微信」）、RedNote（「小紅書」）、
TikTok（「抖音」）などの SNSにアップロードして友人
や一部のユーザーとシェアすることである。有名なミ
ルクティー店は若者が頻繁に訪れる場所となり、消費
トレンドにおける「SNS映えする写真をアップする
（「網紅打卡」）」ためのスポットとして選ばれている。
「網紅」とはそもそもネット上のインフルエンサーや
有名人を指す言葉だが、後にインターネットの広がり
とともに有名なスポットや商品を指すまでに、その意
味を拡張させた（Craig 2021: 2‒3）。「打卡」すなわち
「チェックイン」とは、写真や動画のアップロードの
ために「ある場所を訪問する」ことが必須条件である
ことを強調する言葉だと言える。つまり、若者たちは
人気のあるブランド、スポット、人物を追いかけるこ
とで自身の「品味」やアイデンティティを示し、特定
の時空間のなかで、「小確幸」を得るのである。この
ような若者の心理を熟知するミルクティー店は、店内
に写真撮影に適した照明や映えスポットを設けてお
り、それによって消費者は写真を撮った後に画像を修
正する時間を省くことができる（佚名 2018）。
　筆者の深圳における調査では、廃墟となった工場と
事務棟を改築したエリアが若者に人気のスポットと
なっていることがわかった。そこでは多くのミルク
ティー店、カフェ、レストランなどが、元の工業的な
空間に新たな要素を加えてリフォームを行うことで、
特別な視覚世界を形成している。多くの若者がこの室
内や屋外で写真を撮影することに魅せられており、こ
こは「チェックイン」スポットにもなっている。さら
に若者の中にはスマートフォンの自撮りでは飽き足ら
ず、撮影が得意な友人と一緒に訪れたり、プロの写真
家に頼んで、解像度の高いカメラを用いて至る所で写
真や「ショート動画（「短視頻」）」を撮影したりする
人も多くいる4。写真を撮られるのが好きなのは大抵若
い女性で、服装とメークにもこだわりを見せる。一方、
写真を撮るほうは基本的に若い男性である。筆者が写
真を撮影する若者にインタビューしたところ、彼らが
撮った写真は個人的なコレクションとして保存される

4  「短視頻」は、中国大陸で広く使われている用語で、数十秒から十数分までの短い動画を指す。

か、一定範囲のグループ内でシェアするのに用いられ
るといい、彼らが撮影時に追究するのは「美しさ」で
あることがわかった。
　ミルクティーに甘さが必要であるのに対して、写真
では「美しさ」が重要視されている。それでは、消費
者はどのような写真やショート動画を美しいと感じる
のだろうか。何組かの撮影者は、撮影した写真を自ら
積極的に筆者に見せてくれた。これらの写真と若者が
SNSやインターネットにアップロードしたがる写真
やショート動画を合わせて分析すると、その画像には
いくつかの特徴が認められることがわかる。第一は、
色調に対するこだわりである。全体的に見ると、トレ
ンドの色調は二種類ある。一つは簡潔さと爽やかな印
象を表現する、白やベージュを基調とした日本・韓国
スタイルである。もう一つは優雅と落ち着きを醸し出
すインディゴグレー系の欧米スタイルである。色調は
撮影する際に完璧に表現することは難しいため、撮影
後に専門的な方法で色彩を調整する必要がある。第二
は、背景をぼかすことによって被写体の美しさを際立
たせることである。被写体（ここには、女性モデル、
あるいは一杯のミルクティーのような対象物が含まれ
る）はできるだけ美しく撮る必要がある。若者たちの
流行語で言うならば、写真は人物と事物の最高の「顔
面偏差値（「顔値」）」を反映するものでなければなら
ないからである。また、「高級」な写真とは写真の画
質がよいことだけでなく、撮影に用いたカメラの機能
が高いことをも意味する。多くの人々は意図的に
ファッションとインダストリアル・スタイルが融合し
たエリアのような特殊な地点を選んで写真を撮るが、
実際には背景がぼかされるため、本物の背景を完全に
再現する必要はない。また、写真のみならず「ショー
ト動画」も非常に人気がある。後者の「美しさ」の基
準は、前者の「美しさ」に流行の音楽を付け加えて、
実際の環境音を消去するというものである。背景がぼ
かされた写真と同様、ショート動画もまた聴覚上の背
景音、すなわち周囲の音を削除し、若者の消費者が認
めた「美」の要素だけを残すものとなる。
　前述したような交叉感覚やクロスモーダルといった
概念における「共感覚」に注目する研究アプローチを
とることで、筆者は、若者が好む視覚・聴覚の傾向と、
同じく若者が好むミルクティーの味覚の傾向との間に
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共通点があることを発見した。それは、甘さと自由の
追求、ストレス解消、束の間だとしてもリラックスと
癒しを得るといったことである。また、ミルクティー
では「甘さ」と「トッピング」が強調される一方で、ベー
スとなる「茶の」風味が徐々に薄まり曖昧な存在になっ
ているように見えるが、これは写真や動画でぼかされ
る背景や消去可能な環境音になぞらえることができる
だろう。
　もちろん、何が良い甘味で、どのようなものが美し
いのかといった基準に関しては、消費者内部では若者
がよく話題にする「軽蔑の下降的連鎖」の基準がある
ので、一概に論ずることは難しい。例えば、写真では
「糖水片ⅶ」という批判的な言葉が生まれている。こ
れは「甘美」なだけで全体的に中身のない画像を指す。
つまり、そのような写真は砂糖水のように甘くておい
しいが、栄養素がほとんどないということを意味する。
「糖水片」のような写真が好きな人々は、専門家から
はまだ撮影の初級段階にあると見なされている（趙鋼 

2023）。もう一つの例として茶の純度という点に目を
向けると、ピュアティーを好む若者は自分たちの方が
優れていると感じ、ハーブティー（実際には茶葉の成
分は含まれていない）を飲む人々を軽蔑する。一方、
ハーブティーを好む人々は各種トッピングを加えるタ
ピオカミルクティーを飲む人々を見下すというよう
に、若い消費者の間では「趣味」の界が形成されてい
るのである。これらの界に影響を与える要因には、ブ
ルデューが議論する「文化資本」や「経済資本」といっ
た要素が含まれるはずだが、中国社会の特殊性を考え
ると、ブルデューが特に強調した「趣味」の界に影響
を与える社会的階層の要素をそのまま対応させること
は難しい（Bourdieu 1984: 113‒142）。しかし、上流階
級から下層階級に対する「軽蔑の連鎖」を打ち崩すよ
うな、もう一つの消費の「趣味」が存在する。それに
よって個人は複数の選択肢を同時に消費することを楽
しみ、階層の高低に依らない新たな消費の「趣味」と
アイデンティティを形成しているのである。それは、
次章で詳しく述べる「雑食性」である。

Ⅳ　雑食性

　社会学の分野において、「雑食性」（オムニボア、
omnivore）という概念が初めて取り上げられたのは、
アメリカの社会学者リチャード・ A. ピーターソンと
ロジャー・M. カーンが20世紀のアメリカにおける新

たな消費の傾向を議論した際であった。二人は音楽の
鑑賞を事例として議論する中で、調査対象者の音楽の
好みが、ブルデューの議論したフランスの事例とは異
なり、社会的階層による影響をそれほど強く受けてい
ないことを明らかにした。二人が出した結論は、むし
ろ、社会的に高い階級の出身者ほど音楽の好みに「雑
食性」が見られるというものだった。つまり、上流階
級の出身者はクラシック音楽やロック、ポップスなど
幅広いジャンルの音楽を聴く傾向にあるのに対し、よ
り低い階級の出身者は元から好んでいた単一の「趣味」
を保ちつづける傾向が強いことがわかったのである。
ピーターソンとカーンは、この「雑食性」という概念
をブルデューの「ディスタンクシオン」（差異化、
distinction）という概念と対比させ、社会階層の別が
消費の「趣味」に対応するはずだという従来の「ディ
スタンクシオン」の概念は、もはやアメリカ社会にお
ける新興の消費の「趣味」を説明するには不十分であ
ると指摘した（Peterson and Kern 1996: 900‒907）。と
はいえ、ピーターソンとカーンやそれ以降の研究者に
よる研究も多かれ少なかれ、「雑食性」の出現は「ディ
スタンクシオン」の消失を意味するわけではなく、む
しろ「雑食性」によって新たな形の「ディスタンクシ
オン」が生み出されること、すなわち新しいアイデン
ティティが出現することを示唆している（Peterson 

and Kern 1996: 900‒907; Warde 2007: 1‒27; 朱迪 2017: 

35‒43）。その意味で、アラン・ウォードが指摘するよ
うに、「雑食性」は「ディスタンクシオン」を再編成
するための「新たな装い」（a new garb for dis tinction）
であるとも言えよう（Warde 2015: 117‒134）。
　文化消費に関わる「品味」と社会的階層が共通の起
源を持つと考えるか否かにかかわらず、ブルデューの
言う「ディスタンクシオン」とピーターソンやカーン
が「雑食性」を論じる際に言及した「ディスタンクシ
オン」とはいずれも明確な社会的階層を示しているの
だが、この点に関しては必ずしも中国社会の文脈に当
てはめることができるとは限らない。例えば、「中産
階級（「中産」）」という言葉は中国では曖昧な意味を
持つばかりか誤用されることもあり、西洋社会で定義
される中産階級の概念と完全に一致するものではない
と指摘する研究者もいる（Goodman 2016: 1‒13; 

Osburg 2013: 117‒121）。また、中国の研究者である王
寧は中国の若者の音楽消費について、社会と文化の両
面で急速な変動が進行している中国のような国では社
会がまさに「再編成」の途上にあり、世代間の文化の
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継承にも断絶が生じていると述べる。さらに、その帰
結として、同世代間における「水平的共有」の影響力
が世代間の伝承を上回る場合が多いことを指摘してい
る（王寧 : 2017: 5‒15）。
　これらの事情に鑑み、本稿の事例でも、若者の消費
に関わる「品味」を考える際に社会的階層を変数とし
て取り扱うことは難しいと言えるだろう。「雑食性」
を持つ若者は世代間および同世代間の影響を受けるほ
か、グローバルおよびローカルな「趣味」をも受容す
るからである。注目すべきは、筆者は深圳ではなく潮
州での調査を通して、若者世代が見せる「雑食性」の
傾向をより迅速かつ明確に観察することができたとい
う点である。その背景には、深圳は都市として規模が
大き過ぎるため、ピュアティーの消費がそれほど目立
たないことがある。他方の潮州は規模の比較的小さな
都市であり、工夫茶という大伝統を根強く残す一方で、
外来のミルクティーやコーヒーの影響も受けている。
だからと言って、筆者は深圳に「雑食性」の傾向の人
が存在しないと主張しているわけではない。そうでは
なく、潮州ならではの特徴的な状況のために、より短
期間のうちにそのような傾向を捉えることができると
いうことである。さらに、「雑食」の性質を持つ人々
が多様なものを消費しようとするのは、世界各地から
の多様なものや情報に触れることができる環境がある
からだと言えるだろう。国際性という観点から見ると、
深圳のような大都市に暮らす若者はより豊かな国際感
覚を持っていると考えられるが、だからと言ってその
ために「雑食性」の傾向を強く持つとは限らない。ロ
バート・マートンが「コスモポリタン」と「ローカル」
（cosmopolitan and local）を比較した際に指摘したよう
に、国際的な経験が豊富な人が最も開放的であると一
括りにすることはできないからである。例えば、その
ような人々の中には、事物や友人を選ぶ際に激しく選
り好みするという人もいる（Merton 1957: 451）。すな
わち、国際性と「雑食性」は必ずしも正比例するわけ
ではないのである5。
　潮州では工夫茶が強い影響力を持つ。だからこそ、
潮州の若者の「雑食」的な食生活を見ると、それが外
来の国際色豊かなものから影響を受けた要素のほか、
地元の伝統に由来する要素から構成されることは明ら

5  国際性は個人に広い視野と多くの知識を持たせる。しかし「雑食」はその人がいくつかの内容あるいは形式が大きく異なる物事を
同時に受け入れる能力を強調している。例えば、ある人は肉食と菜食の両方を食べ、クラシックやジャズだけでなくロックも聴き、ピュ
アティーだけでなくコーヒーやミルクティーも好きである、というように。

かである。他方、深圳の場合、このような地元の伝統
という要素は相対的に欠けていると言ってよい。「雑
食性」の傾向を持つ潮州出身の若者は、たとえ特定の
年齢層にある時にはどれか一つだけを特に好むという
ことがあったとしても、工夫茶・ミルクティー・コー
ヒーのいずれに対しても抵抗を示すことはない。工夫
茶は幼い頃から慣れ親しんだものであり、家庭の年長
者が茶を淹れる時には必ず呼ばれて喫茶の場に一緒に
参加するよう促される。このような喫茶の場への参加
は、しばしば多少の強制力が伴うと考えられている。
このような場面において、茶を淹れる年長者は、サー
ビスを提供するというよりも、ある種の命令を伝達す
るという意味合いを強く持つ。そのため、たとえ子ど
もが生まれつき苦味を好まず茶をさほど飲まなかった
としても、彼らは否応なしに少しずつ工夫茶の味と飲
み方を習得していくことになる。インタビューで出
会った30歳の男性が語るように、まさに「工夫茶は
潮州人の骨の髄にまで染み込んでいる」のである。
　甘いミルクティーが外部から潮州に入ってきたと
き、若者たち、特に25歳以下の人々はこの流行のド
リンクを大いに歓迎し、それに対する興味を隠そうと
はしなかった。潮州の街中にあるミルクティー店に並
ぶ（15歳前後の）女子中学生たちは、家では工夫茶
を飲むがそれは大人に飲まされているからであり、自
分たちが本当に好きなのは甘いミルクティーなのだと
筆者に語ってくれた。現在、潮州ではミルクティーの
店がますます増えており、約200メートルの商店街だ
けでも大小合わせて20軒近くが立ち並ぶ。潮州の親
たちは子どもたちが外でミルクティーを買っているこ
とを知っているにもかかわらず、それは子どもたちの
一時的な楽しみに過ぎないと考えていて特に心配など
してはいない様子である。なぜなら、家庭では工夫茶
の伝統が受け継がれているからである。
　一方で、潮州市内にはすでに約30軒のカフェがあ
り、その数はさらに増え続けている。カフェの利用者
は25歳以上の者が多く、そのほとんどは大都市で生
活したことがある人々である。彼らのコーヒーに対す
る依存は、ミルクティー愛好者のミルクティーに対す
る依存よりも強い。後者が一週間に一回あるいは「街
に出た時に飲む」程度であるのに対し、前者は「一日
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一杯は飲まないと落ち着かない。少なくとも一日一杯
は必要」だからである。つまり、大都市での国際的な
経験が一部の潮州の若者にコーヒーを飲むという嗜好
をもたらし、彼らがそれを地元に持ち帰ることで同世
代の他の人々にも影響を与えている。とはいえ、彼ら
の多くは工夫茶を完全にやめたわけではない。29歳
のとあるコーヒー好きな女性が語るように、「どちら
も飲むし、どちらも大切」なのである。彼らは一日の
うちの時間帯や状況に応じてコーヒーと工夫茶を飲み
分けているだけである。また、30歳前後の若者の多
くは、特に暑い夏にアイスミルクティーをよく購入す
ると話してくれた。
　この事例を見る限り、「雑食性」は明確に数値化で
きる概念ではないが、「雑食」の「盛り合わせ」の内
容に含まれるものの間にはやはり優先順位が存在する
と考えられる。ただし、「雑食性」と名付けるからには、
それはある個人がいくつかの並列的な事物を拒否する
ことなく、かつそれらを能動的に消費していることを
意味するはずである。例えば、ある26歳の男性はイ
ンタビューの際、当初は毎日コーヒーのほうを多く飲
んでいると話していたが、インタビューが進むにつれ
て、実際には量としては工夫茶のほうを多く飲んでい
ることが判明した。彼自身の分析によると、最初にコー
ヒーと答えたのは、コーヒーを飲むというのは毎日特
定のカフェに行って意図的に行う行為であり、反対に
工夫茶のほうは自宅の手の届く範囲内でごく自然に飲
むものだからだという。その結果、コーヒーと工夫茶
のどちらをよくの飲むかと聞かれた時、消費の過程に
より多くの主体性が伴うコーヒーのほうが口をついて
出てきたのだという。
　もちろん、ミルクティーやコーヒーの愛飲者が工夫
茶を飲むことを完全にやめたとは言えないが、彼らの
中には伝統に対する抵抗感を持つ人も少なくない。前
述の女子中学生が語るように、工夫茶は大人に無理強
いされて飲むものである。また、ある30歳の若者は、
都会で講座に参加してコーヒーの淹れ方を体系的に学
び、その後は潮州に戻ってカフェで働いている。彼は、
コーヒーは自由とモダンを象徴するものだと認識して
いるが、それに対して工夫茶には「古い雰囲気」や「人
を束縛するような感覚」を見出しており、いずれは実

6  本研究では、主に世代別分析の視点を用い、異なる世代間で見られる差違に焦点を当てている。しかし、人生の各段階において同
世代間でどのように消費行動の変化が起こり得るのかを探るために、今後の研究ではライフサイクルの視点を取り入れる必要がある
だろう。

家の茶業を継ぐことになるにもかかわらず、外へと逃
げ出してコーヒーを学ぶ道を選んだ。それでも日常生
活の中では、時々ではあるものの工夫茶を飲むことも
あるという。このように潮州において最も強い「雑食
性」の「趣味」を示すのは、ミルクティー・コーヒー・
工夫茶の３種類すべてを受容する30～40代の年齢層
の人々である。一方で、現在の40歳以上の人々では「偏
食的」（ユニボア、univore）な傾向が多く見られる。
彼らは工夫茶だけを飲み続け、ミルクティーやコー
ヒー、その他の添加物を含むドリンクを拒絶している。
　このほか、深圳の事例と比較して潮州の事例を際立
たせているもう一つの興味深い点は、潮州の若者たち
が「今のところミルクティーやコーヒーを多く飲んで
いるものの、年齢を重ねるにつれて将来的には工夫茶
を飲むようになるだろう」と自ら語ることである。こ
の現象は、一種の伝統への回帰と言えよう。ある30

歳未満の女性は筆者に対して、「私より年上の人たち
も皆同じように過ごしてきた。若い頃はミルクティー
や冷たいドリンクを飲むが、年齢が上がるにつれて工
夫茶を飲むようになるのだ」と説明してくれた。無論、
現在の「雑食」者がこの「雑食」のスタイルを一生維
持するのかどうか、あるいは他の変化が起こるのかに
ついては、今後も調査を継続する必要があるだろう6。
一方、深圳の事例ではこのような将来への言及や伝統
への回帰の予測についての語りが欠けていて明確では
ない。深圳には根強いローカル文化がないことに加え、
仕事の流動性や手の届かない住宅価格といった要因が
相まって、多くの若者がこの先もこの都市に留まりつ
づけるのか、それとも他のところに移るのかを予測す
ることすらできないと感じているからである。

Ⅴ　流行の中の伝統

　本章では、年齢の差によるピュアティーの消費の「趣
味」の差異について検討する。潮州では多くの若者が
茶を飲んでいるが、彼らの茶の飲み方には上の世代と
は異なる「趣味」が見られる。つまり、若者が好む伝
統と上の世代が言う伝統は完全には一致していないの
である。二つの側面から例を挙げれば、一つは好まれ
る茶の種類が異なること、もう一つは淹れ方や飲み方



111

若
者
の
「
味
」

が異なることである。
　工夫茶とは茶の淹れ方と飲み方の一つの種類であ
り、特定の茶の種類を指す言葉ではない。潮州では、
工夫茶の方法で飲まれる茶の種類の多くは「単叢茶」
である。「単叢茶」の有名な産地は潮州市内から約40

キロ離れた場所に位置する鳳凰山であり、半発酵させ
たウーロン茶の一種である。調査中、この地域の若者
にどのような「単叢茶」が好きか尋ねたところ、最も
多かった回答は「清香型」というものであった。市場
では一般的に香りによって「単叢茶」を分類するが、
ごく簡単な分類としては「清香型」と「濃香型」の２

種類がある。これをより細かく分類するならば、「蜜
蘭香」・「芝蘭香」・「玉蘭香」・「桂花香」などがある。
その中でも「鴨屎香」ⅷと呼ばれる単叢茶は、その奇
妙な名前と強い香りで近年、外部の人に最も知られる
ようなったものである。筆者は潮州の街で多くの店が
「話題の単叢茶」を売るのを目にしたが、そのほとん
どがこの清香型の鴨屎香であった。
　どのような香りが生成されるかには茶樹の品種が深
く関係するほか、生産と加工の方法も影響している。
福建や台湾の各種の半発酵茶と同様に、「単叢茶」の
風味や香りを左右するのは製茶工程の中でも発酵と焙
煎という二つプロセスである。同じ茶葉でも、発酵と
焙煎の度合いが異なれば最終的な風味と香りには違い
が現れる。すなわち、同じ種類、同じ産地の茶葉であっ
ても、製造方法によって最終的な香りが「清香」にな
るのか「濃香」になるのか、華やかなものになるのか
奥深いものになるのか、短時間で消えるのか長持ちす
るのかといった結果が変わってくるのである。「清香
型」の「単叢茶」は香りが立ちやすく、発酵と焙煎の
程度が低めで茶湯は淡い黄色になる。一方、「濃香型」
は発酵と焙煎の程度が高く、香りが控えめで、茶湯は
金色あるいは深い赤褐色になる。また、筆者は鳳凰山
の茶葉の製造者に対するインタビューを通じて、特に
焙煎が茶を淹れた後の茶湯の風味と香りを形成する上
で重要な役割を果たしていることを知った。総じて言
えば、焙煎は諸刃の剣のようなもので、十分な焙煎時
間と巧妙な加減で行われれば茶湯の口当たりと安定性
を高めることができるが、一方で焙煎が強すぎたり長
すぎたりすると茶の香りが抑制される場合がある。よ
い焙煎は、茶湯の口当たりを高めるだけでなく香りも
できる限り維持するように働くものであるが、両方を
同時に兼ね備えることは難題となる。年長者や長年茶
を愛好してきた人々は茶湯の口当たりをより重視する

ため、香りを犠牲にしてでも濃い味わい、すなわち「濃
香型」を好む傾向にある。一方、香りが引き立つ「清
香型」の単叢茶はしばしば、白湯の口当たりが十分に
重厚でないと見なされる。そのような茶は、茶に詳し
い玄人の客からは、身体に優しくなく、茶の性質も不
安定で、長期保存にも向かないと見なされるのである。
　それでは、若者はなぜ「清香型」を好むのだろうか。
若者の好みが「清香型」の茶を生み出すことになった
のだろうか。それとも市場と時代が若者に「清香型」
を好ませるに至ったのだろうか。メアリー・ダグラス
の言葉を借りれば、両者は相互に作用し合っていると
言えるだろう（Douglas 1970: 72‒91）。まず、潮州に
おける「単叢茶」が清香化した背景に外部からの影響
があったことは疑いない。余舜徳は「清香風味」誕生
の歴史を研究し、1970年代と1980年代に台湾のウー
ロン茶が輸出から国内販売へと転じる過程を辿り、そ
の中で農政当局の主導の下、ウーロン茶の風味には人
為的に計画・デザインされた変化が生じたことを明ら
かにした。その過程において、多くの茶葉の産地では、
伝統的な重発酵・重焙煎のウーロン茶が軽発酵・軽焙
煎のタイプに取って代わられ、「高山茶」を代表とす
る「清香型」のウーロン茶が誕生したという（Yu 2019: 

123‒158）。この傾向は1990年代以降、中国福建省の
安渓などにも影響を及ぼし、清香化された鉄観音が登
場した（Tan and Ding 2010: 121‒144）。潮州の「単叢茶」
の製法は長い間にわたって福建省の影響を受けてき
た。その清香化が台湾から直接もたらされたのか、福
建省を経由してもたらされたのかを断定することはで
きないが、現在地元の人々が伝統的な「濃香型」と現
代的な「清香型」を区別していることから察するに、
それが台湾産ウーロン茶の「清香化」と密接な関係が
あることだけは確かである。茶業に携わる潮州の地元
の人も単叢茶の製法について、1990年代に「重做青」
から「軽做青」、つまり重発酵から軽発酵へと変化し
たと記録している（葉漢鐘 2009: 14）。
　次に、若者が年長者と比べて「清香型」を好む理由
は、その生理的および社会的特徴から説明できるだろ
う。関連する先行研究では、若者の感覚はより敏感で、
特に香りに対する感受性が高いことが論証されてい
る。年齢を重ねるにつれ人間の味覚や嗅覚は低下して
いくが、なかでも嗅覚の衰えはより顕著である。その
ため、香りに対する感度は弱まる傾向にあり、求める
香りも変化する（Tepper and Genillard-Stoerr 1991: 

244‒246）。また、「清香型」の茶葉は発酵や焙煎が軽
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めであるため胃腸の弱い高齢者はそれを受け入れがた
く感じるが、盛年期にある若者は、軽発酵で軽焙煎の
茶のほうを受け入れやすく感じることが多い。さらに
は、ミルクティーを好む人々と同様、若ければ若いほ
ど甘さによる悪影響を心配することも少ない。加えて、
発酵と焙煎が軽めの茶葉は価格が比較的安いため、経
済的に余裕のない若者でも手頃な価格で楽しむことが
できる。さらに、筆者は若者の言葉から、「濃香型」
の茶は上の世代が好むものであり、不変の伝統、一種
の古い風味と雰囲気を象徴するものと見なされている
ことに気づいた。つまり、若者は反抗心から、（たと
えその心理が軽いものであったとしても）上の世代と
は異なる「趣味」を求めるようになるのである。
　工夫茶の作法において、若い世代と上の世代が味
わっているものは同じではない。潮州の工夫茶は、火
を起こしてお湯を沸かすことに始まり、小さな急須で
茶を淹れ、「関公巡城」「韓信点兵」といった方法で茶
湯を小さな茶碗に均等に注ぐに至るまで、その入念な
過程と使用する器具の細部にこだわることで知られて
いる。電気ケトルの発明によりお湯を沸かす作業は簡
略化されたが、淹れ方や飲み方に関しては依然として
細やかさが追求されている。潮州の工夫茶は2000年
代初頭に中国の無形文化遺産の一つに認定され（中国
国務院 2008）、2022年には中国のほかの多様な茶に
関連する慣習とともにユネスコの無形文化遺産リスト
に登録された（UNESCO 2022）。現在の潮州で見られ
る工夫茶には、庶民の日常の暮らしに密着したものと、
茶道や茶芸の実演という二つの形がある（d’Abbs 

2019: 213‒231; 肖坤冰・李經來 2020: 223‒266）。前者
は実用的かつカジュアルなもので、器具も茶の淹れ方
もシンプルなため、潮州の人々の日常生活に溶け込ん
でいる。後者は無形文化遺産の演出や茶芸の講座、競
技会といった特別な場面で見られるが、伝統の復興や
文化遺産の保護を提唱する現代中国社会の風潮の下
で、過度に複雑化、洗練化する傾向を示している。
　潮州の若者たちの工夫茶の飲み方は、日常生活、文
化遺産をめぐる言説、トレンドなど、様々なものによ
る影響を複雑な形で受けているため、現時点では若者
が好む工夫茶のスタイルを明確に定義するのは困難で
ある。専門的な茶芸教室に通って茶道を学んだことが

7  これらの新しい工夫茶の形式は、現在の中国の茶文化ブームと、過去二、三十年の間に台湾の茶芸がもたらした影響を反映してい
る。台湾茶芸の影響という文脈については、ほかの著者がすでに数多くの論文で取り上げているため、ここでは詳述しない。例とし
て、ユ・シュン・ダ の “Sense-making in Taiwan’s Tea Art Ritual”（Yu 2022: 229‒235）を参照されたい。

あるかどうかによって、淹れる人と飲む人の工夫茶に
対する嗜好は異なり得る。また、地元の多くの若者は
無形文化遺産の発展という時流に乗り、工夫茶やほか
の地域のフォーククラフトといったものを起業の契機
と捉え、新たな SNSや技術プラットフォームを活用
してビジネスを展開し、自身のブランドの持つ影響力
を高めようとしている。
　まとめよう。再びクロスモーダルという観点に立ち
戻り見てみると、筆者の観察したところでは（すべて
ではないとしても）多くの現地の若者が崇拝する工夫
茶には、味覚よりも視覚のほうに心を砕いて作られる
という傾向があると言える。この視覚的な要素を優先
する「趣味」の傾向は、無形文化遺産としての工夫茶
の演出と多くの共通点を持っている。上の世代、特に
年配の人々の日常生活においては、工夫茶は何よりも
飲むためのものであり、湯の温度は熱く、茶の味は濃
くなければならない。工夫茶の淹れ方は、仲間たちと
の会話を楽しみながら絶え間なく淹れ直し、注ぎ足し、
分かち合うというものであり、茶の味が薄くなるとす
ぐに新しい茶葉に取り替えられる。つまりそれは、人
間関係が希薄にならないようにすることと同じなので
ある。しかし、若者化された工夫茶において茶の風味
は二の次で、茶葉は SNS映えする「清香型」で十分
であるのに対して、工夫茶に用いる器具の美しさが最
も重視される。若者にとっては、テーブルの上に置か
れた茶器の配置や組み合わせの美しさを写真に収め、
SNSに投稿できることが何よりも重要だからである。
また、若者が「美しい」と感じる茶器は、潮州の赤土
を用いて手作りされた旧式の急須やシンプルで小さな
陶磁器の茶碗などではなく、伝統のスタイルを元に新
たなデザインを加えたものである7。また、現地の若者
は自宅や職場で茶を飲むだけでなく、仲間同士で新し
く開業した公共の茶館に集まって飲むなど、斬新でお
しゃれな環境を求めている。これらの公共の茶館では
年配の客の姿はほとんど見られない。この点において、
若者向けの工夫茶とミルクティーには、基本となる茶
の風味は二の次で「トッピング」がより重視されると
いうトレンドを追求する共通の傾向が見られる。ただ
し、工夫茶の消費は潮州の根強いローカル文化と文化
遺産の言説に強く影響されるため、若者が流行を追求
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する実践は伝統の文脈で行われていると言える。
　深圳では茶をそのまま飲む文化が潮州ほど顕著では
ない。工夫茶のスタイル茶を飲むことも一般的でない
と言えるが、若者がよく訪れる「清茶館」では工夫茶
と似た方向性の「趣味」が見られる。茶館の内装は、
前述したような若者が好むベージュや白などの色調で
シンプルかつ爽やかな視覚的イメージを作り出してい
る。筆者はある商業ビル内の「清茶館」で数人の若者
と出会ったが、そのうちの一人は、茶を飲むのは大好
きだが「骨董品を並べたような古風な茶館で茶を飲む
のは受け入れられない」と語ってくれた。潮州や深圳
に新たに登場している新式の茶館は、若者主導でデザ
インされ、運営されている。現代の新たなメディアと
テクノロジーの浸透により、このような若者の「品味」
は中国各地で同時多発的に展開され、どれも類似した
特徴を呈している。

Ⅵ　結論

　本稿では、深圳と潮州におけるミルクティーと工夫
茶の消費に関する調査研究に基づき、現代中国の都市
部の若者の感覚および社会消費に見られる「品味」に
ついて考察した。全体的には、若者の感覚と社会消費
に関わる「品味」は、日常生活、文化遺産の言説、流
行、ローカルとグローバルといった多方面からの影響
を同時に受けていると言える。こうした「品味」から
は、若者の様々な生理的・心理的な欲求と、彼らが社
会や文化との間で相互に呼応している様をうかがうこ
とができる。ミルクティーの「甘味」や SNS映えす
る「美しさ」には、若者が癒しを求めたり、ストレス
を解消したり、自己表現をしたりするといった欲求が
込められている。このような「小さいけれど確かな幸
せ」という刹那的な自己満足は、若者の将来に対する
不明瞭な感覚を反映したものである。本稿では多元感
覚やクロスモーダルといった視点に立ち、味覚と視覚
の関連性と対照性に限定する形で考察を進めてきた
が、今後はその他のさらに多くの感覚をも研究に取り
入れる必要があるだろう。おそらく、聴覚や触覚など
からも、若者たちが将来に対して抱いている不確実な
感覚を見出すことが可能だと考えられる。

8  21世紀初頭の先行研究によると、当時の若者の趣味による出来上がったコミュニティ（1990年代以降生まれの若者）では伝統と
の関係性が消失しつつあるとされている。これについては、ジン・ワンの Bourgeois Bohemians in China（Wang 2008: 204）を参照さ
れたい。

　深圳と潮州という二つのフィールドを比較すると、
伝統的かつローカルな文化が目立たない深圳では、こ
うした不確実性がより顕著に観察される。一方、根強
い伝統文化を残す潮州では、工夫茶をはじめとする伝
統への回帰という若者の思いが表われやすい。このこ
とは、若者たちが「雑食性」の傾向を見せつつ伝統的
な工夫茶を拒否しないということからも見て取れる。
両地域とも、人付き合いと集団のあり方が個人の消費
の嗜好に大きな影響を与えている。ただし、ミルク
ティーの消費では同世代からの、工夫茶の消費では年
長者や家庭からの影響が大きいというように差異が見
られる。本研究では、30歳から40歳の若者が最も強
い「雑食性」を示していることもわかった。ローカル
とグローバルの間を行き来する経験が彼らの消費に見
られる「品味」の形成に影響を与えているのである。
潮州ではこの年齢層の若者の多くは、なかでも工夫茶
とコーヒーについて「どちらも重要だ」と答えた。近
い将来、彼らの消費はどのようなものになるだろうか。
「雑食性」の傾向が維持されるのだろうか、それとも「雑
食」の内容の割合が変わるのだろうか。あるいは人々
は「偏食」に転じるのだろうか。消費の「品味」の変
化と社会や文化の変化の間にあるダイナミクスを考察
するためには、これらを継続的に注視していく必要が
あるだろう。
　本稿はまた、現在の若者「伝統」に対して見せる複
雑な態度や行動をも明らかにした。若者は確かに、多
くの面で旧式のものと共鳴できず、それらに反抗する
側面を持っているが、だからと言って流行のみに心を
奪われ伝統から遠ざかっているわけでもない8。無形文
化遺産に関する言説の登場と新たなメディアの力に
よって、彼らは起業する道や独自のスタイルを表現す
る機会を見出すことができている。しかし、若者が評
価し楽しむ伝統は、年配の世代の「趣味」とは異なっ
ている。彼らは旧式の伝統に回帰するというよりもむ
しろ、新たな時代のトレンドを伴った伝統を創り出し
ているのだと言える。
　そのような意味で、若者の伝統に対する反抗は軽度
なものである。反抗は若者に生まれつき備わった性分
であると言えるが、ロバート・ L. ムーアが1990年代
における中国の若者の「酷（クール）」文化を分析し
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た際に指摘したように、それは「穏やかな反抗」（mildly 

rebellious）とも呼ぶべきものである。なぜなら、若者
は伝統からすっかり遠ざかってしまったのではないか
らである（Moore 2005: 357‒376）。潮州の若者にとっ
ては、工夫茶の伝統は自然に「骨の髄まで染み込んだ」
ものであるため、伝統に完全に反抗するよりも伝統の
慣習を保持しつつ「雑食」するぐらいのほうがよいと
いうことだろう。すなわち、「雑食性」も穏やかな反
抗の一種の方法と見なすことができるのである。これ
は、「雑食性」もまた新たな「品味」のディスタンク
シオンを形成する方法の一つとなり得るという前述の
論を裏付けるものである。
　さて、いくつかの論点については、筆者は本稿で十
分に掘り下げることができなかった。本稿で議論した
「甘味」や「背景をぼかす」、「清香」といったものは、
現代中国の都市部の若者が有する多くの「趣味」の中
の典型的な特徴に過ぎず、若者の「趣味」の全体像を
代表するものではない。また本稿では、グローバルな
若者文化（global youth）が生まれる歴史的文脈や、世
界各地の若者文化の間で見られる相互の影響、あるい
は東アジアにおける若者文化の融合といった問題につ
いては議論が及んでいない。インターネットが発達し
た現代において、こうした異なる地域・国家・文化圏
の若者の間で相互に作用し合う影響力は、非常に大き
なものとなっているはずである。ほかにも、本稿では
ジェンダーによる消費の選択の差異について簡単に触
れはしたものの、ジェンダーの観点からの詳細な分析
はできていない。これらは、今後の課題としたい。
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訳注

ⅰ 本稿は、「年輕之味：從潮州和深圳看中國都市年輕世
代的感官及 社會消費品味」『中國飲食文化』20(1)（2024: 
7‒38）を筆者および『中國飲食文化』の編集委員会よ
り了承を得て、日本語に翻訳したものである。

ⅱ ここでも説明されるとおり、中国語における「品味」
とは、「味わう、賞味する、味をきく」という意味と、
「センス」という意味を持ち合わせた語である。また、
はじめにでも示されるように、筆者は本稿においてピ
エール・ブルデューの “taste”（日本語では多く、「趣味」
と訳される）という概念を援用する形で「品味」とい
う語を用いている。さらに、原文では文脈に応じて「品
味」と「趣味」という語が併用されている。これらの
状況に鑑みて、翻訳論文である本稿では、「品味」と「趣
味」という語についてはあえて日本語に訳すことはせ
ず、「　」を付して原文の表現をそのまま用いること
とする。

ⅲ 一線都市（一級都市とも）および三線都市（三級都市
とも）、四線都市（四級都市とも）とは、中国で都市
のランクを示す用語である。ビジネス情報を発信する
「第一財経」が毎年発表するもので、一般に、魅力度
の高い都市から順に一線、新一線、二線から五線まで
六つのレベルに分けられる。

ⅳ 単叢茶とは、潮州市内の鳳凰連山で作られる烏龍茶の
総称である。

ⅴ 蒸して潰したタロイモと、サツマイモ粉などのデンプ
ンを混ぜて丸く成形し、茹でたものを指す。

ⅵ カメの腹甲やドブクリョウなどの生薬から作られる薬
膳の性格を持つデザート。日本では「亀ゼリー」の名
でも知られる。

ⅶ 「糖水片」の「片」とは、中国語で写真を意味する「照
片」に由来するものである。

ⅷ 直訳すると、「アヒルの糞の香り」となる。
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Taste of Young:
Sensorial and Social Consumption of the Chinese Youth

ZHANG Jinghong*

 Taste has been popularly explored in two directions, one as a gustatory sensation, and the other 
as an aesthetic standard and a symbolic social marker. Less has been said about the preferences of 
taste in terms of differences in age. This paper explores the correlation between young people’s 
preferences in gustatory sensation and the social realities they are confronting in contemporary 
China. Research is based on ethnographic fieldwork in two southern Chinese cities: Shenzhen, one 
of the first-tier.
 Cities in China that promotes fast-speed work and life, and Chaozhou, a third or fourth-tier city 
that is well-known for its slower life pace and traditional culture. Drawing on case studies about 
youth consumption in milk bubble tea, coffee and pure tea, I ask why a certain kind of taste is 
claimed to belong to the younger generation, and how young people interpret their consumption 
choices. Inspired by Mary Douglas’ concepts of “physical body” versus “social body”, I aim to find 
out the embedded.
 Social meanings behind the taste among the young, in particular the Chinese young generation’s 
concern with health, lifestyle, happiness, and worries.

Keywords
taste, milk tea, gongfu tea, senses, youth, Shenzhen and Chaozhou

* Southern University of Science and Technology
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論文 なりわいと移動の人類学：中華圏の研究者との協同から

清末民国初における普 茶生産について

西川　和孝*

　清末民国初、雲南では海関の設置や交通通信インフラの整備が進み、世界経済との結
びつきが強化され、海外との自由貿易が促進された。このような状況の中で、普 茶の
栽培地域は六大茶山から雲南西南地域一帯にまで急速な広がりを見せる。本論文では、
当該時期に生じた普 茶の生産と消費の拡大に焦点を当て、その要因を考察する。
　そこで、普 茶栽培の発展に貢献した政府関係者の史料をもとに、拡大した栽培地域
と生産量から説き起こし、消費市場およびその消費量を明らかにしたうえで、この背景
にある両地域を結ぶ物流の変革と茶の品質向上の実態解明を図る。
　本稿の分析を通じて、①世界経済との一体化のもと拡大する市場に対し、近代的な交
通機関の導入により物流の迅速化と輸送コストの削減が実現され、生産地と消費地の時
間的・経済的距離が短縮されることで、規則的な輸送が可能となり、大量消費を支えた
こと、②市場のニーズに応えるために、清代半ばから培われてきた栽培加工技術が各地
域に移転され、高品質な普 茶の生産に注力することで、茶の需要がより一層喚起され
たことを指摘する。
　最後に、英領インド帝国経由でチベットに輸出された普 茶の事例を踏まえ、当時の
雲南省が世界経済に組み込まれていく過程について、滇越鉄道を介した香港を中心とし
た枠組みだけでなく、雲南の西側との経済的結びつきをも視野に入れる必要があること
を強調する。
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Ⅰ　はじめに

　現在、観光業が盛んな雲南省は、一見すれば、地理
的に内陸の奥深くに鎮座し、孤立した世界というイ
メージを抱かせる。しかし、雲南省の歴史を紐解いて
いくと、古来より外界とつながりを持ち、経済を通じ
て周辺地域に重要な影響を与えてきたことが明らかに
なる。特に、明清交代期の呉氏統治時代に始まり1、清
代中期以降には銅銭の鋳造に必要な原料供給地として
銅山の開発が進められ、雲南と全国各地を結ぶ銅の輸
送ルートが整備され、清朝の貨幣政策を支える経済基
盤となっていた（西川 2015: 137‒150）。
　清末民国初になると、世界市場との結びつきが強
まっていく。錫などの豊かな鉱山資源が眠る雲南省に
対して、西方からは1886年にビルマを英領インド帝
国に併合したイギリスが、南方からは1887年にトン
キンを植民地化したフランスが、それぞれ雲南省の経
済的権益を狙い、激しい角逐を繰り広げることとなる。
まず、1887年に清朝との間で「続議界務・商務専条」
の締結を通じ、蒙自に海関設置を約束させたフランス
は、1895年の「続議界務・商務専条附章」によって
思茅にも海関を開くことを認めさせた。ついで、トン
キン雲南間の鉄道敷設権や雲南省内の鉱山採掘権を獲
得し、清朝に対して輸入税３割、輸出税４割それぞれ
関税の引き下げを承諾させた。一方、イギリスは、
1897年の「滇緬界務・商務続議附款」によって騰越
および思茅に領事の設置を受け入れさせる。国際貿易
を管理する海関が、上記のような経過を経て1889年
に仏領インドシナ連邦に隣接する蒙自県に、1897年
に普 茶の集散地である思茅庁に、そして、1900年
に英領インド帝国の一部となっていたビルマに通じる
滇西地区の交通の要衝である騰越庁に設置され、それ
ぞれ貿易都市として開放されることとなった（栗
原 1991；石島 2004: 19‒20）。これら海関設置に先立
ち、1885年に雲貴総督岑毓英による電信建設の提議
を契機として、1911年までに商業利用も見据えた電
信工事が進められた。これにより、雲南省は国内のみ
ならず、仏領インドシナ連邦との間でも電線が接続さ
れ、情報伝達の速度が飛躍的に向上した（白鳥 

2022）。加えて、1910年には安価でスピーディな長距
離大量輸送を可能にする昆明とハノイを結ぶ滇越鉄道

1  呉氏統治時代に、雲南で鋳造された銭貨が、ベトナム側に輸出された。ベトナムでは、これを模倣した銭貨が鋳造され、これら銭
貨はインドネシアのバリ島でも出土している（西川 2024: 289‒293）。

がフランスによって敷設されたことで、雲南省と外界
を結ぶ通信および交通インフラの整備が進展した（篠
永 1992；久保 2019: 38‒41）。
　また、こうした変化は、近代的な金融システムの構
築にも及んだ。海関が置かれた蒙自に1912年に富滇
銀行が、1914年にインドシナ銀行が相継いで支店を
開設したことで、安定的な取引を支える役割を果たし
た。とりわけ豊富な資金力を誇るインドシナ銀行は、
仏領インドシナ連邦植民地の中央銀行としてアジアに
多くの支店を有しており、大型の融資が可能となった
ことで、金融面でも規模の小さい事業主がビジネスを
展開するうえで環境が整いつつあった（権上 1985: 

159‒170）。
　さらに、19世紀末から20世紀の初頭にかけて、イ
ンド・日本・中国・東南アジアを中心とするアジア
は、欧米から導入した交通・通信・金融などのインフ
ラを基盤として、綿業を機軸とする国際分業体制を発
展させ、欧米向け輸出に依存しながら、域内でもその
需要を急激に拡大させた。そして、広大なネットワー
クを持つインド人や中国人の商人が、アジア間貿易を
地域レベルで支え、アジア域内の貿易額は欧米間のそ
れに肩を並べるほどに成長した（杉原 1985）。
　アジア域内の貿易が世界市場において存在感を高め
つつある中、雲南省では各種インフラ条件が整うこと
で、ヨーロッパ諸国の進出による自由貿易がスムーズ
に促されることとなり、交易品の大量買いつけによっ
て国内を上回る需要をもたらし、雲南の社会経済に地
殻変動を引き起こすこととなった。さらに、これにと
もなう鉄道敷設や自動車道路の整備は、物資の流通量
の増加をより一層後押しした（増田・加藤・小島 

2008: 55‒80）。
　19世紀末から欧米列強の影響が広がる変革の時代
において、多様な天然資源を誇る雲南省は、アヘン・
錫・普 茶などの主要な輸出品を通して、世界市場と
経済的結びつきを強めていく。雲南省の広い地域で栽
培されたアヘンは、海外に比べて安価でかつ高品質と
いう特徴を備えており、19世紀後半期より仏領イン
ドシナ連邦経由で海外市場に向けて盛んに輸出され、
清末民国初にアヘン禁止の国際的機運が高まって以降
も、密輸出によって雲南経済を下支えした（秦 1998: 

60‒91；西川 2017・2021）。また、民国期雲南におけ
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る輸出の大宗を占めた箇旧産の錫は、当初広西省を経
由して陸路で運搬されていた。しかし、滇越鉄道の開
通により大量輸送の時代が始まり、缶詰の原料などの
世界的な需要の高まりを背景に、輸出量は急増した（武
内 2003；楊・楊 2010）。そして、本稿の主題となる
普 茶は、19世紀末に仏領インドシナ連邦を経て一
部の茶が香港に出荷されたことを契機として、その後
の滇越鉄道や海運を利用した海外輸出につながってい
くこととなる（西川 2015: 227）。
　ただし、従来の研究では、近代化の象徴である滇越
鉄道敷設にともなう飛躍的な貿易拡大というインパク
トも手伝い、いずれの輸出品も仏領インドシナ連邦の
ハノイ経由で香港に輸出された点に主眼が置かれ、雲
南経済はアジアのハブ港である香港を中心とした国際
的枠組みの中で論じられるにとどまってきた（石島 

2004: 57‒62；楊 2009: 159‒169；西川 2015: 209‒231）。
その結果、雲南の西側に隣接するビルマを含む英領イ
ンド帝国との経済交流に関する議論は、依然として不
十分である。雲南経済と世界市場との関連性を考察す
るためには、英領インド帝国などの西方との国際的な
関係を考慮に入れた、より包括的な議論が求められる
であろう。
　そこで、本稿では、上記の命題に対して、香港を中
心とする国際的枠組みの中だけでなく、英領インド帝
国との間でも取引があり、清末民国初の関連史料が比
較的豊富に残る普 茶に注目する。
　さて、かくの如く清末以降に、主要輸出品となった
普 茶の歴史については、これまで多くの先行研究が
ある。雍正年間のシプソンパンナー王国を対象とし、
その直轄地化を論じたクリスチャン・ダニエルスは、
清朝による介入を許した原因として、茶山が生み出す
利益を巡って漢人商人と山地民との対立、さらにはこ
れに対する地元土司の無策があったことを指摘してい
る（ダニエルス 2004）。
　乾隆年間に入ると、漢人が地元社会に徐々に浸透し、
土地を買って茶園を経営するようになった。そして、
ついにはシプソンパンナー王国側も、茶交易からもた
らされる利益の確保という思惑も重なり、宮廷献上用
の貢茶の栽培の負担を求める代わりに、無断で入植し
た雲南南部の石屏出身の漢人に対して入植を追認する
ことになった。武内房司は、こうした茶山への漢人移
住の原因として、商業移民による積極的な経済的利益
の獲得があったと指摘している（武内 2010）。また、

筆者は、石屏漢人が茶山において普 茶の栽培技術や
土木技術、さらに同郷のネットワークを駆使して、徐々
に地元の土司を凌駕していく過程を素描した（西
川 2015: 170‒179）。
　本稿の対象時期となる清末民国初に関しては楊志玲
による詳細な研究がある。楊は当該時期の生産地域拡
大や生産量増加に関して整理をおこない、消費地との
関係性について分析したうえで、その全体像や歴史的
位置づけをおこなっている。楊は、民国期以降の普
茶生産拡大について、西洋から導入した加工工程の機
械化に加え、交通、通信、金融および世界経済との一
体化など同時代的要素との関連性を指摘する（楊 

2009）。
　また、内陸の奥地で生産される普 茶に焦点を当て
た場合、茶の生産地と国内外の消費地を結びつける物
流、つまりこれを支える交易路や輸送手段が重要な鍵
となってくる。北から南に向かって流れる紅河・瀾滄
江・怒江を代表とする急流で水運に適さない大小河川
によって東西に分断される雲南省では、急峻な山地が
交通の妨げとなっており、荷馬を利用したキャラバン
である「馬幇」と人が荷を担ぐ「荷夫」が伝統的な運
輸手段として活躍していた（石島 2004: 21）。これに
関連する雲南から東南アジアにいたる交易路の全体像
については、栗原悟が、雲南における回族反乱後の光
緒年間初頭から英仏勢力の進出という時代的背景を踏
まえつつ、馬幇に焦点を当て、回族の馬幇の活躍によ
る交易路の拡大とその後の交易路沿いに出現した各地
の商人勢力の成長を概観する（栗原 1991）。また、
Ann Maxwell Hillが、19世紀末から1940年代までの六
大茶山と新興の猛海茶山に焦点を当て、隣接する英領
インド帝国や仏領インドシナ連邦に続く普 茶の国際
的な交易路の変化を時間軸に沿って明らかにしている
（Ann 1998: 73‒75）。このほか、チベットを巡るイギ
リスと清朝の政治的関係性の視角から、英領インド帝
国経由で雲南からチベットに向かう交易路の開発とチ
ベットにおける普 茶の浸透を論じた劉志揚による精
緻な研究がある（劉 2017・2021）。
　本稿では、これら先行研究の成果と課題を踏まえ、
民国期に普 茶の発展に寄与した政府関係者が残した
史料をもとに、清末から民国初、具体的には日中戦争
の影響が雲南に及ぶ1940年前後までに焦点をあて、
明清代から受け継がれてきた栽培加工技術との歴史的
連続性を踏まえつつ、普 茶生産拡大の実態を論じて



図１　六大茶山
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いく2。具体的には、Ⅰで普 茶の名前が史料上に現れ
る明代後半期から19世紀前半までの草創期の茶山開
発を検討し、明代後期から清代半ばまでに起きた普
茶の品質の向上と栽培加工技術の変化を指摘する。つ
づいて、ⅡからⅢで、清末民国初の普 茶の栽培地域
拡大や生産量増加、さらには国内外を含む消費地との
関係性および物流について系統的整理をおこない、Ⅳ
で、市場において普 茶需要が増えた根本的要因を栽
培加工の技術移転の角度から探っていく。そして、こ
れら課題点を考慮しつつ、清末民国初に起きた普 茶
生産拡大の実態解明を通して、仏領インドシナ連邦を
経由する香港や、英領インド帝国を通じてチベットに
いたる東西に渡っておこなわれた普 茶の移輸出が雲
南経済に与えた歴史的意義という命題にも解答を導き
出していく。

Ⅱ　普 茶の概要

　本章では、普 茶に関する基本的知識を確認したう
えで、史料上にその名が現れる明代後半期から、栽培
加工技術の向上が起こり、普 茶生産が本格化する
19世紀半ばまでの普 茶の歴史について論じていく。

１　普 茶とは？

　私たちの周囲に存在する緑茶や紅茶などの多様な茶
は、元々同じ茶葉を原料としており、加工の過
程で生じた違いによって分類されている。茶葉
の分類は、新鮮な茶葉を加工する過程において、
茶に含まれる茶のポリフェノールの酸化具合、
即ち発酵程度の相違によって形成される。発酵
の程度が低い順から列記すると、緑茶（非発酵
茶）、白茶（微発酵茶）、黄茶（軽い発酵茶）、
烏龍茶（半発酵茶）、紅茶（全発酵茶）、黒茶（後
発酵茶）の６種類に大別される。例えば、日本
でもポピュラーな緑茶は、酸化程度が10％で
あるのに対して、普 茶は、一般的に黒茶に分
類され、酸化程度は80‒95％にも達する
（姚 2007: 29‒30）。
　実のところ、普 茶には、普 茶緑茶や普
茶紅茶もあるが、日本で通常「プーアル茶」と
称される茶は、黒茶（後発酵茶）のことを指す

2  民国期の普 茶の発展に寄与した人物と記録に関しては、（曹・劉 2024）を参照されたい。

（松下 1986: 85）。黒茶（後発酵茶）としての普 茶の
製造工程は、一次加工として、①茶摘み②釜

かま

炒
い

り（加
熱）③揉

じゅうねん

捻（茶葉を揉むこと）④干す（乾燥）の四
工程に大きく分類される（松下 1998: 12‒13）。②釜炒
りは、発酵を止める工程であり、熱を加えることによっ
ておこなわれる。この工程には「蒸す」ことで加熱す
る方法もあり、後述するように清代半ばまでの普 茶
は、この「蒸す」方法を採用している。また、③揉捻
には、茶葉の形を整えることと、茶葉の細胞に傷をつ
けることで成分の抽出を進める目的がある（工
藤 2007: 311、328）。
　つづいて、これら作業を経て完成した荒茶に、さら
に二次加工である発酵を加えたものが、一般にいうと
ころの黒茶（後発酵茶）に相当する普 茶となる。昔
は時間をかけて徐々に発酵させた、これを「生茶」と
呼ぶ。その一方で、熟成を早めるために、「渥

あくたい

堆」と
いわれる一連の工程、つまり荒茶を高温多湿な場所に
置き、付着した菌類による発酵、同時にカテキン類の
酸化をおこなったものを「熟茶」という（工藤 2007: 

45、299‒300、322）。
　さて、日本で広く親しまれている「プーアル茶」は、
明清時代において、現在の雲南省西双版納タイ族自治
州猛臘県の北部、メコン川の東岸地域で生産されてい
た（図１）。この地域には、後に述べる六大茶山（攸楽・
革登・倚邦・莽芝・蛮耑（蛮磚）・漫撒〔後に易武〕）
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が存在し、古くから茶の産地として広く知られてい
た3。

２　明清期の普 茶生産

　普 茶の概要の解説につづいて、本節では六大茶山
を中心として明清期の普 茶の歴史を辿っていくこと
とする。六大茶山を含む雲南省西双版納タイ族自治州
は、もともと盆地と周辺の山地を一つの単位（ムン）
としたタイ系土司のシプソンパンナー王国に属してい
た。シプソンパンナー王国は、国王（ツァオファー）
をリーダーとしてそれぞれのムンを管轄する首長
（ツァオムン）が従属する形で成り立っており、盆地
連合王国を形成していた。元王朝が中華王朝において、
王国を土司制度に組み込む先駆けとなり、官職を与え
たうえで、行政機関として徹里軍民総管府を設立した。
つづいて、明王朝は車里軍民府に改め、洪武17（1384）
年には車里軍民宣慰司使とし、ついで清朝政府もシプ
ソンパンナー国王に車里軍民宣慰司使の称号を与える
ことで慰撫を図った。
　また、王国の経済基盤は、平野部で水田耕作を営む
タイ系民族によって支えられていた一方で、山地で焼
畑耕作を中心に生活をする山地民によって生み出され
る山貨も重要な収入源であった。その中でも普 茶は
主要な山貨の一つであり、現在のプーラン族やハニ族
にあたる山地民がその栽培を担っていた（ダニエル
ス 2004）。
　さて、当該地域において普 茶の存在が史料上明確
に確認できるのは、万暦年間（1573‒1620年）の『雲
南通志』が初めてであり、該書には「車里の普耳に至
るに、ここで茶を産す」とある4。ただし、具体的な記
述は、同時期に書かれたと推測される謝肇 が著した
『滇略』が初見となる。該当箇所の内容を示すと以下
の通りである5。

　　雲南省が良いお茶を生産していないのではなく、
現地の人々がお茶の摘み方、正しいお茶の淹れ方を
知らないのであり、お茶自体の品質が良くても、本
当の「茗」（良いお茶）とはいえない。昆明の泰華

3  六大茶山の中で攸楽茶山のみ、行政区としては西双版納タイ族自治州景洪市基諾郷に属しており、猛臘県の西側に隣接している地
域に位置している。

4  万暦『雲南通志』巻16には、「至車里之普耳，此処産茶」とあり、ここでは、「 」ではなく、「耳」という字が当てられている。
5  『滇略』巻３には「滇苦無茗，非其地不産也，土人不得採取製造之方，即成而不知烹瀹之節，猶無茗也。昆明之泰華，其雷声初動者，
色香不下松蘿，但揉不匀細耳。點蒼感通寺之産過之，值亦不廉。士庶所用，皆普茶也，蒸而成団，瀹作草気，差勝飲水耳」とある。

6  康煕『雲南通志』巻20には、「謝肇 ，福建長楽人，万曆中任右参政。博洽多才，弾圧迤西，郡邑士民徳之」とある。

茶は、雷鳴が初めて響く（春）頃に収穫されるもの
であり、色や香りは松蘿茶に劣らない。しかし、手
揉みするとムラが生じる。（大理盆地の 海の西方
に位置する）點蒼山の麓にある感通寺の茶は、これ
に勝っているものの、価格は高めである。多様な人々
が嗜むのは、同じく普 茶である。この茶は蒸して
固められたものであり、お湯に浸すことで香りが引
き出され、水を飲むよりはやや風味が良い程度であ
る。

　この一節から、雲南産の茶は良質ではあるものの、
技術的な面で未熟であったことが読み取れる。また、
一見したところ、普 茶が雲南全域で一般の人々の間
で飲まれているような印象を与えるものの、ここは慎
重に考える必要がある。著者の謝肇 は、万暦年間に
雲南布政使右参政に任じられ、滇西に駐留した経歴を
持ち6、昆明の泰華茶、いわゆる太華茶や大理の感通茶
を紹介している。著者の滞在歴を考慮すると、飲茶文
化が一定程度根付いていた昆明と大理という限られた
地域において、「士庶」とされる多様な階層の人々が、
風味がやや水より良い程度の安価な普 茶を嗜んでい
たと考えるのが妥当であろう。
　『滇略』の内容と普 茶に関して記録された史料自
体が極少である点などから推測すると、明代後期の
16世紀末から17世紀初頭の段階では、普 茶は、雲
南省の昆明や大理一帯の人々に飲まれていたに過ぎ
ず、その風味も到底洗練されたものではなかった。
　明代のこれら散見せられる記述につづいて、普 茶
の名称が史料に登場するのは、明清の交代と呉三桂に
よる三藩の乱を経て、雲南省の情勢が安定する18世
紀初頭まで待たなければならない。
　この頃になると、普 茶が生み出す利益を求めて省
内外から多数の漢人が当地を訪れるようになる。いわ
ゆる攸楽・革登・倚邦・奔枝・蛮耑・漫撒の六大茶山
において、18世紀初頭の雍正年間には、漢人商人が
茶山を訪れ、茶を集め、買い付けをおこなうようにな
る。これに先立ち、清初より哀牢山脈一帯に巣くう山
地民によって繰り返される騒擾に悩まされていた清朝
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は、彼らの避難先となっていた隣接するシプソンパン
ナー王国に神経を尖らせていた。折しも中国の全国市
場で販売できる商品を捜し求めていた漢人商人が茶山
に入り込み、高利貸しなどを通して暴利をむさぼる中、
地元山地民との間に衝突を引き起こした。反乱鎮圧後、
雲貴総督鄂爾泰は、シプソンパンナー国王がこの地域
の統治能力に欠けていると判断し、治安維持を目的と
してメコン川東岸地域の六大茶山を含む地域を直轄地
として管理する方針を固めた（ダニエルス 2004）。
　清朝政府は、山地民と漢人との間の摩擦を懸念し、
漢人商人による茶山への直接的な買い付けを禁止し
た。ついで雍正７（1729）年に設置された思茅通判の
管轄下にある官設の茶の交易場である総茶店において
のみ、取引が許可されることとなった。さらに清朝は
シプソンパンナー国王に隷属する13のツァオムンに
土司の官職を与え、王国を構成する各ムンと直接的な
関係性を結んだ。この措置にともない、茶山に関して
は、地元の土司が管理を担うこととなり、倚邦土把総
曹氏が、六大茶山のうち、攸楽・革登・倚邦・莽芝・
蛮耑（蛮磚）の五茶山を、易武土把総伍氏が、磨者河
東岸の漫撒茶山を、それぞれ管轄した。ついで、両土
司は、清朝宮廷用の茶である貢茶の任務も課せられ、
これよりのち、大きな負担を強いられた。
　当初の清朝の意図とは異なり、地元で茶を集めるだ
けであった漢人は、次第に地域社会に溶け込み、土地
の購入を通して茶園の経営に直接関与するようになっ
た。そして、乾隆年間末期にいたり、漢人移民による
積極的な経済的利益の獲得に加え、シプソンパンナー
王国側の茶交易からもたらされる利益の確保、さらに
は高い品質が求められる皇室献納用の貢茶栽培を漢人
に肩代わりさせたいという地元土司の思惑も重なり、
清朝はついに漢人の入植を正式に許可することとなっ
た（武内 2010；西川 2015: 173‒175）。
　この頃から普 府とは元江（＝紅河）を挟んで北東
部に位置する石屏県出身の漢人が存在感を発揮するよ
うになり、茶山管理の責務を担う倚邦土把総曹氏と易
武土把総伍氏の協力のもと、漫撒に石屏会館が建設さ
れた。同時に、漫撒の南に隣接する易武でも当地を管
轄する易武土把総伍氏が石屏県出身の漢人を招聘した
ことを契機に、茶園経営が開始された（西川 2015: 

172‒175）。
　石屏漢人の故郷である現在の石屏県の中央に位置す
る石屏盆地は、中央に二つの湖を抱え、水資源には恵
まれているものの、比較的狭小な土地であった。明初

に屯田が設置され、山裾の緩やかな傾斜地において盆
地の耕地開発が開始され、後に大規模水利事業をとも
なう耕地開発や商品作物の栽培により土地資源の効率
化を目指した。しかし、明代後半期には、耕地不足と
人口増加によって石屏盆地は早々に構造的飽和状態に
陥った。結果的に清代以降、石屏の人々は、新たな生
活空間を求めて元江以南地域に広がるフロンティアに
飛び出し、各地で生活地盤の構築を模索していくこと
となる。このとき、移住活動の原動力となったのが盆
地開発の過程で獲得した土木技術や栽培技術など各種
技術であった（西川 2015: 45‒95）。
　茶山入植の正式許可を得た石屏漢人は、経験から
培った各種技術を活用し、貢茶を担った茶栽培はいう
までもなく、茶の収集地である思茅に向かう道路の建
設や架橋工事を実施するなど交通インフラ整備も積極
的におこない、普 茶の発展に尽力した。易武におけ
る普 茶の栽培と物流を掌握し、徐々に実力を蓄えつ
つあった石屏漢人は、19世紀半ばには地域社会にお
いても発言力を強め、その勢いは易武土把総伍氏をも
凌駕していくこととなる（西川 2015: 175‒179）。

写真１： 易武の茶葉を使用して作られた緊圧茶の一形態である
茶餅。直径約19cm、高さ約２cmである。円盤状の形で、
包装紙に「易武古茶七子餅」の文字が見える。運搬や
貯蔵のために７個の茶餅を竹の葉で一つに束ねたこと
から、「七子餅」という名称が付けられた。

　如上のように普 の茶山だけでなく、フロンティア
を中心に雲南各地に独自のネットワークを有する石屏
漢人は、易武を中心として普 茶市場において存在感
を発揮し、これにともない普 茶自体も商品として洗
練されていくことになる。同時期の史料からも普 茶
に関する変化が垣間見える。例えば、道光15（1835）
年に雲貴総督を務めた阮元らによって編纂された『雲
南通志稿』には次のような普 茶に関する記載があ
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る7。

　　思茅庁の調査によると、茶の産地には、倚邦・架
布・嶍 ・蛮磚・革登・易武という六山がある。土
壌の性質によって風味が異なるが、赤土や土中に雑
石があるものが最も良いとされ、消化を助け、寒邪
を取り除き、（体の正常な生理機能を阻害する）毒
素の排出に優れている。２月に摘み取ると、蕊が極
めて細かく白いので、「毛尖」と呼ばれる。摘み取り、
蒸したうえで揉捻し（円盤状の）茶餅の形にする。
葉は少なく柔らかで、「芽茶」と名付けられている。
３、４月に摘み取られた茶葉は、「小満茶」という。
６、７月に摘み取られた茶葉は、「穀花茶」と呼ば
れる。大きくて丸い形のものは、「緊団茶」と呼ばれ、
小さくて丸い形のものは「女児茶」といわれる。商
人の手を経て、外側はきめ細かく、内側が粗いもの
は、「改造茶」と呼ばれる。茶を揉捻する際、あら
かじめ黄色く、かつ丸まっていない茶葉を選択した
ものは、「金月天」と呼ぶ。強く固まり、ほぐれな
いものは、「扢搭茶」（いわゆる 瘩茶）と呼ばれ、
風味は極めて濃厚でなかなか手に入らない。茶を栽
培する農家は、常に草刈りに備えており、茶樹の脇
に草が生えると、味が劣化して売れなくなる。また、
茶葉を他のものと同じ器に入れて使うと、その匂い
に染まり、飲むことができなくなる。

　ここには、明代までの簡単な記述とは異なり、普
茶栽培に適した土壌、茶摘みの時期にもとづく分類、
そして、茶の栽培加工管理に関する様々な注意点が記
載されている。茶の製造工程では、茶摘みの後に「蒸
す」という加熱作業を経て、揉捻をおこなっているこ
とから、風味の点でも明代のものとは異なり、濃厚な
味へと変化している。現在の製茶工程と照らし合わせ
ても、基本的な手順は踏んでいるといえよう。また、
運搬に適した、茶葉を圧縮成形して固めた「茶餅」な
どの緊圧茶が紹介されており、形状の大小によって「緊
団茶」や「女児茶」と別々の名称が付されていた。そ

7  道光『雲南通志稿』巻70には、「思茅庁採訪：茶有六山，倚邦、架布、嶍 、蛮磚、革登、易武，気味随土性而異，生於赤土或土
中雑石者最佳，消食散寒解毒。二月間開採，蕊極細而白，謂之毛尖。採而蒸之，揉為茶餅，其葉少放而猶嫩者，名芽茶。採於三、四
月者，名小満茶。採於六、七月者，名穀花茶，大而円者，名緊団茶，小而円者，名女児茶。其入商販之手，而外細内麤者，名改造茶。
将揉時，預択其内之勁黄而不捲者，名金月天。其固結而不解者，名扢搭茶，味極厚難得。種茶之家，芟鋤備至，旁生草木，則味劣難
售，或與他物同器，即染其気，而不堪飲」とある。

8  『海関十年報告1892‒1901』には、「葉はまず手で揉まれ、次に大きな鉄鍋で20分ほど強火で焼かれる。その後、竹製のマットのう
えに広げて日干しにし、ときどき裏返したり揺すったりして、十分に乾燥したところで女性に渡され、茎や花と葉を分けて選別され
る」とある（China Imperial Maritime Customs, Decennial Reports, 1892‒1901, Vol. 2. Szemao, 490）。

して、特筆すべき点として、商人が故意に内側の粗い
茶葉を隠すために表面をきめ細かい茶葉で覆ったと推
測される「改造茶」という一種の緊圧茶のフェイク商
品が、市場に流布していたことである。裏を返せば、
この時期には、「緊団茶」や「女児茶」が一定の信頼
を得た商品としてブランド化されていたことの証左と
もいえよう。
　清代半ばの史料の特徴として、明代と比すると、生
産地・栽培方法・加工方法に対する意識が強く反映さ
れており、普 茶の商品的価値に関心が向くように
なっていたことが読み取れる。清代末期には、加熱方
法において「釜炒り」が採用されているという記述も
あるが、基本的な製造工程という点では19世紀前半
頃と大きな変化は見えない8。
　明代後半期において普 茶は、主に昆明や大理を中
心とする地域において飲まれ、その風味もやや水より
良い程度であった。しかし、清代に入り、省内の情勢
が落ち着くと、全国市場で販売できる商品を捜し求め
ていた漢人が茶山に入り込むようになった。特に、乾
隆年間後半以降、商売に長け、栽培技術にも卓越した
石屏出身の漢人が入植し、栽培を開始して以降、普
茶は一定の品質を保証できる商品としての価値を持つ
ようになった。そして、茶の風味も「やや水より良い
程度」から「極めて濃厚」へと評価は一変した。石屏
漢人は自らが持ちうる広いネットワークを通して得た
知識をもとに市場の需要に適した商品を供給するべ
く、必要に応じて様々な形状の緊圧茶を製造していっ
たのであろう。

Ⅲ　清末民国初における普 茶生産について

　宮廷献上用の貢茶でもあり、確かな技術に裏打ちさ
れた商品として、その価値を着実に高めつつあった普
茶に関して、本章では、清末民国初、周辺地域に向
けて急速に拡大する生産地域と、年間生産量の変化に
ついて検討していく。
　かつて六大茶山を中心に生産されていた普 茶は、
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清末以降、その栽培範囲が隣接する景谷や順寧府南部
の瀾滄を超え、順寧府中部の双江や雲県、さらにはそ
の北に位置する順寧府順寧県にまで広がりを見せる9。
同時に、生産地域の拡大は、産地ごとに、鳳山茶（順
寧県産）・猛庫茶（双江緬寧等県産）・景谷茶（景東景
谷県産）・三宋茶（車里県産）・大山茶（鎮越江城等県
産）・壩子茶（仏海南嶠等県産）などの様々な普 茶
ブランドを生み出していく10。

１　新たな栽培地域

　はじめに、雲南省西南部に新たに栽培が開始された
地域について、時系列に沿って考察していく。清末民
国初において新たな普 茶の栽培が最初に明確に確認
できるのが、順寧府双江県である。双江県はもともと
土地が肥沃で物産も豊富であり、茶の栽培には適して
いた。そこに1899年から1900年にかけて、彭耀とい
う人物の提案により、仏海（猛海）から茶の種が持ち
込まれた11。
　次に、普 府に隣接する元江直隷州の事例を紹介す
る。民国『元江志稿』巻５には普 茶の栽培および生
産にいたるまでの経緯が具体的に記されているので、
以下に引用しておく12。

　　光緒年間半ば、元江の人々の生活は悲惨な窮状に
あり、生きていくには困難であったので、気力を奮
い起こし荒れ果てた土地に挑み、日々開墾と耕作に
励み、懸命に努力した。（元江の）中郷の人々のよ

9  『続雲南通志長編』巻72には、「滇茶主要産地，大部偏于西南一隅。発源于六大茶山，延及瀾滄江左右之哀牢、蒙楽、怒山間高地。
換言之，其発展趨勢，大抵由思茅迤南之江城、鎮越、車里、仏海、五福、六順等県，漸移向西北之瀾滄、景東、双江、緬寧、雲県、
而迄于順寧」とある（雲南省志編纂委員会辦公室 1985: 下冊、606）。

10  『雲南経済』第12章には、「雲南所産之茶，以産地別，有鳳山茶（順寧県産），猛庫茶（双江緬寧等県産），景谷茶（景東景谷県産），
三宋茶（車里県産），大山茶（鎮越、江城等県産），壩子茶（仏海南嶠等県産），十里茶（昆明県属十里鋪産），感通茶（大理県産），
太和茶（保山県産），宝洪茶（宜良路南等県産）等之名称…惟外省人士，則概名之曰普 茶。然就現下之行政区域論，普 即今之寧
県，並不産茶…普 茶得名之由，当由於往昔著名産茶之六大茶山（所謂六大茶山或謂攸楽，革登，倚邦，莽芝，蛮磚，漫撒；或謂
倚邦，架衣，嶍崆，蛮磚，革登，易武；或謂倚邦，易武，蛮磚，莽芝，革登，布架，未知孰是），為隷思茅庁，思茅庁属普 府，且
当時所産之茶，多数以思茅為集散地，故以是名耳。今則情勢不同，大凡順寧，雲県，双江，緬寧所産，什九以下関昆明為集散地。景
東景谷所産，則以昆明為市場。而仏海，南嶠，車里所産，則以仏海為中心」とある（張 1942: L1）。

11  『雲南経済』第12章には、「双江県…土質肥沃，物産豊富，其主要農産，除稲、米、綿花、甘蔗、紫梗外，以茶最著，即所謂猛庫
茶也。該県植茶，始於光緒二十五六年，由於彭耀氏之提唱。茶種来自仏海，係大山茶…全県年産約一万担，其中十之八九運雲県，下
関，銷四川及本省，十之一二運磨栗壩，銷緬甸；而以極少数銷猛定，耿馬，施甸，保山一帯」とある（張 1942: L3）。

12  民国『元江志稿』巻５には「方光緒中葉，元人生計日窘，幾有不能生存之勢，於是淬励憤発荒蕪之田園，日事開墾農林種植，皆竭
力講求。如中郷之人，往五大茶山，傭工謀生，目撃耳濡，尽得種茶製茶之法，多購茶種，以帰於猪街及大小羊街一帯隙地，如法種植，
而培壅之。三数年間遂蓬蓬勃勃緑徧山原，依法製成，其質、其味、其色，蓋与倚邦、攸楽之茶相埒。銷路日広，獲利日豊，力図改良
発逹，正未有艾，是則自光緒末葉以迄於今」とある。　

13  民国『順寧県志初稿』巻14には「（光緒）三十四年戊申…是年秋知府琦麟、城紳陳維寅各捐銀五十兩，開闢鳳山森林，倡始植茶」
とある。

うに、五大茶山に向かい、単純労働者として生計を
立てようとしたものもおり、見聞きしているうちに、
茶の栽培と製茶の方法を習得したので、茶の種をた
くさん購入して、（元江の）猪街と大小羊街一帯の
未使用の土地に戻り、マニュアル通りに植えて、（土
を株もとによせる）土寄せもおこなった。数年後つ
いに山々は緑で溢れるようになり、マニュアル通り
に製茶すると、品質・風味・色合いともに（六大茶
山の）倚邦や攸楽の茶に劣らないものとなった。売
行きは日々好調で、利益もますます拡大し、茶の改
良にも努めており、正にその勢いはとどまることを
知らない。これが光緒の終わりから現在にいたる状
況である。

　光緒年間半ば、つまり1890年頃、生活に困窮した
元江の中郷出身の人々が、六大茶山に出稼ぎにいった。
この出来事が契機となり、茶の栽培や製茶に関する技
術を習得し、茶の種を持ち帰って栽培生産を始めたと
ころ、六大茶山に劣らない品質の茶葉の生産に成功し
た。数年で事業が軌道に乗り、20世紀初頭の光緒年
間末には多くの利益を上げるようになった。
　最後に、順寧府順寧県の茶栽培の事例を検討する。
順寧県の場合は、光緒末年（1908）に順寧府知府の琦
麟と紳士の陳維寅が互いに50両を出し合い、茶の栽
培を提案したのを端緒とする13。この地における茶栽
培が成功した経緯については、当地で茶業に従事した
李少庵が著した「順寧茶業概况」に詳細に記述されて
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いるので、以下に引用する14。

　　鳳山茶の栽培は、清朝末期に種子を選び、種をま
き、苗木を育てることから始まり、茶畑を形成する
まで５年のときを要した。護国軍が挙兵し、本省か
ら四川や貴州に出兵した軍隊に順寧人が多数含まれ
ており、従軍の際に茶葉を携えていき、各地で宣伝
した。これが評判を呼び、茶荘を開いて、茶を買い
付け、四川省に運んで販売する人も出てきたため、
売上げが大幅に伸びた。現在、鳳山には約５万本の
茶樹があり、１本あたり年間１斤の茶葉を収穫する
ことができ、茶葉の総量は５万斤以上になる。地元
で消費されるだけでなく、茶葉のほとんどは騰越幇
や喜洲帮、南防一帯の商帮に売られている。民国
20（1931）年頃、鳳山で茶葉が成功しているのを見
て、地元の名士や一般の人々が、競って茶葉を植え、
県城の東鳳山や盤陀石周辺では栽培に成功し、宣伝
に努めている。

　順寧県では、1908年に知府自らの呼びかけにより
始まった茶栽培が、５年の歳月を経て実を結んだ。お
りしも、この時期、袁世凱の帝政に反対する唐継堯・
蔡鍔・李烈鈞らが1915年12月に雲南省で独立を宣言、
護国軍と命名した袁世凱討伐の兵を起こし、護国戦争
を開始した（石島 2004: 69‒72）。護国軍が四川や貴州
に遠征軍を派遣した際、順寧出身の兵士たちが持参し
ていた茶葉を各地で宣伝した結果、順寧産の茶が広く
知られるようになり、その後の茶栽培の拡大に寄与し
た。
　これら３つの事例より、いずれの地域でも光緒年間
半ば以降、茶栽培が開始されたことが知られる。元江
の例に見えるように、清朝末期、周辺地域の労働力を
吸収するほど六大茶山における普 茶の栽培が盛んで
あり、各地で同様の試みがおこなわれたのであろう。
　次節では、普 茶の栽培地域の広がりにともなう清
末民国初の年間生産量の変化について検討していく。

14  民国『順寧県志初稿』（巻７、「順寧茶業概况」）には「鳳山茶之栽植始於清末自選種播苗，以迄成林需時五年。 至護国軍興，本
省出師川黔，順寧人服役軍中者甚夥，随軍携帯茶葉，到処宣伝。因之受人賞識後，復有人設荘収購，運川銷售，因之銷路大増。目前
鳳山茶樹約計五万余株，毎株年可採茶葉一斤，総計可得茶葉五万余斤。除供当地消費外，大部均售于騰越及喜洲帮以及南防一帯商帮。
民二十年前後，一般紳民人等，見鳳山的茶葉成功，競相栽植，附郭之東鳳山及盤陀石一帯均已栽植成功，甚而推広」とある。

15  普 茶の年間生産量の概数については、『海関十年報告1912‒21年』（China the Maritime Customs, Decennial Reports 〔以下 Decennial 
Reports と略称〕, 1912‒21, Vol. 2. Szemao, 372‒373）および『海関十年報告1922‒1931年』（Decennial Reports, 1922‒1931, Vol. 2. Szemao, 
364‒365）を参照。また、１担は約60 kgである。 

16  Decennial Reports , 1922‒1931, Vol. 2. Szemao, 364‒365。

２　年間生産量の増加

　清末民国初にかけて普 茶の生産地域は、六大茶山
を中心に滇西南部を覆いつつあった。これにともない、
年間生産量も増加の一途を辿る。清末から1910年代
までは、辛亥革命後の混乱と治安悪化にともなう地方
間の商取引停滞の影響もあり、茶の年間生産量の数値
は、おおよそ35,000担から40,000担までの間で推移し
ていた15。しかし、1920年以降は、著しい上昇傾向を
示すようになる。例えば、『海関十年報告 1922‒1931年』
によると、1921年以前は年間生産量が9,000担であっ
た景東と緬寧は14,000担に増加した。また、以前は茶
山としてほぼ無名であった瀾滄は、茶の年間生産量が
1,000担を誇るほどにまで成長した16。
　つづいて、1930年前後以降の年間生産量の変化を
知るべく、1934年出版の「雲南之茶業」と1942年出
版の『雲南経済』に記載されている普 茶の年間生産
量を整理したうえで、表１「民国期普 茶年間生産量
一覧表」として次ページに示す。
　おおむね「雲南之茶業」は『海関十年報告 1922‒
1931年』の数値と比較すると、やや少なく、1920年
代後半頃のデータと考えられ、一方の『雲南経済』は
1940年頃の年間生産量を示していると推測される。
ただし、一部の地域に関してはデータ不足のため、両
者の比較可能な生産地域に絞って表１の分析を進めて
いく。まずは、先述した瀾滄は854担から３倍の3,000

担に増えており、引き続き増加傾向にあることが確認
できる。次に、光緒年間から栽培が開始された順寧は
3,200担から２倍以上の8,000担に増加し、六大茶山に
隣接する江城や仏海も各々、600担から2,000担、5,000

担から15,000担と、年間生産量において３倍の伸びを
示している。このほか、滇東北部に位置する大関一帯
において僅か30担余りであった年間生産量は、周辺
地域を含めて1,600担にまで増加している。
　普 茶の年間生産量においても、1910年代にはせ
いぜい４万担程度であったのに対して、1920年以降、
顕著な増加を示し、1940年頃には約８万担近くに達



表１　民国期普 茶年間生産量一覧表

「雲南之茶業」（1934年出版） 『雲南経済』（1942年出版）
生産地 生産量 生産量

瀾滄 854担 3,000担
仏海（猛海） 500,000余斤（5,000余担） 15,000担
順寧※1 3,200担 8,000担
鎮越（易武）※2 2,600担 4,000担
五福 35,000斤（350担） ―
双江 10,000担 11,000担
鎮康 800余担 800担
江城（猛烈） 紅茶600担 2,000担
雲県 紅茶120担・緑茶480担 600担
大関 30余担

1,600担彝良、綏江、 
鎮雄、塩津 ―

昌寧 ― 300担
景谷 2,000担 12,000担

（景東 70‒80％；景谷 10‒20％)景東 11,350担
鎮沅 ―

2,400担墨江 ―
元江 2,000担
緬寧 ― 4,000担
思茅（倚邦） 4,000余担 ―
車里 ― 8,000担
南嶠（猛遮） ― 6,000担
寧江（猛往） ― 8,000担

合計 43,384担 86,700担

史料典拠：褚 1934: 182‒183；張 1942: 第12章 L2 ‒L3。
※１：1940年には7,000担に到達。
※２：1920年代後半、出境する者が相次ぎ、茶樹が放棄され、産出量が激減した。
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していた17。
　本章では、清末民国初における普 茶の生産地域お
よび年間生産量の変化を確認してきた。如上のごとく、
全体の傾向としては20世紀前半を通して、普 茶の
生産地域の拡大にともない、年間生産量も右肩上がり
に伸びていた。史料上で確認できる光緒年間以降に新
たに栽培された双江・元江・順寧の３地域に限っただ
けで、1940年頃の年間生産量は合計で20,000担以上
に及んでおり、普 茶生産の増加に貢献したことは明
白である。ただし、民国期に普 茶の生産量が伸びた
要因を、上記３か所に代表される新たな栽培地域の出
現にのみ求めるのは早急であろう。例えば、民国期に

17  表１「民国期普 茶年間生産量一覧表」の統計では、計算上で年間生産量が８万担を超えるものの、『雲南経済』第12章には「上
述各地産額，除宜良、順寧、双江、緬寧、仏海、南嶠、車里等比較可靠外，餘均因未経調査，無統計足資依拠，然大約当不出八万担
之数也」とあり、８万担未満と推計している ( 張 1942: L3)。

18  中国を代表する自生茶樹については、松下智が現地調査の成果も踏まえ、詳しく紹介している（松下 2012: 42）。

代表的な茶生産地となった瀾滄・仏
海・景谷・景東・鎮沅には、いずれ
も樹高15メートルを超える大茶樹
が自生している18。このことから、
これらの地域では新たに茶樹を栽培
するのではなく、むしろ自生してい
る茶樹に手を加えたり、摘採した茶
葉に加工を施したりすることで品質
を向上させ、商業的に成功を収めた
と考えるのが妥当であろう（表１）。
したがって、民国期の普 茶の生産
量増加は、新たな栽培地域だけでは
なく、茶の自生地の存在も深く関係
しているといえよう。
　そもそも生産量を伸ばすために必
要となる茶業の利益化には、茶栽培
に必要な自然環境はいうまでもな
く、消費地との距離、運搬手段の確
保、さらには栽培および製茶などの
加工に関する技術的な問題など様々
な課題が立ちはだかる。
　そこで、次のⅢでは、普 茶の消
費地から説き起こし、生産と消費を
結ぶ物流にも注意を払いつつ、茶業
の利益化における課題を明らかに
し、如何にして解決に導いたかを考
察していく。

Ⅳ　普 茶消費の伸長と物流の変革

　清末民国初において普 茶の栽培地域が六大茶山か
ら西北方面に延びていくにともない、生産量も増加し
た。雲南の西南地域は、茶樹が自生するなど、元来茶
樹の生育に適した自然環境が備わっており、栽培地域
として成立可能な下地が存在した。清末以降の普 茶
に対する需要の増加が、この地域の栽培拡大と茶の生
産量の向上を促進する要因となる。本章では、普 茶
の消費量が増加した消費地を特定し、さらに生産地と
消費地を結ぶ物流の重要性に焦点を当てながら、普
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茶の生産拡大を促進した要因について考察する。

１　消費地拡大と消費量増加について

　一般的に消費地における普 茶の需要が増大するこ
とで、供給の必要性が生じ、その結果として商品とし
ての普 茶の生産量が拡大する。
　普 茶の生産地が急速に拡大する以前、19世紀末
における普 茶の主な消費地は、四川省・チベット・
雲南省内であり、思茅経由で移出された約16,000担の
内訳は、それぞれ四川省7,200担・チベット4,400担・
雲南省内4,000担であり、そのほか貴州省240担、広
西および広東は160担であった19。一方、前章で述べて
きたように、1940年頃において雲南産の茶の消費地
は、雲南の周辺部を含む東南アジアから中国沿岸部に
及んだものの、雲南省内を除けば、依然として四川や
チベットがその大宗を占めており、これら地域の需要
は依然として旺盛で、高水準を維持していた20。
　ここで、普 茶の消費地と消費量に関する詳細を知
るべく、茶の生産地ごとの供給先について検討してい
く。民国期の普 茶の供給先については、「雲南之茶業」
と『雲南経済』に生産地ごとの消費地と消費量に関す
る詳細な記録が残されており、これをまとめたのが、
次ページに示す表２である。
　表２を考察すると、普 茶の主要な供給先として、
清朝以来の二大消費地である四川とチベットに加え、
香港や仏領インドシナ連邦、さらには省内の地域が際
立っていることがわかる。
　はじめに新たな消費地として20世紀以降に台頭し
てきた、香港などの中国沿岸部、そして、その経由地
となる仏領インドシナ連邦について説明していく。19

世紀末、現在のベトナムである仏領インドシナ連邦に
おいて普 茶が、その香り高い風味で高評価を受け、
輸出されていた。しかし、1896年の北ベトナムにお
ける米の不作と関税の引上げにより嗜好品である茶を

19  19世紀末にリヨン商工会議所が組織した調査団の報告によると、1897年に思茅経由で移出された普 茶40,000挑（約16,000担）
の内訳は、四川省18,000挑（約7,200担）、チベット約11,000挑（約4,400担）、雲南省10,000挑（約4,000担）、貴州省600挑（約240担）、
広西および広東はわずか400挑（約160担）であった（Chambre de Commerce de Lyon 1898: 139）。

20  『海関十年報告 1912‒1921年』には、情報源を普 道の行政事務を掌る道尹であると記したうえで、普 茶の年間生産量は35,000
担に達し、ここから英領インド帝国のシャン州（British Shan States）向け4500担、仏領インドシナ連邦のラオス（Laos frontier）向け
1,000担、さらに地元消費分2,000担を差し引いた27,500担のうち、60～70％が四川に運ばれ、約10％がチベットに向かい、残りは
雲南で消費されていたとある（Decennial Reports, 1912‒21, Vol. 2. Szemao, 372‒373）。また、『雲南経済』第12章には、「滇省所産之茶，
除銷本省外，以銷四川西蔵為大宗，開銷安南，暹羅，緬甸及南洋以及沿海沿江各省」とあり（張 1942: L5）、依然として四川、チベッ
ト向けが多くを占めている。

21  『続雲南通志長編』巻72には、「以川銷茶之消長言：初為宋園茶（即大山茶），継為景谷茶（景東属之景谷街），今則大部取之于双江、
順寧，是皆滇茶発展趨向之明征也」とある（雲南省志編纂委員会辦公室 1985: 下冊、606）。

購入する経済的余裕が失われた。この結果として、香
港に出荷された一部の普 茶が、思いのほか好評を得
たことで、その後の大量輸出につながっていくことと
なる（西川 2015: 227‒228）。仏領インドシナ連邦を含
む香港や中国沿岸部向けの生産地は、メコン川西岸の
仏海、六大茶山の一つである鎮越（易武）、そして、
その北部に位置する江城と元江である（表２）。いず
れの地域も仏領インドシナ連邦に隣接し、交通の便に
優れていた。
　次に、19世紀末において重要な移出先であった四
川省について検討していく。四川は清代から重要な普
茶の消費地であり、四川向けの生産地の歴史的変遷
については、『続雲南通志長編』に「四川省での茶葉
販売の伸びについていえば、宋園茶（すなわち大山茶）
から始まり、景谷茶（景東に属する景谷街）が続き、
今ではそのほとんどが双江と順寧から採取されてお
り、雲南茶の発展の趨勢を明確に示している」という
一文が見え21、四川向けの普 茶の供給地は、元は宋
園茶の産地である六大茶山であったが、時間の経過と
ともに北方の景東、さらにその西方に位置する双江と
順寧に移動していった。この記述を裏付けるように、
表２にも双江と順寧を筆頭として、景東の名も確認で
き、さらには量的には少ないものの、雲県や昌寧など
の新興茶山が挙げられている。
　また、これら地域から四川に移出される普 茶は、
表２から推計すると、少なく見積もっても1.5万担以
上にのぼり、清末の年間移出量7,200担と比較すると、
２倍以上に増加している。
　つづいて、チベット向けの普 茶であるが、その生
産地は、瀾滄・仏海・五福・思茅などメコン川西岸地
域に集中している。1910年代、辛亥革命の余波にと
もなう雲南省内の治安悪化の影響により取引量は伸び
悩んだ。しかし、後述するように英領インド帝国経由
のルートを開発したことで、1920代以降は急速に増



表２　民国期普 茶の消費地と消費量一覧表

　 「雲南之茶業」（1934年出版） 『雲南経済』（1942年出版）
注記

産地名 主要な消費地と移輸出量 取引額 主要な消費地と移輸出量 生産量
瀾滄 昆明、緬甸、チベット（854担） 滇幣10,560元 ― 3,000担

仏海（猛海） 省内（2,000担）；チベット、緬甸、
インド、仏領越南、暹羅（3,000担） 滇幣５、６万元 ― 15,000担

順寧　 四川（3,200担） ― 省内、四川 8,000担

鎮越（易武） 省内、緬甸、暹羅、英領整海、
仏領越南莱州、香港（2,600担） ― 思茅（一部）、越南（一部） 4,000担

五福 省内（100余担）；チベット、
上海（70‒80担） ― ―

双江
四川叙府（10,000担の大部
分）；緬甸、臘戌（Lashio）、
中甸、維西（少量）　

―
四川、省内（80～90％）；緬
甸（10～20％）；猛定、耿馬、
施甸、保山一帯（極少）

11,000担

鎮康 ― 滇幣１万余元 ― 800担

江城（猛烈） 仏領莱州（600担） 滇洋１千余元 越南（大部分） 2,000担 水運による輸
出が可能。

雲県 四川叙瀘一帯、チベット（600担） ― ― 600担
大関 昭通、塩津（30担） ―

多くは地元で消費 1,600余担彝良、綏江、
鎮雄、塩津 ― ―

昌寧 ― ― 省内、四川 300担 順寧に隣接す
る新興茶区

景谷 昆明（2,000担の大部分） 滇幣４万元
四川、省内 12,000担 

景東 昆明、大理など（11,350担） ―
鎮沅 ― ―

大半が香港と広州各地 2,000担
元江 省内、香港（2,000担） ―
緬寧 ― ― 大半が雲県と下関を経て四川 4,000担

思茅（倚邦） 省内、チベット、西康、インド、
緬甸、シンガポール （4,000余担） 滇幣50万元 ― ―

車里 ― ― ― 8,000担
南嶠（猛遮） ― ― 6,000担
寧江（猛往） ― ― ― 8,000担

史料典拠：褚 1934: 182‒183;張 1942: 第12章 L2‒L5。
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加傾向を示すようになる。英領インド帝国を経由した
輸出量に関しては、譚方之著の「滇茶蔵銷」に「仏海
商会主席報告」を引用した記録が残されており、これ
をまとめたのが次ページに見える表３である。
　1928年に5,000担に過ぎなかった輸出量は、1932年
に飛躍的な増加を示して以降も、年々増加の一途を辿
り、1938年には18,000担に達した（表３）。これを裏付
けるように、1939年に民国政府のコルカタ総領事が、
英領インド帝国を経由して毎年3.5万から４万包の普

22  1940年５月９日「外交部為駐加総領事館與印交涉免抽過境茶税事致蒙藏委員会公函」添付の「領事館布告」には「査雲南仏海茶
磚仮道緬印運銷西蔵者，毎年統計約在三万五千包至四万包之間」とある（劉 2005: 294‒295）。

茶がチベットに運ばれていたと報告している22。
　最後に、雲南省内の消費量について検討していく。
19世紀末に4,000担であった雲南省内の消費量は、民
国期には四川やチベットなどと同様に増加傾向を示す
こととなる（表２）。残念ながら、史料上に消費量の
正確な数字は記載されていない。しかし、普 茶の年
間総生産量を８万担と仮定し（表１）、四川省向けの
約1.5万担、チベット向けの約1.8万担、仏領インドシ
ナ連邦および香港向けの約0.3万担をそれぞれ差し引



表３　仏海県のチベット向け普 茶取引量と価格単価表

年代 数量（担） 産地毎担価格
（元：半開銀元）

民国17（1928）年  5,000  8

民国18（1929）年  5,600 10.5

民国19（1930）年  6,000  8

民国20（1931）年  6,500  9

民国21（1932）年 10,000  9.5

民国22（1933）年 11,000  9

民国23（1934）年 12,000  9

民国24（1935）年 13,000 11

民国25（1936）年 15,000 12.3

民国26（1937）年 15,500 12.6

民国27（1938）年 18,000 14.6

10年平均数量 11,700 13.2

典拠：「仏海商会主席報告」（譚 1944: 54‒55）より抜粋。
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けば、省内の消費量は約４万担であったと推計され
る23。
　民国期の雲南省では、茶は唯一の飲物として親しま
れ、来客があればお茶でもてなした。また、茶を嗜み
ながら、様々な趣向を凝らした娯楽を提供する茶舗が
一般民衆の間で人気を博し、飲茶の習慣が日常生活に
溶け込んでいた24。茶が広く飲まれるようになったこ
とで、消費量が増大したのである。
　雲南省における普 茶の消費拡大の背景には、海関
設置にともなう対外貿易の拡大と馬幇による物資輸送
の活発化がある。蒙自・思茅・騰衝に海関が開設され
た後、雲南各地に中継市場が形成され、省都昆明がこ
れらの交易路の結節点となった。昆明には、生み出さ
れる経済的利益に魅かれて湖南省や四川省から多くの
商人が移り住み、店を構えた。昆明の発展は都市人口
の増加にも現れており、清末には9,754戸で95,235人
だった人口が1932年にはそれぞれ31,029戸、143,700

人に達した。このような省内外の交易拡大と商業活動
の活性化が、滇西の大理や滇南の建水などにおける商
人グループの形成を促し、人々の往来や交流を一層進
めたことで、昆明を中心とする雲南省内の茶の消費を
下支えしたのであろう（石島 2004: 21‒22、130‒131）。

23  楊志玲氏は、1930年８月の中国茶葉公司雲南辦事処の電報に基づき、省内の消費量は３万担余りであったとしている（楊 2009: 
103）。

24  「雲南之茶業」五 茶之消費情形には、雲南の飲茶の習慣について「茶為本省人民唯一之飲料，不論公私団体住宅，莫不置茶，客至
即以茶餉客。茶之濃淡，因嗜好而不同，但無搀糖者。茶舗為本省一般民衆娯楽場所之一，其在郷村，則有「公茶舗」者，且負有一村
会議事項集合場所之使命焉。普通茶舗有「閑茶舗」與「囲鼓茶舗」之分，後者乃集合芸伶唱戯娯客，唯不化装，前者則茶舗主人不設
零外娯楽，聴客暢談者。此外尚有備留声機或請人演述説部以娯客者」とある（褚 1934）。

25  『雲南経済』第12章には、「滇茶運輸路線，大別為南北両途，什九頼乎駝馬，間資水道、火車、汽車者」とある（張 1942: L5）。

　如上のように民国期の普 茶生産拡大の背景には、
清末から続く四川とチベットという二大消費地に加
え、雲南省内や中国沿岸地域での消費の増加が寄与し
たことが挙げられる。

２　消費地と生産地をつなぐ物流

　本節では、消費地を中心に、各地の生産地との間を
結ぶ物流について検討していく。具体的な事例を取り
上げ、論じていく前に、物流と交通機関に関して説明
を加えておく。

⑴　物流と交通機関の定義

　物流とは、一般的に生産者から消費者にいたるまで
の商品の流れのことを指しており、輸送・保管・荷
役・在庫管理・情報管理などが含まれている。このう
ち輸送活動が線部分で遂行される以外は、すべて結節
部分で処理される（山本・奥野・石井・手塚 1997: 

392）。起伏の激しい内陸に位置する雲南省では、この
線部分に相当する輸送という関数が平地に比して物流
全体をより大きく左右する要素となる。貨物を目的地
に迅速かつ安全に届けることを目的とする輸送活動に
は、人や財貨の空間移動を可能にする手段方法が整備
体系化された交通機関の存在が前提となる。
　交通機関には、通路（道路・航路・鉄道路・航空路
など）、運搬具（人・家畜・馬車や荷車などの車輛・
自動車・筏・舟・船舶・汽車・電車・航空機など）、
動力（人力や畜力・風力・水力・蒸気力・石油燃料爆
発力・電力・原子力など）の３要素がある（青野・保
柳 1951: 212‒213）。
　清末民国初の雲南では、交通機関を構成する各要素
が変化する過渡期を迎えていた25。通路は、茶馬古道
の一部が、鉄道路や自動車道路に取って代わられた。
同様に、通路を利用する運搬具も、牛馬などの荷役動
物や人足から蒸気機関車や自動車に転換しつつあっ
た。これにともない、動力においても人力や畜力、風
力などの自然的動力から蒸気力や石油燃焼爆発力など
の人工的動力に移行する傾向にあった。とりわけ、蒸
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気力や石油燃焼爆発力という人工的動力の導入は、運
搬具と動力源を分化することで自然的制約から解き放
つこととなった。これは、それまで運搬具と動力源が
一体化していた「背夫」や「馬幇」などの人足や牛馬
に依存せざるを得なかった雲南の交通事情に、長足の
進歩をもたらすこととなった。
　この中で、蒸気機関車を導入した滇越鉄道の全面開
通による輸送条件の改善は、冒頭で述べた通り、大量
輸送の実現によって雲南の貿易に極めて大きな影響を
及ぼした。
　また、蒸気力の活用は、陸の世界にとどまらず、海
の世界にも及んだ。19世紀半ば以降、東アジア海域
に欧米の汽船が進出し、中国帆船を主体として構築さ
れてきたアジア海域の物流の輸送形態に大きな変革を
もたらした（松浦 2014: 3‒18）。人工的動力を持つ汽
船は、自然的動力である風力任せの帆船に比して、天
候に左右されることが少なく、輸送の定時性が飛躍的
に高まった。
　滇越鉄道を通して仏領インドシナ連邦経由で香港に
通じる交易路を持つ雲南省にとって航路における運搬
具の動力の変化は無関係ではなかった。従来の陸路で
は、昆明から内陸水運の中心である長江流域に位置す
る四川省叙州まで商品を運ぶだけでも20日以上要し
ていた。しかし、滇越鉄道を利用し、ハイフォンから
汽船を使うことで、香港まで６、７日、上海まででも
９日で到着することが可能となり、運搬量も大幅に増
加した（石島 2004: 57）。
　如上のように蒸気機関という人工的動力を活用した
汽車や汽船は、人力や畜力と異なり病気や天候の影響
を受けにくいため、予定通りに大量かつ安全に人や財
貨を目的地に移動させることを可能にした。清末民国
初の交通機関の発達は、雲南省の物流における輸送に
革新的な変化をもたらした。

⑵　新たな交通機関の登場と物流ルート

　ここでは、清末民国初における普 茶の需要が高
まった消費地に注目し、生産地との連携を強化するた
めの新たな交通手段が重要な役割を果たした物流ルー

26  『続雲南通志長編』巻72には、「江城（即旧時之猛烈），年産約二千四百担，大部運銷越南。滇茶運輸之可資水道者，惟江城一県耳」
とある ( 雲南省志編纂委員会辦公室 1985: 下冊、607)。

27  グラフ１に見える当該時期の蒙自海関の普 茶の輸出の増減に関する詳細については、拙著（西川 2015: 226‒228）を参照されたい。
28  『雲南省事情』其一には、昆明における普 茶の各種市場価格が紹介されており、百斤あたり、上倚邦75元・中倚邦70元・上易武

66元・中易武55元・賓紅（紅茶）40元・上攸楽62元・中攸楽55元・元江茶（上猪街茶）37元・景谷茶（景谷春茶）48元とあり、倚
邦や易武の茶の価格の高さが際立っている（台湾総督府官房調査課編 1924: 143‒144）。 

トについて考察し、消費の拡大との関連性を検討して
いく。
Ａ　仏領インドシナ連邦と香港
　最初に、滇越鉄道によって世界市場との経済的つな
がりを深めつつあった仏領インドシナ連邦および香港
などの巨大な人口を誇る中国沿岸部の消費地を取り上
げる。清末民国初から新たな消費地として急速に台頭
した当該地域には、六大茶山である鎮越（易武）を中
心として仏海・江城・元江など周辺部の茶山からも供
給された（表２）。
　物流ルートとしては主に二つあり、一つが易武や倚
邦などの六大茶山から、黒河を下り、北ラオスおよび
北ベトナム莱州経由で輸出されるルートと、もう一つ
が蒙自海関を通過し、トンキン（北ベトナム）、さら
には船舶で香港に輸出されるルートがあった（西
川 2015: 224）。江城からも「江城（昔の猛烈）は年間
約2,400担の茶を生産し、そのほとんどはベトナムに
輸出されていた。雲南の茶の輸送に水路を使用できる
のは江城だけである」とあり、仏領インドシナ連邦に
は水運でもって運ばれた26。
　地理的にはいずれの地域も仏領インドシナ連邦に隣
接しており、物流のコスト面を鑑みれば、普 茶の輸
出には適していたといえよう。
　また、1910年に滇越鉄道が開通して以降、安価で
迅速な大量輸送が可能となった。次ページに見えるグ
ラフ１は、蒙自の海関史料に基づき1889年から1928

年までの普 茶の輸出量と輸出額を示している。
　グラフ１から、滇越鉄道の開通により仏領インドシ
ナ連邦と接続され、1916年以降、輸出量はしばしば
3,000担を超え、1925年には6,000担を上回る記録を達成
したことがわかる27。加えて、購買力のある香港など
の中国沿岸部には、易武などから単価の高い高級茶が
輸出されており、利益を生み出しやすい構造があった28。
　仏領インドシナ連邦や香港を含む中国沿岸地域向け
の普 茶は、鉄道敷設により従来の家畜や人足による
輸送手段から脱却し、大規模な輸送が可能となった。
その結果、世界市場に向けて安定的に普 茶を輸出す
ることが実現した。
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図２　チベットおよび四川向けの普 茶の移出ルート
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　次に四川省および省都昆明向けの普 茶の物流につ
いて説明していく。前述したとおり、四川省に供給す
る普 茶の生産地は、古くは六大茶山に始まり、時間
の経過とともに景東、双江、順寧と移動を繰り返した。
これに加えて、雲県や昌寧からも四川に移出されてい
る（表２）。
　順寧・雲県・緬寧・双江県で収穫された茶葉は、荷
馬で下関（大理）や昆明に運ばれ、沱茶に加工された
後、四川省やチベット地域に輸送され、販売された（図
２）29。また、景東と景谷産の四川向けの茶葉は、昆明
まで運ばれて販売されるか、あるいはそこから四川に
向かう。前述の通り、省都昆明は、海関設置以来、外
国貿易を中心として雲南経済が活性化する中で交易路
の結節点の役割を果たしており、普 茶の大消費地で
もあったため（表２）、ここで一度販売された後、四
川に運ばれたのであろう。
　また、ここで注目すべきは、両ルートにおいて、荷
馬を用いて下関または祥雲まで運搬された後、昆明ま
で自動車が利用され、その後、自動車道路が四川省叙
府まで延伸されていることである。雲南における自動

29  これら生産地に普 茶を運ぶ物流ルートに関しては『雲南経済』第12章に「凡順寧、雲県、緬寧、双江等県所産，大抵由産地駄
運至下関昆明，（下関至昆明近間以車運）両地。除銷本省之散茶外，多数製成緊茶，名曰沱茶，運至四川之叙府（即宜賓県），分銷重
慶成都各地；或由中甸維西経沙敦子以入康蔵。其産自景東景谷者，或以駝馬逕運昆明，或至祥雲改装汽車，至省銷售，川銷向由昆明
駝運至叙府，自叙昆路通車後，亦有汽車者」とある（張 1942: L5）。

車道路建設は、1929年に公路局が設立されたことを
契機に本格化した。省都昆明から滇西の中心である下
関までの工事は1924年に着手され、1935年12月に全
線が開通した（陸 1997: 405‒406）。この開通により、
２日間で昆明と下関間の移動が可能となった（支那省
別全誌刊行会 1942: 323‒326）。その後、昆明を起点に



図３　チベットおよび香港向けの普 茶の輸出ルート

133

清
末
民
国
初
に
お
け
る
普

茶
生
産
に
つ
い
て

各方面への自動車道路整備が進められ、省外へと延び
る道路が次々に建設された。1937年に昆明から曲靖
を経て東方の貴州を結ぶ滇黔公路が開通し、1938年
に昆明から霑益まで滇黔公路を進み、宣威、貴州省威
寧および畢節を通り、四川省の瀘州にいたる川滇東公
路が完成を見た。また、同年には下関から西方のミャ
ンマーのラショー（Lashio）へと延びる滇緬公路、
1940年に昆明から南下し蒙自を経由してベトナムに
いたる滇南公路がそれぞれ開通した（増田・加藤・小
島 2008；東亜同文会支那省別全誌刊行会 1942: 323‒
330）。さらに、昆明から滇黔公路を進み、途中の楊林
で分岐して北上し、尋甸、会沢、昭通、塩津を経て四
川省叙府にいたる川滇中公路は、1940年２月に全線
が開通した（東亜同文会支那省別全誌刊行会 1942: 

328）。一連の工事により、下関と昆明間は1935年末に、
昆明と四川省叙府間は1940年２月に、それぞれ自動
車による輸送が可能となった（図２）。
　交通インフラの整備により、人工的動力を用いた自
動車の利用が実現したことは、物流において革新的な
変化をもたらした。ただし、家畜や人足とは異なり、
運搬具と動力源を分化した自動車を動かすには、燃料
の安定的供給が不可欠であった。この点における環境
整備は容易ではなく、燃料不足が原因で自動車による
輸送が制限されることもあった30。
　四川向けの普 茶の輸送の手段は、
1930年代半ば以降本格化した交通イ
ンフラの整備にともない、燃料不足と
いう制約を受けながらも、従来の荷馬
から自動車へと移行していった。
Ｃ　チベット
　最後に伝統的な普 茶の消費地であ
るチベットについて取り上げる。最初
に、生産地である雲南省南部とチベッ
トを結ぶ物流ルートの変化を明らかに
したうえで、これにともない生じた問
題についても検討していく。

30  とりわけ1940年代は、戦争の影響もあり、燃料の供給は十分ではなく、自動車の使用はかなり制限されていたようであり、1944
年刊行『中農月刊』に掲載の「雲南之沱茶」には「由下関至昆明駄運十二天…惟近年来以汽車燃料限制車運甚少。由昆明経曲靖入四
川畢節転叙府駄運時日十八天…惜以汽車限制，多数未能用汽車載運，而以長途駄運為主，其影響品質殊大」とある ( 唐 1944)。

31  1931年刊行『新亜細亜』に掲載の「西蔵與車里之茶業貿易」には、「光復以来，内乱頻仍，川滇両省，不時発生戦過，交通梗阻，
道途不靖，普茶銷路，不免大受打撃。就是蔵人一年両度到思茅購買之緊茶，亦復大為滅色。近十年来，如洪盛祥，義和祥，恒盛公，
可以興等茶荘，因鑑于内地道途之不便，運輸之困難；先後到猛海（即今仏海県治）方面成立工廠，将土人粗製品就地改為蔵荘，仮道
緬甸，印度，由加爾各打経大吉嶺，加倫埠直達後蔵拉薩一帯銷售；或即在印度售與蔵商，移銷入内」とある（李 1931）。

ａ　物流ルートの変化
　民国期にチベット向けの普 茶の供給地となったの
は、六大茶山の一つである倚邦や仏海を中心に、雲県、
瀾滄などのメコン川流域であった。
　明代においては、チベットでは、四川省雅安や灌県
で栽培された茶が消費されていた。しかし、明末清初
の四川を巻き込んだ混乱と戦争の時期を境に雲南省が
新たな茶の供給先として台頭してくる（劉 2017）。
　さて、チベットに普 茶が運ばれるルートは、1920

年以前は大理から北上して徳欽を経てチベットに入る
北ルートが主流であった（図２）。しかし、民国初期
の治安悪化を契機に新たに現在のミャンマー、インド
を経由する南ルートが開発され、北ルートは徐々に衰
退に向かう（図３）。このときの詳細な事情については、
1930年代に仏海にて教育局長を務め、自らも茶荘を
経営していた李払一が（黄 2009）、次のように記して
いる31。

　　中華民国の建国以降、内紛が頻発し、四川省と雲
南省の間で絶えず戦争をしていたため、交通が遮断
され、道路も安全でなくなり、普 茶の売行きも大
きな打撃を受けた。年に２回、チベット人が思茅で
買いつける緊茶の量も激減した。ここ10年、洪盛祥・
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義和祥・恒盛公・可以興などの茶荘は、内陸の道路
の不便さと輸送の困難さを鑑み、相継いで猛海（＝
現在の仏海県）に工場を設け、土着民の粗製品をそ
の場でチベット茶荘のものに改め、ビルマ、インド
を経て、コルカタからダージリン、カリンポンを経
由して直接チベットに入り、後蔵（チベット西南部）
やラサ一帯で販売する、あるいは、インドでチベッ
ト商人に販売して、輸入されるかのどちらかである。

　辛亥革命以降につづいた護国戦争などの政治的不安
の影響を受け、北ルートが遮断されたために、複数の
茶荘が猛海（仏海）に工場を建設し、思茅を経由する
ことなく、直接南に向かい英領インド帝国に属する
ミャンマーやインド経由でチベットに輸送するように
なった。
　この南ルートに関する具体的な経路については、『雲
南経済』に1940年頃の次のような記録が残されてい
る32。

　　仏海・南嶠・車里などで産出される茶は、阿敦子
（徳欽県）からの道が塞がって以降、最初は、瀾滄
の孟蓮土司の地から、ミャンマー西北部に出て、到
着した北部の中心である錫箔（ティーポー Hsipaw）
において鉄道に積み込まれ、西南方向に運ばれ、瓦
城 （マンダレー Mandalay）を経て，大市（タジ  

Thazi）から仰光（ヤンゴン Yangon）に達する。船
に積み替えられた後、３、４日で加爾各答（コルカ
タ Kolkata）に到着し、鉄道で西哩 里（シリグリ 

Siliguri）に移動、そこで牛車あるいは自動車に乗り
換える。到着した加麟崩（カリンポン Kalimpong）で、
再度騾馬に積み替えられチベットに向かう。これが
かつての仏海から西蔵へ向かう唯一のルートであっ
た。ついで、滇緬公路が公信（クンヒン Kunhing）
まで開通した後、この西北ルートは放棄された。そ
して、改めて、仏海から荷馬で国内の打洛、さらに
ミャンマーの景東（チャイントン Kyaingtong）まで
運び、自動車に積み替え、クンヒン（Kunhing）に
向かい、（タウンジー Taunggyiの）瑞仰に到着後、

32  『雲南経済』第12章には、「凡仏海、南嶠、車里等地所産之茶；自阿敦子一途阻塞後，初由瀾滄之孟蓮土司地，出緬甸西北，至緬
属北部中心之錫箔，載上火車，西南経瓦城，由大市（Thazi）而達仰光，換船約三四日至加爾各答，由火車至西哩 里，換牛車或汽
車至加麟崩，又改用騾馬入蔵，此過去仏海藏銷唯一之出路也。嗣以滇緬公路通至公信（亦作貴興），遂捨西北一線，改由仏海駄運出
打洛（属我国），至緬甸之景棟口（即猛良），換汽車至公信，達瑞仰，換火車至大市，達仰光，循加爾各答入蔵」とある（張 1942: 
L5）。

33  ビルマの鉄道輸送については、（柿崎 2022）を参照されたい。

鉄道に乗り換えてタジにいたる。タジからヤンゴン
に到着後、コルカタを通って、チベットに向かうこ
とになる。

　この説明によると、雲南南部の茶山地域に近いクン
ヒンに滇緬公路がつながったことを契機として、南
ルートは前期と後期の二つのルートに分けられる。前
期ルートは、雲南省瀾滄から、ミャンマー西北部の
ティーポーに向かい、そこから鉄道に積み込まれ、マ
ンダレー、タジを経由してヤンゴンまで運ばれた。ク
ンヒンまで道路が開通した後期ルートは、打洛から
チャイントンまで荷馬で運んだ後、自動車に積み替え
てクンヒンを経て、タウンジーに赴く。そこで、再度
鉄道に積み直してタジを経由してヤンゴンに向かう。
　ヤンゴン到着後は、両ルートともに、船で英領イン
ド帝国のコルカタに移動し、鉄道に積み替えてシリグ
リに赴く。そして、牛車や自動車に乗り換えカリンポ
ンに向かい、再び騾馬に積み替えてチベットに入る（図３）。
　ヤンゴンとコルカタを結ぶ航路では、1863年にブ
リティッシュ・インディア汽船会社による直通の定期
航路がすでに運航を開始していた（澤 1985）。南ルー
トが開発された当時、ミャンマーとインドはいずれも
英領インド帝国に属しており、領内の往来は容易なう
え、鉄道や航路など交通インフラの面でも恵まれてい
た33。したがって、南ルートは、雲南からミャンマー
西部に運び出す路程と最後のヒマラヤ越えを除き、い
ずれも人工的動力を備えた自動車、鉄道および汽船を
駆使して、輸送されていたことになる。畜力や人力に
よる北ルートから、路程の大部分を人工的動力に依拠
する南ルートに移行したことは、輸送の速度や効率性
において格段の差を生み出した。
　民国政府の官員で民国27（1938）年３月から翌年２

月まで重慶から雲南に派遣され、雲南省政府主席の龍
雲のバックアップのもと経済調査を実施した郭垣は
（郭 1940: 1）、畜力と人力による北ルートと南ルート
で実際に費やされる日数に関して詳細な記録を残して
おり、これを整理したのが以下に示す表４である。
　南ルートは、北部シャン経由が46日、クンヒン経



表４　チベットルートの路程と移動日数

南ルート 北ルート
前期ルート 後期ルート

移動手段と距離 地名 移動日数
地名 移動日数 地名 移動日数
仏海 仏海 ラサ
⇩ 23日   ⇩ ９日 家畜  ⇩ 40日
猛阿 景東（孟良） 阿墩子（徳欽県）
⇩ ⇩ ３日 家畜 ⇩ 12日

シャン北部 クンヒン 中甸
⇩ ⇩ 16日 家畜  ⇩

ティーポー ティーポー 維西
⇩ ３日 ⇩ ３日 鉄道（501キロ）  ⇩

ヤンゴン ヤンゴン 麗江
⇩ ⇩ 船（723カイリ） ⇩ 15日

コルカタ コルカタ 景東
⇩ ８日 ⇩ ８日 鉄道（335マイル） ⇩ 12日

シリグリ シリグリ 思茅
⇩ ⇩ 牛車（約10マイル）

カリンポン カリンポン
⇩ ⇩ 家畜

亜東県帕里鎮
（Pagri）

亜東県帕里鎮
（Pagri）

⇩ 12日 ⇩ 12日 家畜
ラサ ラサ

計46日 計51日 計79日

史料典拠：郭 1940: 212‒214。
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由が51日とそれぞれ移動日数が必要となる（表４）。
ただし、郭垣が調査した当時は、滇緬公路がクンヒン
まで延伸されておらず、移動手段は依然として家畜に
よっていた。『雲南経済』に見えるように、南ルート
の後期ルートにおいて、クンヒンから自動車を利用し
てシャン南部を横断し、タウンジーの瑞仰で鉄道に積
替えが可能となったことにより、クンヒンから鉄道沿
線までの移動日数は、従来の16日からさらに数日間
に短縮されたと考えられる。一方、思茅から大理、麗
江を経由して、チベットにつづく茶馬古道を進む北
ルートは、移動日数には単純計算で79日間必要であ
り、往復の日程を加味すれば、半年近くかかることと
なる34。加えて、家畜と人足に依存していたため、病

34  チベット人が雲南を往復する路程については、『雲南省之自然富源』第７章に「蔵人先由阿墩子、中甸、維西、麗江等処，南来思
茅輸運，蔵人分春冬両季；春至思茅，冬則直趨仏海。拉薩至阿墩子計馬程四十日；由阿墩子至麗江十二日，再至景東十五日，至思茅
十二日。跋渉万里，往返数月，交通之困難，於此可見」とあり、万里を歩くため、往復には数か月を要する（郭 1940: 214）。

35  「続議滇緬界、商務条款」の第八条には「英国極欲振興中、緬陸路商務，答允自条約批准之日起，以六年為期，中国所出之貨及製
造之物，由旱道運入緬甸，除塩之外，概不収税」（王 1957: 578）とあるものの、実際には、「滇茶蔵銷」（五）緊茶蔵銷に「依拠滇緬
通商条約，凡陸路進緬之貨物，概可免税…但于三十年四五月間，印度海関頒布進口抽税法令之後，茶葉須抽税五安，毎包緊茶須納税
十九羅比」とあるように免税処置が1941年まで継続された（譚 1944）。

気や天候などの不確定要素も大きかった。
　以上のように南北両ルートを比較すれば、輸送手段
を家畜に頼った北ルートは、往復で半年要した。これ
に対して、南ルートでは鉄道と汽船を軸として、後に
は自動車が加わる形で、路程の大部分を、人工的動力
を持つ運搬具に依拠することにより、安価でスピー
ディな長距離大量輸送が実現し、規則性をもった物流
ルートを確保することができた。
　大量輸送によるコストの抑制に加えて、南ルートに
は、関税の面でも大きなメリットがあった。1894年３月
１日に清朝とイギリスの間で「続議滇緬界・商務条款」
が締結されたことによって陸路でミャンマーに運搬さ
れる貨物は、塩を除いて税金の徴収は免除された35。
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　南ルート開発にともなう人工的動力を活用した物流
ルートの獲得は、時間的に年２回に買い付けが制限さ
れていた北ルートに比して、定期的輸送が可能となり、
取引量の飛躍的増加につながった（表３）。
ｂ　イギリスの対チベット政策とインド商人
　普 茶の消費量が増加した原因は、物流コストの抑
制や物流の効率化だけではなく、イギリスの対チベッ
ト政策も関係していた。
　巨大な茶の需要を誇るチベットの茶市場には、イギ
リスも注目していた。中国からの茶の輸入による銀の
流出に苦しんでいたイギリスは、19世紀半ばアッサ
ムにおいて茶の栽培に成功、1860年代にはネパール
やスリランカにまで茶園を拡大し、イギリス本国向け
に輸出を開始した。しかし、まもなくイギリス本国の
茶市場は飽和状態となり、新たな市場の開拓が必要と
なった。そこで、目を付けたのがチベットであった。
19世紀末頃からチベットに対する軍事的圧力を強め
ていったイギリスは、最終的に1908年にインド茶の
輸入を認めさせた（劉 2017）。
　しかし、イギリスが当初企図したようなインド茶に
よるチベット市場の独占は容易ではなかった。交通イ
ンフラの整備により、廉価なインド茶が流入したこと
は、従来チベット向けに茶を供給していた四川茶の移
出に大きな影響を及ぼし、辛亥革命以降、四川茶は、
交通状況の悪化や価格の高騰が重なり、チベットでの
消費量が減少した。その結果、予想に反して普 茶の
消費量が増加することとなった。南ルートを通じて輸
出される普 茶は、英領インド帝国内の交通インフラ
を活用することで物流コストを抑え、関税が免税で
あったことも相まって、四川茶に代わりインド茶とと
もにチベット市場で台頭することとなった（劉 2017；

36  李払一は、「西蔵與車里之茶業貿易」の中で「我記得有人這様説過『西蔵所需茶葉，自来都是由川輸入，近来被印度茶将銷場奪去了。』
其実這種茶就是由車里猛海運去之普 茶，真正印度産之茶葉，蔵人是不歓迎的。拠他們説来，普 茶葉（即指一般人所謂之壩茶）能
夠與酥油融和，可以増加体温，能令冬天不怕寒冷」と記している（李 1931）。

37  仏海における流通の詳細については、「滇茶蔵銷」（四）緊茶販売の中で「緊茶原料之毛茶，在生産地収購者，大都由茶販茶客茶行
経手，茶販多為一種販客性質之馬幇任之，彼等毎届茶季，自数百里或数千里外，購辦大宗日用品，携帯武器，結隊趨赴茶葉産地，購
茶售貨，或行易貨，以運至製茶地出售，此種茶販，約占茶葉販売商中百分之二十五…茶客與茶号収購馬幇之茶，或在茶季時，入山採
辦，運至滇西下関，滇中昆明，経茶行或直接售出，茶行居中得百分之三之手続費，但須負貨款及 款之責，茶客與茶号在製茶一二月
前，以現款向近処産茶各村寨頭人土司定買，付定銀後，可自由向茶農取茶，而漫無限制，故毎有茶号，負茶農茶款之責。茶号占有百
分之八十，其在産地収購毛茶之外，兼行自製」とある（譚 1944）。

38  1938年に仏海を訪れた姚荷生は、仏海の茶号について「従前十二版納出産的茶葉先運到思茅普 ，製成緊茶，所以称為普 茶。
西蔵人由西康阿登子経大理来普 購買。民国七年雲和祥在仏海開始製造緊茶，経緬甸印度直接運到西蔵辺界葛倫舗売給蔵人，賺到很
大的利益。商人聞風而来，許多茶荘先後成立。現在仏海約有大小茶号十餘家」と記録している（姚 1948: 144）。

39  「滇茶蔵銷」（五）緊茶蔵銷には、「滇茶之経印入蔵，在民国七年，始有商人経営，獲利甚厚，民国十四五年後，商人之継起経営者
頗多，惟多少資本経営，運費甚巨，抵仰後，多因資本欠乏，運輸困難，加以語言文字之隔 ，推銷為難，□□除洪記号及恒盛公茶号
外，餘均転售印商，経銷印蔵，惟以価格受印人操縦，営業時有虧損」と詳細に記しており、価格の決定についても「至滇茶運出銷售
価格，以在加爾各答為標準」とある（譚 1944）。

2021）。これには、普 茶がバターと相性が良く、チベッ
ト人に好まれたことも関係していた。チベット人が好
むバター茶には普 茶の茶葉が適しており、その体を
温める効果は寒冷地において非常に有用であった36。
普 茶は、イギリスの対チベット政策と整備された交
通インフラに乗じてチベットにおける普 茶市場の拡
大に成功したのである。
　ただし、雲南西北部を通ってチベットに向かう北
ルートから、ミャンマーとインドを経由する南ルート
への変更は、普 茶取引においてインド商人の干渉を
許すという副次的な影響をもたらした。
　そもそも仏海では、茶の生産から販売までの流通に
ついて、大きく分けて茶販・茶号・茶行の三種の業者
が担っていた。まず茶の農家から茶葉を買い集めるの
が茶販であり、茶号が、茶販から茶葉の買い付けをお
こなった。ただし、季節によっては茶号自ら茶山に茶
葉を買いにいくこともあった。茶号は、収集した茶葉
を加工したうえで、下関や昆明まで運び、茶行を通し
てあるいは自分で販売をおこなった。さらに資金の面
でも茶号の役割は大きく、茶農家から茶葉を受け取る
ために、茶山の村々の顔役に手付金を支払う責任を
負っていた37。したがって、茶号は、物流から資金の
流れまで流通経路の大部分に深く関与していた。
　南ルートの開発は、1918年にこの地で緊茶の生産
を始めた茶号である雲和祥に由来し、まもなくして新
たな参入者が相継いだことで、熾烈な競争が展開され
ることとなった38。この頃の状況と影響については、
譚方之著の「滇茶蔵銷」に次のように記している39。

　　雲南の茶がインド経由でチベットに持ち込まれる
ようになるのは、民国７（1918）年であり、一部の



表５　仏海「茶号」の分類

種類 事業主に関する情報 資本規模 具体的活動

１
インド・ミャ
ンマー系茶号

インド・ミャンマー系移民とイン
ド商人の合作。 巨大 仏海において設立された茶号で、購入した原料を緊茶に

加工し、直接インドとチベットに輸送、販売をおこなう。

２ 仏海系茶号 仏海の漢人と土司らによる合資。 脆弱

資本が不十分であるため、緊茶に加工することしかできず、
輸送をおこなう能力が不足している。その結果、仏海で
インド・ミャンマー系の茶号に売り渡すか、あるいは無理
にヤンゴンやコルカタまで輸送しても、結局はインド・ミャ
ンマー系の茶号に売却するにとどまる。

３ 零細茶号
事業規模は極めて小さく、そのほ
とんどが１年限定で臨時的に設立
される。

極小 周辺の茶山から茶葉を買い集め、インド・ミャンマー
系や仏海系茶号に売却する。

史料典拠：譚方之 1944「滇茶蔵銷」（四）緊茶販売。
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商人がこの事業を始め、多くの利益を得ていた。民
国14、5（1925‒26）年以降、この事業に参入する商
人が相継いだ。ただ多くは少ない資本で経営してお
り、輸送費が非常に高額であったため、ヤンゴンに
到着した後、資本不足により輸送が困難で、加えて
言葉と文字が障壁となり、販売が容易ではなかった。
洪記号と恒盛公以外のその他の茶号は、みなインド
商人に転売し、インドやチベットでの販売をおこ
なった。もっぱら価格は、インド人によってコント
ロールされ、ビジネスは時に損失を被っている。

　同業者間の競争が激化する中で、小規模茶号は高額
な輸送費に苦しみ、言語の壁も影響し、多くがインド
商人に茶を転売せざるを得なくなった。この状況は、
普 茶の取引において地理的な優位性を有するインド
商人の関与を招き、販売価格がコルカタで決定される
ようになった。その結果、普 茶の価格決定権がイン
ド商人に移行し、地元の仏海にある茶号の経営に深刻
な影響を与えることとなった。
　さらに、インド商人の影響は、販路のみにとどまら
ず、普 茶の産地でもある仏海にも及んだ。以下に見
える表５は、1930年代後半頃の仏海の茶号を分類し
たものである。
　仏海の茶号は、資本規模から順番にインド・ミャン
マー系茶号、仏海系茶号、それから零細茶号の３つに
分類される。インド・ミャンマー系茶号は、インド商
人との協力関係のもとで、加工から輸送、そして販売
までを一手に担う。一方、仏海系茶号は、緊茶に加工
はするものの、輸送はインド・ミャンマー系茶号に依

40  「滇茶蔵銷」（六）緊茶蔵銷之先決には、「近年来印度茶商，在西里古里（Siliguri）秘密仿製仏海緊茶，所出之茶，在外表観之，雖
與仏海産者相彷彿，但其中心多霉爛，且因蔵人不喜飲用，乃仮冒仏海中，小茶号之招牌，運至迦林崩混售，又在大吉嶺附近，印度茶
商，勾結仏海某茶号経理，設廠彷製，已有成効，年産有千担以上」とある（譚 1944）。

存しており、零細茶号にいたっては茶葉を買い集める
以外の工程は、その他の茶号に任せている。
　仏海では、インド商人の大規模な資本を基盤とする
インド・ミャンマー系の茶業者のみが、茶葉の加工・
輸送・販売にいたるまでの流通全体を把握している。
そのため、地元の仏海を含むほかの茶業者は言語の障
壁も影響し、輸送や販売においてインド・ミャンマー
系の茶業者に依存せざるを得ない状況にあった。
　また、チベットにおける普 茶の人気を目の当たり
にしたインド商人の中には、その名声を不正に利用し
ようと企図するものも現れた。譚方之の「滇茶蔵銷」
には、これに関連して以下のような記載が見える40。

　　近年、シリグリではインド茶商が密かに仏海の緊
圧茶を模倣して製造している。これらの茶商が生産
する茶葉は、外見が仏海の緊圧茶に似ているものの、
茶葉の中心部にはカビが生え腐っており、チベット
人が好んで飲まないため、仏海の小規模茶号の商標
を詐称し、カリンポンまで輸送して混ぜて売ってい
る。また、ダージリン近郊では仏海の何がしという
茶号の経理と結託したインドの茶商が工場を設立
し、偽ブランドを製造しており、すでに成功を収め、
年間生産量は1,000担を超えている。

　仏海産の緊圧茶の模倣品を製造し、混合販売や偽商
標の作成を通じて、インド茶を普 茶としてチベット
市場に流通させ、一定の成果を上げていたことが示唆
されている。実際、1944年に康蔵貿易公司の総経理
である格桑悦希がインド国境を調査した際に作成した
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「印茶銷蔵概況」では、主な商人として、インド商人
が雲南沱茶700担を、イギリス商人が仏海沱茶2,000

包をそれぞれ模倣製造しているとの報告がなされてい
る41。チベットの茶市場では、インド商人との間で激
しい競争が展開された。雲南の仏海の商人は、普 茶
の利益を巡って、国際的なネットワークを駆使し、商
業に精通したインドの商人と直接対峙することとなっ
たのである。
　イギリスの対チベット政策と英領インド帝国内の交
通インフラの整備に乗じた南ルートの開発は、物流業
務の効率化を促し、取引量が増大するなど普 茶生産
に恩恵をもたらした反面、チベット向けの普 茶市場
に対する第三者の介入を招いた。具体的には、普 茶
がもたらす富は商才に優れたインド商人たちを魅了
し、輸送と販売が彼らの手に委ねられた結果、価格決
定権がインド商人に移行し、さらには普 茶の模倣品
であるインド茶の流通といった大きな副作用を引き起
こすこととなった。
　如上のように本章では、清末民国初の普 茶の主要
市場であった仏領インドシナ連邦と香港、四川省と昆
明、チベットを事例として取り上げ、人工的動力を備
えた運搬具の登場と影響について論じてきた。新たな
運搬具は、遠隔地にも安全かつ迅速、そして、規則性
をもって貨物を送り届けることを可能にしたことで、
大量の生産かつ消費に適した効率的な物流が展開さ
れ、民国期の普 茶市場の拡大に寄与した。だが、そ
の一方で、英領インド帝国の交通インフラを基にした
物流ルートの確立の事例が示すように、第三者の介入
を引き起こす可能性があり、これが普 茶取引に不安
定性をもたらす要因ともなった。
　このように人工的動力を内蔵した運搬具の導入は、
生産地と消費地を機能的に結びつけ、普 茶の消費拡
大に寄与したことは間違いない。しかしながら、人工
的動力を備えた交通機関の導入と物流の革新だけで
は、清末民国初における新たな消費の掘り起こしや新
規顧客の獲得に決定的な役割を果たしたとまではいえ
ない。これらはあくまで潜在的な需要が存在する地域
に対して、普 茶の効率的な輸送を支援したに過ぎな
い。輸送手段の改善は、安価で安定した貨物輸送を実
現するものであり、商品そのものの魅力を生み出すも

41  1944年７月４日「格桑悦希為印茶銷蔵事致呉忠信函」添付の「印茶銷蔵概況」には、「経営商号共有数家，其較著者，一為西日譲，
印度人，設号地点在当生噶瑪（距亜東甚近），製有磚茶、沱茶両種。磚茶産量年約一百五十担，沱茶産量計七百担…二為茶商邦卡巴任，
英籍人，地点在卡相（大吉嶺山脚），産量最初為一千包，現已達二千包。完全仿造仏沱茶，已有十年歴史」とある（劉 2005: 336）。

のではない。もし普 茶の品質が低ければ、消費は依
然として低迷していたであろう。
　そこで、次章では、清末民国初の新たな消費の掘り
起こしや新規顧客の獲得を促進した普 茶の品質の向
上について、技術の点から論じていく。

Ⅴ　普 茶の品質の向上と技術移転

　清末民国初、普 茶の需要増加にともない、茶の生
産地域は、六大茶山から周辺地域に向けて拡大した。
ただ根本的な問題として、新たな生産地で産出された
普 茶が、消費者を満足させるだけの品質を保証でき
なければ、市場での需要を維持することはできず、新
規の消費者を獲得することも難しい。
　そこで、本章では清末民国初における普 茶の消費
量拡大の背景にある茶の品質に着目する。普 茶の品
質の向上は、18世紀末頃から、貢茶の任を担うよう
になった石屏漢人による栽培加工技術が関係していた
ことはすでに述べた。ここでは、清末民国初において、
石屏漢人が培ってきた茶の栽培加工技術が、技術移転
を通じて各地で生産されるようになった普 茶の品質
の向上と維持に重要な役割を果たしていく過程を明ら
かにしていく。
　具体例をあげて検討していく前に、技術移転につい
て若干の説明を加えておく。ここでいう技術移転とは、
技術自体と、その技術を使いこなす技能、両方を他地
域へ移植する行為を指す。これは、時間軸で見れば、
移転・定着・普及というプロセスを辿る。ただし、技
術の移転と定着・普及は、本来異なった二つのプロセ
スであり、技術・技能が移転されたからといって、す
ぐに定着・普及するわけではなく、移転先でそれを支
えるための技術・技能を有する職能集団が育成され、
再生産されていく必要がある（ダニエルス 1991）。

１　猛海における加工技術移転

　最初にメコン川をはさんで六大茶山の西側に位置す
るシプソンパンナーの猛海（仏海）について検討して
いく。元来、猛海では粗放的な方法でタイ族やアカ族
（現代中国の分類ではハニ族）の人々が茶栽培をして
いた。彼らは、摘み取った茶を、天日干しのみの状態
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で定期市に持込み、それを漢人商人が買い集めて思茅
に運び、そこで分類や混合をおこない、圧縮して様々
な形に整えていた。これは、メコン川東岸の易武や倚
邦ではその場で加工し、商人と取引をおこなったのと
は対照的である（西川 2015: 264）。

写真２： 猛海の茶葉を使用して作られた緊圧茶の一形態である
茶餅。直径約19cm、高さ約２cmである。円盤状の形で、
包装紙に「猛海大葉七子餅」の文字が見える。

　そこで、1909年に張堂階という人物が当地に恒春
茶荘を開設し、茶の加工を開始した。張堂階の茶荘に
ついては、1958年８月におこなわれた、恒春茶荘の
従業員に対する聞き取り調査の中で次のように述べて
いる42。

　　74歳のタイ族資本家刀
とうなんおん

喃温の話によると、24歳
で刀氏が猛海に来た１、２年後に張堂階が揉茶（揉
捻のこと）を始めた。これが猛海で最も早い揉茶で
ある。これ以前猛海では茶葉の散茶を思茅に運んで
から揉製（揉茶により分別した茶をそれぞれ一定の
形に整える作業）し、チベット族が毎年３月と10

月の２回思茅まで茶を買いに来た。張堂階が茶号を
設立し、思茅から漢族の揉茶技術者を呼び寄せ、揉
茶と製緊（茶に圧力を加え固める作業）を開始して

42  『雲南省傣族社会歴史調査材料─西双版納地区─』（9）「猛海工商業資本家対各族労動人民的剥削」には、「拠74歳的傣族資本家刀
喃温談，他24歳到猛海，1‒2年後，始有張堂階揉茶，這是猛海揉茶最早的一家。在此以前，猛海茶葉散茶運至思茅揉製，藏族在毎年
三月和十月，両次到思茅買茶。張堂階設立了茶号，由思茅請来了漢族揉茶師，開始揉茶製緊茶以後，運往西藏的茶葉便由猛海出口，
経由景棟、仰光、加爾各答噶倫堡而進入西藏。此後，包括 族和其它兄弟民族的大批揉茶技術人員，在漢族師傅的培養下成長起来，
而猛海地区揉製茶葉的商号也如雨後春笋，紛紛出現」とある（中国科学院民族研究所雲南民族調査組雲南省歴史研究所民族研究
室 1964: 53）。

43  『雲南省傣族社会歴史調査材料─西双版納地区─』（9）「猛海工商業資本家対各族労動人民的剥削」には、「1928‒1929年又有以下
幾個茶荘開業：土司組織的 “新民茶荘”，２盤竃…受雇工人主要是漢族、 族，此外有拉祜、哈尼等族。工人除少数来自瀾滄、易武、
倚邦、磨沙、石屏、思茅等地外，多数是猛海人…当毎年六月開始揉製茶葉的時候，他們即受雇帮工」とある（中国科学院民族研究所
雲南民族調査組雲南省歴史研究所民族研究室 1964: 53、57）。

以降、チベットに運ぶ茶葉は猛海から輸出されるよ
うになり、チャイントン、ヤンゴン、コルカタ、そ
してカリンポンを経由してチベットに運ばれた。こ
れ以後、漢族技術者の指導の下、多くのタイ族やそ
の他民族の揉茶技術者が養成され、猛海では茶の加
工技術を持つ茶荘が次々と現れた。

　このようにして揉茶や揉製といった技術と技能を有
する漢人技術者が猛海に招聘されたことで、現地の
人々の中にも茶の加工技術を彼らから習得しようとす
るものが現れた。ここにいたり、技術移転のプロセス
としての移転段階から、漢人技術者から技術・技能を
学び、それを支える職能集団が地元社会において育成
されるという、定着・普及という次の段階に移行した
といえよう。加えて1928～29年にかけて地元猛海の
タイ族土把総刀宗漢が新民茶荘を設立した。この茶荘
は漢人との合弁であり、資本が不足していたものの、
茶の加工を自らおこなった。さらに、茶荘で雇われて
いた労働者には、易武・倚邦・石屏・思茅などの茶の
加工技術と技能を持った出身地のものが含まれてお
り、経験者として一役買ったと推測される43。
　これ以降、前章で詳述したように当地には次々と茶
荘が設立され、チベット向けに盛んに普 茶が生産さ
れた。加工技術の移転とミャンマー経由の新たなチ
ベットへの交易路の開発により、豊富な産出量を誇る
猛海地域の茶山を外部の市場と結びつけ、より活況を
呈すようになった。民国期普 茶の大消費地となった
チベットであるが、この背景には、猛海において技術
移転により加工が地元でおこなわれるようになったと
いう事情が存在していた。

２　元江における栽培加工技術移転

　つづいて元江の事例について分析していく。元江に
おける普 茶生産は、前述したように1890年頃に生
活にいき詰った人々が六大茶山に出稼ぎに訪れたのを
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契機とする。
　栽培から加工までの経緯は、民国『元江志稿』に詳
述されているように、見聞きしているうちに、茶の栽
培と製茶の方法を習得したので、茶の種をたくさん購
入して、元江に帰郷後、学んだ通りに栽培し、製茶し
たところ、品質・風味・色合いともに倚邦や攸楽の茶
に劣らないものとなった。さらに、20世紀初頭には
売行きが好調となり、さらなる茶の改良にも努めてい
ることから、将来的な発展が期待されるほどに成長を
遂げた44。
　元江の事例では、出稼ぎ労働者が、六大茶山で栽培
と加工の技術と技能を習得したうえで普 茶の生産を
おこなった。つまり、元江では出稼ぎ帰りの人々が
「如
マニュアルどおりに栽培

法 種 植」でき、「依
マニュアルどおりに加工

法 製 成」するだけの技術
と技能を身に付け、六大茶山に匹敵するほどの高品質
な茶の生産に成功しており、技術と技能の移転がおこ
なわれていることが確認できる。
　加えて、1942年出版の『雲南経済』には、元江の
普 茶生産について「元江県と鎮沅県で生産される茶
は、猪羊街茶が有名であり、そのほとんどが香港と広
州に輸出される。七弓茶の主要原料であり、年間生産
量は約2,000担である」とあり45、高級茶の消費地であ
る中国沿岸部を主要な輸出先として、時間的にも栽培
開始から半世紀近く経ている。元江が六大茶山に地理
的に近いこともあり、技術移転が、技術・技能を習得
した職能集団が育成される定着・普及の段階に達して
いた可能性が高い。
　新たな茶山として清末から台頭してきた元江は、高
い購買力を誇る中国沿岸地域向けに栽培と加工の技
術・技能の移転を経て、高品質な普 茶を供給すると
いう重要な一役を担うようになった。

３　大理における加工技術移転

　最後に、大理において生産された沱茶について分析
する。沱茶は、現在の四川省宜賓市にあたる沱江叙府
一帯向けに販売され、原料の産地と成分により、順寧・
双江・緬寧で生産される関茶と、順寧・景東・景谷で

44  註12参照。
45  『雲南経済』第12章の原文には、「元江、鎮沅両県所産之茶，以猪羊街茶著名，大半運銷香港，広州各地。為七弓茶之主要原料，
毎年産量約二千担」とある（張 1942: L4）。

46  沱茶の原料に関して、『雲南経済』第12章には「以銷路別，有銷四川之沱茶（此中又因原料産地與成分配合関係，復有以順寧，双江，
緬寧所産為原料之関茶，與以順寧，景東，景谷所産為原料之景関茶之別）」とある（張 1942: L1）。

47  「雲南之沱茶」には「光緒二十年間，雲南大理人楊某，前往思茅，普 ，習製各種蒸茶之製造後，返籍遂仿製円茶，試銷昆明及四
川沱江叙府（宜賓）一帯，其時毎年銷量甚少。 宣統年間，有川人潘徳順見於川銷頗為適合，商與楊某年製数百担，対於製造上，並
有所改進。及後銷路拡大，逐年増加，因暢銷沱江叙府一帯，「沱茶」之名斯出矣」とある（唐 1944）。

生産される景関茶に分類される46。

写真３： 緊圧茶の一形態である沱茶。直径約８cm、高さ約
５cmでお椀のような特徴的な形をしており、包装紙
に「下関沱茶」の文字が見える。

　さて、沱茶については、猛海茶工場の工場長を務め
た唐慶陽が、1944年刊行『中農月刊』に掲載の「雲
南之沱茶」の中で次のように述べている47。

　　光緒20（1894）年、雲南省大理出身の楊は、思茅
や普 に赴き、様々な蒸茶の製法を学び、故郷に帰っ
て模造の円茶を作り、昆明や四川省の沱江叙府（宜
賓）一帯で売ろうとしたが、毎年売れる量は限られ
ていた。宣統年間になり、四川人の潘徳順がこのお
茶が四川での販売に適していることを見抜き、楊と
一緒に毎年数百担のお茶を作り、製法に改良を加え
た。 その後、市場は年々拡大され、沱江叙府一帯
で盛んに売れたことから、「沱茶」の名が知られる
ようになった。

　つまり、1894年、大理出身の楊という人物が思茅
や普 に赴き、「蒸す」ことで加熱をする「蒸茶」に
よる加工技術を習得した後、大理での製造を開始した。
その後、宣統年間（1908‒11年）になって、四川出身
の潘徳順が楊に協力し、改良を加えた結果、四川省の
沱江叙府地域での販売に成功し、商業的な基盤を築く
ことができた。楊が、思茅や普 で習得した加工の技
術・技能を大理に移転し、協力者とともに四川向けに
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これをブラッシュアップしたことで売上げの向上を実
現したといえる。中国医学で名を馳せ、四川に滞在歴
のある陳邦賢は、沱茶について『自勉斋随筆』の中で
「四川では茶文化が盛んで、沱茶、花入り茶、菊花茶
があり、沱茶を飲む人が最も多い。下関の沱茶を最高
級品とする。このお茶は風味が強く、色は黄金色で、
何度もお茶を淹れることに耐えうる」と記しており、
その人気の高さがうかがえる48。
　大理は、滇西の交通の要衝であるため、順寧・双江・
緬寧・景東・景谷などの各茶山から茶葉を集めるのに
適していた。また、その地形的な特性により風が強く、
茶葉の乾燥に理想的であったため、民国以降、多くの
茶号が誕生し、雲南沱茶の製造の中心地となった49。
　沱茶の事例では、栽培から加工までの一連の工程を
完結させる元江や猛海とは異なり、各地の新興茶山で
生産された普 茶を滇西の中心地である大理に集約
し、技術移転された加工技術にさらなる改良を施し、
一括して加工をおこない、「沱茶」ブランドとして四
川市場に販売した。このように、多数の茶号が絶えず
出現し、大量の沱茶が生産されていることから、技術
移転の過程は移転段階から安定した職能集団を形成す
る定着・普及の段階へと進展していると判断できよ
う。
　以上のように、民国以降、普 茶の需要が増加する
中で、思茅を含む六大茶山を中心とした地域から栽培
や加工の技術・技能の移転がおこなわれた。猛海では、
加工の技術・技能の移転により、地元に茶号が設立さ
れ、チベット向け普 茶の輸出量の増加に貢献した。
また、元江では、栽培と加工の技術・技能の移転がお
こなわれ、仏領インドシナ連邦や中国沿岸部向けの高
品質な普 茶が生産された。一方、滇西の交通の要所
であった大理では、地勢的優位性も手伝い、茶の加工
技術・技能が移転され、滇西南の各茶山から集められ
た茶に加工を施し、沱茶として大消費地の四川を中心
に盛んに移出された。
　清末民国初における各地の普 茶需要の急激な増加
は、栽培や加工の技術・技能の移転とさらなる改良に
よって、各地域の消費者の要求に応えるだけの品質が

48  『自勉斋随筆』の「下関的沱茶」には「在四川一帯，茶風很盛，有沱茶、有香片、有菊花，以喫沱茶的最多。沱茶要以下関的沱茶
為最上品。茶味頗濃，顔色呈金黄色，並且可以耐泡」とある（陳 1997: 146）。

49  「雲南之沱茶」には「滇西大理與鳳儀両県所属之下関鎮，前臨 海，後背蒼山，風力浩大，景□優美。製造沱茶，利用風乾，極其
適宜。民二三年紛紛成立茶号，始有徳和祥復義和両号，年各製数百担。民十五六年，相継停閉。民四五年有永昌祥，茂恒宝元通等号，
年各製四五百担，今則年出千餘担。近年来又有雲南中茶公司復興茶廠年製千担，復春和振昌両号年各製三四百担。此外尚有三四茶号，
年共製五六百担，専售於水客。因此，下関則為雲南沱茶之製造地矣」とある（唐 1944）。

生み出されたことが主な要因であった。さらに、高品
質な茶生産を維持するための職能集団が育成されたこ
とで、市場への安定的な供給が可能となった。この背
景には、清代半ば以来、六大茶山において貢茶の任を
担ってくるなかで長い時間をかけて培ってきた石屏漢
人の栽培加工技術の存在があったことはいうまでもな
い。

Ⅵ　おわりに

　清末民国初の普 茶の生産拡大の主な要因について
は、これまで欧米列強の進出にともなう、加工工程の
機械化や交通通信インフラの整備、世界経済との結び
つきなど同時代的要素との関連性が強調されてきた
（楊 2009）。
　これに対し、本稿では、普 茶に関する通史的な分
析を通じて、清末民国初の普 茶生産増加の背景には、
物流と交通機関の革新に加え、乾隆年間以来培われて
きた普 茶の栽培や加工の技術・技能が各地に移転さ
れ、高品質な普 茶の生産に注力することで市場の
ニーズに応え、茶の需要を喚起したことを指摘した。
これまでの議論を整理すると、以下の４点に要約でき
る。
①　清代の乾隆年間を契機に、茶の栽培と加工の技

術・技能が向上したことにより、市場のニーズに
応じた商品が提供されるようになり、茶の品質に
対する評価も高まった。

②　清末民国初、新たな運搬具の導入によって、遠距
離地域への安全で迅速かつ定期的な貨物輸送が可
能となり、大量生産と消費に対応した効率的な物
流システムが構築された。この変革は、拡大する
市場における普 茶の供給を支える重要な要素と
なった。

③　英領インド帝国の交通インフラを基にした物流
ルートの確立は、第三者の介入を可能にし、普
茶取引の不安定性を引き起こす原因となった。

④　清末民国初に普 茶の生産が拡大した要因は、清
代以来の栽培と加工の技術・技能の移転と改良に
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よる高品質な茶の生産、さらに安定的な供給を実
現するための職能集団の育成があった。

　清代から綿々と続く栽培と加工の技術・技能の向上
と移転の繰り返しが、各地で求められる様々な条件を
満たす多様な普 茶ブランドを生み出し、消費市場の
拡大と新たな消費者の獲得を支えてきた。近代的な交
通手段が機能したのは、消費者の期待に応えるために
高品質な茶を供給できたからに過ぎない。従来指摘さ
れてきた共時的要素だけでは、清末民国初における普
茶の需要の急激な増加を十分に説明することはでき

ない。この現象を理解するためには、清代から受け継
がれてきた普 茶の栽培および加工に関する技術や技
能の移転による品質の向上という通時的な視点が必要
である。
　また、20世紀における雲南経済と世界市場との関
係性を議論する際、往々にして昆明を起点として滇越
鉄道を介して繋がった香港、さらにその先に広がる世
界市場との結びつきに軸足が置かれてきた。しかし、
本稿で論じたチベット向けの普 茶取引の事例は、近
代的な交通手段を有する英領インド帝国を介して新た
な輸送経路が開発されることによって、輸送効率が向
上し、大規模な輸出が可能になったことを示している。
しかも、この過程で、インド商人が関与するようにな
り、普 茶の取引価格の決定権がコルカタに移行する
など、取引の主導権に重大な影響を与えた。したがっ
て、雲南と世界市場との関係は、東の香港だけでなく、
西のコルカタにも及んでいることは明らかである。
　シプソンパンナーの茶山を基点に東南アジアを俯瞰
すると、滇越鉄道と汽船によって結ばれた香港と、英
領インド帝国内のビルマ鉄道と汽船を介して接続され
るコルカタは、地理的に左右対称で扇形の配置を示し
ている（図３）。普 茶取引に象徴されるように、清
末民国初に雲南で進展した世界経済との一体化を論じ
るうえにおいて、近代的な交通機関を備えた英領イン
ド帝国との経済的結びつきも視野に入れる必要があろ
う。
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Production of Puerh Tea in the Late Qing and 
Early Min-Kuo Periods

Kazutaka NISHIKAWA*

 In the Late Qing and Early Min-Kuo Periods, Yunnan’s establishment of the Haiguan 海関 and 
the development of transportation and communication infrastructure strengthened its ties with the 
world economy and promoted free trade with foreign countries. Under these circumstances, Puerh 
tea cultivation rapidly expanded from the six major tea mountains to the southwestern region of 
Yunnan. This paper focuses on the expansion of Puerh tea production and consumption that 
occurred during that period, and examines the factors that contributed to it.
 Based on the historical records of the government officials who contributed to the development 
of Puerh tea cultivation, this paper will explain the expanded cultivation areas and production 
volume, clarify the consumption market and its consumption volume, and in relation to this, clarify 
the actual situation of the logistics reform between the two regions and tea quality improvement.
 Through the analysis of this paper, it is pointed out that (1) the introduction of modern 
transportation systems made it possible to speed up logistics and reduce transportation costs in 
response to the expanding market under the integration with the global economy, shortening the 
time and economic distance between production and consumption areas and enabling regular 
transportation, thereby supporting mass consumption, and (2) in order to meet market needs, the 
cultivation and processing techniques that had been cultivated since the mid-Qing dynasty were 
transferred to various regions, and the focus on the production of high-quality Puerh tea further 
stimulated the demand for tea.
 Finally, based on the case of Puerh tea exported to Tibet via the British Indian Empire, this paper 
emphasizes that the process of Yunnan’s integration into the world economy at that time should not 
only be viewed within the framework of Hong Kong via the Yunnan-Vietnam Railway 滇越鉄路, 
but also Yunnan’s economic ties to the west.

Keywords
Puerh Tea, Logistics, Technology Transfer

* Meiji University
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